
昭
和
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
号

船
員
保
険
法
施
行
規
則

船
員
保
険
法
施
行
規
則
左
ノ
通
定
ム

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条
）

第
一
章
の
二
　
全
国
健
康
保
険
協
会
（
第
一
条
の
二―

第
三
条
）

第
二
章
　
被
保
険
者

第
一
節
　
船
舶
所
有
者
に
よ
る
届
出
等
（
第
四
条―

第
二
十
三
条
）

第
二
節
　
被
保
険
者
に
よ
る
申
出
等
（
第
二
十
三
条

の
二―

第
三
十
三
条
）

第
三
節
　
被
保
険
者
証
等
（
第
三
十
四
条―

第
四
十

一
条
）

第
三
章
　
保
険
給
付

第
一
節
　
職
務
外
の
事
由
に
よ
る
疾
病
、
負
傷
若
し

く
は
死
亡
又
は
出
産
に
関
す
る
保
険
給
付

第
一
款

　

療
養
の
給
付
並
び
に
入
院
時
食
事
療
養

費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併

用
療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養

費
及
び
移
送
費
の
支
給
（
第
四
十
二
条

―

第
六
十
八
条
）

第
二
款
　
傷
病
手
当
金
及
び
葬
祭
料
の
支
給
（
第

六
十
九
条―

第
七
十
二
条
）

第

三

款

　

出
産
育
児
一
時
金
及
び
出
産
手
当
金
の

支
給
（
第
七
十
三
条―

第
七
十
九
条
の

二
）

第

四

款

　

家
族
療
養
費
、
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
、

家
族
移
送
費
、
家
族
葬
祭
料
及
び
家
族

出
産
育
児
一
時
金
の
支
給
（
第
八
十
条

―

第
八
十
五
条
）

第

五

款

　

高
額
療
養
費
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養

費
の
支
給
（
第
八
十
六
条―

第
百
九

条
）

第

二

節

　

職
務
上
の
事
由
若
し
く
は
通
勤
に
よ
る
疾

病
、
負
傷
、
障
害
若
し
く
は
死
亡
又
は
職

務
上
の
事
由
に
よ
る
行
方
不
明
に
関
す
る

保
険
給
付

第
一
款
　
休
業
手
当
金
の
支
給
（
第
百
十
条―

第

百
十
三
条
）

第
二
款
　
障
害
年
金
及
び
障
害
手
当
金
の
支
給

（
第
百
十
四
条―

第
百
二
十
五
条
）

第
三
款
　
行
方
不
明
手
当
金
の
支
給
（
第
百
二
十

六
条
）

第
四
款
　
遺
族
年
金
の
支
給
（
第
百
二
十
七
条―

第
百
四
十
一
条
）

第
五
款
　
前
払
一
時
金
の
支
給
（
第
百
四
十
二
条

―

第
百
四
十
九
条
）

第
三
節
　
雑
則
（
第
百
五
十
条―

第
百
五
十
八
条
）

第
四
章
　
保
健
事
業
及
び
福
祉
事
業
（
第
百
五
十
八
条

の
二―

第
百
五
十
九
条
の
二
）

第
五
章
　
費
用
の
負
担
（
第
百
五
十
九
条
の
三―

第
百

七
十
一
条
）

第
六
章
　
船
員
保
険
事
務
組
合
（
第
百
七
十
二
条―

第

百
七
十
八
条
）

第
七
章
　
承
認
法
人
等
の
給
付
の
事
業
（
第
百
七
十
九

条―

第
百
八
十
六
条
）

第
八
章
　
雑
則
（
第
百
八
十
七
条―

第
二
百
二
十
七

条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
法
第
二
条
第
十
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方

法
）

第
一
条
　
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
十
二
項
の
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
利
用
者
証
明
用
電
子

証
明
書
（
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ

ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四

年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
い
う
。
）
を
送
信

す
る
方
法
と
す
る
。

第
一
章
の
二
　
全
国
健
康
保
険
協
会

（
船
員
保
険
協
議
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な

事
項
）

第
一
条
の
二
　
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
船
員
保
険

協
議
会
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
船
員
保
険
協
議

会
」
と
い
う
。
）
は
、
全
国
健
康
保
険
協
会
（
以
下

「
協
会
」
と
い
う
。
）
の
理
事
長
が
招
集
す
る
。

２
　
協
会
の
理
事
長
は
、
船
員
保
険
協
議
会
の
委
員
の
総

数
の
三
分
の
一
以
上
の
委
員
が
審
議
す
べ
き
事
項
を
示

し
て
船
員
保
険
協
議
会
の
招
集
を
請
求
し
た
と
き
は
、

船
員
保
険
協
議
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
船
員
保
険
協
議
会
に
委
員
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選

に
よ
り
選
任
す
る
。

４
　
委
員
長
は
、
船
員
保
険
協
議
会
の
議
事
を
整
理
す

る
。
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
委
員
長
が
欠

け
た
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
委
員
長
が
指
名
す
る
委
員

が
そ
の
職
務
を
行
う
。

５
　
船
員
保
険
協
議
会
は
、
委
員
の
総
数
の
三
分
の
二
以

上
又
は
法
第
六
条
第
二
項
に
掲
げ
る
委
員
の
各
一
人
以

上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
議
事
を
開
く
こ
と
が
で
き
な

い
。

（
協
会
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

第
二
条
　
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
情
報
提
供
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
第
四
条
第
一
項
、
第
五
条
第
一
項
、
第
十
六
条
第

一
項
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
船
舶
所

有
者
に
関
す
る
届
出
に
関
す
る
事
項

二
　
第
六
条
第
一
項
、
第
十
一
条
の
二
か
ら
第
十
四
条

ま
で
並
び
に
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規

定
す
る
被
保
険
者
の
資
格
等
に
係
る
届
出
並
び
に
第

三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
証
の
訂
正

に
関
す
る
事
項

三
　
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一

項
及
び
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
の

報
酬
月
額
に
係
る
届
出
又
は
申
請
に
関
す
る
事
項

四
　
法
第
七
十
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に

よ
り
傷
病
手
当
金
の
支
給
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
年

金
給
付
等
の
支
給
状
況
に
関
す
る
事
項

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣

が
保
有
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
協
会
の
業
務
の
実
施

に
必
要
な
も
の
に
関
す
る
事
項

（
事
業
状
況
の
報
告
）

第
三
条
　
協
会
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
毎
月
の
事
業
状
況
を
翌
月
末
日
ま
で
に
厚

生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章
　
被
保
険
者

第
一
節
　
船
舶
所
有
者
に
よ
る
届
出
等

（
新
規
船
舶
所
有
者
の
届
出
）

第
四
条
　
法
第
三
条
に
規
定
す
る
船
舶
所
有
者
と
な
っ
た

者
は
、
当
該
事
実
が
あ
っ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
船
舶
が
同
時
に
厚
生
年
金

保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
六
条

第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
適
用
事
業
所

（
同
法
第
二
条
の
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一

号
厚
生
年
金
被
保
険
者
（
以
下
「
第
一
号
厚
生
年
金
被

保
険
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同

じ
。
）
と
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
届
書
に
そ
の
旨
を
付

記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
船
舶
所
有
者
が

法
人
で
あ
る
と
き
は
名
称
及
び
主
な
事
務
所
の
所
在

地
。
以
下
同
じ
。
）

二
　
事
業
の
種
類

三
　
船
舶
の
数
及
び
用
途

四
　
操
業
区
域
又
は
航
行
区
域

五
　
船
舶
所
有
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項

イ
　
法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人

を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条

第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
又
は
会
社
法
人
等
番
号
（
商
業
登
記
法

（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
七
条

に
規
定
す
る
会
社
法
人
等
番
号
を
い
う
。
）

ロ
　
当
該
船
舶
所
有
者
が
法
人
の
本
店
又
は
主
た
る

事
業
所
で
あ
る
か
否
か
の
別

ハ
　
内
国
法
人
（
国
内
に
本
店
又
は
主
た
る
事
業
所

を
有
す
る
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
又
は
外
国
法
人
（
内
国
法
人
以
外
の
法

人
を
い
う
。
）
の
別

六
　
船
舶
所
有
者
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
と

き
は
、
法
人
番
号

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
当

該
届
書
に
記
載
し
た
事
項
を
証
す
る
書
類
（
厚
生
労
働

大
臣
が
必
要
と
認
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
船
舶
所
有
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
場
合
の
届
出
）

第
五
条
　
船
舶
所
有
者
は
、
法
第
三
条
に
規
定
す
る
船
舶

所
有
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
事
実
が

あ
っ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
船
舶
が
厚
生
年

金
保
険
法
第
六
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
船
舶
で

あ
る
と
き
は
、
当
該
届
書
に
そ
の
旨
を
付
記
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

二
　
船
舶
所
有
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
年
月
日
及
び

そ
の
理
由

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
船

舶
所
有
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
被
保
険
者
の
資
格
取
得
の
届
出
）

第
六
条
　
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
（
疾

病
任
意
継
続
被
保
険
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
第
十

四
条
、
第
二
十
三
条
の
二
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
及
び

第
三
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
資
格
の
取
得
に
関
す

る
届
出
は
、
当
該
事
実
が
あ
っ
た
日
か
ら
十
日
以
内

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
日
本
年
金

機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
提
出
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
被
保
険
者
が
同
時
に
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者

（
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）

の
資
格
を
取
得
し
た
と
き
は
、
第
三
種
被
保
険
者
（
国

民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年

法
律
第
三
十
四
号
）
附
則
第
五
条
第
十
二
号
に
規
定
す

る
第
三
種
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当

1



す
る
こ
と
の
有
無
及
び
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
で

あ
っ
た
こ
と
の
有
無
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

二
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
及
び
個
人
番
号
（
行
政

手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番

号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律

第
二
十
七
号
。
以
下
「
番
号
利
用
法
」
と
い
う
。
）

第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
（
基
礎
年
金
番
号
（
国
民
年
金
法
（
昭
和

三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
四
条
に
規
定

す
る
基
礎
年
金
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有

す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
及

び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
）

三
　
被
保
険
者
の
氏
名
（
片
仮
名
で
振
り
仮
名
を
付
す

る
も
の
と
す
る
。
）
、
生
年
月
日
及
び
住
所

四
　
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
年
月
日

五
　
被
保
険
者
の
報
酬
月
額

六
　
独
立
行
政
法
人
等
職
員
被
保
険
者
（
法
第
二
条
第

三
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
等
職
員
被
保
険
者

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
後
期
高
齢
者
医
療
の

被
保
険
者
等
で
あ
る
被
保
険
者
（
法
第
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
旨

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
被
保
険
者
が
被
扶
養
者
を

有
す
る
と
き
は
、
同
項
の
届
書
に
第
二
十
六
条
の
届
書

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
被
保
険
者
が
後
期
高
齢
者

医
療
の
被
保
険
者
等
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
項
の
届

書
に
第
二
十
八
条
の
届
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４
　
船
舶
所
有
者
は
、
報
酬
が
歩
合
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ

る
被
保
険
者
に
関
し
て
は
、
第
一
項
の
届
書
の
報
酬
月

額
に
つ
き
法
第
二
十
条
第
一
項
第
五
号
イ
、
ロ
又
は
ハ

に
掲
げ
る
額
の
い
ず
れ
を
基
準
と
し
た
か
の
別
及
び
報

酬
月
額
の
算
定
基
礎
の
明
細
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
船
舶
所
有
者
は
、
第
一
項
の
届
出
に
関
し
、
被
保
険

者
に
対
し
、
個
人
番
号
の
提
出
を
求
め
、
又
は
同
項
各

号
に
係
る
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
百
五
十
条
の
規
定

の
適
用
を
受
け
な
く
な
っ
た
場
合
の
届
出
）

第
六
条
の
二
　
被
保
険
者
が
法
第
百
四
十
九
条
の
共
済
組

合
（
以
下
こ
の
項
、
第
十
四
条
の
二
及
び
第
四
十
条
第

四
項
第
三
号
に
お
い
て
単
に
「
共
済
組
合
」
と
い
う
。
）

の
組
合
員
の
資
格
を
喪
失
し
た
こ
と
に
よ
り
、
船
舶
所

有
者
（
当
該
共
済
組
合
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係

る
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
百
五
十
条
の
規
定

の
適
用
を
受
け
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
船
舶
所
有

者
は
、
当
該
事
実
が
あ
っ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
そ

の
旨
及
び
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の

届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
協
会
に
よ
る
被
保
険
者
情
報
の
登
録
）

第
六
条
の
三
　
協
会
は
、
法
第
百
五
十
三
条
の
十
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事

務
を
委
託
す
る
場
合
は
、
機
構
が
第
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
を
受
け
、
又
は
協
会
が
第
三
十
条
の
規

定
に
よ
る
申
出
を
受
け
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
、
当
該

届
出
又
は
申
出
に
係
る
被
保
険
者
の
資
格
に
係
る
情
報

を
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の

情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
社
会
保

険
診
療
報
酬
支
払
基
金
又
は
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和

三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
四
十
五
条
第
五
項

に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
に
提
供
す
る

も
の
と
す
る
。

（
歩
合
に
よ
る
報
酬
の
算
出
基
礎
の
要
素
）

第
七
条
　
法
第
十
八
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
要
素
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
乗
り
組
む
べ
き
船
舶

二
　
船
舶
の
用
途

三
　
船
舶
の
構
造
又
は
設
備

四
　
漁
業
装
備

五
　
漁
獲
物
の
種
類

六
　
操
業
区
域

七
　
歩
合
金
の
算
出
方
法

八
　
乗
組
員
の
持
歩
の
合
計

九
　
被
保
険
者
の
持
歩

十
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
報
酬
に
著
し
い

影
響
を
与
え
る
事
情

（
報
酬
月
額
の
変
更
の
届
出
）

第
八
条
　
法
第
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
該
当
す
る

場
合
の
被
保
険
者
の
報
酬
月
額
に
関
す
る
法
第
二
十
四

条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
当
該
事
実
が
あ
っ
た
日
か

ら
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書

を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被
保
険
者
が
同
時
に

厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
届

書
に
第
三
種
被
保
険
者
に
該
当
す
る
こ
と
の
有
無
及
び

厚
生
年
金
保
険
の
従
前
の
標
準
報
酬
月
額
を
付
記
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

二
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号

三
　
被
保
険
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

四
　
被
保
険
者
の
報
酬
月
額

五
　
被
保
険
者
の
報
酬
月
額
又
は
前
条
各
号
に
掲
げ
る

要
素
の
変
更
が
あ
っ
た
年
月
日

六
　
従
前
の
標
準
報
酬
月
額

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
報
酬
が
歩
合
に
よ
り
定
め
ら
れ

る
被
保
険
者
の
歩
合
に
よ
る
報
酬
に
関
し
て
は
前
項
の

届
書
に
変
更
が
あ
っ
た
要
素
の
概
要
及
び
法
第
二
十
条

第
一
項
第
五
号
イ
、
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
額
の
い
ず
れ

を
基
準
と
し
た
か
の
別
並
び
に
報
酬
月
額
の
算
定
基
礎

の
明
細
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
報
酬
が
歩
合
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
者
の
基
準
日
改
定
）

第
九
条
　
法
第
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
基
準
日
に
お

け
る
報
酬
が
歩
合
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
被
保
険
者

（
同
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
被
保
険
者
を
除
く
。
）
の

報
酬
月
額
に
関
す
る
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届

出
は
、
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

届
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
被
保
険
者
が
同
時
に
厚

生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
届
出

に
第
三
種
被
保
険
者
に
該
当
す
る
こ
と
の
有
無
及
び
厚

生
年
金
保
険
の
従
前
の
標
準
報
酬
月
額
を
付
記
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

二
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号

三
　
被
保
険
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

四
　
被
保
険
者
の
報
酬
月
額

五
　
従
前
の
標
準
報
酬
月
額

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
法
第
二
十
条
第
一
項
第
五
号
イ

又
は
ロ
に
掲
げ
る
額
の
い
ず
れ
を
基
準
と
し
た
か
の
別

及
び
報
酬
月
額
の
算
定
基
礎
の
明
細
を
記
載
し
た
書
類

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
育
児
休
業
等
を
終
了
し
た
際
の
報
酬
月
額
変
更
の
届

出
）

第
十
条
　
法
第
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
該
当
す
る

被
保
険
者
の
報
酬
月
額
に
関
す
る
法
第
二
十
四
条
の
規

定
に
よ
る
届
書
は
、
当
該
事
実
の
あ
っ
た
日
か
ら
十
日

以
内
に
、
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
（
法

第
十
九
条
第
二
項
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第

二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

を
除
く
。
）
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書

を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被
保
険
者
が
同
時
に

厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
と
き
は
、
第
三
種

被
保
険
者
に
該
当
す
る
こ
と
の
有
無
及
び
厚
生
年
金
保

険
の
従
前
の
標
準
報
酬
月
額
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

二
　
当
該
被
保
険
者
の
報
酬
月
額

三
　
当
該
被
保
険
者
に
係
る
標
準
報
酬
月
額
の
変
更

年
月

四
　
当
該
被
保
険
者
に
係
る
従
前
の
標
準
報
酬
月
額

（
産
前
産
後
休
業
を
終
了
し
た
際
の
報
酬
月
額
変
更
の

届
出
）

第
十
条
の
二
　
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
に

該
当
す
る
被
保
険
者
の
報
酬
月
額
に
関
す
る
法
第
二
十

四
条
の
規
定
に
よ
る
届
書
は
、
当
該
事
実
の
あ
っ
た
日

か
ら
十
日
以
内
に
、
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
事
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
二
項
に
該
当
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
及

び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
及
び
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
被

保
険
者
が
同
時
に
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る

と
き
は
、
厚
生
年
金
保
険
の
従
前
の
標
準
報
酬
月
額
を

付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

二
　
当
該
被
保
険
者
の
報
酬
月
額

三
　
当
該
被
保
険
者
に
係
る
標
準
報
酬
月
額
の
変
更

年
月

四
　
当
該
被
保
険
者
に
係
る
従
前
の
標
準
報
酬
月
額

（
賞
与
額
の
届
出
）

第
十
一
条
　
被
保
険
者
の
賞
与
額
に
関
す
る
法
第
二
十
四

条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
賞
与
を
支
払
っ
た
日
か
ら

十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を

機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

二
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号

三
　
被
保
険
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

四
　
賞
与
の
支
払
年
月
日

五
　
賞
与
の
額
（
そ
の
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）

（
被
保
険
者
の
個
人
番
号
変
更
の
届
出
）

第
十
一
条
の
二
　
船
舶
所
有
者
は
、
第
二
十
三
条
の
二
の

規
定
に
よ
る
申
出
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

二
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号

三
　
被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

四
　
変
更
前
の
個
人
番
号
及
び
変
更
後
の
個
人
番
号
並

び
に
変
更
の
年
月
日

（
被
保
険
者
の
氏
名
変
更
の
届
出
）

第
十
二
条
　
船
舶
所
有
者
は
、
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ

る
申
出
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
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事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
厚
生
労
働
大
臣
が
当
該
被
保
険
者

に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
（
住
民
基
本
台
帳
法

（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
九

に
規
定
す
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。
）
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被

保
険
者
が
同
時
に
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る

と
き
は
、
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
及
び
第
三
種

被
保
険
者
に
該
当
す
る
こ
と
の
有
無
を
付
記
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

二
　
被
保
険
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

三
　
変
更
前
の
氏
名

（
被
保
険
者
の
住
所
変
更
の
届
出
）

第
十
三
条
　
船
舶
所
有
者
は
、
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ

る
申
出
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被
保

険
者
が
同
時
に
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
と

き
は
、
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
及
び
第
三
種
被

保
険
者
に
該
当
す
る
こ
と
の
有
無
を
付
記
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

二
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号

三
　
被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

四
　
変
更
前
の
住
所

五
　
住
所
の
変
更
年
月
日

（
被
保
険
者
の
資
格
喪
失
の
届
出
）

第
十
四
条
　
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
の

資
格
の
喪
失
に
関
す
る
届
出
は
、
当
該
事
実
が
あ
っ
た

日
か
ら
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

届
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被
保
険
者
が
同
時

に
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
と

き
は
、
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
、
第
三
種
被
保

険
者
に
該
当
す
る
こ
と
の
有
無
及
び
厚
生
年
金
保
険
の

従
前
の
標
準
報
酬
月
額
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

二
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号

三
　
被
保
険
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

四
　
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
年
月
日
及
び
そ
の

理
由

五
　
標
準
報
酬
月
額

（
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
百
五
十
条
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
に
至
っ
た
場
合
の
届
出
）

第
十
四
条
の
二
　
被
保
険
者
が
共
済
組
合
の
組
合
員
の
資

格
を
取
得
し
た
こ
と
に
よ
り
、
船
舶
所
有
者
（
当
該
共

済
組
合
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
法
第
百
四
十

九
条
第
一
項
及
び
第
百
五
十
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
に
至
っ
た
と
き
は
、
当
該
船
舶
所
有
者
は
、
当
該
事

実
が
あ
っ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
そ
の
旨
及
び
前
条

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
種
別
の
変
更
）

第
十
五
条
　
船
舶
所
有
者
は
、
被
保
険
者
の
種
別
に
変
更

が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届

書
を
十
日
以
内
に
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被
保
険
者
が

同
時
に
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
と
き
は
、

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

二
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
及
び
被
保
険
者
の
氏
名

三
　
届
出
が
必
要
と
な
っ
た
事
実
が
発
生
し
た
年
月
日

及
び
事
由

（
船
舶
所
有
者
の
氏
名
等
の
変
更
の
届
出
）

第
十
六
条
　
船
舶
所
有
者
は
、
そ
の
氏
名
、
住
所
、
第
四

条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
又
は
同
項
第
六
号
に

掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
船
舶
が
厚
生
年
金
保
険
法
第
六
条
第
一
項
第

三
号
に
規
定
す
る
船
舶
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
届
書
に

そ
の
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
住
所
、
第
四
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る

事
項
及
び
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項

二
　
変
更
前
の
氏
名
、
住
所
、
第
四
条
第
一
項
第
五
号

に
掲
げ
る
事
項
又
は
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
及

び
変
更
の
年
月
日

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
前

項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
証
す
る
書
類
（
厚
生
労
働

大
臣
が
必
要
と
認
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
給
付
制
限
事
由
該
当
等
の
届
出
）

第
十
七
条
　
船
舶
所
有
者
は
、
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶

養
者
が
法
第
百
六
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

し
、
又
は
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
五
日
以
内

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
協
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二
　
被
保
険
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

三
　
該
当
の
事
由
及
び
該
当
し
、
又
は
該
当
し
な
く
な

っ
た
年
月
日

２
　
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
の
資
格
を

喪
失
し
た
後
に
保
険
給
付
を
受
け
る
者
は
、
そ
の
者
若

し
く
は
そ
の
被
扶
養
者
が
法
第
百
六
条
第
一
項
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
又
は
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き

は
、
前
項
の
例
に
よ
り
、
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
法
第
百
六
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場

合
）

第
十
八
条
　
法
第
百
六
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
と
す
る
。

一
　
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）

第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
保
護
処
分
と
し
て
少
年

院
又
は
児
童
自
立
支
援
施
設
に
送
致
さ
れ
、
収
容
さ

れ
て
い
る
場
合

二
　
懲
役
、
禁
錮
若
し
く
は
拘
留
の
刑
の
執
行
の
た
め

若
し
く
は
死
刑
の
言
渡
し
を
受
け
て
刑
事
施
設
（
少

年
法
第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
少
年
院
に

お
い
て
刑
を
執
行
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
少
年
院

を
含
む
。
）
に
拘
置
さ
れ
て
い
る
場
合
若
し
く
は
留

置
施
設
に
留
置
さ
れ
て
懲
役
、
禁
錮
若
し
く
は
拘
留

の
刑
の
執
行
を
受
け
て
い
る
場
合
、
労
役
場
留
置
の

言
渡
し
を
受
け
て
労
役
場
に
留
置
さ
れ
て
い
る
場
合

又
は
監
置
の
裁
判
の
執
行
の
た
め
監
置
場
に
留
置
さ

れ
て
い
る
場
合

（
証
明
書
の
発
行
等
）

第
十
九
条
　
船
舶
所
有
者
は
、
保
険
給
付
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
か
ら
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
を
求
め

ら
れ
た
と
き
、
又
は
第
百
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
証

明
の
記
載
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
な

け
れ
ば
拒
む
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
船
舶
所
有
者
に
よ
る
書
類
の
保
存
）

第
二
十
条
　
船
舶
所
有
者
は
、
船
員
保
険
に
関
す
る
書
類

を
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
、
保
存
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
被
保
険
者
に
対
す
る
通
知
日
等
）

第
二
十
一
条
　
船
舶
所
有
者
は
、
法
第
二
十
五
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
通
知
を

行
っ
た
日
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
作

成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
仮
住
所
）

第
二
十
二
条
　
船
舶
所
有
者
は
、
法
第
二
十
四
条
に
規
定

す
る
届
出
に
つ
い
て
は
、
仮
住
所
を
選
定
し
て
機
構
に

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
船
舶
所
有
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
仮
住
所
を
選

定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
請
書
を
機
構
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
提

出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
仮
住
所

二
　
申
請
者
の
住
所

三
　
所
有
船
舶
又
は
被
保
険
者
の
一
部
に
つ
い
て
仮
住

所
を
選
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
仮
住
所
に

お
い
て
取
り
扱
う
船
舶
の
名
称
又
は
被
保
険
者
の

氏
名

四
　
仮
住
所
の
選
定
を
必
要
と
す
る
事
由

３
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項

を
証
す
る
書
類
及
び
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
前
項

第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
二
項
の
規
定
は
、
仮
住
所
を
変
更
又
は
廃
止
し
よ

う
と
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

（
確
認
の
請
求
）

第
二
十
三
条
　
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者

の
資
格
の
取
得
又
は
喪
失
の
確
認
の
請
求
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
機
構
に
提
出
し
て
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

三
　
被
保
険
者
の
資
格
の
取
得
又
は
喪
失
の
事
実
及
び

そ
の
年
月
日

第
二
節
　
被
保
険
者
に
よ
る
申
出
等

（
被
保
険
者
の
個
人
番
号
変
更
の
申
出
）

第
二
十
三
条
の
二
　
被
保
険
者
は
、
そ
の
個
人
番
号
を
変

更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
変
更
後
の
個
人
番
号
及

び
変
更
の
年
月
日
を
船
舶
保
有
者
に
申
し
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
氏
名
変
更
の
申
出
）

第
二
十
四
条
　
被
保
険
者
は
、
そ
の
氏
名
を
変
更
し
た
と

き
は
、
速
や
か
に
、
変
更
後
の
氏
名
を
船
舶
所
有
者
に

申
し
出
る
と
と
も
に
、
被
保
険
者
証
を
船
舶
所
有
者
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
被
保
険
者
の
住
所
変
更
の
申
出
）

第
二
十
五
条
　
被
保
険
者
は
、
そ
の
住
所
を
変
更
し
た
と

き
は
、
速
や
か
に
、
変
更
後
の
住
所
を
船
舶
所
有
者
に

申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大

臣
が
当
該
被
保
険
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報

の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

（
法
第
二
条
第
九
項
本
文
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

も
の
）

第
二
十
五
条
の
二
　
法
第
二
条
第
九
項
本
文
の
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
　
外
国
に
お
い
て
留
学
を
す
る
学
生

二
　
外
国
に
赴
任
す
る
被
保
険
者
に
同
行
す
る
者

三
　
観
光
、
保
養
又
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
そ
の
他
就

労
以
外
の
目
的
で
一
時
的
に
海
外
に
渡
航
す
る
者

3



四
　
被
保
険
者
が
外
国
に
赴
任
し
て
い
る
間
に
当
該
被

保
険
者
と
の
身
分
関
係
が
生
じ
た
者
で
あ
っ
て
、
第

二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
も
の

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
渡
航
目
的
そ
の
他

の
事
情
を
考
慮
し
て
日
本
国
内
に
生
活
の
基
礎
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
者

（
法
第
二
条
第
九
項
た
だ
し
書
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
者
）

第
二
十
五
条
の
三
　
法
第
二
条
第
九
項
た
だ
し
書
の
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
　
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
で
あ
っ
て
、
出
入
国

管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三

百
十
九
号
。
以
下
「
入
管
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条

第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
入
管
法
別
表
第
一

の
五
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
と
し
て
法
務
大
臣

が
定
め
る
活
動
の
う
ち
、
本
邦
に
相
当
期
間
滞
在
し

て
、
病
院
若
し
く
は
診
療
所
に
入
院
し
疾
病
若
し
く

は
傷
害
に
つ
い
て
医
療
を
受
け
る
活
動
又
は
当
該
入

院
の
前
後
に
当
該
疾
病
若
し
く
は
傷
害
に
つ
い
て
継

続
し
て
医
療
を
受
け
る
活
動
を
行
う
も
の
及
び
こ
れ

ら
の
活
動
を
行
う
者
の
日
常
生
活
上
の
世
話
を
す
る

活
動
を
行
う
も
の

二
　
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
で
あ
っ
て
、
入
管
法

第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
入
管
法
別

表
第
一
の
五
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
と
し
て
法

務
大
臣
が
定
め
る
活
動
の
う
ち
、
本
邦
に
お
い
て
一

年
を
超
え
な
い
期
間
滞
在
し
、
観
光
、
保
養
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
似
す
る
活
動
を
行
う
も
の

（
被
扶
養
者
の
届
出
）

第
二
十
六
条
　
被
保
険
者
は
、
被
扶
養
者
を
有
す
る
と

き
、
又
は
被
扶
養
者
を
有
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
遅

滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
被
扶
養
者
届

を
船
舶
所
有
者
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
扶
養
者
の
職
業
、
収
入
、
住
所
、
氏
名
、
性

別
、
生
年
月
日
、
個
人
番
号
（
個
人
番
号
を
有
す
る

者
に
限
る
。
）
及
び
被
保
険
者
と
の
続
柄

二
　
被
扶
養
者
が
被
保
険
者
の
直
系
尊
属
、
配
偶
者
、

子
、
孫
及
び
兄
弟
姉
妹
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、

同
一
の
世
帯
に
属
し
た
年
月
日
及
び
扶
養
す
る
に
至

っ
た
理
由

三
　
第
二
十
五
条
の
二
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

２
　
前
項
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ

の
都
度
、
船
舶
所
有
者
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
被
保
険
者
が
疾
病
任
意

継
続
被
保
険
者
で
あ
る
と
き
は
、
前
二
項
中
「
船
舶
所

有
者
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
協

会
」
と
す
る
。

（
育
児
休
業
等
を
終
了
し
た
際
の
改
定
の
申
出
）

第
二
十
七
条
　
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
船
舶
所

有
者
を
経
由
し
て
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行

う
も
の
と
す
る
。

一
　
申
出
に
係
る
被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び

住
所

二
　
申
出
に
係
る
被
保
険
者
の
被
保
険
者
等
記
号
・

番
号

三
　
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
休
業
等

（
以
下
「
育
児
休
業
等
」
と
い
う
。
）
を
終
了
し
た
年

月
日

四
　
育
児
休
業
等
を
終
了
し
た
日
に
お
い
て
養
育
す
る

当
該
育
児
休
業
等
に
係
る
子
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

２
　
前
項
の
被
保
険
者
が
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
で

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番

号
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
産
前
産
後
休
業
を
終
了
し
た
際
の
改
定
の
申
出
）

第
二
十
七
条
の
二
　
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
申
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書

を
船
舶
所
有
者
を
経
由
し
て
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
申
出
に
係
る
被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び

住
所

二
　
申
出
に
係
る
被
保
険
者
の
被
保
険
者
等
記
号
・

番
号

三
　
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
産
前
産
後

休
業
（
以
下
「
産
前
産
後
休
業
」
と
い
う
。
）
を
終

了
し
た
年
月
日

四
　
産
前
産
後
休
業
を
終
了
し
た
日
に
お
い
て
養
育
す

る
当
該
産
前
産
後
休
業
に
係
る
子
の
氏
名
及
び
生
年

月
日

２
　
前
項
の
被
保
険
者
が
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
で

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番

号
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
協
会
に
よ
る
被
扶
養
者
情
報
の
登
録
）

第
二
十
七
条
の
三
　
第
六
条
の
三
の
規
定
は
、
厚
生
労
働

大
臣
が
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受

け
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
六
条
の
三
中
「
機
構
が
第
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
を
受
け
、
又
は
協
会
が
第
三
十
条
の
規
定

に
よ
る
申
出
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
が
第
二

十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
」
と
、
「
又
は
申

出
に
係
る
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
に
係
る
被
扶
養

者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等
に
該
当
す
る
に
至

っ
た
場
合
等
の
届
出
）

第
二
十
八
条
　
被
保
険
者
は
、
被
保
険
者
が
後
期
高
齢
者

医
療
の
被
保
険
者
等
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
、
又

は
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等
に
該
当
し
な
く
な

っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
届
書
を
船
舶
所
有
者
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

二
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号

三
　
被
保
険
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

四
　
後
期
高
齢
者
の
被
保
険
者
等
に
該
当
す
る
に
至
っ

た
年
月
日
又
は
該
当
し
な
く
な
っ
た
年
月
日

（
介
護
保
険
第
二
号
被
保
険
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た

場
合
又
は
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合
の
届
出
）

第
二
十
九
条
　
被
保
険
者
は
、
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶

養
者
が
介
護
保
険
第
二
号
被
保
険
者
（
介
護
保
険
法

（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
九
条
第
二
号
に

該
当
す
る
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当

し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
届
書
を
船
舶
所
有
者
を
経
由
し
て
厚
生

労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
六
十
五
歳
に
達
し
た

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号

二
　
被
保
険
者
（
被
扶
養
者
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
被
保
険
者
及
び
そ
の
被
扶
養
者
）
の
氏
名
及
び

生
年
月
日

三
　
該
当
し
な
く
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
理
由

２
　
被
保
険
者
は
、
介
護
保
険
第
二
号
被
保
険
者
に
該
当

し
な
い
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
介
護
保
険
第

二
号
被
保
険
者
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
遅
滞

な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
船
舶
所

有
者
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者

が
四
十
歳
に
達
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号

二
　
被
保
険
者
（
被
扶
養
者
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
被
保
険
者
及
び
そ
の
被
扶
養
者
）
の
氏
名
及
び

生
年
月
日

三
　
該
当
し
な
く
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
理
由

３
　
前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
被
保
険
者
が
疾
病
任
意

継
続
被
保
険
者
で
あ
る
と
き
は
、
前
二
項
中
「
船
舶
所

有
者
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
協

会
」
と
す
る
。

（
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
の
資
格
取
得
の
申
出
）

第
三
十
条
　
法
第
二
条
第
二
項
の
申
出
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
協
会
に
提
出
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
被
保
険
者
で
あ
っ
た
と
き
の
被
保
険
者
等
記
号
・

番
号
又
は
個
人
番
号
、
生
年
月
日
、
氏
名
、
性
別
及

び
住
所

二
　
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
年
月
日

三
　
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
際
使
用
さ
れ
て
い

た
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

四
　
法
第
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
期
間

を
経
過
し
た
後
に
提
出
す
る
と
き
は
、
そ
の
理
由

（
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
の
個
人
番
号
、
氏
名
又
は

住
所
の
変
更
の
届
出
）

第
三
十
一
条
　
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
は
、
個
人
番

号
、
氏
名
又
は
住
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、
五
日
以
内

に
、
変
更
前
及
び
変
更
後
の
個
人
番
号
、
氏
名
又
は
住

所
を
協
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
の
資
格
喪
失
の
申
出
）

第
三
十
二
条
　
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
は
、
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な

く
、
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号
、
氏

名
、
生
年
月
日
及
び
該
当
す
る
に
至
っ
た
年
月
日
を
記

載
し
た
申
出
書
を
協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
被
保
険
者
と
な
っ
た
と
き
。

二
　
健
康
保
険
の
被
保
険
者
と
な
っ
た
と
き
。

三
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五

十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
「
高
齢
者
医
療
確
保

法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る

認
定
を
受
け
た
と
き
。

第
三
十
二
条
の
二
　
法
第
十
四
条
第
七
号
の
申
出
は
、
被

保
険
者
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号
、
氏
名
及
び
生

年
月
日
を
記
載
し
た
申
出
書
を
協
会
に
提
出
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
通
知
）

第
三
十
三
条
　
協
会
は
、
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
の
標

準
報
酬
月
額
の
決
定
又
は
改
定
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ

の
旨
を
当
該
被
保
険
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
三
節
　
被
保
険
者
証
等

（
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
の
通
知
）

第
三
十
四
条
　
機
構
は
、
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
被
保
険
者
の
資
格
の
取
得
の
確
認
を
行
っ
た
と

き
、
又
は
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
を
変
更
し
た
と
き

は
、
遅
滞
な
く
、
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
を
船
舶
所

有
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
被
保
険
者
証
の
交
付
）

第
三
十
五
条
　
協
会
は
、
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
次
に
掲
げ

る
情
報
の
提
供
を
受
け
た
と
き
は
、
様
式
第
一
号
に
よ

る
被
保
険
者
証
（
以
下
単
に
「
被
保
険
者
証
」
と
い

4



う
。
）
を
被
保
険
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
当
該
情
報
の
提
供
が
同
一
の
都
道
府
県
の
区

域
内
に
お
け
る
当
該
船
舶
所
有
者
の
住
所
の
変
更
に
伴

い
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

一
　
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
の

資
格
の
取
得
の
確
認
を
行
っ
た
旨

二
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
の
変
更
を
行
っ
た
旨

三
　
第
六
条
の
二
第
一
項
の
届
書
を
受
理
し
た
旨

２
　
協
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
（
疾
病
任

意
継
続
被
保
険
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
被
保
険
者
証
を
交
付
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
こ
れ
を
船
舶
所
有
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
協
会
が
支
障
が
な
い
と
認
め
る

と
き
は
、
こ
れ
を
被
保
険
者
に
送
付
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３
　
前
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
証
の
送
付
が
あ

っ
た
と
き
は
、
船
舶
所
有
者
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を

被
保
険
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
協
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
疾
病
任
意
継
続
被

保
険
者
に
被
保
険
者
証
を
交
付
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
こ
れ
を
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
に
送
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
被
保
険
者
証
の
訂
正
）

第
三
十
六
条
　
被
保
険
者
は
、
被
保
険
者
等
記
号
・
番

号
、
そ
の
氏
名
又
は
被
扶
養
者
の
氏
名
に
変
更
が
あ
っ

た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
被
保
険
者
証
を
協
会
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
船

舶
所
有
者
及
び
厚
生
労
働
大
臣
の
順
に
経
由
し
て
行
う

も
の
と
す
る
。

２
　
協
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
証
の
提
出

が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
事
項
を
訂
正
し

て
、
船
舶
所
有
者
を
経
由
し
て
被
保
険
者
に
返
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
被
保
険
者
が
疾
病
任
意

継
続
被
保
険
者
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
協
会
が
支
障
が

な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
船
舶
所
有
者
を
経
由
す
る
こ

と
を
要
し
な
い
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
証
の
提
出
及
び
返

付
は
、
被
保
険
者
が
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
で
あ
る

場
合
は
、
船
舶
所
有
者
及
び
厚
生
労
働
大
臣
を
経
由
す

る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
被
保
険
者
証
の
再
交
付
）

第
三
十
七
条
　
被
保
険
者
は
、
被
保
険
者
証
を
破
り
、
汚

し
、
又
は
失
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
協
会
に
提
出
し
て
、
そ
の

再
交
付
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二
　
氏
名
及
び
生
年
月
日

三
　
再
交
付
申
請
の
理
由

２
　
被
保
険
者
証
を
破
り
、
又
は
汚
し
た
場
合
の
前
項
の

申
請
に
は
、
同
項
の
申
請
書
に
、
そ
の
被
保
険
者
証
を

添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
協
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
受
け
た
と

き
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
被
保
険
者
証
を
被
保
険
者

に
再
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
被
保
険
者
は
、
被
保
険
者
証
の
再
交
付
を
受
け
た

後
、
失
っ
た
被
保
険
者
証
を
発
見
し
た
と
き
は
、
直
ち

に
、
発
見
し
た
被
保
険
者
証
を
協
会
に
返
納
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

５
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
証
の
再
交
付
の
申

請
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
証
の
再
交
付
及

び
前
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
証
の
返
納
は
、
被
保

険
者
が
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
で
あ
る
場
合
を
除

き
、
船
舶
所
有
者
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
船

舶
所
有
者
を
経
由
し
て
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
協

会
が
認
め
る
と
き
は
、
船
舶
所
有
者
を
経
由
す
る
こ
と

を
要
し
な
い
。

６
　
前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
被
保
険
者
証
の
再
交
付
は
、
被
保
険
者
が
疾
病

任
意
継
続
被
保
険
者
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
協
会
が
支

障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
船
舶
所
有
者
を
経
由
す

る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
被
保
険
者
証
の
検
認
又
は
更
新
）

第
三
十
八
条
　
協
会
は
、
毎
年
一
定
の
期
日
を
定
め
、
被

保
険
者
証
の
検
認
若
し
く
は
更
新
又
は
被
扶
養
者
に
係

る
確
認
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
船
舶
所
有
者
は
、
前
項
の
検
認
若
し
く
は
更
新
又
は

被
扶
養
者
に
係
る
確
認
の
た
め
、
被
保
険
者
証
又
は
被

扶
養
者
に
係
る
確
認
に
必
要
な
書
類
の
提
出
を
求
め
ら

れ
た
と
き
は
、
被
保
険
者
（
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者

を
除
く
。
次
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
そ
の
提
出
を
求
め
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
協

会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
被
保
険
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
証
又

は
被
扶
養
者
に
係
る
確
認
に
必
要
な
書
類
の
提
出
を
求

め
ら
れ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
船
舶
所
有
者

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
は
、
第
一
項
の
検
認
若
し

く
は
更
新
又
は
被
扶
養
者
に
係
る
確
認
の
た
め
、
被
保

険
者
証
又
は
被
扶
養
者
に
係
る
確
認
に
必
要
な
書
類
の

提
出
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
協

会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
協
会
は
、
第
二
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
険

者
証
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を

検
認
し
、
又
は
更
新
し
て
、
被
保
険
者
に
交
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
協
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
に
被
保
険

者
証
を
交
付
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
こ
れ
を
船
舶
所

有
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
協
会

が
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
被
保
険
者

に
送
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
　
船
舶
所
有
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
証

の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
被
保

険
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
　
協
会
は
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
疾
病
任
意
継
続
被

保
険
者
に
被
保
険
者
証
を
交
付
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
こ
れ
を
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
に
送
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

９
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
検
認
又
は
更
新
を
行
っ
た
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
検
認
又
は
更
新
を
受
け
な
い
被
保

険
者
証
は
、
無
効
と
す
る
。

（
被
保
険
者
資
格
証
明
書
）

第
三
十
九
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
被
保
険
者
に
対
し
、

こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
証
の
交
付
、
返
付

又
は
再
交
付
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間
に
当
該
被
保
険
者

を
使
用
す
る
船
舶
所
有
者
又
は
当
該
被
保
険
者
か
ら
求

め
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被
保
険
者
又
は
そ

の
被
扶
養
者
が
療
養
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た

と
き
に
限
り
、
被
保
険
者
資
格
証
明
書
を
有
効
期
限
を

定
め
て
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
被
保
険
者

は
、
前
項
に
規
定
す
る
間
、
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
被

保
険
者
証
の
提
出
に
代
え
て
、
被
保
険
者
資
格
証
明
書

を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
療
養
の
給
付
を
受
け
る
資

格
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
被
保
険
者

は
、
被
保
険
者
証
の
交
付
、
返
付
若
し
く
は
再
交
付
を

受
け
た
と
き
、
又
は
被
保
険
者
資
格
証
明
書
が
有
効
期

限
に
至
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
被
保
険
者
資
格
証
明

書
を
船
舶
所
有
者
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
返
納

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
被
保
険
者
証
の
返
納
）

第
四
十
条
　
船
舶
所
有
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い

て
は
、
遅
滞
な
く
、
被
保
険
者
証
を
回
収
し
て
、
こ
れ

を
協
会
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

（
被
保
険
者
が
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
で
あ
る
場
合

を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
協
会
に
返
納
す
る
と
き
は
厚

生
労
働
大
臣
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
被
保
険
者
が
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
。

二
　
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
が
異
動
し
た
と
き
。

三
　
第
十
四
条
の
二
の
届
出
を
行
う
と
き
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
被
保
険
者
が
疾
病
任
意
継

続
被
保
険
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
被
保
険
者
は
、
五

日
以
内
に
、
こ
れ
を
協
会
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
第
一
項
第
一
号
（
被
保
険
者
が
疾
病
任
意
継
続
被
保

険
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る

場
合
に
お
い
て
船
舶
所
有
者
が
返
納
す
べ
き
被
保
険
者

証
は
、
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
資
格
喪
失
届

（
同
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
十
四
条
の
二

の
届
書
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
添
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
理

由
を
資
格
喪
失
届
に
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
被
保
険
者
（
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
を
除
く
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合

に
お
い
て
は
、
十
日
以
内
に
、
被
保
険
者
証
を
船
舶
所

有
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
。

二
　
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
が
異
動
し
た
と
き
。

三
　
被
保
険
者
が
共
済
組
合
の
組
合
員
の
資
格
を
取
得

し
た
こ
と
に
よ
り
、
船
舶
所
有
者
（
当
該
共
済
組
合

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
法
第
百
四
十
九
条

第
一
項
及
び
第
百
五
十
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

に
至
っ
た
と
き
。

５
　
第
一
項
の
資
格
喪
失
の
原
因
が
死
亡
で
あ
る
と
き
、

又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
証
を
提
出
す
べ
き

者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
葬
祭
料
の
支
給
を
受
け
る
べ

き
者
は
、
そ
の
申
請
の
際
、
被
保
険
者
証
を
協
会
に
返

納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
葬
祭
料
の
支
給

を
受
け
る
べ
き
者
が
な
い
と
き
は
、
葬
祭
を
行
っ
た
者

に
お
い
て
被
保
険
者
証
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
高
齢
受
給
者
証
の
交
付
等
）

第
四
十
一
条
　
協
会
は
、
被
保
険
者
が
法
第
五
十
五
条
第

一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
と
き
、
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
法
第
七
十
六
条
第
二

項
第
一
号
ハ
若
し
く
は
ニ
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
と

き
は
、
当
該
被
保
険
者
に
様
式
第
二
号
に
よ
る
高
齢
受

給
者
証
（
以
下
単
に
「
高
齢
受
給
者
証
」
と
い
う
。
）

を
有
効
期
限
を
定
め
て
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
被
保
険
者
証
に
一
部
負
担
金
の
割
合
又
は
百

分
の
百
か
ら
法
第
七
十
六
条
第
二
項
第
一
号
ハ
若
し
く

は
ニ
に
定
め
る
割
合
を
控
除
し
て
得
た
割
合
及
び
高
齢

受
給
者
証
を
兼
ね
る
旨
を
明
記
し
た
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

２
　
前
項
の
被
保
険
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

し
た
と
き
は
、
船
舶
所
有
者
は
、
遅
滞
な
く
、
高
齢
受

給
者
証
を
回
収
し
て
、
こ
れ
を
協
会
に
返
納
し
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
（
被
保
険
者
が
疾
病
任
意
継

続
被
保
険
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
被

保
険
者
が
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
し
た
と
き
は
、

厚
生
労
働
大
臣
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
。

二
　
法
第
七
十
六
条
第
二
項
第
一
号
ハ
又
は
ニ
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
被
扶
養
者
に
異
動
が
あ
っ
た
と

き
。

三
　
高
齢
受
給
者
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
一
部
負
担
金

の
割
合
が
変
更
さ
れ
る
と
き
。

四
　
高
齢
受
給
者
証
の
有
効
期
限
に
至
っ
た
と
き
。

五
　
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等
に
な
っ
た
と

き
。

３
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
被
保
険
者
が
疾
病
任
意
継

続
被
保
険
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
被
保
険
者
は
、
五

日
以
内
に
、
こ
れ
を
協
会
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４
　
第
三
十
五
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
三
十
六

条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
及
び
第
四
十
条
第
二
項
か
ら

第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
高
齢
受
給
者
証
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

第
三
章
　
保
険
給
付

第
一
節
　
職
務
外
の
事
由
に
よ
る
疾
病
、
負
傷

若
し
く
は
死
亡
又
は
出
産
に
関
す
る
保
険
給
付

第
一
款
　
療
養
の
給
付
並
び
に
入
院
時
食
事

療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併

用
療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
及

び
移
送
費
の
支
給

（
法
第
五
十
三
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

方
法
）

第
四
十
二
条
　
法
第
五
十
三
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す

る
。

一
　
被
保
険
者
証
を
提
出
す
る
方
法

二
　
処
方
箋
を
提
出
す
る
方
法
（
保
険
薬
局
等
（
法
第

五
十
三
条
第
六
項
各
号
に
掲
げ
る
薬
局
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
か
ら
療
養
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に

限
る
。
）

三
　
保
険
医
療
機
関
等
（
法
第
五
十
三
条
第
六
項
各
号

に
掲
げ
る
病
院
又
は
診
療
所
を
い
う
。
第
八
十
七
条

第
七
項
、
第
九
十
三
条
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
九

十
五
条
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
九
十
六
条
第

一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
、
保
険
薬
局
等
又
は
指

定
訪
問
看
護
事
業
者
（
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年

法
律
第
七
十
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、

過
去
に
取
得
し
た
療
養
又
は
指
定
訪
問
看
護
（
健
康

保
険
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問

看
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
の
被
保
険
者
の
資
格
に
係
る
情
報
（
保
険
給
付
に

係
る
費
用
の
請
求
に
必
要
な
情
報
を
含
む
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
用
い
て
、
協
会
に
対
し
、
電
子

情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通

信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め

照
会
を
行
い
、
協
会
か
ら
回
答
を
受
け
て
取
得
し
た

直
近
の
当
該
情
報
を
確
認
す
る
方
法
（
当
該
者
が
当

該
保
険
医
療
機
関
等
若
し
く
は
保
険
薬
局
等
か
ら
療

養
（
居
宅
に
お
け
る
療
養
上
の
管
理
及
び
そ
の
療
養

に
伴
う
世
話
そ
の
他
の
看
護
又
は
居
宅
に
お
け
る
薬

学
的
管
理
及
び
指
導
に
限
る
。
）
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
又
は
当
該
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
か
ら
指
定

訪
問
看
護
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当

該
保
険
医
療
機
関
等
、
保
険
薬
局
等
又
は
指
定
訪
問

看
護
事
業
者
か
ら
電
子
資
格
確
認
（
法
第
二
条
第
十

二
項
に
規
定
す
る
電
子
資
格
確
認
を
い
う
。
）
に
よ

る
確
認
を
受
け
て
か
ら
継
続
的
な
療
養
又
は
指
定
訪

問
看
護
を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

２
　
被
保
険
者
が
法
第
五
十
五
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第

三
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
（
当
該
適
用
を
受

け
る
こ
と
に
つ
い
て
、
保
険
医
療
機
関
等
、
保
険
薬
局

等
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に
お
い
て
、
電
子
的
確

認
（
協
会
に
対
し
、
被
保
険
者
の
資
格
に
係
る
情
報
の

照
会
を
行
い
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法

そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ

り
、
協
会
か
ら
回
答
を
受
け
た
当
該
情
報
に
よ
り
確
認

す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
各
号
に
定
め
る
も
の
及
び
高
齢

受
給
者
証
を
提
出
す
る
方
法
と
す
る
。

３
　
法
第
五
十
三
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
掲
げ

る
施
設
（
以
下
「
休
療
所
」
と
い
う
。
）
か
ら
自
宅
以

外
の
場
所
に
お
け
る
療
養
に
必
要
な
宿
泊
及
び
食
事
の

支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
五
十
三
条
第
六

項
に
規
定
す
る
電
子
資
格
確
認
等
に
よ
り
被
保
険
者
で

あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
と
と
も
に
、
医
師
又
は
歯

科
医
師
が
症
状
に
関
す
る
所
見
を
記
載
し
た
書
類
を
当

該
休
療
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
船
員
保
険
療
養
補
償
証
明
書
の
提
出
）

第
四
十
三
条
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者

は
、
法
第
三
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
下
船
後
の
療

養
補
償
（
以
下
「
下
船
後
の
療
養
補
償
」
と
い
う
。
）

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
船
舶
所
有
者
又
は
協
会

が
交
付
し
た
様
式
第
三
号
に
よ
る
船
員
保
険
療
養
補
償

証
明
書
（
以
下
「
療
養
補
償
証
明
書
」
と
い
う
。
）
を

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な

い
理
由
が
あ
る
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
理
由
が
な

く
な
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
療
養
補
償
証
明
書
を

保
険
医
療
機
関
等
又
は
保
険
薬
局
等
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
医
療
機
関
等
又
は
保
険

薬
局
等
に
療
養
補
償
証
明
書
（
協
会
が
交
付
し
た
療
養

補
償
証
明
書
を
除
く
。
）
を
提
出
し
た
と
き
は
、
被
保

険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
当

該
療
養
補
償
証
明
書
を
協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

４
　
前
三
項
の
規
定
は
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
か
ら
指

定
訪
問
看
護
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
及
び
第
三
項
中

「
保
険
医
療
機
関
等
又
は
保
険
薬
局
等
」
と
あ
る
の
は

「
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

第
四
十
四
条
　
協
会
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提

出
さ
れ
た
療
養
補
償
証
明
書
に
記
載
さ
れ
た
傷
病
が
下

船
後
の
療
養
補
償
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
な
い
と
き

は
、
そ
の
旨
を
保
険
医
療
機
関
及
び
被
保
険
者
又
は
被

保
険
者
で
あ
っ
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
処
方
せ
ん
の
提
出
）

第
四
十
五
条
　
保
険
薬
局
等
か
ら
薬
剤
の
支
給
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
、
診
療

に
従
事
す
る
保
険
医
又
は
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
が

交
付
し
た
処
方
せ
ん
を
当
該
保
険
薬
局
等
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
令
第
三
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
収
入
の
額
）

第
四
十
六
条
　
船
員
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政

令
第
二
百
四
十
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条

第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
収
入
の
額
は
、
厚
生
労
働

大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
各
号
に
規
定
す

る
者
の
療
養
の
給
付
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年

（
当
該
療
養
の
給
付
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
一
月

か
ら
八
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
）
に
お

け
る
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第

三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
所
得
の
金
額
（
退

職
所
得
の
金
額
（
同
法
第
三
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る

退
職
所
得
の
金
額
を
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
計
算
上
収

入
金
額
と
す
べ
き
金
額
及
び
総
収
入
金
額
に
算
入
す
べ

き
金
額
を
合
算
し
た
額
と
す
る
。

（
令
第
三
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
の
申
請
等
）

第
四
十
七
条
　
令
第
三
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

よ
う
と
す
る
被
保
険
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
請
書
を
協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二
　
被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

三
　
令
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
つ
い
て
前
条

の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
収
入
の
額

２
　
令
第
三
条
第
二
項
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り

同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
被
保
険
者
（
同
項
第
一

号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
被
扶
養
者
で

あ
っ
た
者
（
同
号
に
規
定
す
る
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者

を
い
う
。
）
が
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等
に
該

当
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
協

会
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

特
別
の
事
情
）

第
四
十
八
条
　
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
被
保
険
者
が
、
震
災
、
風

水
害
、
火
災
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
災
害
に
よ
り
、

住
宅
、
家
財
又
は
そ
の
他
の
財
産
に
つ
い
て
著
し
い
損

害
を
受
け
た
こ
と
と
す
る
。

（
入
院
時
食
事
療
養
費
の
支
払
）

第
四
十
九
条
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
が

法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
医
療
機
関

等
か
ら
入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
療
養
を
受
け
た
場

合
に
お
い
て
は
、
法
第
六
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
そ
の
被
保
険
者
に
支
給
す
べ
き
入
院
時
食
事
療
養
費

は
当
該
保
険
医
療
機
関
等
に
対
し
て
支
払
う
も
の
と
す

る
。

（
食
事
療
養
標
準
負
担
額
の
減
額
に
関
す
る
特
例
）

第
五
十
条
　
協
会
は
、
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ

た
者
が
、
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
、
第
九
十
五
条

第
四
項
の
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
を
受

け
て
い
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
な
く
減
額
し
な

い
額
の
食
事
療
養
標
準
負
担
額
を
支
払
っ
た
場
合
で
あ

っ
て
、
当
該
確
認
を
受
け
な
か
っ
た
こ
と
が
や
む
を
得

な
い
も
の
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
食
事
療
養
に
つ
い

て
支
払
っ
た
食
事
療
養
標
準
負
担
額
か
ら
食
事
療
養
標

準
負
担
額
の
減
額
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
支
払
う
べ
き
で

あ
っ
た
食
事
療
養
標
準
負
担
額
を
控
除
し
た
額
に
相
当

す
る
額
を
入
院
時
食
事
療
養
費
又
は
保
険
外
併
用
療
養

費
と
し
て
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
に
支

給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
被
保

険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二
　
食
事
療
養
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
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三
　
食
事
療
養
を
受
け
た
保
険
医
療
機
関
等
の
名
称
及

び
所
在
地

四
　
傷
病
名
及
び
発
病
又
は
負
傷
の
原
因

五
　
食
事
療
養
に
つ
い
て
支
払
っ
た
食
事
療
養
標
準
負

担
額

六
　
食
事
療
養
を
受
け
た
者
の
入
院
の
期
間

七
　
第
九
十
五
条
第
四
項
の
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担

額
減
額
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
な

か
っ
た
理
由

八
　
疾
病
又
は
負
傷
が
第
三
者
の
行
為
に
よ
る
も
の
で

あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
並
び
に
第
三
者
の
氏
名
及

び
住
所
又
は
居
所
（
氏
名
又
は
住
所
若
し
く
は
居
所

が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
）

九
　
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
事
項

イ
　
払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実

施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法

律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
八
号
。
以
下
「
口
座

登
録
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条

第
一
項
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録

に
係
る
預
貯
金
口
座
（
以
下
「
公
金
受
取
口
座
」

と
い
う
。
）
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
　
払
渡
し

を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し
て
、
公
金

受
取
口
座
を
利
用
す
る
旨

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
払
渡
し
を
受
け
よ

う
と
す
る
金
融
機
関
等
の
名
称

３
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
費
用

の
額
及
び
食
事
療
養
標
準
負
担
額
の
減
額
の
認
定
に
関

す
る
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
協
会
が
番
号
利
用
法
第
二
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特

定
個
人
情
報
（
番
号
利
用
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す

る
特
定
個
人
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
提
供
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
領
収
証
）

第
五
十
一
条
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
法
第
六
十
一
条
第

六
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
領
収

証
に
は
、
入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
療
養
に
つ
い
て

被
保
険
者
か
ら
支
払
を
受
け
た
費
用
の
額
の
う
ち
食
事

療
養
標
準
負
担
額
と
そ
の
他
の
費
用
の
額
と
を
区
分
し

て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
払
）

第
五
十
二
条
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
が

法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
医
療
機
関

等
か
ら
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
を
受
け
た
場

合
に
お
い
て
は
、
法
第
六
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
六
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
険

者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
に
支
給
す
べ
き
入
院
時

生
活
療
養
費
は
当
該
保
険
医
療
機
関
等
に
対
し
て
支
払

う
も
の
と
す
る
。

（
生
活
療
養
標
準
負
担
額
の
減
額
に
関
す
る
特
例
）

第
五
十
三
条
　
協
会
は
、
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ

っ
た
者
が
、
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
、
第
九
十
五

条
第
四
項
の
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
を

受
け
て
い
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
な
く
減
額
し

な
い
額
の
生
活
療
養
標
準
負
担
額
を
支
払
っ
た
場
合
で

あ
っ
て
、
当
該
確
認
を
受
け
な
か
っ
た
こ
と
が
や
む
を

得
な
い
も
の
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
生
活
療
養
に
つ

い
て
支
払
っ
た
生
活
療
養
標
準
負
担
額
か
ら
生
活
療
養

標
準
負
担
額
の
減
額
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
支
払
う
べ
き

で
あ
っ
た
生
活
療
養
標
準
負
担
額
を
控
除
し
た
額
に
相

当
す
る
額
を
入
院
時
生
活
療
養
費
又
は
保
険
外
併
用
療

養
費
と
し
て
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
に

支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
被
保

険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二
　
生
活
療
養
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

三
　
生
活
療
養
を
受
け
た
保
険
医
療
機
関
等
の
名
称
及

び
所
在
地

四
　
傷
病
名
及
び
発
病
又
は
負
傷
の
原
因

五
　
生
活
療
養
に
つ
い
て
支
払
っ
た
生
活
療
養
標
準
負

担
額

六
　
生
活
療
養
を
受
け
た
者
の
入
院
の
期
間

七
　
第
九
十
五
条
第
四
項
の
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担

額
減
額
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
な

か
っ
た
理
由

八
　
疾
病
又
は
負
傷
が
第
三
者
の
行
為
に
よ
る
も
の
で

あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
並
び
に
第
三
者
の
氏
名
及

び
住
所
又
は
居
所
（
氏
名
又
は
住
所
若
し
く
は
居
所

が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
）

九
　
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
事
項

イ
　
払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
　

払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
す
る
旨

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
払
渡
し
を
受
け
よ

う
と
す
る
金
融
機
関
等
の
名
称

３
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
費
用

の
額
及
び
生
活
療
養
標
準
負
担
額
の
減
額
の
認
定
に
関

す
る
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
協
会
が
番
号
利
用
法
第
二
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特

定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
領
収
証
）

第
五
十
四
条
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
法
第
六
十
二
条
第

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
一
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
領
収
証
に
は
、

入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
に
つ
い
て
被
保
険
者

又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
か
ら
支
払
を
受
け
た
費
用

の
額
の
う
ち
生
活
療
養
標
準
負
担
額
と
そ
の
他
の
費
用

の
額
と
を
区
分
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
払
）

第
五
十
五
条
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
が

法
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
医
療
機
関

等
又
は
保
険
薬
局
等
か
ら
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る

療
養
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
六
十
三
条
第

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
一
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
そ
の
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者

に
支
給
す
べ
き
保
険
外
併
用
療
養
費
は
当
該
保
険
医
療

機
関
等
又
は
保
険
薬
局
等
に
対
し
て
支
払
う
も
の
と
す

る
。

（
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
領
収
証
）

第
五
十
六
条
　
保
険
医
療
機
関
等
又
は
保
険
薬
局
等
は
、

法
第
六
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十

一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
領
収
証
に
は
、
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
に

つ
い
て
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
か
ら
支

払
を
受
け
た
費
用
の
額
の
う
ち
当
該
療
養
に
食
事
療
養

及
び
生
活
療
養
が
含
ま
れ
な
い
と
き
は
第
一
号
に
規
定

す
る
額
と
そ
の
他
の
費
用
の
額
と
を
、
当
該
療
養
に
食

事
療
養
及
び
生
活
療
養
が
含
ま
れ
る
と
き
は
第
一
号
に

規
定
す
る
額
と
第
二
号
に
規
定
す
る
額
と
そ
の
他
の
費

用
の
額
と
を
、
当
該
療
養
に
生
活
療
養
が
含
ま
れ
る
と

き
は
第
一
号
に
規
定
す
る
額
と
第
三
号
に
規
定
す
る
額

と
そ
の
他
の
費
用
の
額
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
区
分
し
て
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
療
養
（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。
）

に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該

療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
現
に

当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
）
か
ら
当
該
療
養
に

つ
き
保
険
外
併
用
療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
る
額
に

相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額

二
　
当
該
食
事
療
養
に
係
る
食
事
療
養
標
準
負
担
額

三
　
当
該
生
活
療
養
に
係
る
生
活
療
養
標
準
負
担
額

（
第
三
者
の
行
為
に
よ
る
被
害
の
届
出
）

第
五
十
七
条
　
療
養
の
給
付
に
係
る
事
由
又
は
入
院
時
食

事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
若
し
く
は
保
険
外
併

用
療
養
費
の
支
給
に
係
る
事
由
が
第
三
者
の
行
為
に
よ

っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
被
保
険
者
又
は
被

保
険
者
で
あ
っ
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
届
書
を
協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二
　
被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

三
　
届
出
に
係
る
事
実

四
　
第
三
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
（
氏
名
又
は

住
所
若
し
く
は
居
所
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
そ

の
旨
）

五
　
被
害
の
状
況

（
療
養
費
の
支
給
の
申
請
）

第
五
十
八
条
　
法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
療

養
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
被
保
険
者

又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
申
請
書
を
（
当
該
療
養
費
の
支
給
に
係
る
療

養
が
下
船
後
の
療
養
補
償
に
相
当
す
る
場
合
は
療
養
補

償
証
明
書
を
添
え
て
）
協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二
　
診
療
、
薬
剤
の
支
給
又
は
手
当
を
受
け
た
者
の
氏

名
及
び
生
年
月
日

三
　
傷
病
名
及
び
そ
の
原
因
、
発
病
又
は
負
傷
の
年
月

日
並
び
に
傷
病
の
経
過

四
　
診
療
、
薬
剤
の
支
給
又
は
手
当
を
受
け
た
病
院
、

診
療
所
、
薬
局
そ
の
他
の
者
の
名
称
及
び
所
在
地
又

は
氏
名
及
び
住
所

五
　
診
療
又
は
調
剤
に
従
事
し
た
医
師
若
し
く
は
歯
科

医
師
又
は
薬
剤
師
の
氏
名

六
　
診
療
、
薬
剤
の
支
給
又
は
手
当
の
内
容
及
び
期
間

並
び
に
そ
の
診
療
、
薬
剤
の
支
給
又
は
手
当
が
食
事

療
養
、
生
活
療
養
、
評
価
療
養
、
患
者
申
出
療
養
又

は
選
定
療
養
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

七
　
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額

八
　
療
養
の
給
付
又
は
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時

生
活
療
養
費
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
理
由

九
　
疾
病
又
は
負
傷
が
第
三
者
の
行
為
に
よ
る
も
の
で

あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
並
び
に
第
三
者
の
氏
名
及

び
住
所
又
は
居
所
（
氏
名
又
は
住
所
若
し
く
は
居
所

が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
）

十
　
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
事
項

イ
　
払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
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払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
す
る
旨

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
払
渡
し
を
受
け
よ

う
と
す
る
金
融
機
関
等
の
名
称

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
同
項
第
七
号
に
掲
げ
る
費
用

の
額
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
書
類
が
外
国
語
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
き
は
、
そ
の
書
類
に
日
本
語
の
翻
訳
文
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
海
外
に
お
い
て
受
け
た
診
療
、
薬
剤
の
支
給
又
は
手

当
（
第
二
号
に
お
い
て
「
海
外
療
養
」
と
い
う
。
）
に

つ
い
て
療
養
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

第
一
項
の
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
旅
券
、
航
空
券
そ
の
他
の
海
外
に
渡
航
し
た
事
実

が
確
認
で
き
る
書
類
の
写
し

二
　
協
会
が
海
外
療
養
の
内
容
に
つ
い
て
当
該
海
外
療

養
を
担
当
し
た
者
に
照
会
す
る
こ
と
に
関
す
る
当
該

海
外
療
養
を
受
け
た
者
の
同
意
書

（
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
が
必
要
と
認
め
る
場
合
）

第
五
十
九
条
　
協
会
は
、
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ

っ
た
者
が
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
り
居
宅
に
お
い
て
継
続

し
て
療
養
を
受
け
る
状
態
に
あ
る
者
（
健
康
保
険
法
施

行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
第
六

十
七
条
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
者
に
限
る
。
）
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
訪
問
看
護
療
養
費
を
支
給
す

る
。
た
だ
し
、
他
の
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
指
定

訪
問
看
護
事
業
者
が
当
該
指
定
に
係
る
訪
問
看
護
事
業

を
行
う
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
現
に
指

定
訪
問
看
護
を
受
け
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
六
十
条
　
削
除

（
訪
問
看
護
療
養
費
等
の
支
払
）

第
六
十
一
条
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
が

前
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
か
ら
指
定

訪
問
看
護
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
六
十
五

条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
被
保
険
者
又
は
被
保
険

者
で
あ
っ
た
者
に
支
給
す
べ
き
訪
問
看
護
療
養
費
は
当

該
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。

（
訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
領
収
証
）

第
六
十
二
条
　
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
は
、
法
第
六
十
五

条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

領
収
証
に
は
、
指
定
訪
問
看
護
の
事
業
の
人
員
及
び
運

営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
令
第
八
十

号
）
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
利
用
料
及
び

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
そ
の
他
の
利
用
料
に
つ
い

て
、
個
別
の
費
用
ご
と
に
区
分
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
準
用
）

第
六
十
三
条
　
第
五
十
七
条
の
規
定
は
、
訪
問
看
護
療
養

費
の
支
給
事
由
が
第
三
者
の
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
も

の
で
あ
る
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
船
員
法
に
よ
る
療
養
補
償
と
の
調
整
の
申
請
）

第
六
十
四
条
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
が

法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
被
保
険
者
又
は
被

保
険
者
で
あ
っ
た
者
が
支
払
っ
た
一
部
負
担
金
の
額
、

法
第
六
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
食
事
療
養
標
準
負

担
額
、
法
第
六
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
生
活
療
養

標
準
負
担
額
、
法
第
六
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

算
定
し
た
費
用
の
額
か
ら
そ
の
療
養
に
要
し
た
費
用
に

つ
き
保
険
外
併
用
療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
る
額
に
相

当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
、
法
第
六
十
四
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ
た
額
又
は
法
第
六
十
五
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
か
ら
訪
問
看
護

療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
る
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除

し
た
額
（
こ
の
条
に
お
い
て
「
一
部
負
担
金
等
」
と
い

う
。
）
の
支
払
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
協
会
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二
　
被
保
険
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

三
　
療
養
を
受
け
た
病
院
、
診
療
所
、
薬
局
又
は
指
定

訪
問
看
護
事
業
者
の
名
称
及
び
所
在
地

四
　
療
養
の
期
間

五
　
第
三
号
の
者
に
対
し
て
支
払
っ
た
一
部
負
担
金
等

の
額

六
　
当
該
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
が
療

養
費
の
支
給
、
入
院
時
食
事
療
養
費
の
支
給
、
入
院

時
生
活
療
養
費
の
支
給
、
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支

給
、
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
又
は
高
額
療
養
費
の

支
給
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
療
養
費
、
入
院
時
食

事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療

養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
及
び
高
額
療
養
費
の
額

七
　
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
事
項

イ
　
払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
　

払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
す
る
旨

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
払
渡
し
を
受
け
よ

う
と
す
る
金
融
機
関
等
の
名
称

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
同
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に

掲
げ
る
額
に
関
す
る
証
拠
書
類
（
協
会
が
番
号
利
用
法

第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一
の
内
容

を
含
む
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
）
並
び
に
療
養
補
償

証
明
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
移
送
費
の
額
）

第
六
十
五
条
　
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
は
、

も
経

済
的
な
通
常
の
経
路
及
び
方
法
に
よ
り
移
送
さ
れ
た
場

合
の
費
用
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、

現
に
移
送
に
要
し
た
費
用
の
金
額
を
超
え
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

（
移
送
費
の
支
給
が
必
要
と
認
め
る
場
合
）

第
六
十
六
条
　
協
会
は
、
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ

っ
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
認
め

る
場
合
に
移
送
費
を
支
給
す
る
。

一
　
移
送
に
よ
り
法
に
基
づ
く
適
切
な
療
養
を
受
け
た

こ
と
。

二
　
移
送
の
原
因
で
あ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
り
移
動

を
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
。

三
　
緊
急
そ
の
他
や
む
を
得
な
か
っ
た
こ
と
。

（
移
送
費
の
支
給
の
申
請
）

第
六
十
七
条
　
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
移
送
費
の
支
給

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
請
書
を
協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二
　
移
送
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

三
　
傷
病
名
及
び
そ
の
原
因
並
び
に
発
病
又
は
負
傷
の

年
月
日

四
　
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
に
あ
っ
て
は
、

後
に
被

保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
年
月
日

五
　
移
送
経
路
、
移
送
方
法
及
び
移
送
年
月
日

六
　
付
添
い
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
付
添
人
の
氏
名

及
び
住
所

七
　
移
送
に
要
し
た
費
用
の
額

八
　
疾
病
又
は
負
傷
の
原
因
が
第
三
者
の
行
為
に
よ
る

も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
並
び
に
第
三
者
の

氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
（
氏
名
又
は
住
所
若
し
く

は
居
所
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
）

九
　
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
事
項

イ
　
払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
　

払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
す
る
旨

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
払
渡
し
を
受
け
よ

う
と
す
る
金
融
機
関
等
の
名
称

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
意
見
書
及
び
同
項
第
七
号
の

事
実
を
証
す
る
書
類
並
び
に
当
該
移
送
が
下
船
後
の
療

養
補
償
に
相
当
す
る
と
き
は
療
養
補
償
証
明
書
を
添
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
移
送
を
必
要
と
認
め
た
理
由
（
付
添
い
が
あ
っ
た

と
き
は
、
併
せ
て
そ
の
付
添
い
を
必
要
と
認
め
た
理

由
）

二
　
移
送
経
路
、
移
送
方
法
及
び
移
送
年
月
日

３
　
前
項
の
意
見
書
に
は
、
こ
れ
を
証
す
る
医
師
又
は
歯

科
医
師
に
お
い
て
診
断
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
五
十
八
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
二
項
の
意
見
書

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
継
続
療
養
給
付
の
申
請
等
）

第
六
十
八
条
　
法
第
五
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
被

保
険
者
の
資
格
喪
失
後
の
療
養
の
給
付
又
は
入
院
時
食

事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養

費
、
訪
問
看
護
療
養
費
若
し
く
は
移
送
費
の
支
給
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
資
格
喪
失
後
十
日
以
内
に
、
健

康
保
険
日
雇
特
例
被
保
険
者
手
帳
を
添
え
て
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
協
会
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二
　
傷
病
名
及
び
原
因

三
　
資
格
喪
失
前
の
疾
病
又
は
負
傷
の
発
し
た
年
月
日

及
び
資
格
喪
失
年
月
日

四
　
療
養
の
給
付
、
入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
療

養
、
入
院
時
生
活
療
養
に
係
る
療
養
、
保
険
外
併
用

療
養
費
に
係
る
療
養
又
は
訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る

療
養
を
受
け
て
い
た
者
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
及

び
生
年
月
日

五
　
資
格
を
喪
失
し
た
際
受
け
て
い
た
療
養
の
給
付
、

入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
療
養
、
入
院
時
生
活
療

養
費
に
係
る
療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療

養
又
は
訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
療
養
を
受
け
始
め

た
年
月
日

六
　
資
格
を
喪
失
し
た
際
療
養
の
給
付
又
は
入
院
時
食

事
療
養
費
に
係
る
療
養
、
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係

る
療
養
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養

を
受
け
て
い
た
保
険
医
療
機
関
等
の
名
称
及
び
所
在

地
並
び
に
当
該
診
療
に
従
事
す
る
保
険
医
の
氏
名
又

は
訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
療
養
を
担
当
す
る
指
定

訪
問
看
護
事
業
者
の
名
称
及
び
所
在
地

七
　
現
に
療
養
の
給
付
又
は
入
院
時
食
事
療
養
費
に
係

る
療
養
、
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
、
保
険

外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
若
し
く
は
訪
問
看
護
療

養
費
に
係
る
療
養
を
受
け
て
い
る
保
険
医
療
機
関
等

又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
の
名
称
及
び
所
在
地

２
　
協
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
書
が
提
出
さ
れ
た

と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
様
式
第
四
号
に
よ
る
継
続
療
養
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受
療
証
明
書
（
以
下
「
継
続
療
養
証
明
書
」
と
い
う
。
）

を
同
項
の
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
に
規
定
す
る
者
は
、
自
己
の
選
定
す
る
保
険

医
療
機
関
等
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に
継
続
療
養

受
療
証
明
書
を
提
出
し
て
受
け
る
も
の
と
す
る
。

４
　
第
一
項
に
規
定
す
る
者
は
、
被
保
険
者
の
資
格
喪
失

後
療
養
の
給
付
又
は
入
院
時
食
事
療
養
費
の
支
給
、
入

院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
、
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支

給
、
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
若
し
く
は
移
送
費
の
支

給
を
受
け
る
者
が
そ
の
給
付
又
は
支
給
を
受
け
な
く
な

っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
継
続
療
養
受
療
証
明
書
を

協
会
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
継
続
療
養
受
療
証
明

書
を
返
納
す
べ
き
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
葬
祭
料
を

受
け
る
べ
き
者
は
、
そ
の
申
請
の
際
、
継
続
療
養
受
療

証
明
書
を
協
会
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
葬
祭
料
を
受
け
る
べ
き
者
が
な
い
と
き
は
、
葬
祭

を
行
っ
た
者
に
お
い
て
継
続
療
養
受
療
証
明
書
を
返
納

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
第
一
項
に
規
定
す
る
者
は
、
被
保
険
者
の
資
格
喪
失

後
療
養
の
給
付
又
は
入
院
時
食
事
療
養
費
の
支
給
、
入

院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
、
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支

給
、
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
若
し
く
は
移
送
費
の
支

給
を
受
け
る
者
の
氏
名
又
は
住
所
の
変
更
が
あ
っ
た
と

き
は
、
五
日
以
内
に
、
そ
の
旨
及
び
変
更
の
年
月
日
を

記
載
し
た
届
書
に
継
続
療
養
受
療
証
明
書
を
添
付
し
て

協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
第
三
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、

継
続
療
養
受
療
証
明
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
款
　
傷
病
手
当
金
及
び
葬
祭
料
の
支
給

（
傷
病
手
当
金
の
支
給
の
申
請
）

第
六
十
九
条
　
法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
傷

病
手
当
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
協
会
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二
　
被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

三
　
傷
病
名
及
び
そ
の
原
因
並
び
に
発
病
又
は
負
傷
の

年
月
日

四
　
職
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
期
間

五
　
被
保
険
者
が
報
酬
の
全
部
又
は
一
部
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
と
き
は
、
そ
の
報
酬
の
額
及
び
期
間

六
　
傷
病
手
当
金
が
法
第
七
十
条
第
二
項
た
だ
し
書
又

は
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と

き
は
、
次
に
掲
げ
る
給
付
の
う
ち
、
支
給
さ
れ
て
い

る
も
の
の
名
称
、
そ
の
額
、
支
給
事
由
で
あ
る
傷
病

名
及
び
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日

並
び
に
年
金
で
あ
る
給
付
を
受
け
る
べ
き
場
合
に
お

い
て
は
、
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
及
び
そ
の

年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド
（
年
金
の
種
別
及
び
そ
の

区
分
を
表
す
記
号
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

イ
　
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
障
害
厚
生
年
金
又
は

障
害
手
当
金

ロ
　
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金

七
　
傷
病
手
当
金
が
法
第
七
十
条
第
四
項
た
だ
し
書
の

規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す

る
老
齢
退
職
年
金
給
付
（
以
下
単
に
「
老
齢
退
職
年

金
給
付
」
と
い
う
。
）
の
名
称
、
そ
の
額
、
当
該
老

齢
退
職
年
金
給
付
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月

日
、
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
及
び
そ
の
年
金

証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は

記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

八
　
傷
病
手
当
金
が
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

は
ず
で
あ
っ
た
報
酬
の
額
及
び
期
間
、
受
け
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
報
酬
の
額
及
び
期
間
、
法
第
七
十

条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
二
項
た
だ
し
書
又
は
第
三

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
受
け
た
傷
病
手
当
金
の

額
並
び
に
報
酬
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

理
由

九
　
職
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
期
間
中
に

介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
四
十
一
条
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
（
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下

同
じ
。
）
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
居
宅

サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅

サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
療
養
に
相
当
す

る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
こ
れ
に

相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち

療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
地

域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
（
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同

じ
。
）
、
特
例
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
八
条
第
十
四
項
に

規
定
す
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
こ

れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に

限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係

る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
（
同
法
第
四
十
八
条
第
一

項
に
規
定
す
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
（
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下

同
じ
。
）
、
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
施
設

サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
八
条
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る

施
設
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
療
養
に
相

当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
同
法

第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
療
養
に
相
当
す
る

も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
特
例
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第

八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す

る
サ
ー
ビ
ス
（
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
療
養
に

相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
た

と
き
は
、
同
法
に
規
定
す
る
被
保
険
者
証
の
保
険
者

番
号
、
被
保
険
者
番
号
及
び
保
険
者
の
名
称

十
　
同
一
の
疾
病
又
は
負
傷
及
び
こ
れ
に
よ
り
発
し
た

疾
病
に
つ
い
て
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
、
国
家
公
務
員
災
害
補

償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
。
他
の

法
律
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
例
に
よ
る
場
合
を
含

む
。
）
又
は
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十

二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
若
し
く
は
同
法
に
基
づ

く
条
例
の
規
定
に
よ
り
、
傷
病
手
当
金
に
相
当
す
る

給
付
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
そ

の
旨

十
一
　
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
事
項

イ
　
払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
　

払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
す
る
旨

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
払
渡
し
を
受
け
よ

う
と
す
る
金
融
機
関
等
の
名
称

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
保
険
者
の
疾
病
又
は
負
傷
の
発
生
し
た
年
月

日
、
原
因
、
主
症
状
、
経
過
の
概
要
及
び
前
項
第
四

号
の
期
間
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
意
見
書

二
　
前
項
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
八
号
に
関
す
る
船

舶
所
有
者
の
証
明
書

３
　
前
項
第
一
号
の
意
見
書
に
は
、
こ
れ
を
証
す
る
医
師

又
は
歯
科
医
師
に
お
い
て
診
断
年
月
日
及
び
氏
名
を
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
療
養
の
給
付
又
は
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生

活
療
養
費
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
を
受

け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
た
め
療
養
費
の
支
給
を
受
け

る
場
合
に
お
い
て
は
、
傷
病
手
当
金
の
支
給
の
申
請
書

に
は
、
第
二
項
第
一
号
の
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
を
要

し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
項
の
申
請
書

に
そ
の
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
協
会
が
番
号
利
用
法
第

二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一
の

内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
法
第
七
十
条
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
　
障

害
厚
生
年
金
（
当
該
障
害
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給

事
由
に
基
づ
き
障
害
基
礎
年
金
の
支
給
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
障
害
厚
生
年
金
及
び
当

該
障
害
基
礎
年
金
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
年
金
証
書
の
写
し
、
障
害
厚
生
年
金
の
額
及
び
そ

の
支
給
開
始
年
月
を
証
す
る
書
類
並
び
に
障
害
厚
生

年
金
の
直
近
の
額
を
証
す
る
書
類

二
　
法
第
七
十
条
第
三
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
　
障

害
手
当
金
の
支
給
を
証
す
る
書
類

三
　
法
第
七
十
条
第
四
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
　
老

齢
退
職
年
金
給
付
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る

書
類
の
写
し
、
そ
の
額
及
び
そ
の
支
給
開
始
年
月
を

証
す
る
書
類
並
び
に
そ
の
直
近
の
額
を
証
す
る
書
類

６
　
法
第
七
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
合
計
額
が
同
項
に

規
定
す
る
障
害
手
当
金
の
額
に
達
し
た
こ
と
に
よ
り
傷

病
手
当
金
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
こ
と
と
な
っ
た
者

は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
障
害
手
当
金
の
支
給
を
受
け
た
日
か
ら
当
該
合
計

額
が
当
該
障
害
手
当
金
の
額
に
達
す
る
に
至
っ
た
日

ま
で
の
期
間
に
係
る
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
期
間

及
び
そ
の
期
間
に
受
け
た
報
酬
の
日
額
に
関
す
る
事

業
主
の
証
明
書

二
　
前
号
に
規
定
す
る
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
期
間

に
係
る
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類

７
　
法
第
六
十
九
条
第
二
項
（
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条

及
び
次
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
規
定
す
る
傷
病
手
当
金
の
支
給
を
始
め
る
日
の
属
す

る
月
以
前
の
法
第
六
十
九
条
第
二
項
の
標
準
報
酬
月
額

が
定
め
ら
れ
て
い
る
直
近
の
継
続
し
た
十
二
月
以
内
の

期
間
に
お
い
て
、
使
用
さ
れ
る
事
業
所
に
変
更
が
あ
っ

た
場
合
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
各
事
業
所
の
名
称
、

所
在
地
及
び
各
事
業
所
に
使
用
さ
れ
て
い
た
期
間
を
記

載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
　
第
五
十
八
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
二
項
第
一
号
及

び
第
六
項
第
二
号
の
意
見
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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（
傷
病
手
当
金
の
額
の
算
定
）

第
六
十
九
条
の
二
　
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
が
法
第
六
十

九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
傷
病
手
当
金
の
支
給
を
受

け
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
資
格
を
喪
失
し
た
日
が
月

の
初
日
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
喪
失
し

た
日
」
と
あ
る
の
は
「
喪
失
し
た
日
の
前
日
」
と
読
み

替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２
　
法
第
六
十
九
条
第
二
項
の
標
準
報
酬
月
額
は
、
同
項

に
規
定
す
る
傷
病
手
当
金
の
支
給
を
始
め
る
日
の
属
す

る
月
以
前
の
直
近
の
継
続
し
た
十
二
月
以
内
の
期
間
に

お
い
て
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
で
あ
る
期
間
が
含
ま

れ
る
と
き
は
、
当
該
期
間
の
標
準
報
酬
月
額
を
含
む
も

の
と
す
る
。

３
　
法
第
六
十
九
条
第
二
項
の
標
準
報
酬
月
額
に
つ
い

て
、
同
一
の
月
に
お
い
て
二
以
上
の
標
準
報
酬
月
額
が

定
め
ら
れ
た
月
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
月
の
標
準
報
酬

月
額
は
直
近
の
も
の
（
同
項
に
規
定
す
る
傷
病
手
当
金

の
支
給
を
始
め
る
日
以
前
に
定
め
ら
れ
た
も
の
に
限

る
。
）
と
す
る
。

４
　
傷
病
手
当
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
期
間
に
別
の
疾

病
又
は
負
傷
及
び
こ
れ
に
よ
り
発
し
た
疾
病
に
つ
き
傷

病
手
当
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
疾
病
又
は
負
傷
及
び
こ
れ
に
よ
り
発
し
た

疾
病
に
係
る
傷
病
手
当
金
に
つ
い
て
法
第
六
十
九
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
の
い
ず
れ
か
多
い

額
を
支
給
す
る
。

（
傷
病
手
当
金
の
支
給
期
間
の
計
算
）

第
六
十
九
条
の
三
　
傷
病
手
当
金
は
、
こ
れ
を
支
給
し
た

日
数
の
累
計
日
数
が
法
第
六
十
九
条
第
五
項
に
規
定
す

る
支
給
期
間
の
日
数
に
達
す
る
ま
で
支
給
す
る
。

（
法
第
七
十
条
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
四
項
た
だ
し

書
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し

た
額
）

第
七
十
条
　
法
第
七
十
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
同
項

に
規
定
す
る
者
の
受
け
る
べ
き
障
害
厚
生
年
金
の
額

（
当
該
障
害
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
き

障
害
基
礎
年
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

は
、
当
該
障
害
厚
生
年
金
の
額
と
当
該
障
害
基
礎
年
金

の
額
と
の
合
算
額
）
を
三
百
六
十
で
除
し
て
得
た
額

（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。

２
　
法
第
七
十
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
同
項
に
規
定

す
る
者
の
受
け
る
べ
き
老
齢
退
職
年
金
給
付
の
額
（
当

該
老
齢
退
職
年
金
給
付
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該

二
以
上
の
老
齢
退
職
年
金
給
付
の
額
の
合
算
額
）
を
三

百
六
十
で
除
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
と

す
る
。

（
法
第
七
十
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
該

当
す
る
に
至
っ
た
場
合
の
届
出
）

第
七
十
一
条
　
傷
病
手
当
金
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
者

は
、
法
第
七
十
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に

該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二
　
第
六
十
九
条
第
一
項
第
六
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ

る
事
項

（
葬
祭
料
の
支
給
の
申
請
）

第
七
十
二
条
　
法
第
七
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
葬
祭
料
の

支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
申
請
書
を
協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所

二
　
死
亡
し
た
被
保
険
者
の
氏
名
及
び
被
保
険
者
等
記

号
・
番
号

三
　
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
が

後
に
被
保
険
者
と
し

て
使
用
さ
れ
て
い
た
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

並
び
に
資
格
喪
失
年
月
日

四
　
死
亡
の
年
月
日
及
び
原
因

五
　
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
葬
祭
料
の

支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
被
保
険

者
と
申
請
者
と
の
続
柄

六
　
法
第
七
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
葬
祭
料
の

支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
葬
祭
を

行
っ
た
年
月
日
及
び
葬
祭
に
要
し
た
費
用
の
額

七
　
死
亡
が
第
三
者
の
行
為
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き

は
、
そ
の
事
実
並
び
に
第
三
者
の
氏
名
及
び
住
所
又

は
居
所
（
氏
名
又
は
住
所
若
し
く
は
居
所
が
明
ら
か

で
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
）

八
　
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
事
項

イ
　
払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
　

払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
す
る
旨
及
び
個
人

番
号

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
払
渡
し
を
受
け
よ

う
と
す
る
金
融
機
関
等
の
名
称

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
）
の
埋
葬

許
可
証
若
し
く
は
火
葬
許
可
証
の
写
し
、
死
亡
診
断

書
、
死
体
検
案
書
若
し
く
は
検
視
調
書
の
写
し
、
被

保
険
者
の
死
亡
に
関
す
る
船
舶
所
有
者
の
証
明
書
又

は
こ
れ
に
代
わ
る
書
類
（
協
会
が
機
構
保
存
本
人
確

認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。
）

二
　
法
第
七
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
葬
祭
料
の

支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
葬
祭
に

要
し
た
費
用
の
金
額
に
関
す
る
証
拠
書
類

３
　
第
五
十
八
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
書
類
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

第
三
款
　
出
産
育
児
一
時
金
及
び
出
産
手
当

金
の
支
給

（
出
産
育
児
一
時
金
の
支
給
の
申
請
）

第
七
十
三
条
　
法
第
七
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
出
産
育
児

一
時
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
協
会
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二
　
出
産
の
年
月
日

三
　
死
産
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

四
　
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
事
項

イ
　
払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
　

払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
す
る
旨

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
払
渡
し
を
受
け
よ

う
と
す
る
金
融
機
関
等
の
名
称

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
医
師
若
し
く
は
助
産
師
に
お
い
て
出
産
の
事
実
を

証
明
す
る
書
類
又
は
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を

含
む
も
の
と
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項

の
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
、
区
長
又
は
総
合
区
長
と

す
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
出
生
に
関
し
て
戸

籍
に
記
載
し
た
事
項
若
し
く
は
出
生
の
届
出
に
係
る

届
書
に
記
載
し
た
事
項
を
証
明
し
た
書
類
（
協
会
が

機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
）

二
　
同
一
の
出
産
に
つ
い
て
出
産
育
児
一
時
金
（
法
、

健
康
保
険
法
、
国
民
健
康
保
険
法
、
国
家
公
務
員
共

済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
、

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律

第
百
五
十
二
号
）
及
び
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法

（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
の
規
定

に
よ
る
こ
れ
に
相
当
す
る
給
付
を
含
む
。
）
の
支
給

を
別
途
申
請
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
書
類
（
協
会

が
番
号
利
用
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の

提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。
）

３
　
令
第
七
条
た
だ
し
書
の
加
算
し
た
額
の
支
給
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
同
条
た
だ
し

書
に
規
定
す
る
出
産
で
あ
る
と
協
会
が
認
め
る
際
に
必

要
と
な
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
五
十
八
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
申
請
書

に
添
付
す
べ
き
書
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
令
第
七
条
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
七
十
四
条
　
令
第
七
条
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
基
準
は
、
出
生
し
た
時
点
に
お
け
る
在
胎
週
数
が

二
十
八
週
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
令
第
七
条
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
由
）

第
七
十
五
条
　
令
第
七
条
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
事
由
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
天
災
、
事
変
そ
の
他
の
非
常
事
態

二
　
出
産
し
た
者
の
故
意
又
は
重
大
な
過
失

（
令
第
七
条
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
程
度

の
障
害
の
状
態
）

第
七
十
六
条
　
令
第
七
条
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
は
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施

行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
別
表

第
五
号
の
一
級
又
は
二
級
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

（
令
第
七
条
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
）

第
七
十
七
条
　
令
第
七
条
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
要
件
は
、
病
院
、
診
療
所
、
助
産
所
そ
の
他
の
者

（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
病
院
等
」
と
い

う
。
）
に
対
し
、
当
該
病
院
等
が
三
千
万
円
以
上
の
補

償
金
を
出
生
し
た
者
又
は
そ
の
保
護
者
（
親
権
を
行
う

者
、
未
成
年
後
見
人
そ
の
他
の
者
で
、
出
生
し
た
者
を

現
に
監
護
す
る
も
の
を
い
う
。
）
（
次
条
に
お
い
て
「
出

生
し
た
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
適
切
な
期
間
に

わ
た
り
支
払
う
た
め
の
保
険
金
（
特
定
出
産
事
故
（
同

号
に
規
定
す
る
特
定
出
産
事
故
を
い
う
。
次
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
が
病
院
等
の
過
失
に
よ
っ
て
発
生
し
た
場

合
で
あ
っ
て
、
当
該
病
院
等
が
損
害
賠
償
の
責
任
を
負

う
と
き
は
、
補
償
金
か
ら
当
該
損
害
賠
償
の
額
を
除
い

た
額
と
す
る
。
）
が
支
払
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と

す
る
。

（
令
第
七
条
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
講
ず
る
措
置
）

第
七
十
八
条
　
令
第
七
条
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
講
ず
る
措
置
は
、
病
院
等
と
出
生

し
た
者
等
と
の
間
に
お
け
る
特
定
出
産
事
故
に
関
す
る
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紛
争
の
防
止
又
は
解
決
を
図
る
と
と
も
に
、
特
定
出
産

事
故
に
関
す
る
情
報
の
分
析
結
果
を
体
系
的
に
編
成

し
、
そ
の
成
果
を
広
く
社
会
に
提
供
す
る
た
め
、
特
定

出
産
事
故
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
整
理
、
分
析
及
び

提
供
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す

る
こ
と
が
で
き
る
適
切
な
機
関
に
委
託
す
る
こ
と
と
す

る
。

（
出
産
手
当
金
の
支
給
の
申
請
）

第
七
十
九
条
　
法
第
七
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
出
産
手
当

金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二
　
被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

三
　
出
産
前
の
場
合
に
お
い
て
は
出
産
の
予
定
年
月

日
、
出
産
後
の
場
合
に
お
い
て
は
出
産
の
年
月
日

（
出
産
の
日
が
出
産
の
予
定
日
後
で
あ
る
と
き
は
、

出
産
の
予
定
年
月
日
及
び
出
産
の
年
月
日
）

四
　
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

五
　
職
務
に
服
さ
な
か
っ
た
期
間

六
　
出
産
手
当
金
が
法
第
七
十
四
条
の
二
た
だ
し
書
の

規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
報
酬
の
額

及
び
期
間

七
　
出
産
手
当
金
が
法
第
七
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
も

の
で
あ
る
と
き
は
、
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で

あ
っ
た
報
酬
の
額
及
び
期
間
、
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
報
酬
の
額
及
び
期
間
、
法
第
七
十
四
条
の

二
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
受
け
た
出
産
手
当
金
の

額
並
び
に
報
酬
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

理
由

八
　
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
事
項

イ
　
払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
　

払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
す
る
旨

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
払
渡
し
を
受
け
よ

う
と
す
る
金
融
機
関
等
の
名
称

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
出
産
の
予
定
年
月
日
に
関
す
る
医
師
又
は
助
産
師

の
意
見
書

二
　
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
の
医
師

の
証
明
書

三
　
前
項
第
五
号
の
期
間
に
関
す
る
事
業
主
の
証
明
書

３
　
前
項
第
一
号
の
意
見
書
に
は
、
こ
れ
を
証
す
る
医
師

又
は
助
産
師
に
お
い
て
診
断
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
同
一
の
出
産
に
つ
い
て
引
き
続
き
出
産
手
当
金
の
支

給
を
申
請
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
申
請
書
に
第

二
項
第
一
号
の
意
見
書
及
び
同
項
第
二
号
の
証
明
書
を

添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

５
　
第
六
十
九
条
第
七
項
の
規
定
は
、
出
産
手
当
金
の
支

給
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
項
中
「
法
第
六
十
九
条
第
二
項
（
次
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。

以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
お

い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
七
十
四
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
九
条
第
二
項
（
第
七
十

九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
並
び
に
第

七
十
九
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
次
条
第
二

項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
法
第
六
十

九
条
第
二
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
七
十
四
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
九
条
第
二
項
の
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６
　
第
五
十
八
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
二
項
第
一
号
の

意
見
書
及
び
同
項
第
二
号
の
証
明
書
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

（
出
産
手
当
金
の
額
の
算
定
）

第
七
十
九
条
の
二
　
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
が
当
該
被

保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
日
以
後
に
出
産
手
当
金
の

支
給
を
始
め
る
場
合
又
は
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
で

あ
っ
た
者
が
当
該
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
日
以

後
に
出
産
手
当
金
の
支
給
を
始
め
る
場
合
に
お
い
て

は
、
法
第
七
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

六
十
九
条
第
二
項
中
「
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
資
格
を
喪
失
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
疾

病
任
意
継
続
被
保
険
者
又
は
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者

で
あ
っ
た
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
疾
病
任
意
継
続
被
保

険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
日
の
前
日
」
と
読
み
替
え

て
、
法
第
七
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

六
十
九
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２
　
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
（
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者

で
あ
っ
た
者
を
除
く
。
）
が
当
該
被
保
険
者
の
資
格
を

喪
失
し
た
日
以
後
に
出
産
手
当
金
の
支
給
を
始
め
る
場

合
に
お
い
て
は
、
法
第
七
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
六
十
九
条
第
二
項
中
「
被
保
険
者
で
あ
っ

た
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
資
格
を
喪
失
し
た
日
」
と
あ

る
の
は
「
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
（
疾
病
任
意
継
続
被

保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該

被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
日
の
前
日
」
と
読
み
替

え
て
、
法
第
七
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
六
十
九
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３
　
第
六
十
九
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、

出
産
手
当
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
法
第
六
十
九
条

第
二
項
」
及
び
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
七
十

四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
九
条
第
二

項
（
第
七
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
款
　
家
族
療
養
費
、
家
族
訪
問
看
護
療

養
費
、
家
族
移
送
費
、
家
族
葬
祭
料
及
び
家

族
出
産
育
児
一
時
金
の
支
給

（
家
族
療
養
費
の
支
給
）

第
八
十
条
　
第
四
十
二
条
、
第
四
十
五
条
、
第
五
十
条
、

第
五
十
一
条
、
第
五
十
三
条
、
第
五
十
四
条
、
第
五
十

六
条
か
ら
第
五
十
八
条
ま
で
、
第
六
十
八
条
、
第
八
十

八
条
、
第
九
十
三
条
及
び
第
九
十
五
条
の
規
定
は
、
家

族
療
養
費
の
支
給
及
び
被
扶
養
者
の
療
養
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
二
条
第
二
項

中
「
被
保
険
者
が
法
第
五
十
五
条
第
一
項
第
二
号
又
は

第
三
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
被
扶
養
者
が
法
第
七
十
六

条
第
二
項
第
一
号
ハ
又
は
ニ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

（
家
族
療
養
費
の
支
払
）

第
八
十
一
条
　
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
が
第
八
十
条
に
お

い
て
準
用
す
る
第
四
十
二
条
、
第
四
十
五
条
、
第
九
十

三
条
第
五
項
又
は
第
九
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

保
険
医
療
機
関
等
又
は
保
険
薬
局
等
か
ら
療
養
を
受
け

た
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
七
十
六
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
そ
の
被
保
険
者
に
支
給
す
べ
き
家
族
療
養
費
は

当
該
保
険
医
療
機
関
等
又
は
保
険
薬
局
等
に
対
し
て
支

払
う
も
の
と
す
る
。

（
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
）

第
八
十
二
条
　
第
四
十
二
条
、
第
五
十
七
条
、
第
五
十
九

条
、
第
六
十
一
条
、
第
六
十
二
条
及
び
第
六
十
八
条
の

規
定
は
、
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
及
び
被
扶
養

者
の
指
定
訪
問
看
護
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
四
十
二
条
第
二
項
中
「
被
保
険
者
が
法

第
五
十
五
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
」
と
あ
る
の

は
、
「
被
扶
養
者
が
法
第
七
十
六
条
第
二
項
第
一
号
ハ

又
は
ニ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
家
族
移
送
費
の
支
給
）

第
八
十
三
条
　
第
六
十
五
条
か
ら
第
六
十
七
条
ま
で
の
規

定
は
、
家
族
移
送
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
家
族
葬
祭
料
の
支
給
の
申
請
）

第
八
十
四
条
　
法
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
り
家
族
葬
祭
料

の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
申
請
書
を
協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二
　
被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

三
　
死
亡
し
た
被
扶
養
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

四
　
第
七
十
二
条
第
一
項
第
四
号
、
第
五
号
、
第
八
号

及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項

五
　
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
事
項

イ
　
払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
　

払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
す
る
旨

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
払
渡
し
を
受
け
よ

う
と
す
る
金
融
機
関
等
の
名
称

２
　
第
五
十
八
条
第
三
項
及
び
第
七
十
二
条
第
二
項
第
一

号
の
規
定
は
、
前
項
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
家
族
出
産
育
児
一
時
金
の
支
給
の
申
請
）

第
八
十
五
条
　
法
第
八
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
家
族
出
産

育
児
一
時
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
協
会
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
七
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

二
　
出
産
し
た
被
扶
養
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

２
　
第
七
十
三
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、

前
項
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
五
款
　
高
額
療
養
費
及
び
高
額
介
護
合
算

療
養
費
の
支
給

（
令
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
医
療
に
関
す
る
給
付
）

第
八
十
六
条
　
令
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

一
　
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四

号
）
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
小
児
慢
性
特
定
疾
病

医
療
費
の
支
給
、
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
医
療
に

係
る
療
育
の
給
付
又
は
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二

十
九
第
一
項
の
肢
体
不
自
由
児
通
所
医
療
費
若
し
く

は
同
法
第
二
十
四
条
の
二
十
第
一
項
（
同
法
第
二
十

四
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
障
害
児
入
所
医
療
費
の
支
給

二
　
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八

号
）
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
項
第
一
号

（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平

成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
二
十
八
条
第
五

項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場

合
を
含
む
。
）
の
医
療
費
の
支
給

三
　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に

支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二

十
三
号
）
第
五
十
八
条
第
一
項
の
自
立
支
援
医
療
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費
、
同
法
第
七
十
条
第
一
項
の
療
養
介
護
医
療
費
又

は
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
基
準
該
当
療
養
介
護

医
療
費
の
支
給

四
　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
三
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
費
用
の
負
担
が
行
わ
れ
る
医

療
に
関
す
る
給
付

五
　
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法

律
第
十
四
号
）
第
五
十
八
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
費
用
の
負
担
が
行
わ
れ
る
医
療
に
関
す
る

給
付

六
　
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一

号
）
第
二
十
条
の
養
育
医
療
の
給
付
又
は
養
育
医
療

に
要
す
る
費
用
の
支
給

七
　
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
十
六
条
第

一
項
第
一
号
又
は
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
の
医
療

費
の
支
給

八
　
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医

療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）

第
三
十
七
条
第
一
項
（
同
法
第
四
十
四
条
の
九
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場

合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
第
三
十
七
条
の
二
第
一

項
又
は
第
四
十
四
条
の
三
の
二
第
一
項
（
同
法
第
四

十
四
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ

て
準
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規

定
に
よ
り
費
用
の
負
担
が
行
わ
れ
る
医
療
に
関
す
る

給
付
又
は
当
該
医
療
に
要
す
る
費
用
の
支
給

九
　
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
号
）
第
四
条
第
一
項
の
医

療
費
の
支
給

十
　
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被

害
の
救
済
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
一
年

法
律
第
九
十
八
号
）
第
四
条
第
一
号
の
医
療
費
の

支
給

十
の
二
　
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等

の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法

律
第
百
二
十
六
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
定
期
検
査

費
、
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の
母
子
感
染
防
止
医
療

費
又
は
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
世
帯
内
感
染
防
止

医
療
費
の
支
給

十
の
三
　
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
五
条
第
一

項
の
特
定
医
療
費
の
支
給

十
一
　
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
厚
生
省
関
係
法
令
の
適
用

の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
七
年
政

令
第
百
八
号
）
第
三
条
又
は
第
四
条
の
医
療
費
の

支
給

十
二
　
前
各
号
に
掲
げ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
に
準
ず

る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
に
関

す
る
給
付

（
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
係
る
認
定
）

第
八
十
七
条
　
令
第
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
協
会
の

認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
」
と
い
う
。
）

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
被
保
険
者
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
、
健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅

令
第
二
百
四
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
七
項
に
規
定
す

る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
の
実

施
機
関
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
実
施
機
関
」
と
い

う
。
）
を
経
由
し
て
、
協
会
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二
　
被
保
険
者
の
氏
名

三
　
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
及
び
生
年

月
日

四
　
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
受
け
る
べ
き
健
康

保
険
法
施
行
令
第
四
十
一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
の
名
称

２
　
被
保
険
者
は
、
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
令
第

九
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
三
項
第
五
号
若
し
く
は
第

六
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
の
申
出

の
際
に
そ
の
旨
を
証
す
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
協
会
が
番
号
利
用
法
第
二
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含

む
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
協
会
は
、
第
一
項
の
申
出
に
基
づ
き
認
定
を
行
っ
た

と
き
は
、
実
施
機
関
を
経
由
し
て
、
認
定
し
た
者
に
対

し
当
該
者
が
該
当
す
る
令
第
九
条
第
一
項
各
号
又
は
第

三
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
（
第
五
項
及
び
第
六
項

に
お
い
て
「
所
得
区
分
」
と
い
う
。
）
を
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
被
保
険
者
は
、
認
定
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、

実
施
機
関
を
経
由
し
て
、
そ
の
旨
を
協
会
に
申
し
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
号
に

該
当
す
る
に
至
っ
た
こ
と
に
よ
る
申
出
に
お
い
て
は
、

第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

一
　
令
第
九
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
三
項
第
五
号
若

し
く
は
第
六
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
た
者

が
、
当
該
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
。

二
　
令
第
九
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
三
項
第
五
号
若

し
く
は
第
六
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な

っ
た
と
き
。

三
　
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
一
条
第
七
項
に
規
定

す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付

を
受
け
な
く
な
っ
た
と
き
。

５
　
協
会
は
、
認
定
し
た
者
が
該
当
す
る
所
得
区
分
に
変

更
が
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
実
施
機
関
を
経
由

し
て
、
当
該
者
に
対
し
変
更
後
の
所
得
区
分
を
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
認
定
を
受
け
た
者
は
、
令
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に

規
定
す
る
病
院
等
か
ら
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
（
同

条
第
七
項
に
規
定
す
る
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
を
い

う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
第
三
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た

所
得
区
分
を
当
該
病
院
等
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

７
　
認
定
を
受
け
た
者
（
令
第
九
条
第
三
項
第
一
号
又
は

第
二
号
に
掲
げ
る
者
及
び
第
九
十
三
条
第
一
項
に
規
定

す
る
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
又
は
限
度

額
適
用
認
定
を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。
）
が
特
定
疾

病
給
付
対
象
療
養
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
同
一
の

月
に
同
一
の
保
険
医
療
機
関
若
し
く
は
保
険
薬
局
若
し

く
は
法
第
五
十
三
条
第
六
項
第
二
号
に
掲
げ
る
病
院
若

し
く
は
診
療
所
若
し
く
は
薬
局
（
第
九
十
三
条
第
五
項

及
び
第
六
項
、
第
九
十
五
条
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び

に
第
九
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
「
保
険
医
療
機
関

等
」
と
総
称
す
る
。
）
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
か

ら
療
養
（
令
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
療
養

を
い
う
。
第
九
十
三
条
第
五
項
、
第
九
十
四
条
、
第
九

十
五
条
第
四
項
及
び
第
九
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
受
け
た
と
き
の
令
第
十
条
第
一
項
、
第
三
項
又
は
第

四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
認
定
を
受
け

た
者
は
第
九
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
又
は
限
度
額
適
用
認
定
を

受
け
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

（
特
定
疾
病
の
認
定
の
申
請
等
）

第
八
十
八
条
　
令
第
八
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
協
会
の

認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
」
と
い
う
。
）

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
被
保
険
者
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
協
会
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二
　
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
及
び
生
年

月
日

三
　
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
か
か
っ
た
令
第
八

条
第
九
項
に
規
定
す
る
疾
病
の
名
称

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
疾
病

に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
意
見
書
そ
の
他
当
該

疾
病
に
か
か
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
意
見
書
に
は
、
こ
れ
を
証
す
る
医
師
又
は
歯

科
医
師
に
お
い
て
診
断
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
協
会
は
、
第
一
項
の
申
請
に
基
づ
き
認
定
を
行
っ
た

と
き
は
、
被
保
険
者
に
対
し
、
様
式
第
五
号
に
よ
る
特

定
疾
病
療
養
受
療
証
（
以
下
単
に
「
特
定
疾
病
療
養
受

療
証
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
の
交
付
を
受
け
た
被
保
険
者

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と

き
は
、
遅
滞
な
く
、
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
を
協
会
に

返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
。

二
　
被
扶
養
者
が
そ
の
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
と
き
。

三
　
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
一
条
第
九
項
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
。

６
　
認
定
を
受
け
た
者
は
、
保
険
医
療
機
関
等
又
は
保
険

薬
局
等
か
ら
令
第
八
条
第
九
項
に
規
定
す
る
療
養
を
受

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
保
険
医
療
機

関
等
又
は
保
険
薬
局
等
に
お
い
て
、
認
定
を
受
け
て
い

る
こ
と
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
認
定
を
受
け
た
者
が
、
第
四
十
二

条
第
一
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
又
は
第
二
項
に
規
定

す
る
方
法
に
よ
り
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受

け
、
当
該
療
養
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
被
保
険

者
証
又
は
処
方
せ
ん
に
添
え
て
、
特
定
疾
病
療
養
受
療

証
を
当
該
保
険
医
療
機
関
等
又
は
保
険
薬
局
等
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理

由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

７
　
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
理
由
が

な
く
な
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
特
定
疾
病
療
養
受

療
証
を
当
該
保
険
医
療
機
関
等
又
は
保
険
薬
局
等
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
　
被
保
険
者
は
、
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
の
交
付
そ
の

他
の
手
続
を
船
舶
所
有
者
を
経
由
し
て
行
お
う
と
す
る

と
き
は
、
船
舶
所
有
者
及
び
協
会
に
対
し
、
そ
の
旨
の

意
思
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
　
第
三
十
五
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
三
十
六

条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
及
び
第
四
十
条
第
一
項
か
ら

第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規

定
（
第
三
十
五
条
第
二
項
、
第
三
十
八
条
第
二
項
及
び

第
四
十
条
第
三
項
を
除
く
。
）
中
「
疾
病
任
意
継
続
被

保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
又

は
第
八
十
八
条
第
八
項
の
意
思
を
表
示
し
な
い
者
」

と
、
第
三
十
五
条
第
二
項
、
第
三
十
八
条
第
二
項
及
び

第
四
十
条
第
三
項
中
「
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
」
と

あ
る
の
は
「
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
及
び
第
八
十
八

条
第
八
項
の
意
思
を
表
示
し
な
い
者
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。
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（
令
第
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
、
第
四
号
、
第
七
号
、

第
八
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
）

第
八
十
八
条
の
二
　
令
第
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額

は
、
計
算
期
間
（
同
号
に
規
定
す
る
計
算
期
間
を
い

う
。
）
に
お
い
て
、
基
準
日
被
保
険
者
（
同
項
第
一
号

に
規
定
す
る
基
準
日
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

が
該
当
す
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
期
間
に
当
該
基
準
日
被
保
険
者
が
受
け
た

外
来
療
養
（
七
十
歳
に
到
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌

月
以
降
の
外
来
療
養
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

健
康
保
険
の
被
保
険
者
（
健
康
保

険
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る

日
雇
特
例
被
保
険
者
、
国
家
公
務

員
共
済
組
合
法
及
び
地
方
公
務
員

等
共
済
組
合
法
に
基
づ
く
共
済
組

合
の
組
合
員
並
び
に
私
立
学
校
教

職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法

律
第
二
百
四
十
五
号
）
の
規
定
に

よ
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
制
度

の
加
入
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）

で
あ
っ
た
期
間

健
康
保
険
法
施
行
令

第
四
十
一
条
の
二
第

一
項
第
一
号
に
規
定

す
る
合
算
額

日
雇
特
例
被
保
険
者
（
健
康
保
険

法
施
行
令
第
四
十
一
条
の
二
第
九

項
に
規
定
す
る
日
雇
特
例
被
保
険

者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ

っ
た
期
間

健
康
保
険
法
施
行
令

第
四
十
四
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る

同
令
第
四
十
一
条
の

二
第
一
項
第
一
号
に

規
定
す
る
合
算
額

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
規
定

に
基
づ
く
共
済
組
合
の
組
合
員
で

あ
っ
た
期
間

国
家
公
務
員
共
済
組

合
法
施
行
令
（
昭
和

三
十
三
年
政
令
第
二

百
七
号
）
第
十
一
条

の
三
の
四
第
一
項
第

一
号
に
規
定
す
る
合

算
額

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
規

定
に
基
づ
く
共
済
組
合
の
組
合
員

で
あ
っ
た
期
間

地
方
公
務
員
等
共
済

組
合
法
施
行
令
（
昭

和
三
十
七
年
政
令
第

三
百
五
十
二
号
）
第

二
十
三
条
の
三
の
三

第
一
項
第
一
号
に
規

定
す
る
合
算
額

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
の
規
定

に
よ
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
制

度
の
加
入
者
で
あ
っ
た
期
間

私
立
学
校
教
職
員
共

済
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
八
年
政
令
第
四

百
二
十
五
号
）
第
六

条
に
お
い
て
準
用
す

る
国
家
公
務
員
共
済

組
合
法
施
行
令
第
十

一
条
の
三
の
四
第
一

項
第
一
号
に
規
定
す

る
合
算
額

令
第
八
条
の
二
第
七
項
に
規
定
す

る
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等

（
以
下
「
国
民
健
康
保
険
の
世
帯

主
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
た
期

間
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基

準
日
（
以
下
「
基
準
日
」
と
い
う

。
）
に
お
い
て
、
国
民
健
康
保
険

の
被
保
険
者
で
な
い
場
合
（
基
準

日
に
お
い
て
当
該
者
と
同
一
の
世

帯
に
属
す
る
全
て
の
国
民
健
康
保

険
の
被
保
険
者
が
国
民
健
康
保
険

法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
令
第

三
百
六
十
二
号
）
第
二
十
九
条
の

四
の
四
第
一
項
に
掲
げ
る
場
合
に

該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ

っ
て
は
、
計
算
期
間
（
令
第
八
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
計
算
期

間
を
い
う
。
）
に
お
け
る
基
準
日

ま
で
継
続
し
て
国
民
健
康
保
険
の

世
帯
主
等
で
あ
っ
た
期
間
を
除
く

。
）

国
民
健
康
保
険
法
施

行
令
第
二
十
九
条
の

二
の
二
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
合
算

額

高
齢
者
医
療
確
保
法
の
規
定
に
よ

る
被
保
険
者
で
あ
っ
た
期
間

高
齢
者
の
医
療
の
確

保
に
関
す
る
法
律
施

行
令
（
平
成
十
九
年

政
令
第
三
百
十
八
号
）

第
十
四
条
の
二
第
一

項
第
一
号
に
規
定
す

る
合
算
額

２
　
令
第
八
条
の
二
第
一
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
計
算
期
間

（
同
号
に
規
定
す
る
計
算
期
間
を
い
う
。
）
に
お
い
て
、

基
準
日
被
扶
養
者
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
準
日

被
扶
養
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
該
当
す
る
前
項

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
期

間
に
基
準
日
被
保
険
者
が
受
け
た
外
来
療
養
に
係
る
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

３
　
令
第
八
条
の
二
第
一
項
第
七
号
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
計
算
期
間

（
同
号
に
規
定
す
る
計
算
期
間
を
い
う
。
）
に
お
い
て
、

基
準
日
被
保
険
者
が
該
当
す
る
第
一
項
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
期
間
に
基
準
日
被

扶
養
者
が
受
け
た
外
来
療
養
に
係
る
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
額
と
す
る
。

４
　
令
第
八
条
の
二
第
一
項
第
八
号
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
計
算
期
間

（
同
号
に
規
定
す
る
計
算
期
間
を
い
う
。
）
に
お
い
て
、

基
準
日
被
扶
養
者
が
該
当
す
る
第
一
項
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
期
間
に
当
該
基
準

日
被
扶
養
者
が
受
け
た
外
来
療
養
に
係
る
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

５
　
令
第
八
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
計
算
期
間

（
同
号
に
規
定
す
る
計
算
期
間
を
い
う
。
）
に
お
い
て
、

基
準
日
被
保
険
者
が
該
当
す
る
第
一
項
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
期
間
に
当
該
基
準

日
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
等
（
同
条
第
八
項
に
規
定
す

る
被
扶
養
者
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で

あ
っ
た
者
（
基
準
日
被
扶
養
者
を
除
く
。
）
が
受
け
た

外
来
療
養
に
係
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

６
　
令
第
八
条
の
二
第
一
項
第
十
二
号
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
計
算
期
間

（
同
号
に
規
定
す
る
計
算
期
間
を
い
う
。
）
に
お
い
て
、

基
準
日
被
扶
養
者
が
該
当
す
る
第
一
項
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
期
間
に
当
該
基
準

日
被
扶
養
者
の
被
扶
養
者
等
で
あ
っ
た
者
（
基
準
日
被

保
険
者
を
除
く
。
）
が
受
け
た
外
来
療
養
に
係
る
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

（
令
第
八
条
の
二
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
）

第
八
十
八
条
の
三
　
令
第
八
条
の
二
第
三
項
の
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
被
保

険
者
で
あ
っ
た
者
が
基
準
日
に
お
い
て
該
当
す
る
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

健
康
保
険
の
被
保
険
者

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十

一
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
額

日
雇
特
例
被
保
険
者

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十

四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
令
第
四
十
一
条
の
二

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法

の
規
定
に
基
づ
く
共
済
組

合
の
組
合
員

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施

行
令
第
十
一
条
の
三
の
四
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
額

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合

法
の
規
定
に
基
づ
く
共
済

組
合
の
組
合
員

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法

施
行
令
第
二
十
三
条
の
三
の

三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法

の
規
定
に
よ
る
私
立
学
校

教
職
員
共
済
制
度
の
加

入
者

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施

行
令
第
六
条
に
お
い
て
準
用

す
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合

法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の

四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額

国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主

等
（
国
民
健
康
保
険
の
被

保
険
者
で
あ
る
者
に
限

り
、
国
民
健
康
保
険
法
施

行
令
第
二
十
九
条
の
四
の

四
第
一
項
に
掲
げ
る
場
合

に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第

二
十
九
条
の
二
の
二
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
額

（
令
第
八
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第

三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定

し
た
額
）

第
八
十
八
条
の
四
　
令
第
八
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
が

基
準
日
に
お
い
て
該
当
す
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

額
と
す
る
。

健
康
保
険
の
被
保
険

者
の
被
扶
養
者

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
一
条

の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額

日
雇
特
例
被
保
険
者

の
被
扶
養
者

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
四
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令

第
四
十
一
条
の
二
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
額

国
家
公
務
員
共
済
組

合
法
の
規
定
に
基
づ

く
共
済
組
合
の
組
合

員
の
被
扶
養
者

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令

第
十
一
条
の
三
の
四
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
額

地
方
公
務
員
等
共
済

組
合
法
の
規
定
に
基

づ
く
共
済
組
合
の
組

合
員
の
被
扶
養
者

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行

令
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
額

私
立
学
校
教
職
員
共

済
法
の
規
定
に
よ
る

私
立
学
校
教
職
員
共

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令

第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家

公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
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済
制
度
の
加
入
者
の

被
扶
養
者

一
条
の
三
の
四
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
条
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
額

国
民
健
康
保
険
の
世

帯

主

等

の

世

帯

員

（
国
民
健
康
保
険
法
施

行
令
第
二
十
九
条
の

二
の
二
第
一
項
第
三

号
に
規
定
す
る
世
帯

員
を
い
う
。
）

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十

九
条
の
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
条
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
額

（
令
第
八
条
の
二
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
）

第
八
十
八
条
の
五
　
令
第
八
条
の
二
第
五
項
の
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
次
に

掲
げ
る
額
と
す
る
。

一
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第

十
四
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額

二
　
計
算
期
間
（
基
準
日
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

（
令
第
八
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
「
基
準
日
後

期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
」
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
組
合
等
（
高
齢
者
の
医
療
の

確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
四
条
の
二
第
五
項

に
規
定
す
る
組
合
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
組
合
員
等
（
同
令
第
十
四
条
の
二
第

六
項
に
規
定
す
る
組
合
員
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
基
準
日

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
等
（
同
令

第
十
四
条
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
被
扶
養
者
等
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
た

者
（
基
準
日
世
帯
被
保
険
者
（
同
令
第
十
四
条
の
二

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
基
準
日
世
帯
被
保
険
者

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
基
準
日

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
が
当
該
基
準
日
後
期

高
齢
者
医
療
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
等
で
あ
っ
た
間

に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
当
該
基
準
日
後
期
高
齢
者

医
療
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
等
で
あ
っ
た
者
（
基
準

日
世
帯
被
保
険
者
を
除
く
。
）
が
当
該
組
合
等
の
組

合
員
等
の
被
扶
養
者
等
（
法
第
七
十
六
条
第
二
項
第

一
号
ニ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
者
に
相
当
す
る
者
で

あ
る
場
合
を
除
く
。
）
と
し
て
受
け
た
外
来
療
養
に

つ
い
て
令
第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

合
算
額
及
び
前
条
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し

た
額
の
合
算
額
の
合
算
額

三
　
計
算
期
間
（
基
準
日
世
帯
被
保
険
者
が
組
合
等
の

組
合
員
等
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
基
準
日
世
帯
被
保

険
者
の
被
扶
養
者
等
で
あ
っ
た
者
（
基
準
日
後
期
高

齢
者
医
療
被
保
険
者
を
除
く
。
）
が
基
準
日
世
帯
被

保
険
者
の
被
扶
養
者
等
で
あ
っ
た
間
に
限
る
。
）
に

お
い
て
、
当
該
基
準
日
世
帯
被
保
険
者
の
被
扶
養
者

等
で
あ
っ
た
者
（
基
準
日
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
を
除
く
。
）
が
当
該
組
合
等
の
組
合
員
等
の
被
扶

養
者
等
（
法
第
七
十
六
条
第
二
項
第
一
号
ニ
の
規
定

が
適
用
さ
れ
る
者
に
相
当
す
る
者
で
あ
る
場
合
を
除

く
。
）
と
し
て
受
け
た
外
来
療
養
に
つ
い
て
令
第
八

条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
合
算
額
及
び
前

条
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
合
算
額

の
合
算
額

（
令
第
九
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
三

号
若
し
く
は
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
三

号
、
第
三
項
第
二
号
、
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
、
第

四
項
第
二
号
、
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
、
第
六
項
第

一
号
又
は
第
七
項
第
一
号
イ
、
ロ
若
し
く
は
ハ
若
し
く

は
第
二
号
ロ
、
ハ
若
し
く
は
ニ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
療
養
、
特
定
給
付
対
象

療
養
又
は
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
要
し
た
費
用
の

額
の
算
定
）

第
八
十
九
条
　
令
第
九
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
若
し

く
は
第
三
号
若
し
く
は
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
若
し

く
は
第
三
号
、
第
三
項
第
二
号
、
第
三
号
若
し
く
は
第

四
号
、
第
四
項
第
二
号
、
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
、

第
六
項
第
一
号
又
は
第
七
項
第
一
号
イ
、
ロ
若
し
く
は

ハ
若
し
く
は
第
二
号
ロ
、
ハ
若
し
く
は
ニ
の
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
療
養
、
特
定

給
付
対
象
療
養
又
は
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
要
し

た
費
用
の
額
は
、
令
第
八
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二

号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
、
同
条
第
二
項
第
一
号

及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
、
同
条
第
三

項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
若

し
く
は
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
合
算
し
た
額
に
係
る

療
養
又
は
同
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ

る
額
に
係
る
特
定
給
付
対
象
療
養
若
し
く
は
特
定
疾
病

給
付
対
象
療
養
に
係
る
療
養
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ

る
額
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
又
は
そ

の
合
算
額
と
す
る
。

一
　
令
第
八
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
額
　
法
第

五
十
八
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
定

し
た
費
用
の
額

二
　
令
第
八
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
額
　
法
第

六
十
三
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額

（
そ
の
額
が
現
に
そ
の
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を

超
え
る
と
き
は
、
現
に
そ
の
療
養
に
要
し
た
費
用
の

額
）
に
前
号
に
定
め
る
額
を
合
算
し
た
額

三
　
令
第
八
条
第
一
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
額
　
法
第

六
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の

額
（
そ
の
額
が
現
に
そ
の
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額

を
超
え
る
と
き
は
、
現
に
そ
の
療
養
に
要
し
た
費
用

の
額
）

四
　
令
第
八
条
第
一
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
額
　
法
第

六
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定

め
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額

五
　
令
第
八
条
第
一
項
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
額
　
法
第

七
十
六
条
第
二
項
（
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係

る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
費
用

の
額
（
そ
の
額
が
現
に
そ
の
療
養
に
要
し
た
費
用
の

額
を
超
え
る
と
き
は
、
現
に
そ
の
療
養
に
要
し
た
費

用
の
額
）

六
　
令
第
八
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
に
掲
げ
る
額
　
法
第

七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
費
用

の
額

（
令
第
九
条
第
一
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
要
保
護
者
）

第
九
十
条
　
令
第
九
条
第
一
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
も
の
は
、
令
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

高
額
療
養
費
の
支
給
が
あ
り
、
か
つ
、
令
第
十
条
第
一

項
第
一
号
ハ
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
と
し
て
食
事

療
養
標
準
負
担
額
又
は
生
活
療
養
標
準
負
担
額
に
つ
い

て
減
額
が
あ
れ
ば
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
百
四
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
保
護
を
要
し
な
く
な

る
者
と
す
る
。

（
令
第
九
条
第
三
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
要
保
護
者
）

第
九
十
一
条
　
令
第
九
条
第
三
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
高
額
療
養
費
の
支
給
が
あ
り
、
か
つ
、
令
第
十
条
第

一
項
第
二
号
ホ
又
は
第
三
号
ホ
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
者
と
し
て
食
事
療
養
標
準
負
担
額
又
は
生
活
療
養
標

準
負
担
額
に
つ
い
て
減
額
が
あ
れ
ば
生
活
保
護
法
の
規

定
に
よ
る
保
護
を
要
し
な
く
な
る
者
と
す
る
。

（
令
第
九
条
第
三
項
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
要
保
護
者
）

第
九
十
二
条
　
令
第
九
条
第
三
項
第
六
号
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
高
額
療
養
費
の
支
給
が
あ
り
、
か
つ
、
令
第
十
条
第

一
項
第
二
号
ヘ
又
は
第
三
号
ヘ
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
者
と
し
て
食
事
療
養
標
準
負
担
額
又
は
生
活
療
養
標

準
負
担
額
に
つ
い
て
減
額
が
あ
れ
ば
生
活
保
護
法
の
規

定
に
よ
る
保
護
を
要
し
な
く
な
る
者
と
す
る
。

（
限
度
額
適
用
の
認
定
等
）

第
九
十
三
条
　
協
会
は
、
被
保
険
者
が
令
第
十
条
第
一
項

第
一
号
ホ
、
第
二
号
ホ
若
し
く
は
ヘ
、
第
三
号
ホ
若
し

く
は
ヘ
若
し
く
は
第
四
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
協
会
の
認

定
又
は
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

協
会
の
認
定
（
令
第
九
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
区

分
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

（
以
下
こ
の
項
及
び
第
九
十
五
条
に
お
い
て
「
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け

て
い
る
場
合
を
除
き
、
被
保
険
者
の
標
準
報
酬
月
額
に

基
づ
き
、
有
効
期
限
を
定
め
て
、
令
第
十
条
第
一
項
第

一
号
イ
、
ロ
、
ハ
若
し
く
は
ニ
、
第
二
号
ハ
若
し
く
は

ニ
若
し
く
は
第
三
号
ハ
若
し
く
は
ニ
の
規
定
に
よ
る
協

会
の
認
定
又
は
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定

に
よ
る
協
会
の
認
定
（
令
第
九
条
第
二
項
第
一
号
又
は

第
二
号
に
掲
げ
る
区
分
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
行
わ

れ
る
も
の
に
限
る
。
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
限
度

額
適
用
認
定
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
限
度
適
用
認
定
を
受
け
た
被
保
険
者
が

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
を
受
け
る
に
至

っ
た
と
き
は
、
当
該
限
度
額
認
定
を
取
り
消
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
協
会
は
、
限
度
額
適
用
認
定
を
受
け
た
被
保
険
者
で

あ
っ
て
、
様
式
第
六
号
に
よ
る
限
度
額
適
用
認
定
証

（
以
下
単
に
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
と
い
う
。
）
の
交

付
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
か
ら
申
請
者
の
被
保
険
者

等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号
、
氏
名
及
び
生
年
月
日

を
記
載
し
た
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
限
度

額
適
用
認
定
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
限
度
額
適
用
認
定
証
の
交
付
を
受
け
た
被
保
険
者

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と

き
は
、
遅
滞
な
く
、
限
度
額
適
用
認
定
証
を
協
会
に
返

納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
。

二
　
被
扶
養
者
が
そ
の
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
と
き
。

三
　
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
限
度
額
適
用
認

定
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
。

四
　
令
第
十
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
者
が
令
第

九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
く
な

っ
た
と
き
、
令
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る

者
が
令
第
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当

し
な
く
な
っ
た
と
き
、
令
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ハ

に
掲
げ
る
者
が
令
第
九
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る

者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
、
令
第
十
条
第
一
項

第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
者
が
令
第
九
条
第
一
項
第
四
号

に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
、
令
第
十

条
第
一
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
者
が
令
第
九
条
第
三

項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と

き
、
令
第
十
条
第
一
項
第
二
号
ニ
に
掲
げ
る
者
が
令

第
九
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
く

14



な
っ
た
と
き
、
令
第
十
条
第
一
項
第
三
号
ハ
に
掲
げ

る
者
が
令
第
九
条
第
四
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該

当
し
な
く
な
っ
た
と
き
若
し
く
は
令
第
十
条
第
一
項

第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
者
が
令
第
九
条
第
四
項
第
四
号

に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
又
は
令
第

十
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
令
第

九
条
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
の
い
ず
れ
か

に
掲
げ
る
区
分
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
限
度

額
適
用
認
定
を
受
け
て
い
る
者
が
当
該
区
分
に
該
当

し
な
く
な
っ
た
と
き
。

五
　
限
度
額
適
用
認
定
の
有
効
期
限
に
至
っ
た
と
き
。

４
　
被
保
険
者
は
、
限
度
額
適
用
認
定
証
の
交
付
そ
の
他

の
手
続
を
船
舶
所
有
者
を
経
由
し
て
行
お
う
と
す
る
と

き
は
、
船
舶
所
有
者
及
び
協
会
に
対
し
、
そ
の
旨
の
意

思
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
限
度
額
適
用
認
定
を
受
け
た
者
は
、
保
険
医
療
機
関

等
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
か
ら
療
養
を
受
け
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
保
険
医
療
機
関
等
又

は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に
お
い
て
、
限
度
額
適
用
認

定
を
受
け
て
い
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
限
度
額
適
用
認
定

を
受
け
た
者
が
、
第
四
十
二
条
第
一
項
（
第
三
号
を
除

く
。
）
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
被
保
険

者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
、
当
該
療
養
を
受
け
よ

う
と
す
る
と
き
（
当
該
保
険
医
療
機
関
等
又
は
指
定
訪

問
看
護
事
業
者
に
お
い
て
、
限
度
額
適
用
認
定
を
受
け

て
い
る
こ
と
の
電
子
的
確
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

場
合
を
除
く
。
）
は
、
被
保
険
者
証
又
は
処
方
せ
ん
に

添
え
て
、
限
度
額
適
用
認
定
証
を
当
該
保
険
医
療
機
関

等
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６
　
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
理
由
が

な
く
な
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
限
度
額
適
用
認
定

証
を
当
該
保
険
医
療
機
関
等
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業

者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
第
三
十
五
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
三
十
六

条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
及
び
第
四
十
条
第
二
項
か
ら

第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
限
度
額
適
用
認
定
証
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定

（
第
三
十
五
条
第
二
項
、
第
三
十
八
条
第
二
項
及
び
第

四
十
条
第
三
項
を
除
く
。
）
中
「
疾
病
任
意
継
続
被
保

険
者
」
と
あ
る
の
は
「
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
又
は

第
九
十
三
条
第
四
項
の
意
思
を
表
示
し
な
い
者
」
と
、

第
三
十
五
条
第
二
項
、
第
三
十
八
条
第
二
項
及
び
第
四

十
条
第
三
項
中
「
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
」
と
あ
る

の
は
「
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
及
び
第
九
十
三
条
第

四
項
の
意
思
を
表
示
し
な
い
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

（
令
第
十
条
第
一
項
第
一
号
イ
、
ロ
若
し
く
は
ハ
、
第

二
号
ロ
、
ハ
若
し
く
は
ニ
又
は
第
三
号
ロ
、
ハ
若
し
く

は
ニ
の
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
の
算
定
）

第
九
十
四
条
　
第
八
十
九
条
の
規
定
は
、
令
第
十
条
第
一

項
第
一
号
イ
、
ロ
若
し
く
は
ハ
、
第
二
号
ロ
、
ハ
若
し

く
は
ニ
又
は
第
三
号
ロ
、
ハ
若
し
く
は
ニ
の
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
療
養
に
要
し

た
費
用
の
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
の
認
定
の
申
請
等
）

第
九
十
五
条
　
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
被
保
険
者
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
第
三
号
及
び
第
四
号

に
掲
げ
る
事
項
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
協
会
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二
　
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

三
　
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
の
入
院
の
期
間

四
　
令
第
九
条
第
一
項
第
五
号
、
第
三
項
第
五
号
若
し

く
は
第
六
号
、
第
四
項
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
若

し
く
は
第
五
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に

該
当
し
て
い
る
旨
又
は
同
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ

る
区
分
に
該
当
し
て
い
る
旨

２
　
協
会
は
、
前
項
の
申
請
に
基
づ
き
限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
を
行
っ
た
と
き
は
、
様
式
第
七
号

に
よ
る
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
（
以

下
単
に
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

と
い
う
。
）
を
有
効
期
限
を
定
め
て
交
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３
　
被
保
険
者
は
、
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
の
交
付
そ
の
他
の
手
続
を
船
舶
所
有
者
を
経
由
し

て
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
船
舶
所
有
者
及
び
協
会
に

対
し
、
そ
の
旨
の
意
思
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４
　
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
を
受
け
た
者

は
、
保
険
医
療
機
関
等
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
か

ら
療
養
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

保
険
医
療
機
関
等
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に
お
い

て
、
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
を
受
け
て

い
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
を
受
け
た
者
が
、
第
四
十
二
条
第
一
項
（
第
三

号
を
除
く
。
）
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り

被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
、
当
該
療
養
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
（
当
該
保
険
医
療
機
関
等
又
は

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に
お
い
て
、
限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
の
電
子
的
確

認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
被

保
険
者
証
又
は
処
方
せ
ん
に
添
え
て
、
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
を
当
該
保
険
医
療
機
関
等
又

は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

５
　
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
理
由
が

な
く
な
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
を
当
該
保
険
医
療
機
関
等
又
は

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

６
　
第
三
十
五
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
三
十
六

条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
、
第
四
十
条
第
一
項
か
ら
第

三
項
ま
で
及
び
第
九
十
三
条
第
三
項
の
規
定
は
、
限
度

額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
三
十

五
条
第
二
項
、
第
三
十
八
条
第
二
項
及
び
第
四
十
条
第

三
項
を
除
く
。
）
中
「
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
」
と

あ
る
の
は
「
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
又
は
第
九
十
五

条
第
三
項
の
意
思
を
表
示
し
な
い
者
」
と
、
第
三
十
五

条
第
二
項
、
第
三
十
八
条
第
二
項
及
び
第
四
十
条
第
三

項
中
「
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
疾

病
任
意
継
続
被
保
険
者
及
び
第
九
十
五
条
第
三
項
の
意

思
を
表
示
し
な
い
者
」
と
、
第
九
十
三
条
第
三
項
第
四

号
中
「
令
第
十
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
者
が
令

第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
く
な

っ
た
と
き
、
令
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
者

が
令
第
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な

く
な
っ
た
と
き
、
令
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ

る
者
が
令
第
九
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当

し
な
く
な
っ
た
と
き
、
令
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ニ
に

掲
げ
る
者
が
令
第
九
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に

該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
、
令
第
十
条
第
一
項
第
二
号

ハ
に
掲
げ
る
者
が
令
第
九
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る

者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
、
令
第
十
条
第
一
項
第

二
号
ニ
に
掲
げ
る
者
が
令
第
九
条
第
三
項
第
四
号
に
掲

げ
る
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
、
令
第
十
条
第
一

項
第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
者
が
令
第
九
条
第
四
項
第
三
号

に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
若
し
く
は
令

第
十
条
第
一
項
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
者
が
令
第
九
条
第

四
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き

又
は
令
第
十
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
令
第
九
条
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
の
い
ず

れ
か
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ホ
に

掲
げ
る
者
が
令
第
九
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者
に

該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
、
令
第
十
条
第
一
項
第
二
号

ホ
に
掲
げ
る
者
が
令
第
九
条
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る

者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
若
し
く
は
令
第
十
条
第

一
項
第
二
号
ヘ
に
掲
げ
る
者
が
令
第
九
条
第
三
項
第
六

号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
、
令
第
十

条
第
一
項
第
三
号
ホ
に
掲
げ
る
者
が
令
第
九
条
第
四
項

第
五
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
若
し

く
は
令
第
十
条
第
一
項
第
三
号
ヘ
に
掲
げ
る
者
が
令
第

九
条
第
四
項
第
六
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
く
な
っ

た
と
き
若
し
く
は
令
第
十
条
第
一
項
第
四
号
ロ
に
掲
げ

る
者
が
令
第
九
条
第
五
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当

し
な
く
な
っ
た
と
き
又
は
令
第
十
条
第
三
項
若
し
く
は

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
令
第
九
条
第
二
項
第
五
号
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
令
第
十
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療

に
関
す
る
給
付
）

第
九
十
六
条
　
令
第
十
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
は
、
被
保
険
者
又
は
被
扶
養

者
が
保
険
医
療
機
関
等
か
ら
受
け
る
療
養
に
つ
い
て

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
児
童
福
祉
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
小
児
慢
性

特
定
疾
病
医
療
費
の
支
給
、
同
法
第
二
十
条
第
二
項

の
医
療
に
係
る
療
育
の
給
付
又
は
同
法
第
二
十
一
条

の
五
の
二
十
九
第
一
項
の
肢
体
不
自
由
児
通
所
医
療

費
若
し
く
は
同
法
第
二
十
四
条
の
二
十
第
一
項
（
同

法
第
二
十
四
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
適
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
障
害
児
入
所
医
療
費
の
支
給

二
　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に

支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
十
八
条
第
一
項
の
自
立

支
援
医
療
費
、
同
法
第
七
十
条
第
一
項
の
療
養
介
護

医
療
費
又
は
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
基
準
該
当

療
養
介
護
医
療
費
の
支
給

三
　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律

第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
費
用
の
負
担
が
行

わ
れ
る
医
療
に
関
す
る
給
付

四
　
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
第
五
十
八
条
の
十
七

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
費
用
の
負
担
が
行
わ
れ
る
医

療
に
関
す
る
給
付

五
　
母
子
保
健
法
第
二
十
条
の
養
育
医
療
の
給
付

六
　
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医

療
に
関
す
る
法
律
第
三
十
七
条
第
一
項
、
第
三
十
七

条
の
二
第
一
項
又
は
第
四
十
四
条
の
三
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
費
用
の
負
担
が
行
わ
れ
る
医
療
に
関

す
る
給
付

七
　
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
第

四
条
第
一
項
の
医
療
費
の
支
給

15



七
の
二
　
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等

の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
二
条
第
一
項
の

定
期
検
査
費
又
は
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の
母
子
感

染
防
止
医
療
費
の
支
給

七
の
三
　
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法

律
第
五
条
第
一
項
の
特
定
医
療
費
の
支
給

八
　
前
各
号
に
掲
げ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
に
準
ず
る

も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
に
関
す

る
給
付

２
　
令
第
十
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療

に
関
す
る
給
付
は
、
被
保
険
者
又
は
被
扶
養
者
が
指
定

訪
問
看
護
事
業
者
か
ら
受
け
る
療
養
に
つ
い
て
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
児
童
福
祉
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
小
児
慢
性

特
定
疾
病
医
療
費
の
支
給

一
の
二
　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
十
八
条
第
一
項
の

自
立
支
援
医
療
費
、
同
法
第
七
十
条
第
一
項
の
療
養

介
護
医
療
費
又
は
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
基
準

該
当
療
養
介
護
医
療
費
の
支
給

一
の
三
　
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す

る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
四
十
四
条
の
三
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
費
用
の
負
担
が
行
わ
れ
る
医
療
に

関
す
る
給
付

二
　
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
第

四
条
第
一
項
の
医
療
費
の
支
給

二
の
二
　
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法

律
第
五
条
第
一
項
の
特
定
医
療
費
の
支
給

三
　
前
各
号
に
掲
げ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
に
準
ず
る

も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
に
関
す

る
給
付

（
令
第
十
条
第
七
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療

に
関
す
る
給
付
）

第
九
十
七
条
　
令
第
十
条
第
七
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
法
第
七
十
六
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一
　
児
童
福
祉
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
小
児
慢
性

特
定
疾
病
医
療
費
の
支
給
、
同
法
第
二
十
条
第
二
項

の
医
療
に
係
る
療
育
の
給
付
又
は
同
法
第
二
十
一
条

の
五
の
二
十
九
第
一
項
の
肢
体
不
自
由
児
通
所
医
療

費
若
し
く
は
同
法
第
二
十
四
条
の
二
十
第
一
項
（
同

法
第
二
十
四
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
適
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
障
害
児
入
所
医
療
費
の
支
給

二
　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に

支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
十
八
条
第
一
項
の
自
立

支
援
医
療
費
、
同
法
第
七
十
条
第
一
項
の
療
養
介
護

医
療
費
又
は
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
基
準
該
当

療
養
介
護
医
療
費
の
支
給

三
　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律

第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
費
用
の
負
担
が
行

わ
れ
る
医
療
に
関
す
る
給
付

四
　
生
活
保
護
法
第
十
五
条
の
医
療
扶
助

五
　
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
第
五
十
八
条
の
十
七

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
費
用
の
負
担
が
行
わ
れ
る
医

療
に
関
す
る
給
付

六
　
母
子
保
健
法
第
二
十
条
の
養
育
医
療
の
給
付

七
　
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医

療
に
関
す
る
法
律
第
三
十
七
条
第
一
項
、
第
三
十
七

条
の
二
第
一
項
又
は
第
四
十
四
条
の
三
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
費
用
の
負
担
が
行
わ
れ
る
医
療
に
関

す
る
給
付

八
　
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
第

四
条
第
一
項
の
医
療
費
の
支
給

八
の
二
　
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等

の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
二
条
第
一
項
の

定
期
検
査
費
又
は
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の
母
子
感

染
防
止
医
療
費
の
支
給

八
の
三
　
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法

律
第
五
条
第
一
項
の
特
定
医
療
費
の
支
給

九
　
令
第
九
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の

支
給

十
　
前
各
号
に
掲
げ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
に
準
ず
る

も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
に
関
す

る
給
付

（
令
第
十
条
第
八
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療

に
関
す
る
給
付
）

第
九
十
八
条
　
令
第
十
条
第
八
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
法
第
六
十
五
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一
　
児
童
福
祉
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
小
児
慢
性

特
定
疾
病
医
療
費
の
支
給

一
の
二
　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
十
八
条
第
一
項
の

自
立
支
援
医
療
費
、
同
法
第
七
十
条
第
一
項
の
療
養

介
護
医
療
費
又
は
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
基
準

該
当
療
養
介
護
医
療
費
の
支
給

二
　
生
活
保
護
法
第
十
五
条
の
医
療
扶
助

二
の
二
　
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す

る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
四
十
四
条
の
三
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
費
用
の
負
担
が
行
わ
れ
る
医
療
に

関
す
る
給
付

三
　
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
第

四
条
第
一
項
の
医
療
費
の
支
給

三
の
二
　
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法

律
第
五
条
第
一
項
の
特
定
医
療
費
の
支
給

四
　
令
第
八
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の

支
給

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
に
準
ず
る

も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
に
関
す

る
給
付

（
令
第
十
条
第
十
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場

合
及
び
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
）

第
九
十
八
条
の
二
　
令
第
十
条
第
十
一
項
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
場
合
は
、
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
が
、
計

算
期
間
（
令
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
計
算
期

間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
医
療
保
険
加
入

者
（
令
第
十
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
医
療
保
険
加
入

者
を
い
う
。
第
百
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
資
格
を

喪
失
し
、
か
つ
、
当
該
医
療
保
険
加
入
者
の
資
格
を
喪

失
し
た
日
以
後
の
当
該
計
算
期
間
に
お
い
て
医
療
保
険

加
入
者
と
な
ら
な
い
場
合
と
し
、
同
項
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
日
は
、
当
該
日
の
前
日
と
す
る
。

（
月
間
の
高
額
療
養
費
の
支
給
の
申
請
）

第
九
十
九
条
　
法
第
八
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養

費
（
令
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
高
額
療
養

費
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
支
給

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
請
書
を
協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二
　
被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

三
　
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
、
診
療
所
、
薬

局
そ
の
他
の
者
か
ら
受
け
た
療
養
（
七
十
歳
に
達
す

る
日
の
属
す
る
月
以
前
の
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
令
第
八
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に

掲
げ
る
額
が
二
万
千
円
（
令
第
九
条
第
五
項
に
規
定

す
る
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の

に
あ
っ
て
は
一
万
五
百
円
）
以
上
で
あ
る
も
の
に
限

る
。
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
そ
の
療
養
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

ロ
　
そ
の
療
養
を
受
け
た
病
院
、
診
療
所
、
薬
局
そ

の
他
の
者
の
名
称
及
び
所
在
地

ハ
　
傷
病
名

ニ
　
療
養
期
間

ホ
　
そ
の
療
養
に
つ
き
支
払
っ
た
令
第
八
条
第
一
項

第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
額

ヘ
　
そ
の
療
養
が
令
第
八
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定

す
る
特
定
給
付
対
象
療
養
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の

旨
及
び
同
項
に
規
定
す
る
費
用
と
し
て
支
払
っ

た
額

四
　
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
高
額
療
養
費
に
係
る
療

養
が
あ
っ
た
月
以
前
の
十
二
月
間
に
受
け
た
療
養
に

つ
い
て
、
協
会
か
ら
令
第
八
条
第
一
項
か
ら
第
四
項

ま
で
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
を
既
に
三

月
以
上
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
高
額
療

養
費
に
係
る
療
養
が
あ
っ
た
年
月

五
　
当
該
疾
病
又
は
負
傷
が
雇
入
期
間
中
の
も
の
で
あ

る
と
き
は
、
そ
の
発
病
後
又
は
負
傷
後
に
お
け
る
乗

船
期
間
並
び
に
そ
の
乗
船
中
の
船
医
の
有
無
及
び
投

薬
の
日
数

六
　
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
事
項

イ
　
払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
　

払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
す
る
旨

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
払
渡
し
を
受
け
よ

う
と
す
る
金
融
機
関
等
の
名
称

２
　
高
額
療
養
費
に
係
る
療
養
が
令
第
八
条
第
一
項
第
二

号
に
規
定
す
る
特
定
給
付
対
象
療
養
で
あ
る
と
き
は
、

被
保
険
者
は
、
前
項
の
申
請
書
に
同
項
第
三
号
ヘ
に
掲

げ
る
額
に
関
す
る
証
拠
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３
　
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
令
第

九
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
三
項
第
五
号
若
し
く
は
第

六
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
被
保
険
者

は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
そ
の
旨
を
証
す
る
書
類
を
添

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
協
会
が
番
号
利

用
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と

同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
年
間
の
高
額
療
養
費
の
支
給
の
申
請
等
）

第
九
十
九
条
の
二
　
法
第
八
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
高
額

療
養
費
（
令
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給

さ
れ
る
高
額
療
養
費
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
基
準
日
被
保
険

者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
協
会
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

三
　
計
算
期
間
の
始
期
及
び
終
期

四
　
基
準
日
被
扶
養
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

五
　
申
請
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
被
保
険
者
で
あ
っ

た
間
に
、
高
額
療
養
費
に
係
る
外
来
療
養
を
受
け
た

者
の
氏
名
及
び
そ
の
年
月

六
　
申
請
者
及
び
基
準
日
被
扶
養
者
が
、
計
算
期
間
に

お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
加
入
し
て
い
た
医
療
保
険
者

（
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
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保
険
者
及
び
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
四
十
八
条
に
規

定
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
名
称
及
び
そ
の
加
入
期
間

七
　
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
事
項

イ
　
払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
　

払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
す
る
旨

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
払
渡
し
を
受
け
よ

う
と
す
る
金
融
機
関
等
の
名
称

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
号
に
掲
げ
る
証

明
書
は
、
記
載
す
べ
き
額
が
零
で
あ
っ
て
前
項
の
申
請

書
に
そ
の
旨
を
記
載
し
た
場
合
、
又
は
協
会
が
番
号
利

用
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と

同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

一
　
令
第
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま

で
、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
及
び
第
十
号
か
ら
第

十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
関
す
る
証
明
書
（
同
項

第
二
号
、
第
六
号
又
は
第
十
号
に
掲
げ
る
額
に
関
す

る
証
明
書
に
つ
い
て
、
協
会
が
不
要
と
認
め
る
場
合

に
お
け
る
当
該
証
明
書
を
除
く
。
）

二
　
基
準
日
に
お
け
る
申
請
者
の
所
得
区
分
を
証
す
る

書
類

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
協

会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
前
項
第
一
号
の
証
明
書

を
交
付
し
た
者
又
は
当
該
証
明
書
と
同
一
の
内
容
を
含

む
特
定
個
人
情
報
を
提
供
し
た
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
申
請
者
に
適
用
さ
れ
る
令
第
八
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
基
準
日
被
保
険
者
合
算
額
、
基
準
日

被
扶
養
者
合
算
額
及
び
元
被
扶
養
者
合
算
額

二
　
そ
の
他
高
額
療
養
費
の
支
給
に
必
要
な
事
項

４
　
精
算
対
象
者
（
計
算
期
間
の
中
途
で
死
亡
し
た
被
扶

養
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
死
亡
し
た
日
そ
の
他
こ
れ
に
準

ず
る
日
に
お
い
て
、
当
該
精
算
対
象
者
を
扶
養
す
る
被

保
険
者
は
、
当
該
精
算
対
象
者
に
係
る
高
額
療
養
費
等

の
額
の
算
定
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
申
請
を
行
う
者
を
第
一
項
の
申

請
者
と
み
な
し
て
、
同
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
適
用

す
る
。

５
　
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
項

中
「
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
あ
る
の
は
、

「
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
精
算
対
象

者
（
計
算
期
間
の
中
途
で
死
亡
し
た
被
扶
養
者
そ
の
他

こ
れ
に
準
ず
る
者
を
い
う
。
）
に
対
す
る
証
明
書
を
交

付
し
た
者
及
び
当
該
証
明
書
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特

定
個
人
情
報
を
提
供
し
た
者
以
外
の
も
の
に
対
す
る
通

知
は
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
読
み
替
え
て
、

同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
年
間
の
高
額
療
養
費
の
支
給
及
び
証
明
書
の
交
付
の

申
請
等
）

第
九
十
九
条
の
三
　
法
第
八
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
高
額

療
養
費
（
令
第
八
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の

規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
高
額
療
養
費
に
限
る
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
（
令
第
八
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
規

定
す
る
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
額
が

零
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

三
　
計
算
期
間
の
始
期
及
び
終
期

四
　
基
準
日
に
加
入
す
る
医
療
保
険
者
の
名
称

五
　
申
請
者
及
び
計
算
期
間
に
お
い
て
そ
の
被
扶
養
者

で
あ
っ
た
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

六
　
申
請
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
被
保
険
者
で
あ
っ

た
間
に
、
高
額
療
養
費
に
係
る
外
来
療
養
を
受
け
た

者
の
氏
名
及
び
そ
の
年
月

七
　
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
事
項

イ
　
払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
　

払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
す
る
旨

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
払
渡
し
を
受
け
よ

う
と
す
る
金
融
機
関
等
の
名
称

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
基
準
日
に
お
け
る
申
請
者
の

所
得
区
分
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
協
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
を

受
け
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
証
明

書
を
申
請
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
前
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
場
合
又
は
第
六

項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

一
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
並
び
に
氏
名
及
び
生
年

月
日

二
　
申
請
者
が
計
算
期
間
に
お
い
て
被
保
険
者
で
あ
っ

た
期
間

三
　
令
第
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
、
第
六
号
若
し
く

は
第
十
号
に
掲
げ
る
額
、
計
算
期
間
（
申
請
者
が
被

保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
当
該

申
請
者
が
被
保
険
者
（
法
第
五
十
五
条
第
一
項
第
三

号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

と
し
て
受
け
た
外
来
療
養
に
係
る
令
第
八
条
の
二
第

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
合
算
額
又
は
計
算
期
間

（
申
請
者
が
被
保
険
者
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
申
請

者
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
が
当
該
申
請
者
の
被
扶

養
者
で
あ
っ
た
間
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
当
該
申

請
者
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
が
被
扶
養
者
（
法
第

七
十
六
条
第
二
項
第
一
号
ニ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る

者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
と
し
て
受
け
た
外
来
療

養
に
係
る
令
第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

る
合
算
額

四
　
証
明
書
を
交
付
す
る
者
の
名
称
及
び
所
在
地

五
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

４
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
協

会
は
、
当
該
申
請
に
係
る
基
準
日
の
翌
日
か
ら
二
年
以

内
に
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
医
療
保
険
者
か
ら
高
額
療

養
費
の
支
給
に
必
要
な
事
項
の
通
知
が
行
わ
れ
な
い
場

合
に
お
い
て
、
申
請
者
等
に
対
し
て
当
該
申
請
に
関
す

る
確
認
を
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
書
は
提
出
さ
れ

な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
協
会
は
、
精
算
対
象
者
（
計
算
期
間
の
中
途
で
死
亡

し
た
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
高
額
療
養
費
等
の
額
の

算
定
に
必
要
な
第
三
項
の
証
明
書
の
交
付
申
請
を
、
被

保
険
者
で
あ
っ
た
者
（
当
該
精
算
対
象
者
を
除
く
。
）

か
ら
受
け
た
と
き
は
、
当
該
証
明
書
を
交
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

６
　
第
一
項
の
申
請
書
は
、
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
医
療

保
険
者
を
経
由
し
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
医
療
保
険
者
を
経
由
し
て
当
該

申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
協
会
は
、
当
該
医
療
保
険
者

に
対
し
、
番
号
利
用
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
第
三
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

に
関
す
る
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
を
提
供
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
令
第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
）

第
百
条
　
令
第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
計
算
期
間

に
お
い
て
、
基
準
日
被
保
険
者
又
は
基
準
日
被
扶
養
者

が
該
当
す
る
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
期
間
に
こ
れ
ら
の
者
が
受
け

た
療
養
又
は
そ
の
被
扶
養
者
等
が
そ
の
被
扶
養
者
等
で

あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
同
表
の
第
二
欄
に
掲

げ
る
額
と
す
る
。

　
第
一
欄

第
二
欄

一
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ

っ
た
期
間

健
康
保
険
法
施
行
令
第

四
十
三
条
の
二
第
一
項

第
一
号
に
規
定
す
る
合

算
額

二
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ

た
期
間

健
康
保
険
法
施
行
令
第

四
十
四
条
第
六
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
令
第

四
十
三
条
の
二
第
一
項

第
一
号
に
規
定
す
る
合

算
額

三
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の

規
定
に
基
づ
く
共
済
組
合
の

組
合
員
（
防
衛
省
の
職
員
の

給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行

令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第

三
百
六
十
八
号
）
第
十
七
条

の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
自

衛
官
等
（
以
下
「
自
衛
官

等
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）

で
あ
っ
た
期
間

国
家
公
務
員
共
済
組
合

法
施
行
令
第
十
一
条
の

三
の
六
の
二
第
一
項
第

一
号
に
規
定
す
る
合
算

額

四
自
衛
官
等
で
あ
っ
た
期
間

防
衛
省
の
職
員
の
給
与

等
に
関
す
る
法
律
施
行

令
第
十
七
条
の
六
の
四

第
一
項
第
一
号
に
規
定

す
る
合
算
額

五
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法

の
規
定
に
基
づ
く
共
済
組
合

の
組
合
員
で
あ
っ
た
期
間

地
方
公
務
員
等
共
済
組

合
法
施
行
令
第
二
十
三

条
の
三
の
六
第
一
項
第

一
号
に
規
定
す
る
合
算

額

六
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
の

規
定
に
よ
る
私
立
学
校
教
職

員
共
済
制
度
の
加
入
者
で
あ

っ
た
期
間

私
立
学
校
教
職
員
共
済

法
施
行
令
第
六
条
に
お

い
て
準
用
す
る
国
家
公

務
員
共
済
組
合
法
施
行

令
第
十
一
条
の
三
の
六

の
二
第
一
項
第
一
号
に

規
定
す
る
合
算
額

七
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等

で
あ
っ
た
期
間
（
基
準
日
に

お
い
て
、
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
で
な
い
場
合
（
基

国
民
健
康
保
険
法
施
行

令
第
二
十
九
条
の
四
の
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準
日
に
お
い
て
当
該
者
と
同

一
の
世
帯
に
属
す
る
全
て
の

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

が
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令

第
二
十
九
条
の
四
の
四
第
一

項
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す

る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
っ

て
は
、
計
算
期
間
に
お
け
る

基
準
日
ま
で
継
続
し
て
国
民

健
康
保
険
の
世
帯
主
等
で
あ

っ
た
期
間
を
除
く
。
）

二
第
一
項
第
一
号
に
規

定
す
る
合
算
額

八
高
齢
者
医
療
確
保
法
の
規
定

に
よ
る
被
保
険
者
で
あ
っ
た

期
間

高
齢
者
の
医
療
の
確
保

に

関

す

る

法

施

行

令

（
平
成
十
九
年
政
令
第
三

十
八
号
）
第
十
六
条
の

二
第
一
項
第
一
号
に
規

定
す
る
合
算
額

（
令
第
十
一
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
）

第
百
一
条
　
令
第
十
一
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
額
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す

る
。

一
　
令
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ

る
額
に
相
当
す
る
額
　
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月

の
翌
月
以
後
に
受
け
た
療
養
に
係
る
同
項
第
一
号
イ

及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
か
ら
次
に
掲
げ

る
額
を
控
除
し
た
額

イ
　
令
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費

が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額

に
七
十
歳
以
上
高
額
療
養
費

あ
ん按

分
率
（
同
条
第
三

項
に
規
定
す
る
七
十
歳
以
上
一
部
負
担
金
等
世
帯

合
算
額
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
が
支

給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
を
控

除
し
た
額
）
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
部
負

担
金
等
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）

を
乗
じ
て
得
た
額

ロ
　
令
第
八
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に

よ
り
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
支
給
額

ハ
　
令
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
療

養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支

給
額

ニ
　
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後

に
受
け
た
療
養
に
つ
い
て
、
法
第
五
十
三
条
に
規

定
す
る
そ
の
他
の
給
付
と
し
て
令
第
十
一
条
第
一

項
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
に
係
る
負
担
を

軽
減
す
る
た
め
の
金
品
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
金
品
に
相
当
す
る
額

二
　
令
第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当

す
る
額
　
同
号
に
規
定
す
る
療
養
（
七
十
歳
に
達
す

る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
に
受
け
た
療
養
に
限

る
。
）
に
係
る
額
と
し
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
前
条
の
表
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
額
を
、
次
の

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
に
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同

条
の
規
定
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
算
定
し
た
額

一
の項

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
二

第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る

額
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る

月
の
翌
月
以
後
に
受
け
た
療
養
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
の
合
算
額
（
同
令

第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
に
七
十
歳

以
上
高
額
療
養
費
按
分
率
（
同
条
第

三
項
に
規
定
す
る
七
十
歳
以
上
一
部

負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
同
項
の

規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
高
額
療
養

費
の
額
を
控
除
し
た
額
を
同
条
第
一

項
に
規
定
す
る
一
部
負
担
金
等
世
帯

合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）

を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
し
た
額
と

し
、
同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で

の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
が
支
給

さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支

給
額
を
控
除
し
た
額
と
し
、
同
令
第

四
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
高
額

療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
支
給
額
を
控
除
し
た
額

と
し
、
健
康
保
険
法
第
五
十
三
条
に

規
定
す
る
そ
の
他
の
給
付
と
し
て
同

号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
（
七
十
歳

に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以

後
に
受
け
た
療
養
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
負
担
を
軽
減
す
る
為
の

金
品
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
金
品
に
相
当
す
る
額
を
控

除
し
た
額
と
す
る
。
）

二
の項

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
四
条
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
四
十

三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ロ

に
掲
げ
る
額
（
七
十
歳
に
達
す
る
日

の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
に
受
け
た

療
養
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
合
算

額
（
同
令
第
四
十
四
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
令
第
四
十
一
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
が

支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
支
給
額
に
七
十
歳
以
上
高
額
療
養

費
按
分
率
（
同
令
第
四
十
四
条
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
四
十

一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
七
十
歳
以

上
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら

同
令
第
四
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
令
第
四
十
一
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
高
額
療

養
費
の
額
を
控
除
し
た
額
を
同
令
第

四
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
令
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定

す
る
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
で

除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て

得
た
額
を
控
除
し
た
額
と
し
、
同
令

第
四
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
令
第
四
十
一
条
第
三
項
か
ら

第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
高
額
療

養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
支
給
額
を
控
除
し
た
額
と

し
、
令
第
四
十
四
条
第
二
項
又
は
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
四
十

一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養

費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
支
給
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る

。
）

三
の項

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十

一
条
の
三
の
六
の
二
第
一
項
第
一
号

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
金
額
（
七
十
歳

に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以

後
に
受
け
た
療
養
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
の
合
算
額
（
同
令
第
十
一
条
の

三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
額

療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
支
給
額
に
七
十
歳
以
上

高
額
療
養
費
按
分
率
（
同
条
第
三
項

に
規
定
す
る
七
十
歳
以
上
一
部
負
担

金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
同
項
の
規
定

に
よ
り
支
給
さ
れ
る
高
額
療
養
費
の

額
を
控
除
し
た
額
を
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算

額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗

じ
て
得
た
額
を
控
除
し
た
額
と
し
、

同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規

定
に
よ
り
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額

を
控
除
し
た
額
と
し
、
同
令
第
十
一

条
の
三
の
四
の
規
定
に
よ
り
高
額
療

養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
支
給
額
を
控
除
し
た
額
と

し
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
五

十
二
条
に
規
定
す
る
短
期
給
付
と
し

て
同
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
金
額

（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の

翌
月
以
後
に
受
け
た
療
養
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
に
係
る
負
担
を
軽
減
す

る
た
め
の
給
付
が
行
わ
れ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
給
付
に
相
当
す
る

額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。
）

四
の項

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法

律
施
行
令
第
十
七
条
の
六
の
四
第
一

項
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
金
額

（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の

翌
月
以
後
に
受
け
た
療
養
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
の
合
算
額
（
国
家
公
務

員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の

三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
額

療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
支
給
額
に
七
十
歳
以
上

高
額
療
養
費
按
分
率
（
同
条
第
三
項

に
規
定
す
る
七
十
歳
以
上
一
部
負
担

金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
同
項
の
規
定

に
よ
り
支
給
さ
れ
る
高
額
療
養
費
の

額
を
控
除
し
た
額
を
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算

額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗

じ
て
得
た
額
を
控
除
し
た
額
と
し
、

同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規

定
に
よ
り
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額

を
控
除
し
た
額
と
し
、
国
家
公
務
員

共
済
組
合
法
第
五
十
二
条
に
規
定
す

る
短
期
給
付
と
し
て
同
令
第
十
一
条

の
三
の
六
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
及

び
ロ
に
掲
げ
る
金
額
（
七
十
歳
に
達

す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
に

受
け
た
療
養
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

に
係
る
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の
給

付
が
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
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当
該
給
付
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し

た
額
と
す
る
。
）

五
の項

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
第

二
十
三
条
の
三
の
六
第
一
項
第
一
号

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
金
額
（
七
十
歳

に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以

後
に
受
け
た
療
養
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
の
合
算
額
（
同
令
第
二
十
三
条

の
三
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高

額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
支
給
額
に
七
十
歳
以

上
高
額
療
養
費
按
分
率
（
同
条
第
三

項
に
規
定
す
る
七
十
歳
以
上
一
部
負

担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
同
項
の
規

定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
高
額
療
養
費

の
額
を
控
除
し
た
額
を
同
条
第
一
項

に
規
定
す
る
一
部
負
担
金
等
世
帯
合

算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を

乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
し
た
額
と
し
、

同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規

定
に
よ
り
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額

を
控
除
し
た
額
と
し
、
同
令
第
二
十

三
条
の
三
の
三
の
規
定
に
よ
り
高
額

療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
支
給
額
を
控
除
し
た
額

と
し
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法

第
五
十
四
条
に
規
定
す
る
短
期
給
付

と
し
て
同
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
金

額
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る

月
の
翌
月
以
後
に
受
け
た
療
養
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
負
担
を
軽

減
す
る
た
め
の
給
付
が
行
わ
れ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
給
付
に
相
当

す
る
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。
）

六
の項

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
第
六

条
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員

共
済
組
合
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「
準
用
国
共
済
法
施
行
令
」

と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二

第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る

金
額
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す

る
月
の
翌
月
以
後
に
受
け
た
療
養
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
合
算
額
（
準

用
国
共
済
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三

の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
療

養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
支
給
額
に
七
十
歳
以
上
高

額
療
養
費
按
分
率
（
同
条
第
三
項
に

規
定
す
る
七
十
歳
以
上
一
部
負
担
金

等
世
帯
合
算
額
か
ら
同
項
の
規
定
に

よ
り
支
給
さ
れ
る
高
額
療
養
費
の
額

を
控
除
し
た
額
を
同
条
第
一
項
に
規

定
す
る
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額

で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ

て
得
た
額
を
控
除
し
た
額
と
し
、
同

条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定

に
よ
り
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
を

控
除
し
た
額
と
し
、
同
令
第
十
一
条

の
三
の
四
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養

費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
支
給
額
を
控
除
し
た
額
と
し
、

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
二
十
条

第
三
項
に
規
定
す
る
短
期
給
付
と
し

て
同
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
金
額

（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の

翌
月
以
後
に
受
け
た
療
養
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
に
係
る
負
担
を
軽
減
す

る
た
め
の
給
付
が
行
わ
れ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
給
付
に
相
当
す
る

額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。
）

七
の項

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条

の
四
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ロ

に
掲
げ
る
額
（
七
十
歳
に
達
す
る
日

の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
に
受
け
た

療
養
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
合
算

額
（
同
令
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
が
支
給

さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支

給
額
に
七
十
歳
以
上
高
額
療
養
費
按

分
率
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
七

十
歳
以
上
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算

額
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ

れ
る
高
額
療
養
費
の
額
を
控
除
し
た

額
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
部

負
担
金
等
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得

た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を

控
除
し
た
額
と
し
、
同
条
第
三
項
か

ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
高
額

療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
支
給
額
を
控
除
し
た
額

と
し
、
同
令
第
二
十
九
条
の
二
の
二

の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
が
支
給

さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支

給
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。
）

八
の項

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

施
行
令
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一

号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の

翌
月
以
後
に
受
け
た
療
養
に
係
る
も

の
に
限
り
、
当
該
療
養
に
つ
い
て
同

令
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第

三
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
高

額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
支
給
額
を
控
除
し
た

額
と
し
、
同
令
第
十
四
条
の
二
の
規

定
に
よ
り
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額

を
控
除
し
た
額
と
す
る
。
）

三
　
令
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当

す
る
額
　
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月

以
後
に
受
け
た
同
号
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等

に
係
る
同
号
に
掲
げ
る
額

四
　
令
第
十
一
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当

す
る
額
　
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月

以
後
に
受
け
た
同
号
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
等
に
係
る
同
号
に
掲
げ
る
額

（
令
第
十
一
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
に
相

当
す
る
額
）

第
百
二
条
　
令
第
十
一
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
同
条
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
額
に
相
当
す
る
額
は
、
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
が

基
準
日
に
お
い
て
該
当
す
る
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ

る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
掲

げ
る
額
と
す
る
。

　
第
一
欄

第
二
欄

一
健
康
保
険
の
被
保

険
者
又
は
そ
の
被

扶
養
者

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条

の
二
第
一
項
各
号
（
同
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
に
掲
げ
る
額

二
日
雇
特
例
被
保
険

者
又
は
そ
の
被
扶

養
者

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
四
条

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令

第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
各
号

（
同
令
第
四
十
四
条
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
令
第
四
十
三
条
の

二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
額

三
国
家
公
務
員
共
済

組
合
法
の
規
定
に

基
づ
く
共
済
組
合

の
組
合
員
（
自
衛

官
等
を
除
く
。
）

又
は
そ
の
被
扶
養

者
（
自
衛
官
等
の

被
扶
養
者
を
含
む

。
）

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令

第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
一
項

各
号
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ

る
額

四
自
衛
官
等

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す

る
法
律
施
行
令
第
十
七
条
の
六
の

四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額

五
地
方
公
務
員
等
共

済
組
合
法
の
規
定

に
基
づ
く
共
済
組

合
の
組
合
員
又
は

そ
の
被
扶
養
者

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行

令
第
二
十
三
条
の
三
の
六
第
一
項

各
号
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ

る
額

六
私
立
学
校
教
職
員

共
済
法
の
規
定
に

よ
る
私
立
学
校
教

職
員
共
済
制
度
の

加
入
者
又
は
そ
の

被
扶
養
者

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令

第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家

公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十

一
条
の
三
の
六
の
二
第
一
項
各
号

（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令

第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家

公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十

一
条
の
三
の
六
の
二
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

掲
げ
る
額

七
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
（
国
民

健
康
保
険
法
施
行

令
第
二
十
九
条
の

四
の
四
第
一
項
に

掲
げ
る
場
合
に
該

当
す
る
者
を
除
く

。
）

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十

九
条
の
四
の
二
第
一
項
各
号
（
同

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
額

（
令
第
十
一
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
）

第
百
三
条
　
令
第
十
一
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
前
条
の
表
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
額
を
、

次
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
に
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
て

適
用
す
る
同
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

一

の

項

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
の

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し

た
額
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二

の

項

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
四
条
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
令
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
の
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た

額

三

の

項

及

び

四

の
項

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三

の
六
の
二
第
二
項
の
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
算
定
し
た
金
額

五

の

項

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
第
二
十
三
条

の
三
の
六
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
算
定
し
た
金
額

六

の

項

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
第
六
条
に
お
い

て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第

十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
二
項
の
文
部
科
学
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額

七

の

項

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二

第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
算
定
し
た
額

（
令
第
十
一
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
に
相

当
す
る
額
）

第
百
四
条
　
令
第
十
一
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
同
条
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
額
に
相
当
す
る
額
は
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に

関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
六
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
額
と
す
る
。

（
令
第
十
二
条
第
二
項
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
日
）

第
百
五
条
　
令
第
十
二
条
第
二
項
第
六
号
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
日
は
、
基
準
日
の
属
す
る
月
の
初
日
そ
の

他
こ
れ
に
準
ず
る
日
と
す
る
。

（
介
護
合
算
算
定
基
準
額
及
び
七
十
歳
以
上
介
護
合
算

算
定
基
準
額
に
関
す
る
読
替
え
）

第
百
六
条
　
令
第
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の

表
の
中
欄
又
は
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
準
用
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

健
康
保
険
法

施
行
令
第
四

十
三
条
の
三

第
一
項
及
び

第
二
項

次

の

各

号

に

掲

げ

る

者

船
員
保
険
法
施
行
令
第
十
一
条
第
四

項
に
規
定
す
る
者
で
あ
っ
て
、
基
準

日
に
お
い
て
被
保
険
者
で
あ
る
者
に

あ
っ
て
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該

者
の
、
基
準
日
に
お
い
て
被
保
険
者

の
被
扶
養
者
で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は

次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
被
保
険
者

健
康
保
険
法

施
行
令
第
四

十
四
条
第
五

項
に
お
い
て

準
用
す
る
同

令
第
四
十
三

条
の
三
第
一

項
及
び
第
二

項

次

の

各

号

に

掲

げ

る

者

船
員
保
険
法
施
行
令
第
十
一
条
第
四

項
に
規
定
す
る
者
で
あ
っ
て
、
基
準

日
に
お
い
て
日
雇
特
例
被
保
険
者

（
第
四
十
一
条
の
二
第
九
項
に
規
定

す
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で

あ
る
者
に
あ
っ
て
は
次
の
各
号
に
掲

げ
る
当
該
者
の
、
基
準
日
に
お
い
て

日
雇
特
例
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
で

あ
る
者
に
あ
っ
て
は
次
の
各
号
に
掲

げ
る
当
該
日
雇
特
例
被
保
険
者

　

次

条

第

一

項

第
四
十
四
条
第
七
項

国
家
公
務
員

共
済
組
合
法

施
行
令
第
十

一
条
の
三
の

六
の
三
第
一

項
及
び
第
二

項

次

の

各

号

に

掲

げ

る

者

船
員
保
険
法
施
行
令
第
十
一
条
第
四

項
に
規
定
す
る
者
で
あ
つ
て
、
基
準

日
に
お
い
て
組
合
員
で
あ
る
者
に
あ

つ
て
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
者

の
、
基
準
日
に
お
い
て
当
該
組
合
員

の
被
扶
養
者
で
あ
る
者
に
あ
つ
て
は

次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
組
合
員

防
衛
省
の
職

員
の
給
与
等

に
関
す
る
法

律
施
行
令
第

十
七
条
の
六

の
五
第
一
項

次

の

各

号

に

掲

げ

る

者

船
員
保
険
法
施
行
令
第
十
一
条
第
四

項
に
規
定
す
る
者
で
あ
つ
て
、
基
準

日
に
お
い
て
自
衛
官
等
で
あ
る
次
の

各
号
に
掲
げ
る
者

地
方
公
務
員

等
共
済
組
合

法
施
行
令
第

二
十
三
条
の

三
の
七
第
一

項
及
び
第
二

項

次

の

各

号

に

掲

げ

る

者

船
員
保
険
法
施
行
令
第
十
一
条
第
四

項
に
規
定
す
る
者
で
あ
つ
て
、
基
準

日
に
お
い
て
組
合
員
で
あ
る
者
に
あ

つ
て
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
者

の
、
基
準
日
に
お
い
て
当
該
組
合
員

の
被
扶
養
者
で
あ
る
者
に
あ
つ
て
は

次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
組
合
員

私
立
学
校
教

職
員
共
済
法

施
行
令
第
六

条
に
お
い
て

準
用
す
る
国

家
公
務
員
共

済
組
合
法
施

行
令
第
十
一

条
の
三
の
六

の
三
第
一
項

及
び
第
二
項

次

の

各

号

に

掲

げ

る

者

船
員
保
険
法
施
行
令
第
十
一
条
第
四

項
に
規
定
す
る
者
で
あ
つ
て
、
基
準

日
に
お
い
て
加
入
者
で
あ
る
者
に
あ

つ
て
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
者

の
、
基
準
日
に
お
い
て
当
該
加
入
者

の
被
扶
養
者
で
あ
る
者
に
あ
つ
て
は

次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
加
入
者

国
民
健
康
保

険
法
施
行
令

第
二
十
九
条

の
四
の
三
第

一
項
及
び
第

三
項

国

民

健

康

保

険

の

世

帯

主

等
と

船
員
保
険
法
施
行
令
第
十
一
条
第
四

項
に
規
定
す
る
者
で
あ
つ
て
、
基
準

日
に
お
い
て
被
保
険
者
で
あ
る
者
と

　

国

民

健

康

保

険

の

世

帯

主

等

及

び

船
員
保
険
法
施
行
令
第
十
一
条
第
四

項
に
規
定
す
る
者
で
あ
つ
て
、
基
準

日
に
お
い
て
被
保
険
者
で
あ
る
者
が

属
す
る
世
帯
の
国
民
健
康
保
険
の
世

帯
主
等
及
び

　

被

保

険

者

が

船
員
保
険
法
施
行
令
第
十
一
条
第
四

項
に
規
定
す
る
者
で
あ
つ
て
、
基
準

日
に
お
い
て
被
保
険
者
で
あ
る
者
が

高
齢
者
の
医

療
の
確
保
に

関
す
る
法
律

施
行
令
第
十

六
条
の
三
第

一
項

次

の

各

号

に

掲

げ

る

者

船
員
保
険
法
施
行
令
第
十
一
条
第
四

項
に
規
定
す
る
者
で
あ
っ
て
、
基
準

日
に
お
い
て
被
保
険
者
で
あ
る
次
の

各
号
に
掲
げ
る
者

（
令
第
十
三
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場

合
及
び
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
）

第
百
七
条
　
令
第
十
三
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
場
合
は
、
当
該
保
険
者
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者

が
、
計
算
期
間
に
お
い
て
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
七
条

第
三
項
に
規
定
す
る
加
入
者
又
は
高
齢
者
医
療
確
保
法

の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
医
療
保
険
の
加
入
者
」
と
い
う
。
）
の
資
格
を
喪
失

し
、
か
つ
、
当
該
医
療
保
険
加
入
者
の
資
格
を
喪
失
し

た
日
以
後
の
計
算
期
間
に
お
い
て
医
療
保
険
加
入
者
と

な
ら
な
い
場
合
と
し
、
令
第
十
三
条
第
一
項
の
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
日
は
、
当
該
日
の
前
日
と
す
る
。

（
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
の
申
請
等
）

第
百
八
条
　
法
第
八
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
高
額
介
護
合

算
療
養
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
基
準
日
被
保
険

者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
協
会
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

三
　
計
算
期
間
の
始
期
及
び
終
期

四
　
基
準
日
被
扶
養
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

五
　
申
請
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
当
該
保
険
者
の
被

保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
、
高
額
介
護
合
算
療
養
費
に

係
る
療
養
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
そ
の
年
月

六
　
申
請
者
及
び
基
準
日
被
扶
養
者
が
、
計
算
期
間
に

お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
加
入
し
て
い
た
医
療
保
険
者
及

び
介
護
保
険
者
（
介
護
保
険
法
第
三
条
の
規
定
に
よ

り
介
護
保
険
を
行
う
市
町
村
及
び
特
別
区
を
い
う
。
）

の
名
称
及
び
そ
の
加
入
期
間

七
　
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
事
項

イ
　
払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
　

払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
す
る
旨

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
払
渡
し
を
受
け
よ

う
と
す
る
金
融
機
関
等
の
名
称

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
令
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号

か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
関
す
る
証
明
書
（
同

項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
に
関
す
る
証
明
書
に
つ
い
て
、

協
会
が
不
要
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
当
該
証
明
書
を

除
く
。
）
を
そ
れ
ぞ
れ
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
当
該
証
明
書
に
記
載
す
べ
き
額
が
零
で
あ
っ

て
前
項
の
申
請
書
に
そ
の
旨
を
記
載
し
た
場
合
、
又
は

協
会
が
番
号
利
用
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
当
該
証
明
書
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報

の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
添
付
を
省

略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
申
請
者
が
、
令
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
二

項
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
き
は
、
当
該
申
請
者
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
そ
の

旨
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
協
会
が
番
号
利
用
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人

情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

４
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
協

会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
第
二
項
本
文
の
証
明
書

を
交
付
し
た
者
又
は
当
該
証
明
書
と
同
一
の
内
容
を
含

む
特
定
個
人
情
報
を
提
供
し
た
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
申
請
者
に
適
用
さ
れ
る
令
第
十
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
介
護
合
算
算
定
基
準
額
及
び
介
護
合
算

一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額

二
　
当
該
申
請
者
に
適
用
さ
れ
る
令
第
十
一
条
第
二
項

に
規
定
す
る
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
及

び
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合

算
額

三
　
そ
の
他
高
額
介
護
合
算
療
養
費
等
（
高
齢
者
医
療

確
保
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
保
険
各
法

若
し
く
は
高
齢
者
医
療
確
保
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
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介
護
合
算
療
養
費
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る

高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
高
額
医

療
合
算
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
を
い
う
。
次
項
及
び

次
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
支
給
に
必
要
な

事
項

５
　
精
算
対
象
者
（
計
算
期
間
の
中
途
で
死
亡
し
た
被
扶

養
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
死
亡
し
た
日
そ
の
他
こ
れ
に
準

ず
る
日
に
お
い
て
、
当
該
精
算
対
象
者
を
扶
養
す
る
被

保
険
者
は
、
当
該
精
算
対
象
者
に
係
る
高
額
介
護
合
算

療
養
費
等
の
額
の
算
定
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
申
請
を
行
う
者
を

第
一
項
の
申
請
者
と
み
な
し
て
、
第
一
項
か
ら
第
三
項

ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

６
　
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
項

中
「
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
あ
る
の
は
、

「
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
精
算
対
象

者
（
計
算
期
間
の
中
途
で
死
亡
し
た
被
扶
養
者
そ
の
他

こ
れ
に
準
ず
る
者
を
い
う
。
）
に
対
す
る
証
明
書
を
交

付
し
た
者
及
び
当
該
証
明
書
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特

定
個
人
情
報
を
提
供
し
た
者
以
外
の
も
の
に
対
す
る
通

知
は
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
読
み
替
え
て
、

同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
及
び
証
明
書
の
交
付

の
申
請
等
）

第
百
九
条
　
法
第
八
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
高
額
介
護
合

算
療
養
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
令
第
十
一

条
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
に
規
定
す
る
被
保
険

者
で
あ
っ
た
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申

請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
請
書
を
協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
次
項
第
四
号
に
掲
げ
る
額
が
零
で
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

三
　
計
算
期
間
の
始
期
及
び
終
期

四
　
基
準
日
に
加
入
す
る
医
療
保
険
者
の
名
称

五
　
申
請
者
及
び
計
算
期
間
に
お
い
て
そ
の
被
扶
養
者

で
あ
っ
た
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

六
　
申
請
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
当
該
保
険
者
の
被

保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
、
高
額
介
護
合
算
療
養
費
に

係
る
療
養
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
そ
の
年
月

七
　
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
事
項

イ
　
払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
　

払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
す
る
旨

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
払
渡
し
を
受
け
よ

う
と
す
る
金
融
機
関
等
の
名
称

２
　
協
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
を
受

け
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
証
明
書

を
申
請
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

前
条
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合
又
は
第
五
項
に
規

定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

一
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
並
び
に
氏
名
及
び
生
年

月
日

二
　
申
請
者
が
計
算
期
間
に
お
い
て
当
該
保
険
者
の
被

保
険
者
で
あ
っ
た
期
間

三
　
令
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
又
は
第

二
号
に
掲
げ
る
被
保
険
者
で
あ
っ
た
期
間
に
、
当
該

申
請
者
が
受
け
た
療
養
若
し
く
は
そ
の
被
扶
養
者
で

あ
っ
た
者
が
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た

療
養
に
係
る
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
合
算
額

四
　
証
明
書
を
交
付
す
る
者
の
名
称
及
び
所
在
地

五
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
協

会
は
、
当
該
申
請
に
係
る
基
準
日
の
翌
日
か
ら
二
年
以

内
に
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
医
療
保
険
者
か
ら
高
額
介

護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
必
要
な
事
項
の
通
知
が
行
わ

れ
な
い
場
合
に
お
い
て
、
申
請
者
等
に
対
し
て
当
該
申

請
に
関
す
る
確
認
を
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
書
は

提
出
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
協
会
は
、
精
算
対
象
者
（
計
算
期
間
の
中
途
で
死
亡

し
た
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費

等
の
額
の
算
定
に
必
要
な
第
二
項
の
証
明
書
の
交
付
申

請
を
、
当
該
保
険
者
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
（
当
該

精
算
対
象
者
を
除
く
。
）
か
ら
受
け
た
と
き
は
、
当
該

証
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
第
一
項
の
申
請
書
は
、
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
医
療

保
険
者
を
経
由
し
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
医
療
保
険
者
を
経
由
し
て
当
該

申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
協
会
は
、
当
該
医
療
保
険
者

に
対
し
、
番
号
利
用
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

に
関
す
る
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
を
提
供
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節
　
職
務
上
の
事
由
若
し
く
は
通
勤
に
よ

る
疾
病
、
負
傷
、
障
害
若
し
く
は
死
亡
又
は
職

務
上
の
事
由
に
よ
る
行
方
不
明
に
関
す
る
保
険

給
付第

一
款
　
休
業
手
当
金
の
支
給

（
法
第
八
十
五
条
第
二
項
第
二
号
及
び
法
第
八
十
六
条

第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

も
の
）

第
百
十
条
　
法
第
八
十
五
条
第
二
項
第
二
号
及
び
法
第
八

十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
も
の
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
特
別
支
給
金

支
給
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
労
働
省
令
第
三
十
号
）
に

規
定
す
る
特
別
支
給
金
（
以
下
単
に
「
特
別
支
給
金
」

と
い
う
。
）
と
す
る
。

（
法
第
八
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
金
額
）

第
百
十
一
条
　
法
第
八
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す

る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
金
額
は
、
同
号
の
標
準
報

酬
日
額
の
百
分
の
四
十
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
、
特
別

支
給
金
の
支
給
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

（
法
第
八
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
金
額
）

第
百
十
二
条
　
法
第
八
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す

る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
金
額
は
、
同
号
の
標
準
報

酬
日
額
か
ら
当
該
労
働
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
報
酬
の

額
を
控
除
し
た
額
の
百
分
の
四
十
に
相
当
す
る
金
額
か

ら
特
別
支
給
金
の
支
給
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

（
休
業
手
当
金
の
支
給
の
申
請
）

第
百
十
三
条
　
法
第
八
十
五
条
第
一
項
の
休
業
手
当
金
の

支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
申
請
書
を
協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二
　
被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

三
　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

四
　
負
傷
又
は
発
病
の
年
月
日

五
　
災
害
の
原
因
及
び
そ
の
発
生
状
況

六
　
休
業
の
期
間
、
療
養
の
期
間
、
傷
病
名
及
び
傷
病

の
経
過

七
　
休
業
の
期
間
中
に
職
務
上
の
負
傷
又
は
疾
病
に
よ

る
療
養
の
た
め
所
定
労
働
時
間
の
う
ち
そ
の
一
部
分

に
つ
い
て
の
み
労
働
し
た
日
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
年
月
日
及
び
当
該
労
働
に
対
し
て
支
払
わ

れ
る
賃
金
の
額

八
　
同
一
の
事
由
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
法
の
規
定
に

よ
る
障
害
厚
生
年
金
若
し
く
は
国
民
年
金
法
の
規
定

に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
（
同
法
第
三
十
条
の
四
の
規

定
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
を
除
く
。
）
又
は
旧
船
員

保
険
法
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
五
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
、
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第

三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
若

し
く
は
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年
金
法
の
規
定

に
よ
る
障
害
年
金
（
以
下
「
厚
生
年
金
保
険
の
障
害

厚
生
年
金
等
」
と
い
う
。
）
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
年
金
の
種
類
及
び
支
給
額
並
び
に

そ
の
年
金
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日

九
　
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
休
業
補

償
給
付
又
は
休
業
給
付
（
以
下
「
休
業
給
付
等
」
と

い
う
。
）
の
請
求
を
行
っ
て
い
る
労
働
基
準
監
督
署

の
名
称
及
び
所
在
地

十
　
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
事
項

イ
　
払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
　

払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
す
る
旨

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
払
渡
し
を
受
け
よ

う
と
す
る
金
融
機
関
等
の
名
称

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

（
前
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
休
業
の

期
間
に
限
る
。
）
の
船
舶
所
有
者
の
証
明
書

二
　
療
養
の
期
間
、
傷
病
名
及
び
傷
病
の
経
過
に
つ
い

て
の
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
証
明
書

三
　
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
に
基
づ
く
休
業
給
付
等

の
支
給
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
休

業
給
付
等
の
額
を
証
す
る
書
類

３
　
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
書
類
に
つ
い
て
は
、
労

働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
休
業
補
償
給
付

又
は
休
業
給
付
の
請
求
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
当

該
請
求
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
の
写
し
を
も
っ
て
、
前

項
の
書
類
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
款
　
障
害
年
金
及
び
障
害
手
当
金
の

支
給

（
障
害
年
金
及
び
障
害
手
当
金
に
係
る
障
害
等
級
）

第
百
十
四
条
　
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
障
害
等
級
は
、
別
表
第
一
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２
　
法
第
八
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
障
害
等
級
は
、
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

３
　
別
表
第
一
又
は
別
表
第
二
に
掲
げ
る
身
体
障
害
が
二

以
上
あ
る
場
合
に
は
、
重
い
方
の
身
体
障
害
の
該
当
す

る
障
害
等
級
に
よ
る
。

４
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
前
三
項
の
規
定
に

よ
る
障
害
等
級
を
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
等
級

だ
け
繰
り
上
げ
た
障
害
等
級
に
よ
る
。
た
だ
し
、
本
文

の
規
定
に
よ
る
障
害
等
級
が
別
表
第
二
に
定
め
る
一
級

以
下
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
身
体
障
害

の
該
当
す
る
障
害
等
級
に
応
じ
た
障
害
手
当
金
の
額
の
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合
算
額
が
本
文
の
規
定
に
よ
る
障
害
等
級
に
応
じ
た
障

害
手
当
金
の
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
に
支
給

す
る
障
害
手
当
金
は
、
当
該
合
算
額
に
よ
る
。

一
　
別
表
第
二
に
定
め
る
六
級
以
上
に
該
当
す
る
身
体

障
害
が
二
以
上
あ
る
と
き
　
一
級

二
　
別
表
第
二
に
定
め
る
一
級
以
上
に
該
当
す
る
身
体

障
害
が
二
以
上
あ
る
と
き
　
二
級

三
　
別
表
第
一
に
定
め
る
五
級
以
上
に
該
当
す
る
身
体

障
害
が
二
以
上
あ
る
と
き
　
三
級

５
　
別
表
第
一
又
は
別
表
第
二
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
身

体
障
害
に
つ
い
て
は
、
そ
の
障
害
の
程
度
に
応
じ
、
別

表
第
一
又
は
別
表
第
二
に
掲
げ
る
身
体
障
害
に
準
じ
て

そ
の
障
害
等
級
を
定
め
る
。

６
　
既
に
身
体
障
害
の
あ
っ
た
者
が
、
負
傷
又
は
疾
病
に

よ
り
同
一
の
部
位
に
つ
い
て
障
害
の
程
度
を
加
重
し
た

場
合
に
お
け
る
当
該
事
由
に
係
る
障
害
年
金
又
は
障
害

手
当
金
は
、
現
在
の
身
体
障
害
の
該
当
す
る
障
害
等
級

に
応
じ
た
障
害
年
金
又
は
障
害
手
当
金
と
し
、
そ
の
額

は
、
現
在
の
身
体
障
害
の
該
当
す
る
障
害
等
級
に
応
じ

た
障
害
年
金
又
は
障
害
手
当
金
の
額
か
ら
、
既
に
あ
っ

た
身
体
障
害
の
該
当
す
る
障
害
等
級
に
応
じ
た
障
害
年

金
又
は
障
害
手
当
金
の
額
（
現
在
の
身
体
障
害
の
該
当

す
る
障
害
等
級
に
応
じ
た
給
付
が
障
害
年
金
で
あ
っ

て
、
既
に
あ
っ
た
身
体
障
害
の
該
当
す
る
障
害
等
級
に

応
じ
た
給
付
が
障
害
手
当
金
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の

障
害
手
当
金
の
額
を
二
十
五
で
除
し
て
得
た
額
）
を
差

し
引
い
た
額
に
よ
る
。

（
障
害
年
金
又
は
障
害
手
当
金
の
支
給
の
申
請
）

第
百
十
五
条
　
障
害
年
金
又
は
障
害
手
当
金
の
支
給
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

申
請
書
を
協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二
　
被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

三
　
障
害
の
原
因
で
あ
る
疾
病
又
は
負
傷
（
二
以
上
の

疾
病
又
は
負
傷
が
障
害
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
き

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
疾
病
又
は
負
傷
と
す
る
。
以
下
同

じ
。
）
の
傷
病
名
、
当
該
疾
病
又
は
負
傷
の
発
生
し

た
年
月
日
及
び
疾
病
又
は
負
傷
に
係
る
初
診
日
並
び

に
当
該
疾
病
又
は
負
傷
が
治
っ
て
い
る
と
き
は
、
そ

の
旨
及
び
そ
の
治
っ
た
年
月
日

四
　
障
害
の
原
因
で
あ
る
疾
病
又
は
負
傷
の
発
生
し
た

当
時
に
使
用
さ
れ
て
い
た
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び

住
所

五
　
障
害
の
原
因
で
あ
る
疾
病
又
は
負
傷
の
原
因
及
び

職
務
上
の
事
由
に
よ
る
も
の
又
は
通
勤
に
よ
る
も
の

の
別

六
　
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
障
害
補

償
給
付
又
は
障
害
給
付
（
以
下
「
障
害
補
償
給
付

等
」
と
い
う
。
）
の
請
求
を
行
っ
て
い
る
労
働
基
準

監
督
署
の
名
称
及
び
所
在
地

七
　
障
害
の
原
因
で
あ
る
疾
病
又
は
負
傷
が
第
三
者
の

行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の

旨
並
び
に
当
該
第
三
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所

（
氏
名
又
は
住
所
若
し
く
は
居
所
が
明
ら
か
で
な
い

と
き
は
、
そ
の
旨
）

八
　
同
一
の
事
由
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
障
害
厚
生

年
金
等
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
年
金
の

種
類
、
支
給
額
、
年
金
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
年
月
日
、
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
及
び
そ

の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

九
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
払
渡
し
を
受
け
る
機
関
に
金
融
機
関
を
希
望
す

る
者
（
ロ
及
び
ハ
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
　
払

渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座
の
口
座

番
号

ロ
　
払
渡
し
を
受
け
る
機
関
に
郵
便
貯
金
銀
行
（
郵

政
民
営
化
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
七
号
）

第
九
十
四
条
に
規
定
す
る
郵
便
貯
金
銀
行
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
営
業
所
又
は
郵
便
局
（
簡

易
郵
便
局
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
十
三

号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
郵
便
窓
口
業
務
を
行
う

日
本
郵
便
株
式
会
社
の
営
業
所
で
あ
っ
て
郵
便
貯

金
銀
行
を
所
属
銀
行
と
す
る
銀
行
代
理
業
（
銀
行

法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条

第
十
四
項
に
規
定
す
る
銀
行
代
理
業
を
い
う
。
）

の
業
務
を
行
う
も
の
を
い
う
。
）
（
以
下
「
郵
便
貯

金
銀
行
の
営
業
所
等
」
と
い
う
。
）
を
希
望
す
る

者
（
預
金
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
者
を
除

く
。
）
　
払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の

名
称
及
び
所
在
地

ハ
　
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
者
　

払
渡
し
を
受
け
る
預
貯
金
口
座
と
し
て
、
公
金
受

取
口
座
を
利
用
す
る
旨

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
障
害
の
状
態
の
程
度
及
び
疾
病
又
は
負
傷
の
経
過

に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書

二
　
障
害
の
原
因
で
あ
る
疾
病
又
は
負
傷
が
職
務
上
の

事
由
又
は
通
勤
に
よ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
の
船
舶
所

有
者
の
証
明
書

三
　
前
項
第
九
号
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
預
金

口
座
の
口
座
番
号
に
つ
い
て
の
当
該
払
渡
希
望
金
融

機
関
の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金

口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

書
類

四
　
障
害
補
償
給
付
等
の
支
給
を
受
け
て
い
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
障
害
補
償
給
付
等
の
支
給
額
を
証

す
る
書
類

３
　
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
書
類
に
つ
い
て

は
、
障
害
補
償
給
付
等
の
請
求
を
行
っ
て
い
る
場
合
に

は
、
当
該
請
求
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
の
写
し
を
も
っ

て
、
前
項
に
掲
げ
る
書
類
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
る
者
に
係
る
現
状
に
関
す

る
届
出
）

第
百
十
六
条
　
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
る
者
で
あ
っ

て
、
そ
の
障
害
の
程
度
の
診
査
が
必
要
で
あ
る
と
認
め

て
協
会
が
指
定
し
た
も
の
は
、
協
会
が
指
定
し
た
年
に

お
い
て
指
定
日
ま
で
に
指
定
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ

れ
た
そ
の
障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師

の
診
断
書
を
協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
当
該
障
害
年
金
の
額
の
全
部
に
つ
き
支
給
が
停

止
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
の
障
害
の
状
態
が
別
表
第
三
に
掲
げ
る
疾
病
又

は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
書
類

に
、
指
定
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
そ
の
障
害
の

現
状
の
程
度
を
示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム
を
添
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
障
害
不
該
当
の
届
出
）

第
百
十
七
条
　
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
る
者
は
、
別
表

第
一
に
定
め
る
一
級
か
ら
七
級
ま
で
の
障
害
の
状
態
に

該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
十
日
以
内
に
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
協
会
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
障
害
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
別
表
第
一
に
定
め
る
一
級
か
ら
七
級
ま
で
の
障
害

の
状
態
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
年
月
日
（
年
月
日
が

明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
推
定
さ
れ
る
年
月

日
）

五
　
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
傷
病
補

償
年
金
又
は
傷
病
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
場
合

は
、
そ
の
旨

（
障
害
差
額
一
時
金
の
申
請
）

第
百
十
八
条
　
法
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
障
害
差
額

一
時
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
協
会
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
障
害
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
別
表
第
一
に
定
め
る
一
級
か
ら
七
級
ま
で
の
障
害

の
状
態
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
年
月
日
（
年
月
日
が

明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
推
定
さ
れ
る
年
月

日
）

五
　
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
事
項

イ
　
払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
　

払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
す
る
旨

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
払
渡
し
を
受
け
よ

う
と
す
る
金
融
機
関
等
の
名
称

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
障
害
年
金
を
受
け
る
程
度
の

障
害
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
障
害
年

金
を
受
け
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
該
当
し
な
い
ま
ま

三
年
を
経
過
し
た
と
き
の
障
害
の
状
態
の
程
度
に
関
す

る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
個
人
番
号
変
更
の
届
出
）

第
百
十
八
条
の
二
　
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
る
者
は
、

そ
の
個
人
番
号
を
変
更
し
た
と
き
は
、
十
日
以
内
に
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
協
会
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
る
者
の
氏
名
及
び
生
年

月
日

二
　
変
更
前
の
個
人
番
号
及
び
変
更
後
の
個
人
番
号
並

び
に
変
更
の
年
月
日

三
　
障
害
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

（
氏
名
変
更
の
届
出
）

第
百
十
九
条
　
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
る
者
は
、
そ
の

氏
名
を
変
更
し
た
と
き
は
、
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
協
会
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
の
氏
名
及
び

生
年
月
日

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
障
害
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
変
更
前
の
氏
名

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
協
会
が
番
号
利
用
法
第
二

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一
の
内

容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
障
害
年
金
の
年
金
証
書

二
　
戸
籍
の
抄
本
又
は
氏
名
の
変
更
に
関
す
る
市
町
村

長
の
証
明
書

（
住
所
変
更
の
届
出
）

第
百
二
十
条
　
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
る
者
は
、
そ
の

住
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
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る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
協
会
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
る
者
の
氏
名
及
び
生
年

月
日

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
障
害
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

（
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
変
更
の
届
出
）

第
百
二
十
一
条
　
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
る
者
は
、
払

渡
希
望
金
融
機
関
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
協
会
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
払
渡
し
を
受
け
る
預

貯
金
口
座
と
し
て
、
公
金
受
取
口
座
を
現
に
利
用
す
る

者
が
、
口
座
登
録
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
五
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
公
金
受
取
口
座
を
変
更
し
た
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
る
者
の
氏
名
及
び
生
年

月
日

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
障
害
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
第
百
十
五
条
第
一
項
第
九
号
イ
に
規
定
す
る

者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座

の
口
座
番
号
並
び
に
払
渡
し
を
受
け
る
預
貯
金
口

座
と
し
て
公
金
受
取
口
座
を
現
に
利
用
す
る
者

が
、
当
該
払
渡
し
を
受
け
る
預
貯
金
口
座
と
し
て

当
該
公
金
受
取
口
座
を
利
用
し
な
い
こ
と
を
希
望

す
る
場
合
（
口
座
登
録
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
当
該
公
金
受
取
口
座
の
登
録
を
抹
消
し
た

場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

ロ
　
第
百
十
五
条
第
一
項
第
九
号
ロ
に
規
定
す
る

者
　
払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名

称
及
び
所
在
地
並
び
に
払
渡
し
を
受
け
る
預
貯
金

口
座
と
し
て
公
金
受
取
口
座
を
現
に
利
用
す
る
者

が
、
当
該
払
渡
し
を
受
け
る
預
貯
金
口
座
と
し
て

当
該
公
金
受
取
口
座
を
利
用
し
な
い
こ
と
を
希
望

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

ハ
　
第
百
十
五
条
第
一
項
第
九
号
ハ
に
規
定
す
る

者
　
払
渡
し
を
受
け
る
預
貯
金
口
座
と
し
て
、
公

金
受
取
口
座
を
利
用
す
る
旨

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
同
項
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
者
に

あ
っ
て
は
、
預
金
口
座
の
口
座
番
号
に
つ
い
て
の
当
該

払
渡
希
望
金
融
機
関
の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ

の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
証
書
再
交
付
の
申
請
）

第
百
二
十
二
条
　
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
る
者
は
、
障

害
年
金
の
年
金
証
書
を
滅
失
し
、
又
は
き
損
し
た
と
き

は
、
障
害
年
金
の
年
金
証
書
の
再
交
付
を
協
会
に
申
請

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
る
者
は
、
前
項
の
申
請
を

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
再
交
付
の
申
請
書
を
、
協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
る
者
の
氏
名
及
び
生
年

月
日

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
障
害
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
滅
失
又
は
き
損
の
事
由

３
　
障
害
年
金
の
年
金
証
書
が
き
損
し
た
こ
と
に
よ
り
前

項
の
申
請
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
そ
の
年
金

証
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
る
者
は
、
第
一
項
の
申
請

を
し
た
後
、
滅
失
し
た
障
害
年
金
の
年
金
証
書
を
発
見

し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を
協
会
に
返
納
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
死
亡
の
届
出
）

第
百
二
十
三
条
　
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
る
者
が
死
亡

し
た
と
き
は
、
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百

二
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
義
務
者
は
、
遅
滞
な

く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
協
会
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
届
出
者
と
障
害

年
金
の
支
給
を
受
け
る
者
と
の
身
分
関
係

二
　
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
る
者
の
氏
名
及
び
生
年

月
日

三
　
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
る
者
の
基
礎
年
金
番
号

四
　
障
害
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

五
　
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
る
者
の
死
亡
の
年
月
日

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
障
害
年
金
の
年
金
証
書
（
障
害
年
金
の
年
金
証
書

を
添
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
事
由

書
）
（
協
会
が
番
号
利
用
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
年
金
証
書
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定

個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
）

二
　
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
る
者
の
死
亡
を
証
す
る

書
類
（
協
会
が
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。
）

３
　
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
添
付
書
類
に
つ
い
て
は
、
労

働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
死
亡
の
届
出
を

行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
届
出
書
及
び
添
付
書
類

の
写
し
を
も
っ
て
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
に
代

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
未
支
給
の
保
険
給
付
の
請
求
）

第
百
二
十
四
条
　
障
害
年
金
の
受
給
権
者
が
死
亡
し
た
場

合
（
次
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、

法
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
未
支
給
の
保
険
給
付
の

支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
申
請
書
を
、
協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
請
求
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
受
給
権
者
と
の

身
分
関
係

二
　
受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

三
　
受
給
権
者
の
基
礎
年
金
番
号

四
　
障
害
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

五
　
受
給
権
者
の
死
亡
の
年
月
日

六
　
請
求
者
以
外
に
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に

該
当
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
と
受
給
権
者

と
の
身
分
関
係

七
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
第
百
十
五
条
第
一
項
第
九
号
イ
に
規
定
す
る

者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座

の
口
座
番
号

ロ
　
第
百
十
五
条
第
一
項
第
九
号
ロ
に
規
定
す
る

者
　
払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名

称
及
び
所
在
地

ハ
　
第
百
十
五
条
第
一
項
第
九
号
ハ
に
規
定
す
る

者
　
払
渡
し
を
受
け
る
預
貯
金
口
座
と
し
て
、
公

金
受
取
口
座
を
利
用
す
る
旨
及
び
個
人
番
号

２
　
障
害
年
金
又
は
障
害
手
当
金
の
受
給
権
者
が
死
亡
し

た
場
合
で
あ
っ
て
、
法
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に

該
当
す
る
と
き
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
未
支
給
の
保

険
給
付
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
の
申

請
書
並
び
に
第
百
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
及
び

こ
れ
に
添
え
る
べ
き
書
類
等
を
協
会
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
死
亡
し
た
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍

若
し
く
は
除
か
れ
た
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本

（
協
会
が
番
号
利
用
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人

情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。
）

二
　
死
亡
し
た
受
給
権
者
の
死
亡
の
当
時
そ
の
者
と
生

計
を
同
じ
く
し
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
協
会

が
番
号
利
用
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の

提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。
）

三
　
第
一
項
第
七
号
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
預

金
口
座
の
口
座
番
号
に
つ
い
て
の
当
該
払
渡
希
望
金

融
機
関
の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預

金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
書
類

４
　
前
項
の
書
類
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険

法
の
規
定
に
よ
る
未
支
給
の
保
険
給
付
の
請
求
を
行
っ

て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
請
求
書
及
び
そ
の
添
付
書
類

の
写
し
を
も
っ
て
、
前
項
の
書
類
に
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
障
害
年
金
差
額
一
時
金
の
請
求
）

第
百
二
十
五
条
　
前
条
の
規
定
は
、
法
第
九
十
二
条
の
規

定
に
よ
る
障
害
年
金
差
額
一
時
金
の
支
給
に
関
し
、
こ

れ
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
中
「
未

支
給
の
保
険
給
付
の
」
と
あ
る
の
は
「
障
害
年
金
差
額

一
時
金
の
」
と
、
「
申
請
書
並
び
に
第
百
十
五
条
の
規

定
に
よ
る
申
請
書
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
書
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
款
　
行
方
不
明
手
当
金
の
支
給

（
行
方
不
明
手
当
金
の
支
給
の
申
請
）

第
百
二
十
六
条
　
行
方
不
明
手
当
金
の
支
給
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

を
、
協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
行
方
不
明
と
な
っ
た
者
の
被
保
険
者
等
記
号
・
番

号
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

三
　
行
方
不
明
と
な
っ
た
者
と
申
請
者
と
の
身
分
関
係

四
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
が
行
方
不

明
と
な
っ
た
日
及
び
行
方
不
明
と
な
っ
た
原
因

五
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
が
行
方
不

明
で
あ
っ
た
期
間

六
　
申
請
に
係
る
期
間
内
に
船
舶
所
有
者
か
ら
報
酬
が

支
払
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
期
間
及
び
そ

の
額

七
　
申
請
者
と
同
順
位
の
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者

の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
者
と
行

方
不
明
に
な
っ
た
者
と
の
身
分
関
係

八
　
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
事
項

イ
　
払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
　

払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
す
る
旨
及
び
個
人

番
号
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ロ
　
イ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
払
渡
し
を
受
け
よ

う
と
す
る
金
融
機
関
等
の
名
称

２
　
前
項
の
申
請
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
号
及
び
第
四
号
に

掲
げ
る
書
類
は

初
に
行
方
不
明
手
当
金
の
支
給
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合
以
外
の
場
合
に
お
い
て
は
、
添
付

す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一
　
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
地
方
運
輸

局
の
長
の
証
明
書

二
　
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
地
方
運
輸

局
の
長
の
証
明
書

三
　
前
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
船
舶
所
有

者
の
証
明
書

四
　
申
請
者
が
第
二
十
六
条
の
届
出
を
行
っ
て
い
な
い

被
扶
養
者
で
あ
る
と
き
は
、
被
保
険
者
が
行
方
不
明

と
な
っ
た
当
時
そ
の
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
し
て
い

た
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
協
会
が
番
号
利
用
法
第
二

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一
の

内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
）

第
四
款
　
遺
族
年
金
の
支
給

（
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
障
害
の
状
態
）

第
百
二
十
七
条
　
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定

す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
障
害
の
状
態
は
、
別
表

第
一
に
定
め
る
一
級
か
ら
五
級
ま
で
の
障
害
等
級
の
障

害
に
該
当
す
る
程
度
の
障
害
が
あ
る
状
態
と
す
る
。

（
法
第
九
十
八
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
九
十
九
条

第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
障
害
の
状
態
）

第
百
二
十
八
条
　
法
第
九
十
八
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に

法
第
九
十
九
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
規
定
す

る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
障
害
の
状
態
は
、
別
表
第

一
に
定
め
る
一
級
か
ら
五
級
ま
で
の
障
害
等
級
の
障
害

に
該
当
す
る
程
度
の
障
害
が
あ
る
状
態
と
す
る
。

（
遺
族
年
金
の
申
請
）

第
百
二
十
九
条
　
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
（
次
条
第
一
項
又
は
第
百
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定

に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
申
請
書
を
、
協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
並
び
に
被

保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
と
の
身
分
関
係

二
　
国
民
年
金
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
厚
生
省

令
第
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
又
は
厚
生
年
金
保
険

法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
厚
生
省
令
第
三
十
七

号
）
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
礎
年
金

番
号
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
、
個

人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
の
氏
名
、

生
年
月
日
、
住
所
、
死
亡
の
年
月
日
及
び
被
保
険
者

等
記
号
・
番
号

四
　
同
一
の
事
由
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
法
の
規
定
に

よ
る
遺
族
厚
生
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
年
金
の
種
類
、
支
給
額
、
年
金
が
支
給
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
当
該
遺
族
厚
生
年
金
の

年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

五
　
申
請
者
以
外
の
遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
遺
族
の
氏
名
、
住
所
、
死
亡
し
た
被
保
険
者
又
は

被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
と
の
身
分
関
係
及
び
別
表
第

一
に
定
め
る
一
級
か
ら
五
級
ま
で
の
障
害
の
状
態
に

あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

六
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
の
死
亡
の

原
因
と
な
っ
た
疾
病
又
は
負
傷
の
傷
病
名
、
疾
病
又

は
負
傷
の
発
生
し
た
年
月
日
、
疾
病
又
は
負
傷
の
原

因
及
び
職
務
上
の
事
由
又
は
通
勤
に
よ
る
も
の
で
あ

る
と
き
は
、
そ
の
旨

七
　
死
亡
の
原
因
が
第
三
者
の
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た

も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
並
び
に
当
該
第
三
者

の
氏
名
及
び
住
所
（
氏
名
又
は
住
所
若
し
く
は
居
所

が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
）

八
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
の
死
亡
の

原
因
と
な
っ
た
疾
病
又
は
負
傷
の
発
生
し
た
当
時
使

用
さ
れ
て
い
た
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

九
　
申
請
者
と
同
順
位
の
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者

の
氏
名
及
び
生
年
月
日

十
　
申
請
者
が
別
表
第
一
に
定
め
る
一
級
か
ら
五
級
ま

で
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
と
き
（
法
第
九
十
八
条
第

一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
該
当
す
る
場
合
を

除
く
。
）
は
、
そ
の
状
態
に
至
っ
た
年
月
日

十
一
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
第
百
十
五
条
第
一
項
第
九
号
イ
に
規
定
す
る

者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座

の
口
座
番
号

ロ
　
第
百
十
五
条
第
一
項
第
九
号
ロ
に
規
定
す
る

者
　
払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名

称
及
び
所
在
地

ハ
　
第
百
十
五
条
第
一
項
第
九
号
ハ
に
規
定
す
る

者
　
払
渡
し
を
受
け
る
預
貯
金
口
座
と
し
て
、
公

金
受
取
口
座
を
利
用
す
る
旨
及
び
個
人
番
号

２
　
前
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
船
舶
所

有
者
の
証
明
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
と
申
請
者

と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
戸

籍
の
謄
本
又
は
除
か
れ
た
戸
籍
の
謄
本
（
協
会
が
番

号
利
用
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の
提
供

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。
）

二
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
の
死
亡
を

証
す
る
書
類
（
協
会
が
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の

提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。
）

三
　
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
十
条
第
一
項
又
は
厚
生

年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
者

に
あ
っ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
そ
の
他
の
基

礎
年
金
番
号
を
証
明
す
る
書
類
（
協
会
が
番
号
利
用

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と

同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
）

四
　
申
請
者
が
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上

婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ
た
者
で
あ
る
と
き

は
、
そ
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

五
　
申
請
者
が
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者

に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る

こ
と
が
で
き
る
書
類
（
協
会
が
番
号
利
用
法
第
二
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一
の
内

容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
）

六
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
に
胎
児
で

あ
っ
た
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
証
す
る

書
類

七
　
申
請
者
及
び
第
一
項
第
五
号
の
遺
族
の
う
ち
、
別

表
第
一
に
規
定
す
る
一
級
か
ら
五
級
ま
で
の
障
害
の

状
態
に
あ
る
こ
と
に
よ
り
遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
遺
族
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
が
死
亡
し

た
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
の
死
亡
の

当
時
か
ら
引
き
続
き
そ
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
と
き

は
、
そ
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
医
師
又

は
歯
科
医
師
の
診
断
書
そ
の
他
の
資
料

八
　
第
一
項
第
十
一
号
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、

預
金
口
座
の
口
座
番
号
に
つ
い
て
の
当
該
払
渡
希
望

金
融
機
関
の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の

預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
書
類

４
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
が
年
金
た
る

保
険
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
で
あ
る
と
き

は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
の
個

人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
当
該
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
の
受

け
て
い
た
当
該
年
金
た
る
保
険
給
付
の
年
金
証
書
の

年
金
コ
ー
ド

三
　
申
請
者
が
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者

の
相
続
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

５
　
前
二
項
の
書
類
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保

険
法
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
年
金
又
は
遺
族
年
金

（
以
下
「
遺
族
補
償
年
金
等
」
と
い
う
。
）
の
請
求
を
行

っ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
請
求
書
及
び
そ
の
添
付
書

類
の
写
し
を
も
っ
て
、
前
二
項
の
書
類
に
代
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
胎
児
の
出
生
に
よ
る
決
定
の
申
請
の
特
例
）

第
百
三
十
条
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
の

死
亡
の
当
時
胎
児
で
あ
っ
た
子
は
、
当
該
被
保
険
者
又

は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
の
死
亡
に
係
る
遺
族
年
金
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
そ
の
他
の
遺
族
が
既
に
遺
族
年

金
の
支
給
の
決
定
を
受
け
た
後
に
遺
族
年
金
の
支
給
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
請
書
を
協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
死
亡
し
た
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者

の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号

二
　
申
請
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
死
亡
し

た
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
と
の
続
柄

三
　
申
請
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
る
遺
族
年
金
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
の
氏
名

四
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
第
百
十
五
条
第
一
項
第
九
号
イ
に
規
定
す
る

者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座

の
口
座
番
号

ロ
　
第
百
十
五
条
第
一
項
第
九
号
ロ
に
規
定
す
る

者
　
払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名

称
及
び
所
在
地

ハ
　
第
百
十
五
条
第
一
項
第
九
号
ハ
に
規
定
す
る

者
　
払
渡
し
を
受
け
る
預
貯
金
口
座
と
し
て
、
公

金
受
取
口
座
を
利
用
す
る
旨
及
び
個
人
番
号

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
そ
の
他
の

資
料
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
及
び
前
項
第
三
号
の
遺
族
と
死
亡
し
た
被

保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
と
の
身
分
関
係

を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本

（
協
会
が
番
号
利
用
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人

情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。
）
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二
　
前
項
第
三
号
の
遺
族
の
う
ち
、
別
表
第
一
に
定
め

る
一
級
か
ら
五
級
ま
で
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
こ
と

に
よ
り
遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
で

あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
被
保
険
者
又
は
被

保
険
者
で
あ
っ
た
者
の
死
亡
の
当
時
か
ら
引
き
続
き

そ
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
証

明
す
る
こ
と
が
で
き
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断

書
そ
の
他
の
資
料

三
　
前
項
第
三
号
の
遺
族
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
申

請
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る

こ
と
が
で
き
る
書
類
（
協
会
が
番
号
利
用
法
第
二
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一
の
内

容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
）

四
　
前
項
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
預
金

口
座
の
口
座
番
号
に
つ
い
て
の
当
該
払
渡
希
望
金
融

機
関
の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金

口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

書
類

（
後
順
位
者
の
申
請
手
続
）

第
百
三
十
一
条
　
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
遺
族
年

金
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
後
順
位
者
が
第
百
二
十
九
条

第
一
項
の
決
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
協
会
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
並
び
に
被

保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
と
の
身
分
関
係

二
　
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
十
条
第
一
項
又
は
厚
生

年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
者

に
あ
っ
て
は
、
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
の
氏
名
及

び
生
年
月
日

四
　
権
利
を
失
っ
た
者
の
氏
名

五
　
権
利
を
失
っ
た
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番

号
及
び
遺
族
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

六
　
権
利
を
失
っ
た
者
が
遺
族
年
金
を
受
け
る
権
利
を

失
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
事
由

七
　
申
請
者
以
外
の
遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
遺
族
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に
そ
の
者
と
被

保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
と
の
身
分
関
係

及
び
別
表
第
一
に
定
め
る
一
級
か
ら
五
級
ま
で
の
障

害
の
状
態
に
あ
る
場
合
は
、
そ
の
旨

八
　
申
請
者
と
同
順
位
の
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者

の
氏
名
及
び
生
年
月
日

九
　
同
一
の
事
由
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
法
の
規
定
に

よ
る
遺
族
厚
生
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
年
金
の
種
類
、
支
給
額
、
年
金
が
支
給
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
当
該
遺
族
厚
生
年
金
の

年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

十
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
第
百
十
五
条
第
一
項
第
九
号
イ
に
規
定
す
る

者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座

の
口
座
番
号

ロ
　
第
百
十
五
条
第
一
項
第
九
号
ロ
に
規
定
す
る

者
　
払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名

称
及
び
所
在
地

ハ
　
第
百
十
五
条
第
一
項
第
九
号
ハ
に
規
定
す
る

者
　
払
渡
し
を
受
け
る
預
貯
金
口
座
と
し
て
、
公

金
受
取
口
座
を
利
用
す
る
旨
及
び
個
人
番
号

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
が
死
亡
し
た

場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
死
亡
を
証
す
る
書
類
（
協

会
が
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
）

二
　
前
号
以
外
の
場
合
に
お
い
て
は
、
遺
族
年
金
の
支

給
を
受
け
て
い
た
者
が
遺
族
年
金
を
受
け
る
権
利
を

失
う
こ
と
と
な
っ
た
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き

る
書
類

三
　
申
請
者
と
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者

と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
戸

籍
の
謄
本
又
は
除
か
れ
た
戸
籍
の
謄
本
（
協
会
が
番

号
利
用
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の
提
供

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。
）

四
　
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
十
条
第
一
項
又
は
厚
生

年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
者

に
あ
っ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
そ
の
他
基
礎

年
金
番
号
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
協
会

が
番
号
利
用
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の

提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。
）

五
　
申
請
者
が
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者

の
死
亡
の
当
時
そ
の
者
の
収
入
に
よ
り
生
計
を
維
持

し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
協
会
が
番
号
利
用
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人

情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。
）

六
　
申
請
者
及
び
前
項
第
七
号
の
遺
族
の
う
ち
、
別
表

第
一
に
定
め
る
一
級
か
ら
五
級
ま
で
の
障
害
の
状
態

に
あ
る
た
め
遺
族
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者

で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
が
被
保
険
者
又
は
被
保
険

者
で
あ
っ
た
者
の
死
亡
の
当
時
か
ら
引
き
続
き
そ
の

障
害
の
状
態
に
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
証
明
す

る
こ
と
が
で
き
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書
そ

の
他
の
資
料

七
　
前
項
第
十
号
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
預
金

口
座
の
口
座
番
号
に
つ
い
て
の
払
渡
希
望
金
融
機
関

の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座

の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

３
　
申
請
者
が
前
遺
族
年
金
受
給
者
の
相
続
人
で
あ
る
と

き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

４
　
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
先
順
位
者
で
あ
る

者
か
ら
第
百
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
の

提
出
が
な
い
場
合
に
お
い
て
、
法
第
九
十
九
条
の
規
定

に
よ
り
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
後
順
位
者
が

第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
決
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
百
二
十
九

条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
例
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
決
定

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
申
請
書
に
第
一
項
第

五
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
を
付
記
し
、
第
二
項

第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
項
第
一
号
に
つ
い
て
、
協

会
が
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６
　
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
書
類
に
つ
い
て
は
、
遺
族

補
償
年
金
等
の
変
更
の
決
定
の
請
求
を
行
っ
て
い
る
場

合
に
は
、
当
該
請
求
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
の
写
し
を

も
っ
て
、
こ
れ
ら
の
項
の
書
類
に
代
え
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
遺
族
年
金
受
給
者
に
係
る
障
害
の
状
態
の
届
出
）

第
百
三
十
二
条
　
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
る
者
で
あ
っ

て
、
そ
の
障
害
の
程
度
の
診
査
が
必
要
で
あ
る
と
認
め

て
協
会
が
指
定
し
た
も
の
は
、
協
会
が
指
定
し
た
年
に

お
い
て
、
指
定
日
ま
で
に
、
指
定
日
前
一
月
以
内
の
間

に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
書
類
を
協
会
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
遺
族
年
金
の
全

部
が
支
給
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

一
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
の
死
亡
の

当
時
か
ら
引
き
続
き
別
表
第
一
に
定
め
る
一
級
か
ら

五
級
ま
で
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る

こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
る
遺
族
年
金
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
子
が
、
十
八
歳
に
達
し
た
日
以
後
の

初
の
三
月
三
十
一
日
が
終
了
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、

被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
の
死
亡
の
当

時
別
表
第
一
に
定
め
る
一
級
か
ら
五
級
ま
で
の
障
害

の
状
態
に
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
が
被
保
険
者
又
は

被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
の
死
亡
の
当
時
か
ら
引
き
続

き
別
表
第
一
に
定
め
る
一
級
か
ら
五
級
ま
で
の
障
害

の
状
態
に
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る

書
類

三
　
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
る
五
十
五
歳
未
満
の
妻

が
別
表
第
一
に
定
め
る
一
級
か
ら
五
級
ま
で
の
障
害

の
状
態
に
あ
る
者
（
法
第
九
十
八
条
第
一
項
第
二
号

か
ら
第
四
号
ま
で
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、

そ
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

四
　
第
一
号
及
び
前
号
の
障
害
が
別
表
第
三
に
掲
げ
る

疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の

障
害
の
状
態
の
程
度
を
示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
支
給
停
止
の
申
請
手
続
）

第
百
三
十
三
条
　
法
第
百
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請

を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
請
書
を
協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
と
申
請
者

と
の
身
分
関
係

三
　
遺
族
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
で
あ
っ

て
、
所
在
不
明
と
な
っ
て
い
る
者
の
氏
名
及
び
生
年

月
日

四
　
遺
族
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
で
所
在
不

明
と
な
っ
て
い
る
者
の
基
礎
年
金
番
号
及
び
年
金
証

書
の
年
金
コ
ー
ド

五
　
遺
族
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
所
在
不

明
と
な
っ
た
年
月
日

六
　
申
請
者
と
同
順
位
の
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者

と
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
と
の
身
分

関
係
及
び
そ
の
者
の
氏
名

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
遺
族
年
金
を
受
け
る
権
利
を

有
す
る
者
が
引
き
続
き
一
年
以
上
所
在
不
明
で
あ
る
こ

と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
支
給
停
止
の
解
除
の
申
請
）

第
百
三
十
四
条
　
法
第
百
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
遺
族

年
金
の
支
給
の
停
止
の
解
除
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
協
会

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
　
遺
族
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
の
氏
名
、

生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
遺
族
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
公
的
年
金
給
付
（
当
該
遺
族
年
金
と
同
一
の
支
給

事
由
に
基
づ
く
遺
族
基
礎
年
金
及
び
遺
族
共
済
年
金

を
除
く
。
）
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類

の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
及
び
番
号
若
し
く
は
番
号

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
受
給
権
者
の

生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄

本
（
協
会
が
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
）

二
　
遺
族
年
金
の
年
金
証
書
（
協
会
が
番
号
利
用
法
第

二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
年
金
証
書
と
同
一

の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
）

三
　
協
会
が
指
定
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
と
被

保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
と
の
身
分
関
係

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
戸
籍
の
謄
本
（
協

会
が
番
号
利
用
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報

の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。
）

四
　
協
会
が
指
定
す
る
者
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診

断
書

五
　
前
号
の
障
害
が
別
表
第
三
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負

傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態

の
程
度
を
示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

（
失
権
の
届
出
）

第
百
三
十
五
条
　
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者

は
、
法
第
九
十
九
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で

及
び
第
六
号
に
該
当
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
届
書
を
協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
届
出
者
の
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
遺
族
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
法
第
九
十
九
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で

及
び
第
六
号
に
該
当
し
た
年
月
日
及
び
そ
の
事
由

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
遺
族
年
金
の
年
金
証
書
を
添
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
協
会
が
番
号
利
用
法
第
二
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
年
金
証
書
と
同
一
の
内
容
を

含
む
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
）
。
た
だ
し
、
年
金
証
書

を
添
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
事
由
書
を

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
死
亡
の
届
出
）

第
百
三
十
六
条
　
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
が

死
亡
し
た
と
き
は
、
そ
の
遺
族
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
協
会
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
届
出
者
と
遺
族

年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
と
の
身
分
関
係

二
　
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
の
氏
名
、
生

年
月
日
、
基
礎
年
金
番
号
及
び
遺
族
年
金
の
年
金
証

書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
の
死
亡
の
年

月
日

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
の
死
亡
を
証

す
る
書
類
（
協
会
が
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提

供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。
）

二
　
遺
族
年
金
の
年
金
証
書
（
遺
族
年
金
の
年
金
証
書

を
添
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
事
由

書
）
（
協
会
が
番
号
利
用
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
年
金
証
書
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定

個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
）

（
胎
児
出
生
の
届
出
）

第
百
三
十
七
条
　
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
る
者
は
、
法

第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
又
は
被

保
険
者
で
あ
っ
た
者
の
死
亡
の
当
時
胎
児
で
あ
っ
た
子

が
出
生
し
た
と
き
は
、
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
届
書
を
協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
届
出
者
の
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
の
氏
名
及

び
死
亡
の
年
月
日

四
　
遺
族
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

五
　
胎
児
で
あ
っ
た
子
が
出
生
し
た
年
月
日
、
氏
名
及

び
住
所

２
　
前
項
の
届
書
に
は
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
子
の
戸
籍

の
抄
本
（
協
会
が
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
）

及
び
遺
族
年
金
の
年
金
証
書
（
協
会
が
番
号
利
用
法
第

二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一
の

内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
）
並
び
に
そ
の

者
が
別
表
第
一
に
定
め
る
一
級
か
ら
五
級
ま
で
の
障
害

の
状
態
に
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
に
関
す
る
医
師
の

診
断
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
遺
族
年
金
の
額
の
変
更
の
届
出
）

第
百
三
十
八
条
　
別
表
第
一
に
定
め
る
一
級
か
ら
五
級
ま

で
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
た
め
法
第
九
十
八
条
第
一
項

第
一
号
の
規
定
に
よ
る
遺
族
年
金
を
受
け
る
五
十
五
歳

未
満
の
妻
は
、
そ
の
遺
族
年
金
を
受
け
る
程
度
の
障
害

の
状
態
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
十
日
以
内

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
協
会
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
遺
族
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
遺
族
年
金
を
受
け
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
該
当

し
な
く
な
っ
た
年
月
日
（
年
月
日
が
明
ら
か
で
な
い

と
き
は
推
定
さ
れ
る
年
月
日
）

（
遺
族
一
時
金
の
申
請
）

第
百
三
十
九
条
　
法
第
百
一
条
の
規
定
に
よ
る
遺
族
一
時

金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
死
亡
し
た
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者

の
氏
名
、
生
年
月
日
、
死
亡
の
年
月
日
及
び
被
保
険

者
等
記
号
・
番
号

三
　
死
亡
の
原
因
で
あ
る
疾
病
又
は
負
傷
の
発
生
し
た

当
時
使
用
さ
れ
て
い
た
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び

住
所

四
　
死
亡
の
原
因
で
あ
る
疾
病
又
は
負
傷
の
発
生
し
た

年
月
日
並
び
に
疾
病
又
は
負
傷
の
原
因
及
び
職
務
上

の
事
由
に
よ
る
も
の
又
は
通
勤
に
よ
る
も
の
の
別

五
　
死
亡
の
原
因
で
あ
る
疾
病
又
は
負
傷
が
第
三
者
の

行
為
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
並
び
に

当
該
第
三
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
（
氏
名
又

は
住
所
若
し
く
は
居
所
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、

そ
の
旨
）

六
　
死
亡
し
た
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者

と
申
請
者
と
の
身
分
関
係

七
　
申
請
者
と
同
順
位
の
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者

と
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
と
の
身
分

関
係
及
び
そ
の
氏
名

八
　
法
第
百
一
条
に
規
定
す
る
遺
族
補
償
一
時
金
等

（
以
下
「
遺
族
補
償
一
時
金
等
」
と
い
う
。
）
の
請
求

を
行
っ
て
い
る
労
働
基
準
監
督
署
の
名
称
及
び
所

在
地

九
　
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
事
項

イ
　
払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
　

払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
す
る
旨
及
び
個
人

番
号

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
払
渡
し
を
受
け
よ

う
と
す
る
金
融
機
関
等
の
名
称

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
の
死
亡
を

証
す
る
書
類
（
協
会
が
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の

提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。
）

二
　
死
亡
の
原
因
で
あ
る
疾
病
又
は
負
傷
が
職
務
上
の

事
由
又
は
通
勤
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ

の
旨
の
船
舶
所
有
者
の
証
明
書

三
　
死
亡
し
た
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者

と
申
請
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
戸
籍
の
謄
本
又
は
除
か
れ
た
戸
籍
の
謄
本

（
協
会
が
番
号
利
用
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人

情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。
）

四
　
申
請
者
が
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上

婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ
た
者
で
あ
る
と
き

は
、
そ
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

３
　
前
項
の
書
類
に
つ
い
て
は
、
遺
族
補
償
一
時
金
等
の

請
求
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
請
求
書
及
び
そ

の
添
付
書
類
の
写
し
を
も
っ
て
、
前
項
に
掲
げ
る
書
類

に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
遺
族
年
金
差
額
一
時
金
の
申
請
）

第
百
四
十
条
　
法
第
百
二
条
の
規
定
に
よ
る
遺
族
年
金
差

額
一
時
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
協
会
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
の
氏
名
、

生
年
月
日
及
び
死
亡
の
年
月
日

三
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
と
申
請
者

と
の
身
分
関
係

四
　
申
請
者
が
法
第
三
十
六
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第

三
号
の
規
定
に
該
当
す
る
者
で
な
い
と
き
は
、
そ

の
旨

五
　
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
の
氏
名
及
び

生
年
月
日
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六
　
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
の
個
人
番
号

又
は
基
礎
年
金
番
号
及
び
遺
族
年
金
証
書
の
年
金
コ

ー
ド

七
　
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
が
遺
族
年
金

を
受
け
る
権
利
を
失
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
理
由

八
　
申
請
者
と
同
順
位
の
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者

の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に
そ
の
者
と
被
保
険
者

又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
と
の
身
分
関
係

九
　
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
事
項

イ
　
払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
　

払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
す
る
旨
及
び
個
人

番
号

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
払
渡
し
を
受
け
よ

う
と
す
る
金
融
機
関
等
の
名
称

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
が
死
亡
し
た

場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
死
亡
を
証
す
る
書
類
（
協

会
が
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
）

二
　
前
号
以
外
の
場
合
に
お
い
て
は
、
遺
族
年
金
の
支

給
を
受
け
て
い
た
者
が
遺
族
年
金
を
受
け
る
権
利
を

失
う
に
至
っ
た
事
実
が
認
め
ら
れ
る
書
類

三
　
申
請
者
が
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上

婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事

実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

四
　
申
請
者
が
法
第
三
十
六
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第

三
号
の
規
定
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の

事
実
が
認
め
ら
れ
る
書
類
（
協
会
が
番
号
利
用
法
第

二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一

の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
）

３
　
前
項
の
書
類
に
つ
い
て
は
、
遺
族
補
償
年
金
等
又
は

遺
族
補
償
一
時
金
等
の
請
求
を
行
っ
て
い
る
場
合
に

は
、
当
該
請
求
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
の
写
し
を
も
っ

て
、
前
項
に
掲
げ
る
書
類
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
る
者
の
届
出
等
）

第
百
四
十
一
条
　
第
百
十
八
条
の
二
か
ら
第
百
二
十
二
条

ま
で
、
第
百
二
十
四
条
及
び
第
百
二
十
五
条
の
規
定

は
、
遺
族
年
金
の
支
給
に
関
し
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
百
二
十
四
条
第
二
項
中
「
第
百
十
五

条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
二
十
九
条
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

第
五
款
　
前
払
一
時
金
の
支
給

（
障
害
前
払
一
時
金
の
額
）

第
百
四
十
二
条
　
法
附
則
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
は
、
法
第
八
十
八
条
第
一
項

に
規
定
す
る
額
に
障
害
の
程
度
（
別
表
第
一
に
定
め
る

障
害
の
程
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
応
じ
法
別
表

第
五
に
定
め
る
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
そ
の
額
に

障
害
の
程
度
に
応
じ
別
表
第
四
に
定
め
る
日
数
を
乗
じ

て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
額
が
法
第
八
十
八

条
第
一
項
に
規
定
す
る
額
に
障
害
の
程
度
に
応
じ
法
別

表
第
五
に
定
め
る
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
、
既
に

支
給
を
受
け
た
障
害
年
金
の
総
額
（
そ
の
障
害
年
金
の

額
が
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
改
定
さ
れ

た
と
き
は
、
そ
の
改
定
が
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
し
て

算
定
し
た
場
合
の
障
害
年
金
の
総
額
）
を
控
除
し
た
額

を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

２
　
前
項
の
障
害
前
払
一
時
金
の
額
は
、
法
附
則
第
五
条

第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
障
害
前
払
一
時
金
の
限
度
額
が
改
定
さ
れ

た
と
き
は
、
そ
の
改
定
の
例
に
よ
り
額
を
改
定
す
る
。

（
障
害
前
払
一
時
金
の
申
請
手
続
）

第
百
四
十
三
条
　
障
害
前
払
一
時
金
の
申
請
は
、
同
一
の

事
由
に
関
し
一
回
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
申
請
は
、
障
害
年
金
の
申
請
と
同
時
に
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
障
害
年
金
に
関
す
る

第
百
五
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
通
知
を
受
け
た
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
の
期
間
に
お
い
て

は
、
当
該
障
害
年
金
の
請
求
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
も

前
項
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
障
害
前
払
一
時
金
の
申
請
）

第
百
四
十
四
条
　
障
害
前
払
一
時
金
の
支
給
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

を
協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
選
択
し
よ
う
と
す
る
障
害
前
払
一
時
金
の
額

三
　
前
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
障
害
前

払
一
時
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
お
い
て

は
、
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
及
び
障
害
年
金

の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
事
項

イ
　
払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
　

払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
す
る
旨

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
払
渡
し
を
受
け
よ

う
と
す
る
金
融
機
関
等
の
名
称

（
障
害
年
金
の
一
部
支
給
停
止
期
間
）

第
百
四
十
五
条
　
法
附
則
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

障
害
年
金
の
額
の
一
部
の
支
給
が
停
止
さ
れ
る
期
間

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
が
障
害
前
払
一

時
金
の
額
に
達
す
る
ま
で
の
間
と
す
る
。

一
　
障
害
前
払
一
時
金
が
支
払
わ
れ
た
月
後
、

初
の

障
害
年
金
の
支
給
期
月
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
ま
で

の
間
に
お
い
て
各
月
に
支
給
す
べ
き
障
害
年
金
に
つ

い
て
は
、
当
該
障
害
年
金
の
額
の
合
算
額

二
　
障
害
前
払
一
時
金
が
支
払
わ
れ
た
月
後
、

初
の

障
害
年
金
の
支
給
期
月
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
後
の

各
月
に
支
給
す
べ
き
障
害
年
金
に
つ
い
て
は
、
当
該

障
害
年
金
の
額
を
障
害
の
原
因
で
あ
る
疾
病
又
は
負

傷
の
発
生
時
に
お
け
る
法
定
利
率
に
そ
の
経
過
し
た

年
数
（
当
該
年
数
に
一
年
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）

を
乗
じ
て
得
た
数
に
、
一
を
加
え
て
得
た
数
で
除
し

て
得
た
額
の
合
算
額

（
遺
族
前
払
一
時
金
の
額
）

第
百
四
十
六
条
　
法
附
則
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
は
、
法
第
九
十
八
条
第
一
項

に
規
定
す
る
額
の
二
百
日
分
、
四
百
日
分
、
六
百
日

分
、
八
百
日
分
又
は
千
日
分
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

た
だ
し
、
そ
の
額
が
法
第
九
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す

る
額
の
千
日
分
に
相
当
す
る
額
か
ら
既
に
支
給
を
受
け

た
遺
族
年
金
の
総
額
（
そ
の
遺
族
年
金
の
額
が
法
第
三

十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
改
定
さ
れ
た
と
き
は
、

そ
の
改
定
が
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
算
定
し
た
場

合
の
障
害
年
金
の
総
額
）
を
控
除
し
た
額
を
超
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

２
　
前
項
の
遺
族
前
払
一
時
金
の
額
は
、
法
附
則
第
五
条

第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
遺
族
前
払
一
時
金
の
限
度
額
が
改
定
さ
れ

た
と
き
は
、
そ
の
改
定
の
例
に
よ
り
額
を
改
定
す
る
。

（
遺
族
前
払
一
時
金
の
申
請
手
続
）

第
百
四
十
七
条
　
遺
族
前
払
一
時
金
の
申
請
は
、
同
一
の

事
由
に
関
し
一
回
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
申
請
は
、
遺
族
年
金
の
申
請
と
同
時
に
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
遺
族
年
金
に
関
す
る

第
百
五
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
通
知
を
受
け
た
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
の
期
間
に
お
い
て

は
、
当
該
遺
族
年
金
の
請
求
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
も

前
項
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
遺
族
前
払
一
時
金
の
申
請
）

第
百
四
十
八
条
　
遺
族
前
払
一
時
金
の
支
給
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

を
協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
の
氏
名
、

生
年
月
日
及
び
死
亡
の
年
月
日

三
　
選
択
し
よ
う
と
す
る
遺
族
前
払
一
時
金
の
額

四
　
前
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
遺
族

前
払
一
時
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
お
い

て
は
、
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
及
び
遺
族
年

金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

五
　
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
事
項

イ
　
払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
　

払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金
口
座
と
し

て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
す
る
旨

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
払
渡
し
を
受
け
よ

う
と
す
る
金
融
機
関
等
の
名
称

（
遺
族
年
金
の
一
部
支
給
停
止
期
間
）

第
百
四
十
九
条
　
法
附
則
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

遺
族
年
金
の
額
の
一
部
が
支
給
停
止
さ
れ
る
期
間
は
次

の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
が
遺
族
前
払
一
時
金
の

額
に
達
す
る
ま
で
の
間
と
す
る
。

一
　
遺
族
前
払
一
時
金
が
支
払
わ
れ
た
月
後
、

初
の

遺
族
年
金
の
支
給
期
月
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
ま
で

の
間
に
お
い
て
各
月
に
支
給
す
べ
き
遺
族
年
金
に
つ

い
て
は
、
当
該
遺
族
年
金
の
額
の
合
算
額

二
　
遺
族
前
払
一
時
金
が
支
払
わ
れ
た
月
後
、

初
の

遺
族
年
金
の
支
給
期
月
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
後
各

月
に
支
給
す
べ
き
遺
族
年
金
に
つ
い
て
は
、
当
該
遺

族
年
金
の
額
を
死
亡
の
原
因
で
あ
る
疾
病
又
は
負
傷

の
発
生
時
に
お
け
る
法
定
利
率
に
そ
の
経
過
し
た
年

数
を
乗
じ
て
得
た
数
に
一
を
加
え
て
得
た
数
で
除
し

て
得
た
額
の
合
算
額

第
三
節
　
雑
則

（
障
害
年
金
等
の
額
の
改
定
）

第
百
五
十
条
　
令
和
五
年
八
月
一
日
以
後
の
日
に
係
る
休

業
手
当
金
又
は
同
月
以
降
分
の
月
分
の
障
害
年
金
若
し

く
は
遺
族
年
金
の
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る

額
の
改
定
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

一
　
法
第
八
十
五
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
休
業

手
当
金
の
額
は
、
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被

保
険
者
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
疾
病
任
意
継
続

被
保
険
者
を
除
く
。
）
の
資
格
を
喪
失
す
べ
き
事
由

が
生
じ
た
日
が
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
以
前
で
あ

る
と
き
は
、
標
準
報
酬
日
額
に
そ
の
日
に
応
じ
別
表

第
五
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
四

万
六
千
三
百
三
十
円
を
超
え
る
と
き
は
四
万
六
千
三

百
三
十
円
）
か
ら
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
第
八
条

の
二
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
額
を
控
除
し
た
額
の

百
分
の
六
十
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。

二
　
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
年
金
の

額
は
、
障
害
の
原
因
と
な
っ
た
疾
病
又
は
負
傷
の
発

生
し
た
日
が
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
以
前
で
あ
る
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と
き
は
、

終
標
準
報
酬
日
額
に
そ
の
日
に
応
じ
別

表
第
五
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
が

四
万
六
千
三
百
三
十
円
を
超
え
る
と
き
は
四
万
六
千

三
百
三
十
円
）
か
ら
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
第
八

条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
ら
れ
た
同
法
第

八
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
額
（
以
下
「

高
限
度
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
額
に
、
障
害

の
程
度
に
応
じ
て
法
別
表
第
二
に
定
め
る
日
数
を
乗

じ
て
得
た
額
と
す
る
。

三
　
法
第
九
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
遺
族
年
金
の

額
は
、
死
亡
の
原
因
と
な
っ
た
疾
病
又
は
負
傷
が
発

生
し
た
日
が
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
以
前
で
あ
る

と
き
は
、

終
標
準
報
酬
日
額
に
そ
の
日
に
応
じ
別

表
第
五
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
が

四
万
六
千
三
百
三
十
円
を
超
え
る
と
き
は
四
万
六
千

三
百
三
十
円
）
か
ら

高
限
度
額
を
控
除
し
た
額

に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
遺
族
年
金
を
受
け
る
権
利

を
有
す
る
遺
族
及
び
そ
の
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て

い
る
遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
の
人

数
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
数
を
乗

じ
て
得
た
額
と
す
る
。

２
　
令
和
五
年
八
月
一
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生

じ
た
障
害
手
当
金
、
障
害
差
額
一
時
金
、
障
害
年
金
差

額
一
時
金
、
遺
族
一
時
金
又
は
遺
族
年
金
差
額
一
時
金

の
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
額
の
改
定
に
つ

い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
法
第
九
十
条
に
規
定
す
る
障
害
手
当
金
の
額
は
、

障
害
の
原
因
と
な
っ
た
疾
病
又
は
負
傷
が
発
生
し
た

日
が
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
以
前
で
あ
る
と
き

は
、

終
標
準
報
酬
月
額
に
そ
の
日
に
応
じ
別
表
第

五
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
百
三

十
九
万
円
を
超
え
る
と
き
は
百
三
十
九
万
円
）
に
、

障
害
の
程
度
に
応
じ
て
法
別
表
第
三
に
定
め
る
月
数

を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。

二
　
法
第
九
十
一
条
に
規
定
す
る
障
害
差
額
一
時
金
の

額
は
、
既
に
支
給
を
受
け
た
障
害
年
金
の
総
額
、
労

働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
年

金
又
は
障
害
年
金
（
以
下
「
障
害
補
償
年
金
等
」
と

い
う
。
）
の
総
額
及
び
同
法
の
規
定
に
よ
る
障
害
補

償
一
時
金
又
は
障
害
一
時
金
の
額
の
合
算
額
が
、

終
標
準
報
酬
月
額
に
障
害
補
償
年
金
等
の
基
礎
と
な

っ
た
障
害
の
程
度
に
応
じ
て
法
別
表
第
四
に
定
め
る

月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
そ
の

差
額
（
障
害
の
原
因
と
な
っ
た
疾
病
又
は
負
傷
が
発

生
し
た
日
が
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
以
前
で
あ
る

と
き
は
、
そ
の
額
に
そ
の
日
に
応
じ
別
表
第
五
に
定

め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
と
す
る
。

三
　
法
第
九
十
二
条
に
規
定
す
る
障
害
年
金
差
額
一
時

金
の
額
は
、
既
に
支
給
を
受
け
た
障
害
年
金
の
総

額
、
障
害
補
償
年
金
等
の
総
額
及
び
労
働
者
災
害
補

償
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時

金
又
は
障
害
年
金
差
額
一
時
金
の
合
算
額
が
、

終

標
準
報
酬
月
額
に
障
害
補
償
年
金
等
の
基
礎
と
な
っ

た
障
害
の
程
度
に
応
じ
て
法
別
表
第
四
に
定
め
る
月

数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
そ
の
差

額
（
障
害
の
原
因
と
な
っ
た
疾
病
又
は
負
傷
が
発
生

し
た
日
が
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
以
前
で
あ
る
と

き
は
、
そ
の
額
に
そ
の
日
に
応
じ
別
表
第
五
に
定
め

る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
と
す
る
。

四
　
法
第
百
一
条
に
規
定
す
る
遺
族
一
時
金
の
額
は
、

終
標
準
報
酬
月
額
（
死
亡
の
原
因
と
な
っ
た
疾
病

又
は
負
傷
の
発
生
し
た
日
が
令
和
四
年
三
月
三
十
一

日
以
前
で
あ
る
と
き
は
、

終
標
準
報
酬
月
額
に
そ

の
日
に
応
じ
別
表
第
五
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た

額
（
そ
の
額
が
百
三
十
九
万
円
を
超
え
る
と
き
は
百

三
十
九
万
円
）
）
の
二
・
七
月
分
に
相
当
す
る
金
額

と
す
る
。

五
　
法
第
百
二
条
に
規
定
す
る
遺
族
年
金
差
額
一
時
金

の
額
は
、
既
に
支
給
さ
れ
た
遺
族
年
金
の
総
額
、
労

働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
年

金
又
は
遺
族
年
金
の
総
額
及
び
同
法
の
規
定
に
よ
る

遺
族
補
償
一
時
金
又
は
遺
族
一
時
金
の
額
の
合
算
額

が

終
標
準
報
酬
月
額
の
三
十
六
月
分
に
相
当
す
る

金
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
そ
の
差
額
（
死
亡
の
原

因
と
な
っ
た
疾
病
又
は
負
傷
の
発
生
し
た
日
が
令
和

四
年
三
月
三
十
一
日
以
前
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
額

に
そ
の
日
に
応
じ
別
表
第
五
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て

得
た
額
）
と
す
る
。

３
　
令
和
五
年
八
月
一
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生

じ
た
障
害
前
払
一
時
金
又
は
遺
族
前
払
一
時
金
の
限
度

額
の
法
附
則
第
五
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
額
の
改
定
に
つ
い
て

は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
法
附
則
第
五
条
第
一
項
後
段
に
規
定
す
る
障
害
前

払
一
時
金
の
限
度
額
は
、
障
害
の
原
因
と
な
っ
た
疾

病
又
は
負
傷
が
発
生
し
た
日
が
令
和
四
年
三
月
三
十

一
日
以
前
で
あ
る
と
き
は
、

終
標
準
報
酬
日
額
に

そ
の
日
に
応
じ
別
表
第
五
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得

た
額
（
そ
の
額
が
四
万
六
千
三
百
三
十
円
を
超
え
る

と
き
は
四
万
六
千
三
百
三
十
円
）
に
、
障
害
の
程
度

に
応
じ
て
法
別
表
第
五
に
定
め
る
日
数
を
乗
じ
て
得

た
額
と
す
る
。

二
　
法
附
則
第
五
条
第
二
項
後
段
に
規
定
す
る
遺
族
前

払
一
時
金
の
限
度
額
は
、
死
亡
の
原
因
と
な
っ
た
疾

病
又
は
負
傷
が
発
生
し
た
日
が
令
和
四
年
三
月
三
十

一
日
以
前
で
あ
る
と
き
は
、

終
標
準
報
酬
日
額
に

そ
の
日
に
応
じ
別
表
第
五
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得

た
額
（
そ
の
額
が
四
万
六
千
三
百
三
十
円
を
超
え
る

と
き
は
四
万
六
千
三
百
三
十
円
）
の
千
日
分
に
相
当

す
る
額
と
す
る
。

（
法
第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
充
当
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
場
合
）

第
百
五
十
一
条
　
法
第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
年
金
た

る
保
険
給
付
の
支
払
金
の
金
額
の
過
誤
払
に
よ
る
返
還

金
債
権
へ
の
充
当
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
年
金
た
る
保
険
給
付
の
受
給
権
者
の
死
亡
を
支
給

事
由
と
す
る
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
が
、
当
該
年
金

た
る
保
険
給
付
の
受
給
権
者
の
死
亡
に
伴
う
当
該
年

金
た
る
保
険
給
付
の
支
払
金
の
金
額
の
過
誤
払
に
よ

る
返
還
金
債
権
に
係
る
債
務
の
弁
済
を
す
べ
き
者
で

あ
る
と
き
。

二
　
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
が
同
一
の
支
給
事
由
に
基

づ
く
他
の
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
の
死
亡
に
伴
う
当

該
遺
族
年
金
の
支
払
金
の
金
額
の
過
誤
払
に
よ
る
返

還
金
債
権
に
係
る
債
務
の
弁
済
を
す
べ
き
者
で
あ
る

と
き
。

（
損
害
賠
償
が
行
わ
れ
た
場
合
の
取
扱
い
）

第
百
五
十
二
条
　
法
附
則
第
六
条
第
二
項
第
一
号
の
年
金

給
付
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
が
同
号
に

規
定
す
る
前
払
一
時
金
の
限
度
額
に
相
当
す
る
額
に
達

す
る
ま
で
の
間
に
つ
い
て
の
年
金
給
付
と
す
る
。

一
　
年
金
給
付
を
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
月
後
、

初
の
年
金
給
付
の
支
給
期
月
か
ら
一
年
を
経
過
す

る
ま
で
の
間
に
お
い
て
各
月
に
支
給
す
べ
き
年
金
給

付
に
つ
い
て
は
、
当
該
年
金
給
付
の
合
算
額

二
　
年
金
給
付
を
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
月
後
、

初
の
年
金
給
付
の
支
給
期
月
か
ら
一
年
を
経
過
し

た
後
各
月
に
支
給
す
べ
き
年
金
給
付
に
つ
い
て
は
、

当
該
年
金
給
付
の
額
を
損
害
の
発
生
時
に
お
け
る
法

定
利
率
に
そ
の
経
過
し
た
年
数
を
乗
じ
て
得
た
数
に

一
を
加
え
て
得
た
数
で
除
し
て
得
た
額
の
合
算
額

（
船
舶
所
有
者
か
ら
受
け
た
損
害
賠
償
に
つ
い
て
の
届

出
等
）

第
百
五
十
三
条
　
死
亡
し
た
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で

あ
っ
た
者
の
遺
族
が
、
当
該
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者

で
あ
っ
た
者
を
使
用
し
て
い
た
船
舶
所
有
者
か
ら
民
法

（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
そ
の
他
の
法
律

に
よ
る
損
害
賠
償
（
当
該
保
険
給
付
に
よ
り
補
塡
さ
れ

る
損
害
を
補
塡
す
る
部
分
に
限
る
。
）
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
、
職
務
上
の
事
由
に
よ
る
保

険
給
付
を
受
け
る
べ
き
と
き
に
、
同
一
の
事
由
に
つ
い

て
損
害
賠
償
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨

を
協
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
添
付
書
類
の
省
略
）

第
百
五
十
四
条
　
本
章
の
規
定
に
よ
っ
て
申
請
書
、
申
請

書
又
は
届
書
に
船
舶
所
有
者
若
し
く
は
市
町
村
長
の
証

明
書
又
は
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
の
意
見
書
を
添
付

す
べ
き
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
申
請
書
、
申
請
書
又

は
届
書
に
相
当
す
る
記
載
を
受
け
た
と
き
は
、
証
明
書

又
は
意
見
書
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
保
険
給
付
に
関
す
る
処
分
の
通
知
等
）

第
百
五
十
五
条
　
協
会
は
、
保
険
給
付
に
関
す
る
処
分
を

行
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
文
書
で
そ
の
内
容
を
申

請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
保
険
給
付
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
き
不
支
給
の

処
分
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
付
記
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
通
知
が
障
害
年
金
若
し
く
は
障
害
手
当
金
又

は
遺
族
年
金
の
決
定
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
協

会
は
、
併
せ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
当
該
年
金
の
年
金
証
書
を
年
金
の
支
給
を
受
け
る
者

に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
年
金
の
種
類
及
び
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

二
　
年
金
の
支
給
を
受
け
る
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

三
　
基
礎
年
金
番
号

四
　
受
給
権
を
取
得
し
た
年
月

（
医
療
費
の
通
知
）

第
百
五
十
五
条
の
二
　
協
会
は
、
被
保
険
者
若
し
く
は
被

保
険
者
で
あ
っ
た
者
又
は
被
扶
養
者
若
し
く
は
被
扶
養

者
で
あ
っ
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
被
保
険
者

等
」
と
い
う
。
）
が
支
払
っ
た
医
療
費
の
額
を
当
該
被

保
険
者
等
に
通
知
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

通
知
す
る
こ
と
を
標
準
と
す
る
。

一
　
被
保
険
者
等
の
氏
名

二
　
療
養
を
受
け
た
年
月

三
　
療
養
を
受
け
た
者
の
氏
名

四
　
療
養
を
受
け
た
病
院
、
診
療
所
、
薬
局
そ
の
他
の

者
の
名
称

五
　
被
保
険
者
等
が
支
払
っ
た
医
療
費
の
額

六
　
保
険
者
の
名
称

（
船
舶
所
有
者
の
意
見
申
出
）

第
百
五
十
六
条
　
船
舶
所
有
者
は
、
使
用
す
る
被
保
険
者

の
職
務
上
の
事
由
又
は
通
勤
に
よ
る
疾
病
、
負
傷
、
障

害
、
死
亡
又
は
行
方
不
明
（
次
項
に
お
い
て
職
務
上
の

事
由
に
よ
る
疾
病
等
と
い
う
。
）
に
関
す
る
保
険
給
付

の
申
請
に
関
し
、
協
会
に
意
見
の
申
出
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
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２
　
前
項
の
申
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書

類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

二
　
職
務
上
の
事
由
に
よ
る
疾
病
等
を
被
っ
た
被
保
険

者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

三
　
被
保
険
者
の
疾
病
若
し
く
は
負
傷
の
発
生
し
た
年

月
日
、
被
保
険
者
の
死
亡
の
年
月
日
又
は
被
保
険
者

の
行
方
不
明
と
な
っ
た
年
月
日

四
　
船
舶
所
有
者
の
意
見

（
被
保
険
者
証
等
を
提
出
す
る
場
合
の
経
由
）

第
百
五
十
七
条
　
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
保

険
者
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
疾
病
任
意
継
続
被
保

険
者
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
等

職
員
被
保
険
者
を
除
く
。
）
が
第
三
十
六
条
第
一
項

（
第
四
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
証
又
は
高
齢
受
給
者

証
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

そ
の
者
を
使
用
す
る
船
舶
所
有
者
を
経
由
す
る
も
の
と

す
る
。

（
申
請
書
等
の
回
付
）

第
百
五
十
八
条
　
機
構
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
協

会
に
提
出
す
べ
き
書
類
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い

て
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
協
会
に
回
付
す
る
も
の
と

す
る
。
協
会
が
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
提

出
す
べ
き
書
類
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
も
、

同
様
と
す
る
。

第
四
章
　
保
健
事
業
及
び
福
祉
事
業

（
法
第
百
十
一
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

者
等
）

第
百
五
十
八
条
の
二
　
法
第
百
十
一
条
第
二
項
の
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
　
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十

七
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
事
業
者
そ
の
他

の
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
使
用
す
る
被
保
険
者
等
（
法

第
百
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
等
を
い

う
。
次
項
、
次
条
第
一
項
及
び
第
百
五
十
九
条
の
二

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
健
康
診
断
（
高
齢
者
医

療
確
保
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
健
康

診
査
に
相
当
す
る
項
目
を
実
施
す
る
も
の
に
限
る
。

以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
実
施

し
て
い
る
も
の
（
同
法
そ
の
他
の
法
令
に
基
づ
き
健

康
診
断
を
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
者
を
除
く
。
）

二
　
船
舶
所
有
者

２
　
法
第
百
十
一
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

も
の
は
、
事
業
者
等
（
同
項
に
規
定
す
る
事
業
者
等
を

い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
保
存
し
て
い
る
被

保
険
者
等
に
係
る
健
康
診
断
に
関
す
る
記
録
の
写
し

（
労
働
安
全
衛
生
法
そ
の
他
の
法
令
に
基
づ
き
当
該
事

業
者
等
が
保
存
し
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
事
業
者
等
が
行
う
記
録
の
写
し
の
提
供
）

第
百
五
十
八
条
の
三
　
協
会
が
、
法
第
百
十
一
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
等
を
使
用
し
て
い
る
事
業
者

等
又
は
使
用
し
て
い
た
事
業
者
等
に
対
し
て
提
供
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
健
康
診
断
に
関
す
る
記
録
の
写
し

（
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
記
録
の
写
し
を
含
む
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
特
定
健
康
診
査
及

び
特
定
保
健
指
導
の
実
施
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
九

年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
七
号
）
第
二
条
各
号
に
掲

げ
る
項
目
に
関
す
る
記
録
の
写
し
そ
の
他
法
第
百
十
一

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
等
の
健
康
の
保
持

増
進
の
た
め
に
必
要
な
事
業
を
行
う
に
当
た
っ
て
協
会

が
必
要
と
認
め
る
情
報
と
す
る
。

２
　
法
第
百
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
健
康
診
断
に

関
す
る
記
録
の
写
し
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
事
業
者
等

は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
記
録
の
写
し
を

提
供
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
作
成

さ
れ
た
当
該
健
康
診
断
に
関
す
る
記
録
を
記
録
し
た
光

デ
ィ
ス
ク
等
を
送
付
す
る
方
法
そ
の
他
の
適
切
な
方
法

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
百
五
十
九
条
　
協
会
は
、
法
第
百
十
一
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
る
利
用
料
に
関
す
る
事
項
は
、
定
款
で
定
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
療
養
の
給
付
等
に
関
す
る
記
録
の
提
供
）

第
百
五
十
九
条
の
二
　
協
会
は
、
被
保
険
者
等
の
求
め
に

応
じ
、
当
該
被
保
険
者
等
の
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め

必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
被
保
険
者
等
に
対

し
、
協
会
が
保
有
す
る
当
該
被
保
険
者
等
が
受
け
た
療

養
の
給
付
等
に
関
す
る
記
録
を
電
磁
的
記
録
（
電
子
的

方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認

識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ

っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ

る
も
の
を
い
う
。
第
百
七
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

提
出
す
る
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
章
　
費
用
の
負
担

（
出
産
育
児
交
付
調
整
金
額
）

第
百
五
十
九
条
の
三
　
当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
概
算
出

産
育
児
交
付
金
の
額
（
法
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
健
康
保
険
法
第
百
五
十
二
条
の
四
に

規
定
す
る
概
算
出
産
育
児
交
付
金
の
額
を
い
う
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
同
年
度
の
確
定
出
産
育
児
交
付

金
の
額
（
法
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
健
康
保
険
法
第
百
五
十
二
条
の
五
に
規
定
す
る
確

定
出
産
育
児
交
付
金
の
額
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
出
産
育
児
交
付
調
整

金
額
（
法
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
健
康
保
険
法
第
百
五
十
二
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す

る
出
産
育
児
交
付
調
整
金
額
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
は
、
そ
の
超
え
る
額
に
健
康
保
険
法
施
行
規

則
第
百
三
十
四
条
の
三
に
規
定
す
る
出
産
育
児
交
付
算

定
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

２
　
当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
概
算
出
産
育
児
交
付
金
の

額
が
同
年
度
の
確
定
出
産
育
児
交
付
金
の
額
に
満
た
な

い
場
合
に
お
け
る
出
産
育
児
交
付
調
整
金
額
は
、
そ
の

満
た
な
い
額
に
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
百
三
十
四
条

の
三
に
規
定
す
る
出
産
育
児
交
付
算
定
率
を
乗
じ
て
得

た
額
と
す
る
。

（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
準
用
）

第
百
五
十
九
条
の
四
　
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
百
三
十

四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
協

会
に
係
る
法
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
健
康
保
険
法
第
百
五
十
二
条
の
四
に
規
定
す
る
出

産
育
児
一
時
金
等
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

（
保
険
料
等
交
付
金
の
額
の
算
定
）

第
百
六
十
条
　
令
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
料

等
交
付
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
保
険
料
等
交
付

金
」
と
い
う
。
）
は
、
同
一
の
月
に
年
金
特
別
会
計
の

健
康
勘
定
に
お
い
て
収
納
さ
れ
た
保
険
料
等
（
同
項
に

規
定
す
る
保
険
料
等
を
い
う
。
）
の
額
の
合
算
額
（
同

月
に
保
険
料
等
交
付
金
と
し
て
交
付
さ
れ
た
額
が
あ
る

場
合
に
は
、
当
該
交
付
さ
れ
た
額
を
除
く
。
）
か
ら
、

同
月
に
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
船
員
保
険
事
業
の
事
務

の
執
行
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
と
し
て
年
金
特

別
会
計
の
健
康
勘
定
か
ら
業
務
勘
定
に
繰
り
入
れ
ら
れ

る
べ
き
額
（
同
月
に
当
該
費
用
に
相
当
す
る
額
と
し
て

繰
り
入
れ
ら
れ
た
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
繰
り
入

れ
ら
れ
た
額
を
除
く
。
）
を
控
除
し
た
額
を
交
付
す
る

も
の
と
す
る
。

（
育
児
休
業
等
期
間
中
の
被
保
険
者
に
係
る
保
険
料
の

徴
収
の
特
例
の
申
出
等
）

第
百
六
十
一
条
　
法
第
百
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

申
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項

に
あ
っ
て
は
、
育
児
休
業
等
を
開
始
し
た
日
の
属
す
る

月
と
そ
の
育
児
休
業
等
が
終
了
す
る
日
の
翌
日
が
属
す

る
月
が
同
一
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
を
記
載
し
た
申

出
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と

す
る
。

一
　
申
出
に
係
る
被
保
険
者
（
疾
病
任
意
継
続
被
保
険

者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
氏

名
及
び
生
年
月
日

二
　
申
出
に
係
る
被
保
険
者
の
被
保
険
者
等
記
号
・

番
号

三
　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

四
　
育
児
休
業
等
を
開
始
し
た
年
月
日

五
　
育
児
休
業
等
に
係
る
子
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

六
　
育
児
休
業
等
を
終
了
す
る
年
月
日

七
　
育
児
休
業
等
の
日
数

２
　
法
第
百
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
の
徴

収
を
行
わ
な
い
被
保
険
者
を
使
用
す
る
船
舶
所
有
者

は
、
当
該
被
保
険
者
が
育
児
休
業
等
を
終
了
す
る
予
定

の
日
を
変
更
し
た
と
き
又
は
育
児
休
業
等
を
終
了
す
る

予
定
の
日
の
前
日
ま
で
に
育
児
休
業
等
を
終
了
し
た
と

き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
被
保
険
者
が
育

児
休
業
等
を
終
了
す
る
予
定
の
日
の
前
日
ま
で
に
法
第

百
十
八
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
産
前
産
後
休

業
を
開
始
し
た
こ
と
に
よ
り
育
児
休
業
等
を
終
了
し
た

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
又
は
届
出
を
し
よ
う
と

す
る
船
舶
所
有
者
に
使
用
さ
れ
て
い
る
被
保
険
者
が
同

時
に
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
申
出
書
又
は
届
書
に
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金

番
号
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
法
第
百
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
育
児
休

業
等
の
日
数
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
計
算
し
た
日
数
は
、
そ
の
育
児
休
業
等
を
開
始

し
た
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
当
該
育
児
休
業
等
を
開

始
し
た
日
か
ら
当
該
育
児
休
業
等
を
終
了
す
る
日
ま
で

の
期
間
の
日
数
（
被
保
険
者
が
育
児
休
業
、
介
護
休
業

等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す

る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
九
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
出
生
時
育
児
休
業
を
す
る
場
合
に

は
、
同
法
第
九
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該

被
保
険
者
を
使
用
す
る
船
舶
所
有
者
が
当
該
被
保
険
者

を
就
業
さ
せ
る
日
数
（
当
該
船
舶
所
有
者
が
当
該
被
保

険
者
を
就
業
さ
せ
る
時
間
数
を
当
該
被
保
険
者
に
係
る

一
日
の
所
定
労
働
時
間
数
で
除
し
て
得
た
数
（
そ
の
数

に
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て

た
数
）
を
い
う
。
）
を
除
い
た
日
数
）
と
す
る
。
た
だ

し
、
当
該
被
保
険
者
が
当
該
月
に
お
い
て
二
以
上
の
育

児
休
業
等
を
す
る
場
合
（
法
第
百
十
八
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
そ
の
全
部
が
一
の
育
児
休
業
等
と
み
な
さ
れ

る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
こ
れ
ら
の
育
児
休
業
等
に

つ
き
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
日
数

を
合
算
し
て
得
た
日
数
と
す
る
。

５
　
法
第
百
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
場
合
は
、
被
保
険
者
が
二
以
上
の
育
児
休
業

等
を
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
一
の
育
児
休
業
等
を

終
了
し
た
日
と
そ
の
次
の
育
児
休
業
等
を
開
始
し
た
日
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と
の
間
に
当
該
被
保
険
者
が
就
業
し
た
日
が
な
い
と
き

と
す
る
。

（
産
前
産
後
休
業
期
間
中
の
被
保
険
者
に
係
る
保
険
料

の
徴
収
の
特
例
の
申
出
等
）

第
百
六
十
一
条
の
二
　
法
第
百
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ

る
申
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を

機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
申
出
に
係
る
被
保
険
者
（
疾
病
任
意
継
続
被
保
険

者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
氏

名
及
び
生
年
月
日

二
　
申
出
に
係
る
被
保
険
者
の
被
保
険
者
等
記
号
・

番
号

三
　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

四
　
産
前
産
後
休
業
を
開
始
し
た
年
月
日

五
　
産
前
産
後
休
業
に
係
る
子
の
出
産
予
定
年
月
日

六
　
申
出
に
係
る
被
保
険
者
が
産
前
産
後
休
業
に
係
る

子
を
出
産
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
出
産
の
年
月
日

七
　
産
前
産
後
休
業
を
終
了
す
る
年
月
日
（
以
下
「
産

前
産
後
休
業
終
了
予
定
日
」
と
い
う
。
）

２
　
前
項
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
、
又
は

産
前
産
後
休
業
終
了
予
定
日
の
前
日
ま
で
に
産
前
産
後

休
業
を
終
了
し
た
と
き
は
、
被
保
険
者
を
使
用
す
る
船

舶
所
有
者
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
又
は
届
出
を
し
よ
う
と

す
る
船
舶
所
有
者
に
使
用
さ
れ
て
い
る
被
保
険
者
が
同

時
に
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
申
出
書
又
は
届
書
に
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金

番
号
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
端
数
処
理
）

第
百
六
十
二
条
　
令
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
の

規
定
（
令
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
に
基
づ
き
保
険

料
率
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
率
に
千
分
の

〇
・
〇
五
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切

り
捨
て
た
率
と
し
、
千
分
の
〇
・
〇
五
以
上
千
分
の

〇
・
一
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
千
分

の
〇
・
一
に
切
り
上
げ
た
率
と
す
る
。

（
令
第
十
九
条
に
規
定
す
る
予
定
保
険
料
納
付
率
の
算

定
）

第
百
六
十
三
条
　
一
の
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
に
お
け

る
令
第
十
九
条
に
規
定
す
る
予
定
保
険
料
納
付
率
は
、

当
該
一
の
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
当
該
率
等
を
勘

案
し
て
、
協
会
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
保
険
料
等
の
納
入
告
知
）

第
百
六
十
四
条
　
協
会
は
、
保
険
料
そ
の
他
法
の
規
定
に

よ
る
徴
収
金
（
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
が
法
第
百
二

十
七
条
第
一
項
又
は
第
百
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
納
付
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
徴
収
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
徴
収
す
べ
き
金
額
を
決
定
し
、
納
付
義
務

者
に
対
し
、
そ
の
徴
収
金
の
種
類
並
び
に
納
付
す
べ
き

金
額
（
疾
病
保
険
料
額
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
訳
と
し

て
、
基
本
保
険
料
額
（
各
被
保
険
者
の
標
準
報
酬
月
額

及
び
標
準
賞
与
額
に
そ
れ
ぞ
れ
法
第
百
二
十
一
条
第
十

項
の
基
本
保
険
料
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
い
う
。
）
及

び
特
定
保
険
料
額
（
各
被
保
険
者
の
標
準
報
酬
月
額
及

び
標
準
賞
与
額
に
そ
れ
ぞ
れ
同
項
の
特
定
保
険
料
率
を

乗
じ
て
得
た
額
を
い
う
。
）
）
、
期
日
及
び
場
所
を
記
載

し
た
書
面
（
以
下
「
納
入
告
知
書
」
と
い
う
。
）
で
納

入
の
告
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
即
納

さ
せ
る
場
合
は
、
口
頭
で
納
入
の
告
知
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
の
保
険
料
納
付
）

第
百
六
十
五
条
　
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
は
、
法
第
百

二
十
七
条
第
一
項
又
は
第
百
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
保
険
料
を
納
付
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
納
付

書
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
書
は
、
協
会
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

３
　
法
第
十
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
又
は
第
十
四
条
第
三

号
の
規
定
に
該
当
す
る
者
は
、
遅
滞
な
く
、
保
険
料
を

遅
延
し
て
納
付
す
る
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
を
協
会

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
の
保
険
料
の
前
納
）

第
百
六
十
六
条
　
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
は
、
保
険
料

を
前
納
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
納
し
よ
う
と
す
る

額
を
前
納
に
係
る
期
間
の
初
月
の
前
月
末
日
ま
で
に
払

い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
は
、
保
険
料
が
前
納
さ
れ

た
後
、
前
納
に
係
る
期
間
の
経
過
前
に
お
い
て
疾
病
任

意
継
続
被
保
険
者
に
係
る
保
険
料
の
引
き
上
げ
が
行
わ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
保
険
料

の
引
き
上
げ
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
後
の
期
間
に

係
る
保
険
料
に
不
足
す
る
額
を
、
前
納
さ
れ
た
保
険
料

の
う
ち
当
該
保
険
料
の
額
の
引
き
上
げ
が
行
わ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
期
間
に
係
る
も
の
が
令
第
三
十
一
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
期
間
の
各
月
に
つ
き
納
付
す
べ
き
こ
と

と
な
る
保
険
料
に
順
次
充
当
さ
れ
て
も
な
お
保
険
料
に

不
足
を
生
ず
る
月
の
十
日
ま
で
に
払
い
込
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
の
前
納
保
険
料
の
還
付
）

第
百
六
十
七
条
　
法
第
百
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
保
険
料
が
前
納
さ
れ
た
後
、
前
納
に
係
る
期
間
の
経

過
前
に
お
い
て
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
に
係
る
保
険

料
の
額
の
引
き
下
げ
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合

に
お
い
て
は
、
前
納
さ
れ
た
保
険
料
の
額
の
う
ち
当
該

保
険
料
の
額
の
引
き
下
げ
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

後
の
期
間
に
係
る
額
か
ら
当
該
期
間
の
各
月
に
納
付
す

べ
き
こ
と
と
な
る
保
険
料
の
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た

額
は
当
該
前
納
に
係
る
期
間
の
後
に
引
き
続
き
保
険
料

を
前
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
に
係
る
前
納
さ
れ
る

べ
き
保
険
料
の
額
の
一
部
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
当
該

被
保
険
者
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
控
除
し
た

額
を
当
該
被
保
険
者
に
還
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
還
付
の
請
求
）

第
百
六
十
八
条
　
法
第
百
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
前
納
し
た
保
険
料
の
還
付
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
還
付
請
求
書
を
協

会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二
　
還
付
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
、
生
年
月

日
及
び
住
所

三
　
前
号
に
掲
げ
る
者
が
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
で

あ
っ
た
者
の
相
続
人
で
あ
る
と
き
は
、
疾
病
任
意
継

続
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

四
　
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
事
項

イ
　
還
付
金
の
払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
貯
金

口
座
と
し
て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
し
よ
う
と

す
る
者
　
還
付
金
の
払
渡
し
を
受
け
よ
う
と
す
る

預
貯
金
口
座
と
し
て
、
公
金
受
取
口
座
を
利
用
す

る
旨

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
還
付
金
の
払
渡
し

を
受
け
よ
う
と
す
る
金
融
機
関
等
の
名
称

五
　
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
理
由

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
が
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
の
相
続
人

で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
の
死
亡
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
協
会
が
機
構

保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
）

二
　
先
順
位
の
相
続
人
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
書
類

（
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
の
申
出
）

第
百
六
十
九
条
　
法
第
百
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
申
出

を
行
お
う
と
す
る
納
付
義
務
者
（
船
舶
所
有
者
に
限

る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を

機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

二
　
預
金
口
座
又
は
貯
金
口
座
の
番
号
及
び
預
金
又
は

貯
金
の
種
別

三
　
納
入
告
知
書
を
送
付
す
る
金
融
機
関
の
店
舗
の

名
称

（
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
に
係
る
納
入
告
知
書
の
送
付
）

第
百
七
十
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
百
二
十
九
条
の

規
定
に
よ
る
申
出
を
承
認
し
た
と
き
は
、
同
条
の
金
融

機
関
に
対
し
、
保
険
料
の
納
付
に
必
要
な
納
入
告
知
書

で
納
入
の
告
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

当
該
保
険
料
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
同
条
の
金

融
機
関
に
電
磁
的
記
録
に
よ
り
通
知
を
し
た
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

（
保
険
料
控
除
の
計
算
書
）

第
百
七
十
一
条
　
法
第
百
三
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

船
舶
所
有
者
の
保
険
料
の
控
除
に
関
す
る
計
算
書
に

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
被
保
険
者
の
氏
名

二
　
控
除
し
た
標
準
報
酬
月
額
に
係
る
保
険
料
の
額
及

び
控
除
し
た
年
月
日

三
　
控
除
し
た
標
準
賞
与
額
に
係
る
保
険
料
の
額
及
び

控
除
し
た
年
月
日

第
六
章
　
船
員
保
険
事
務
組
合

（
法
第
百
四
十
五
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
の
申
請
手
続
）

第
百
七
十
二
条
　
法
第
百
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
船
舶
所
有
者
の
組
織
す
る

団
体
の
代
表
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

請
書
を
機
構
を
経
由
し
て
協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
団
体
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二
　
団
体
の
代
表
者
の
氏
名

三
　
団
体
の
構
成
員
と
な
っ
て
い
る
船
舶
所
有
者
の
氏

名
及
び
そ
の
使
用
す
る
被
保
険
者
の
数

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
定
款
、
規
約
等
団
体
の
目
的
、
組
織
、
運
営
等
を

明
ら
か
に
す
る
書
類
（
団
体
が
法
人
で
あ
る
と
き

は
、
登
記
事
項
証
明
書
を
含
む
。
）

二
　

近
の
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算

書
等
資
産
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

三
　
法
第
百
四
十
五
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
る
こ
と

に
関
す
る
議
決
を
し
た
総
会
等
の
議
事
録
の
写
し

（
船
員
保
険
事
務
組
合
の
行
う
事
務
）

第
百
七
十
三
条
　
法
第
百
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
指
定
を
受
け
た
船
舶
所
有
者
の
組
織
す
る
団
体
（
以

下
「
船
員
保
険
事
務
組
合
」
と
い
う
。
）
は
、
船
舶
所
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有
者
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
次
に
掲
げ
る
事
務
を

行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
第
十
一
条
の
二
か
ら
第
十
三
条
ま
で
、
第
二
十
六

条
、
第
三
十
五
条
第
三
項
（
第
四
十
一
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
六
条
第

二
項
（
第
四
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
三
十
八
条
第
二
項
及
び
第

七
項
（
第
四
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
事
務

二
　
第
百
五
十
七
条
に
規
定
す
る
経
由
に
伴
う
事
務

第
百
七
十
四
条
　
前
条
の
規
定
に
よ
り
船
員
保
険
事
務
組

合
が
船
舶
所
有
者
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
務
を

行
う
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
三
条
の
二
か
ら
第
二
十

五
条
ま
で
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
五

条
第
三
項
、
第
三
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
三

十
七
条
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
三
十
八
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
「
船
舶
所
有
者
」
と
あ
る
の

は
「
船
員
保
険
事
務
組
合
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
委
託
契
約
に
基
づ
い
て
行
う
船
員
保
険
事
務
組
合
の

事
務
）

第
百
七
十
五
条
　
船
員
保
険
事
務
組
合
は
第
百
七
十
三
条

に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
船
舶
所
有
者
の
委
託
に
基

づ
き
、
保
険
料
の
納
付
に
関
す
る
事
務
を
行
う
も
の
と

す
る
。

（
保
険
料
の
納
付
事
務
の
委
託
又
は
解
除
の
場
合
の
届

出
）

第
百
七
十
六
条
　
船
員
保
険
事
務
組
合
は
保
険
料
の
納
付

に
関
す
る
事
務
の
委
託
又
は
そ
の
解
除
が
あ
っ
た
と
き

は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書

を
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
年
金
事

務
所
（
日
本
年
金
機
構
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
九

号
）
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
年
金
事
務
所
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
委
託
又
は
そ
の
解
除
が
あ
っ
た
船
舶
所
有
者
の
氏

名
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
使
用
す
る
被
保
険
者
の
数

二
　
委
託
又
は
そ
の
解
除
が
あ
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の

理
由

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
委
託
に
係
る
契
約
書
の
写
し
を

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
委
託
の
解
除

が
あ
っ
た
場
合
に
提
出
す
る
届
書
に
つ
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

（
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

第
百
七
十
七
条
　
船
員
保
険
事
務
組
合
は
第
百
七
十
二
条

第
一
項
の
申
請
書
又
は
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る

書
類
に
記
載
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅

滞
な
く
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
届
書
を
協
会
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
）

第
百
七
十
八
条
　
船
員
保
険
事
務
組
合
は
、
次
に
掲
げ
る

帳
簿
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
船
舶
所
有
者
の
名
簿

二
　
船
舶
所
有
者
別
に
第
百
七
十
四
条
に
規
定
す
る
事

務
の
処
理
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
帳
簿

三
　
船
舶
所
有
者
別
に
第
百
七
十
六
条
に
規
定
す
る
委

託
に
基
づ
く
保
険
料
の
納
付
状
況
を
明
ら
か
に
し
た

帳
簿第

七
章
　
承
認
法
人
等
の
給
付
の
事
業

（
省
令
で
定
め
る
要
件
）

第
百
七
十
九
条
　
令
第
四
十
七
条
第
一
項
第
六
号
の
省
令

で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
定
款
に
お
い
て
法
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す

る
給
付
の
事
業
（
以
下
「
給
付
事
業
」
と
い
う
。
）

を
行
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
。

二
　
給
付
事
業
に
係
る
掛
金
の
総
額
が
当
該
事
業
の
収

支
が
相
償
う
よ
う
適
切
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
給
付
事
業
に
係
る
余
裕
金
が
安
全
か
つ
確
実
な
方

法
で
保
管
さ
れ
る
こ
と
。

四
　
剰
余
金
の
分
配
を
行
わ
な
い
こ
と
。

五
　
長
期
的
に
給
付
事
業
の
安
定
し
た
運
営
が
見
込
ま

れ
る
こ
と
。

（
承
認
の
申
請
）

第
百
八
十
条
　
令
第
四
十
六
条
各
号
に
掲
げ
る
法
人
は
、

法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
厚
生

労
働
大
臣
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
定
款

二
　
登
記
事
項
証
明
書

三
　
事
業
計
画

四
　
給
付
事
業
に
加
入
す
る
船
舶
所
有
者
（
以
下
「
加

入
船
舶
所
有
者
」
と
い
う
。
）
の
名
称
及
び
給
付
事

業
の
対
象
と
な
る
被
保
険
者
（
以
下
「
対
象
被
保
険

者
」
と
い
う
。
）
の
氏
名

五
　
掛
金
率
及
び
そ
の
計
算
の
基
礎
を
示
し
た
書
類

六
　
初
年
度
の
収
入
支
出
の
予
算

七
　
法
人
を
代
表
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

八
　
現
に
実
施
し
て
い
る
他
の
事
業
の
内
容
を
明
ら
か

に
し
た
書
類

（
掛
金
率
等
の
変
更
）

第
百
八
十
一
条
　
法
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
承

認
法
人
等
（
以
下
単
に
「
承
認
法
人
等
」
と
い
う
。
）

は
、
掛
金
率
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か

じ
め
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
承
認
法
人
等
は
、
定
款
を
変
更
し
た
と
き
又
は
加
入

船
舶
所
有
者
に
異
動
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
厚

生
労
働
大
臣
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
掛
金
の
計
算
）

第
百
八
十
二
条
　
対
象
被
保
険
者
に
係
る
掛
金
の
額
は
、

各
月
ご
と
に
各
被
保
険
者
の
標
準
報
酬
月
額
及
び
標
準

賞
与
額
に
そ
れ
ぞ
れ
掛
金
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す

る
。

（
掛
金
の
負
担
割
合
）

第
百
八
十
三
条
　
対
象
被
保
険
者
及
び
対
象
被
保
険
者
を

使
用
す
る
加
入
船
舶
所
有
者
は
そ
れ
ぞ
れ
掛
金
の
二
分

の
一
を
負
担
す
る
。
た
だ
し
、
定
款
に
お
い
て
加
入
船

舶
所
有
者
が
負
担
す
べ
き
掛
金
の
負
担
の
割
合
を
増
加

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
掛
金
の
計
算
書
）

第
百
八
十
四
条
　
承
認
法
人
等
は
、
各
加
入
船
舶
所
有
者

ご
と
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
法
附
則
第
三
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
掛
金
に
関
す
る
計
算
書
を
備
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
加
入
船
舶
所
有
者
及
び
対
象
被
保
険
者
の
氏
名

二
　
徴
収
し
た
掛
金
の
額

三
　
徴
収
し
た
年
月
日

（
予
算
）

第
百
八
十
五
条
　
承
認
法
人
等
は
、
給
付
事
業
に
係
る
毎

会
計
年
度
の
収
入
支
出
の
予
算
を
作
成
し
、
前
年
度
の

三
月
十
五
日
ま
で
に
（
当
該
予
算
を
変
更
し
た
と
き

は
、
速
や
か
に
）
、
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
）

第
百
八
十
六
条
　
承
認
法
人
等
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
求

め
に
応
じ
、
当
該
事
業
に
関
す
る
報
告
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
八
章
　
雑
則

（
督
促
状
の
様
式
）

第
百
八
十
七
条
　
法
第
百
三
十
二
条
第
二
項
に
よ
り
発
す

る
督
促
状
は
様
式
第
八
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
協
会
に
よ
る
保
険
料
の
徴
収
に
係
る
通
知
）

第
百
八
十
八
条
　
法
第
百
三
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
協
会
が
当
該
滞
納
者
に
係
る
保
険
料
の
徴
収
を
行

う
旨

二
　
協
会
が
当
該
滞
納
者
に
係
る
保
険
料
の
徴
収
を
行

う
期
間

三
　
協
会
が
当
該
滞
納
者
か
ら
徴
収
を
行
う
こ
と
と
な

る
保
険
料
の
額

（
法
第
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
者
等
）

第
百
八
十
八
条
の
二
　
法
第
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す

る
。

一
　
厚
生
労
働
大
臣

二
　
財
務
大
臣

三
　
地
方
厚
生
局
長
及
び
地
方
厚
生
支
局
長

四
　
協
会

五
　
船
舶
所
有
者

六
　
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金

七
　
国
民
健
康
保
険
法
第
四
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す

る
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会

八
　
国
民
健
康
保
険
法
第
四
十
五
条
第
六
項
に
規
定
す

る
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
法
人

九
　
保
険
医
療
機
関
等

十
　
保
険
薬
局
等

十
一
　
法
第
六
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
診
療
、
薬

剤
の
支
給
又
は
手
当
を
行
う
保
険
医
療
機
関
等
以
外

の
病
院
、
診
療
所
、
薬
局
そ
の
他
の
者

十
二
　
指
定
訪
問
看
護
事
業
者

十
三
　
都
道
府
県
知
事

十
四
　
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
）

十
五
　
機
構

十
六
　
船
員
保
険
事
務
組
合

十
七
　
船
長
又
は
船
長
の
職
務
を
行
う
者
（
船
舶
所
有

者
の
代
理
人
と
し
て
第
二
百
二
十
六
条
の
事
務
代
行

を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

十
八
　
法
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
承
認
法

人
等

２
　
法
第
百
四
十
三
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
と
す
る
。

一
　
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る

保
険
者
（
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
又

は
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
、
高
齢
者
医
療
確
保
法

第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
保
険
各
法
（
法
を

除
く
。
）
若
し
く
は
高
齢
者
医
療
確
保
法
に
基
づ
く

事
業
又
は
当
該
事
業
に
関
連
す
る
事
務
を
行
う
場
合

二
　
協
会
か
ら
委
託
を
受
け
た
者
が
、
当
該
委
託
を
受

け
た
船
員
保
険
事
業
に
関
連
す
る
事
務
を
行
う
場
合

三
　
被
保
険
者
の
同
意
を
得
た
者
又
は
被
保
険
者
か
ら

委
託
を
受
け
た
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
同
意
を
得
た

又
は
当
該
委
託
を
受
け
た
協
会
（
協
会
か
ら
委
託
を

受
け
た
者
を
含
む
。
）
に
対
す
る
保
険
給
付
に
係
る

請
求
そ
の
他
の
行
為
を
行
う
場
合

四
　
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー

が
、
が
ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
五
年
法
律
第
百
十
一
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委
任
を
受
け
た
事

務
を
行
う
場
合
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五
　
が
ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
か
ら
事
務
の

委
任
を
受
け
た
者
が
、
当
該
事
務
を
行
う
場
合

六
　
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
が
、

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
第
十

五
条
第
一
項
第
五
号
ハ
に
掲
げ
る
業
務
又
は
同
号
ヘ

に
掲
げ
る
業
務
（
同
号
ハ
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す

る
業
務
に
限
る
。
）
を
行
う
場
合

七
　
医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
た
め
の
匿
名
加

工
医
療
情
報
及
び
仮
名
加
工
医
療
情
報
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
十
条
第

一
項
に
規
定
す
る
認
定
匿
名
加
工
医
療
情
報
作
成
事

業
者
又
は
同
法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認

定
仮
名
加
工
医
療
情
報
作
成
事
業
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ

同
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
匿
名
加
工
医
療
情

報
作
成
事
業
又
は
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
仮
名
加

工
医
療
情
報
作
成
事
業
を
行
う
場
合

八
　
医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
た
め
の
匿
名
加

工
医
療
情
報
及
び
仮
名
加
工
医
療
情
報
に
関
す
る
法

律
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
医
療
情
報
取
扱
事
業

者
が
、
同
法
第
五
十
二
条
第
一
項
各
号
又
は
第
五
十

七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
通
知
を

受
け
た
本
人
に
係
る
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
医
療
情
報
を
取
得
す
る
場
合

九
　
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ

か
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
も
の
を
行
う

場
合

イ
　
国
の
行
政
機
関
（
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

で
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
　
適
正
な
保
健
医
療
サ

ー
ビ
ス
の
提
供
に
資
す
る
施
策
の
企
画
及
び
立
案

に
関
す
る
調
査

ロ
　
大
学
、
研
究
機
関
そ
の
他
の
学
術
研
究
を
目
的

と
す
る
機
関
又
は
団
体
　
疾
病
の
原
因
並
び
に
疾

病
の
予
防
、
診
断
及
び
治
療
の
方
法
に
関
す
る
研

究
そ
の
他
の
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
関
す

る
研
究

ハ
　
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
百
五
十
五
条
の
五
に

規
定
す
る
民
間
事
業
者
等
の
う
ち
同
条
第
一
号
か

ら
第
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も

の
　
医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
分
析
（
特

定
の
商
品
又
は
役
務
の
広
告
又
は
宣
伝
に
利
用
す

る
た
め
に
行
う
も
の
を
除
く
。
）

十
　
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
二
十
条
に
規
定
す
る
特
定

健
康
診
査
、
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
二
十
四
条
に
規

定
す
る
特
定
保
健
指
導
、
労
働
安
全
衛
生
法
第
六
十

六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
健
康
診
断
そ
の
他
の
健
康

診
断
を
実
施
す
る
機
関
が
、
当
該
健
康
診
断
を
実
施

す
る
場
合

十
一
　
社
会
保
険
労
務
士
（
社
会
保
険
労
務
士
法
人
を

含
む
。
）
が
、
社
会
保
険
労
務
士
法
（
昭
和
四
十
三

年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
業
務
を
行
う
場
合

十
二
　
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
が
、
石
綿

に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条

の
規
定
に
よ
り
医
療
費
を
支
給
す
る
場
合

（
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
）

第
百
八
十
九
条
　
職
員
が
携
帯
す
べ
き
身
分
を
示
す
証
明

書
の
様
式
は
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
質
問
を
行

う
場
合
に
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が

携
帯
す
べ
き
証
明
書
　
様
式
第
九
号

二
　
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
質
問
を
行

う
場
合
に
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が

携
帯
す
べ
き
証
明
書
　
様
式
第
十
号

三
　
療
養
の
給
付
、
入
院
時
食
事
療
養
費
の
支
給
、
入

院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費

の
支
給
に
関
し
、
法
第
五
十
九
条
、
第
六
十
一
条
第

七
項
、
第
六
十
二
条
第
四
項
及
び
第
六
十
三
条
第
四

項
に
お
い
て
準
用
す
る
健
康
保
険
法
第
七
十
八
条
の

規
定
に
基
づ
く
保
険
医
療
機
関
若
し
く
は
保
険
薬
局

の
関
係
者
に
対
す
る
質
問
又
は
保
険
医
療
機
関
若
し

く
は
保
険
薬
局
の
設
備
若
し
く
は
診
療
録
、
帳
簿
書

類
そ
の
他
の
物
件
の
検
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、

当
該
職
員
が
携
帯
す
べ
き
証
明
書
　
様
式
第
十
一
号

四
　
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
又
は
家
族
訪
問
看
護
療

養
費
の
支
給
に
関
し
、
法
第
六
十
五
条
第
十
二
項
及

び
第
七
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
健
康
保

険
法
第
九
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
訪
問
看
護

事
業
者
の
関
係
者
に
対
す
る
質
問
又
は
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
き
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
検

査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
員
が
携
帯
す
べ

き
証
明
書
　
様
式
第
十
二
号

五
　
法
第
百
四
十
三
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
四
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員

が
携
帯
す
べ
き
証
明
書
　
様
式
第
十
二
号
の
二

六
　
法
第
百
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職

員
が
携
帯
す
べ
き
証
明
書
　
様
式
第
十
三
号

（
法
第
百
五
十
三
条
第
一
項
第
十
号
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
権
限
）

第
百
九
十
条
　
法
第
百
五
十
三
条
第
一
項
第
十
号
の
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
権
限
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
国
税
徴
収
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七

号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
告
知

二
　
国
税
徴
収
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に

よ
る
督
促

三
　
国
税
徴
収
法
第
百
三
十
八
条
の
規
定
の
例
に
よ
る

納
入
の
告
知

四
　
国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六

号
）
第
十
一
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
延
長

五
　
国
税
通
則
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に

よ
る
納
入
の
告
知
（
納
入
告
知
書
の
発
送
又
は
交
付

に
係
る
権
限
を
除
く
。
）

六
　
国
税
通
則
法
第
四
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民

法
第
四
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
納

付
義
務
者
に
属
す
る
権
利
の
行
使

七
　
国
税
通
則
法
第
四
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民

法
第
四
百
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
法

律
行
為
の
取
消
し
の
裁
判
所
へ
の
請
求

八
　
国
税
通
則
法
第
四
十
六
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
納

付
の
猶
予

九
　
国
税
通
則
法
第
四
十
九
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
納

付
の
猶
予
の
取
消
し

十
　
国
税
通
則
法
第
六
十
三
条
の
規
定
の
例
に
よ
る

免
除

十
一
　
国
税
通
則
法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の

例
に
よ
る
交
付

（
法
第
百
五
十
三
条
第
一
項
第
十
五
号
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
権
限
）

第
百
九
十
一
条
　
法
第
百
五
十
三
条
第
一
項
第
十
五
号
の

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
権
限
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一
　
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
書
の
受
理

二
　
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
書
及
び
当
該
届

書
に
添
付
さ
れ
た
書
類
の
受
理

二
の
二
　
第
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
届
書
の
受
理

三
　
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
届
書
の
受
理

四
　
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
届
書
の
受
理

五
　
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
認

六
　
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

届
書
の
受
理

七
　
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

八
　
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
の
受
理

九
　
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
証

の
受
領

十
　
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
資

格
証
明
書
の
交
付

十
一
　
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者

資
格
証
明
書
の
受
領

十
二
　
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
証

の
受
領

十
三
　
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
高
齢
受
給

者
証
の
受
領

十
四
　
第
四
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す

る
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
高
齢
受
給
者

証
の
受
領

十
五
　
第
百
六
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の

受
理

十
五
の
二
　
第
百
六
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
の
受
理

十
六
　
第
百
七
十
条
の
規
定
に
よ
る
告
知

（
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
通
知
す
る
事
項
）

第
百
九
十
二
条
　
法
第
百
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
機
構
が
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
自
ら
権
限
を
行

う
よ
う
求
め
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
自
ら
行
う
よ
う
求
め
る
権

限
の
内
容

二
　
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
前
号
の
権
限
を
行
う
よ
う

求
め
る
理
由

三
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

（
法
第
百
五
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
厚
生

年
金
保
険
法
第
百
条
の
四
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
事
項
）

第
百
九
十
三
条
　
法
第
百
五
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
条
の
四
第
五
項
の
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
百
五
十
三
条
第
二
項
に
規

定
す
る
滞
納
処
分
等
（
以
下
「
滞
納
処
分
等
」
と
い

う
。
）
を
行
う
こ
と
と
な
る
旨

二
　
機
構
か
ら
当
該
滞
納
処
分
等
を
引
き
継
い
だ
年

月
日

三
　
機
構
か
ら
引
き
継
ぐ
前
に
当
該
滞
納
処
分
等
を
分

掌
し
て
い
た
年
金
事
務
所
の
名
称

四
　
当
該
滞
納
処
分
等
の
対
象
と
な
る
者
の
氏
名
及
び

住
所
又
は
居
所

五
　
当
該
滞
納
処
分
等
の
対
象
と
な
る
船
舶
所
有
者
の

住
所
地
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
（
仮
住
所
が

あ
る
と
き
は
、
仮
住
所
地
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）

六
　
当
該
滞
納
処
分
等
の
根
拠
と
な
る
法
令

七
　
滞
納
し
て
い
る
保
険
料
そ
の
他
法
の
規
定
に
よ
る

徴
収
金
の
種
別
及
び
金
額

八
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

（
法
第
百
五
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
権
限
に
係

る
事
務
の
引
継
ぎ
等
）

第
百
九
十
四
条
　
法
第
百
五
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
厚
生
労
働
大
臣
が
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
権
限

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
権
限
」
と
い
う
。
）
の
全
部
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又
は
一
部
を
自
ら
行
う
も
の
と
す
る
と
き
は
、
機
構
は

次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
権
限
に
係
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
厚
生
労
働

大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

二
　
権
限
に
係
る
事
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
厚

生
労
働
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

三
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

２
　
法
第
百
五
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働

大
臣
が
自
ら
行
っ
て
い
る
権
限
の
全
部
又
は
一
部
を
行

わ
な
い
も
の
と
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
次
の

事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
権
限
に
係
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
機
構
に
引

き
継
ぐ
こ
と
。

二
　
権
限
に
係
る
事
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
機

構
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

三
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

（
法
第
百
五
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
権
限
に
係

る
事
務
に
係
る
届
出
等
）

第
百
九
十
五
条
　
法
第
百
五
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
権
限
に
係
る
事
務
に
係
る
届
出
そ
の
他
の
行
為
は
、

機
構
の
定
め
る
年
金
事
務
所
に
対
し
て
す
る
も
の
と
す

る
。

（
法
第
百
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
権
限
）

第
百
九
十
六
条
　
法
第
百
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
権
限
は
、
第
百
九
十
条
第
一
号
、

第
二
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
権
限

と
す
る
。

（
令
第
三
十
四
条
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

月
数
）

第
百
九
十
七
条
　
令
第
三
十
四
条
第
一
号
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
月
数
は
、
二
十
四
月
と
す
る
。

（
令
第
三
十
四
条
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

金
額
）

第
百
九
十
八
条
　
令
第
三
十
四
条
第
三
号
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
金
額
は
、
五
千
万
円
と
す
る
。

（
滞
納
処
分
等
そ
の
他
の
処
分
の
執
行
状
況
及
び
そ
の

結
果
の
報
告
等
）

第
百
九
十
九
条
　
法
第
百
五
十
三
条
の
二
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
条
の
五
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
滞
納
処
分
等
そ
の
他
の
処
分
（
法
第
百
五

十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
滞
納
処
分
等
そ
の
他

の
処
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
執
行
の
状
況
及
び

そ
の
結
果
に
関
す
る
報
告
は
、
六
月
に
一
回
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
財
務
大
臣
が
行
っ
た
差
押
え
、
参
加
差
押
え
、
交

付
要
求
及
び
財
産
の
換
価
の
件
数
並
び
に
財
産
の
換

価
等
に
よ
り
徴
収
し
た
徴
収
金
額
の
総
額

二
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

（
財
務
大
臣
に
よ
る
通
知
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え
等
）

第
二
百
条
　
法
第
百
五
十
三
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
条
の
五
第
三
項
の
規
定

に
お
い
て
同
法
第
百
条
の
四
第
五
項
の
規
定
を
準
用
す

る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
技
術
的
読
替
え
は
、

次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句
読
み
替
え
る
字
句

厚
生
労
働
大
臣
は

財
務
大
臣
は

第
三
項
の
規
定
に
よ
り

自
ら
行
う
こ
と
と
し
た

滞
納
処
分
等

船
員
保
険
法
第
百
五
十
三
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
委
任

さ
れ
た
滞
納
処
分
等
そ
の
他
の

処
分

機
構

厚
生
労
働
大
臣

引
き
継
い
だ
当
該
滞
納

処
分
等

委
任
を
受
け
た
当
該
滞
納
処
分

等
そ
の
他
の
処
分

厚
生
労
働
大
臣
が

財
務
大
臣
が

滞
納
処
分
等
を

滞
納
処
分
等
そ
の
他
の
処
分
を

２
　
法
第
百
五
十
三
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

厚
生
年
金
保
険
法
第
百
五
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
百
条
の
四
第
五
項

の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
同
法
第
百
条
の
五
第
五
項
か

ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
委
任
が
行
わ
れ
る
場
合

に
は
、
当
該
委
任
を

後
に
受
け
た
者
が
、
当
該
委
任

を
受
け
た
後
速
や
か
に
行
う
も
の
と
す
る
。

（
法
第
百
五
十
三
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

厚
生
年
金
保
険
法
第
百
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
百
条
の
四
第
五
項
の

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
二
百
一
条
　
法
第
百
五
十
三
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
条
の
五
第
三
項
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
百
条
の
四
第
五
項

の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

一
　
財
務
大
臣
（
法
第
百
五
十
三
条
の
二
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
条
の
五
第
五

項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
委
任
が
行
わ
れ

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
委
任
を
受
け
た
国
税
庁

長
官
、
国
税
局
長
又
は
税
務
署
長
）
が
滞
納
処
分
等

そ
の
他
の
処
分
を
行
う
こ
と
と
な
る
旨

二
　
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
当
該
滞
納
処
分
等
そ
の
他
の

処
分
の
委
任
を
受
け
た
年
月
日

三
　
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委
任
を
受
け
た
後
に
当
該
滞

納
処
分
等
そ
の
他
の
処
分
を
担
当
す
る
財
務
省
（
法

第
百
五
十
三
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
厚

生
年
金
保
険
法
第
百
条
の
五
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま

で
の
規
定
に
よ
る
委
任
が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
国
税
庁
、
国
税
局
又
は
税
務
署
）
の
部
局
の

名
称

四
　
当
該
滞
納
処
分
等
そ
の
他
の
処
分
の
対
象
と
な
る

者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所

五
　
当
該
滞
納
処
分
等
そ
の
他
の
処
分
の
対
象
と
な
る

船
舶
所
有
者
の
住
所
地
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

六
　
当
該
滞
納
処
分
等
そ
の
他
の
処
分
の
根
拠
と
な
る

法
令

七
　
滞
納
し
て
い
る
保
険
料
そ
の
他
法
の
規
定
に
よ
る

徴
収
金
の
種
別
及
び
金
額

八
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

（
滞
納
処
分
等
そ
の
他
の
処
分
に
係
る
事
務
の
引
継
ぎ

等
）

第
二
百
二
条
　
法
第
百
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
委
任
に

基
づ
き
財
務
大
臣
が
滞
納
処
分
等
そ
の
他
の
処
分
の
全

部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働

大
臣
は
次
の
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
滞
納
処
分
等
そ
の
他
の
処
分
の
権
限
に
係
る
事
務

の
全
部
又
は
一
部
を
財
務
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

二
　
滞
納
処
分
等
そ
の
他
の
処
分
の
権
限
に
係
る
事
務

に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
財
務
大
臣
に
引
き
継
ぐ

こ
と
。

三
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

２
　
法
第
百
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
委
任
を
受
け
て
財

務
大
臣
が
行
っ
て
い
る
滞
納
処
分
等
そ
の
他
の
処
分
の

全
部
又
は
一
部
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
と
き
は
、
財

務
大
臣
は
次
の
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
滞
納
処
分
等
そ
の
他
の
処
分
の
権
限
に
係
る
事
務

の
全
部
又
は
一
部
を
厚
生
労
働
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ

と
。

二
　
滞
納
処
分
等
そ
の
他
の
処
分
の
権
限
に
係
る
事
務

に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
厚
生
労
働
大
臣
に
引
き

継
ぐ
こ
と
。

三
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

（
機
構
が
行
う
滞
納
処
分
等
の
結
果
の
報
告
）

第
二
百
三
条
　
法
第
百
五
十
三
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
条
の
六
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
報
告
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
機
構
が
行
っ
た
差
押
え
、
参
加
差
押
え
、
交
付
要

求
及
び
財
産
の
換
価
に
係
る
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及

び
住
所
地
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二
　
差
押
え
、
参
加
差
押
え
、
交
付
要
求
及
び
財
産
の

換
価
を
行
っ
た
年
月
日

三
　
差
押
え
、
参
加
差
押
え
、
交
付
要
求
及
び
財
産
の

換
価
の
結
果

四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
令
第
三
十
八
条
第
五
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
場
合
）

第
二
百
四
条
　
令
第
三
十
八
条
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
機
構
の
職
員
が
保
険
料
等
（
法
第
百
五
十
三
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
料
等
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
納
付
し
よ
う
と
す
る
納
付
義
務
者
に
対
し

て
、
当
該
職
員
が
年
金
事
務
所
の
窓
口
で
の
現
金
収

納
を
原
則
と
し
て
行
わ
な
い
旨
の
説
明
を
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
納
付
義
務
者
が
保
険
料
等
を
納
付
し

よ
う
と
す
る
場
合

二
　
納
付
義
務
者
が
納
入
告
知
書
又
は
納
付
書
に
お
い

て
指
定
す
る
納
付
場
所
（
年
金
事
務
所
を
除
く
。
）

で
の
納
付
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

（
令
第
三
十
九
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

も
の
）

第
二
百
五
条
　
令
第
三
十
九
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
年
金
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
年
金
事
務
所
で
保
険
料
等
の
収
納
を
実
施
す
る

場
合

（
領
収
書
等
の
様
式
）

第
二
百
六
条
　
令
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て

交
付
す
る
領
収
証
書
及
び
年
金
特
別
会
計
の
歳
入
徴
収

官
へ
の
報
告
は
、
様
式
第
十
四
号
に
よ
る
。

（
保
険
料
等
の
日
本
銀
行
へ
の
送
付
）

第
二
百
七
条
　
機
構
は
、
法
第
百
五
十
三
条
の
六
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
保
険
料
等
を
収
納
し
た
と
き
は
、
様
式

第
十
五
号
の
送
付
書
を
添
え
、
こ
れ
を
現
金
収
納
の
日

又
は
そ
の
翌
日
（
当
該
翌
日
が
日
曜
日
、
土
曜
日
、
国

民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
又
は
一
月
二
日
、
同
月

三
日
、
十
二
月
二
十
九
日
、
同
月
三
十
日
若
し
く
は
同

月
三
十
一
日
に
当
た
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
日
の
翌
日

を
当
該
翌
日
と
み
な
す
。
）
に
お
い
て
日
本
銀
行
（
本

店
、
支
店
、
代
理
店
又
は
歳
入
代
理
店
を
い
う
。
）
に

送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
の
備
付
け
）

第
二
百
八
条
　
令
第
四
十
三
条
の
帳
簿
は
、
様
式
第
十
六

号
に
よ
る
も
の
と
し
、
収
納
職
員
（
令
第
三
十
八
条
第

三
号
に
規
定
す
る
収
納
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

ご
と
に
、
保
険
料
等
の
収
納
及
び
送
付
の
都
度
、
直
ち

に
こ
れ
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
徴
収
職
員
に
よ
る
歳
入
金
以
外
の
金
銭
等
の
受
領
）

第
二
百
九
条
　
徴
収
職
員
（
法
第
百
五
十
三
条
の
三
第
一

項
の
徴
収
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
保
険
料
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等
を
徴
収
す
る
た
め
の
第
三
者
債
務
者
、
公
売
財
産
の

買
受
人
等
か
ら
歳
入
金
以
外
の
金
銭
を
受
領
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

２
　
徴
収
職
員
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
歳
入
金
以
外
の

金
銭
を
受
領
し
た
と
き
は
、
領
収
証
を
交
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３
　
国
税
通
則
法
第
五
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
徴
収

職
員
が
納
付
義
務
者
か
ら
有
価
証
券
の
納
付
委
託
を
受

け
た
と
き
は
、
有
価
証
券
の
取
立
て
に
要
す
る
費
用
の

額
に
相
当
す
る
金
銭
を
受
領
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
徴
収
職
員
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
の
取

立
て
に
要
す
る
費
用
の
額
に
相
当
す
る
金
銭
を
受
領
し

た
と
き
は
、
領
収
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
徴
収
職
員
が
国
税
通
則
法
第
五
十
五
条
の
規

定
に
よ
る
納
付
受
託
証
書
に
当
該
金
銭
を
受
領
し
た
こ

と
を
記
載
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５
　
第
二
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
受
領
証

は
、
様
式
第
十
七
号
に
よ
る
。

（
現
金
の
保
管
等
）

第
二
百
十
条
　
収
納
職
員
が
そ
の
手
許
に
保
管
す
る
現
金

は
、
こ
れ
を
堅
固
な
容
器
の
中
に
保
管
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
収
納
職
員
は
、
そ
の
取
扱
い
に
係
る
現
金
を
、
私
金

と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
証
券
の
取
扱
い
）

第
二
百
十
一
条
　
収
納
職
員
は
、
法
令
の
規
定
に
よ
り
現

金
に
代
え
て
証
券
を
受
領
し
た
と
き
は
、
現
金
に
準
じ

て
そ
の
取
扱
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
収
納
に
係
る
事
務
の
実
施
状
況
等
の
報
告
）

第
二
百
十
二
条
　
機
構
は
、
法
第
百
五
十
三
条
の
六
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
条
の
十

一
第
四
項
の
収
納
に
係
る
事
務
の
実
施
状
況
及
び
そ
の

結
果
は
、
毎
月
十
日
ま
で
に
保
険
料
等
収
納
状
況
報
告

書
（
様
式
第
十
八
号
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
職
員
）

第
二
百
十
三
条
　
機
構
の
理
事
長
は
、
毎
年
三
月
三
十
一

日
（
同
日
が
土
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
そ
の
前
日
と

し
、
同
日
が
日
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
そ
の
前
々
日
と

す
る
。
）
又
は
収
納
職
員
が
交
替
す
る
と
き
、
若
し
く

は
廃
止
さ
れ
た
と
き
は
、
年
金
事
務
所
ご
と
に
機
構
の

職
員
の
う
ち
か
ら
検
査
職
員
を
命
じ
て
、
当
該
収
納
職

員
の
帳
簿
金
庫
を
検
査
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
機
構
の
理
事
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
随
時
、
年
金
事
務
所
ご
と
に
機
構
の
職
員
の
う
ち

か
ら
検
査
職
員
を
命
じ
て
、
収
納
職
員
の
帳
簿
金
庫
を

検
査
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
検
査
職
員
は
、
前
二
項
の
検
査
を
す
る
と
き
は
、
こ

れ
を
受
け
る
収
納
職
員
そ
の
他
適
当
な
機
構
の
職
員
を

立
ち
会
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
検
査
職
員
は
、
収
納
職
員
の
帳
簿
金
庫
を
検
査
し
た

と
き
は
、
検
査
書
二
通
を
作
成
し
、
一
通
を
当
該
収
納

職
員
に
交
付
し
、
他
の
一
通
を
機
構
の
理
事
長
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
検
査
職
員
は
、
前
項
の
検
査
書
に
記
名
し
て
印
を
押

す
と
と
も
に
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
立
ち
会
っ
た
者

に
記
名
さ
せ
、
か
つ
、
印
を
押
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
収
納
職
員
の
交
替
等
）

第
二
百
十
四
条
　
収
納
職
員
が
交
替
す
る
と
き
は
、
前
任

の
収
納
職
員
は
、
交
替
の
日
の
前
日
を
も
っ
て
、
そ
の

月
分
の
保
険
料
等
収
納
簿
の
締
切
り
を
し
、
引
継
ぎ
の

年
月
日
を
記
入
し
、
後
任
の
収
納
職
員
と
と
も
に
記
名

し
て
認
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
任
の
収
納
職
員
は
、
様
式
第
十
九
号
の
現
金
残
高

調
書
及
び
そ
の
引
き
継
ぐ
べ
き
帳
簿
、
証
拠
書
そ
の
他

の
書
類
の
目
録
各
二
通
を
作
成
し
、
後
任
の
収
納
職
員

の
立
会
い
の
上
現
物
に
対
照
し
、
受
渡
し
を
し
た
後
、

現
金
現
在
高
調
書
及
び
目
録
に
年
月
日
及
び
受
渡
し
を

終
え
た
旨
を
記
入
し
、
両
収
納
職
員
に
お
い
て
記
名
し

て
認
印
を
押
し
、
各
一
通
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
収
納
職
員
が
廃
止
さ
れ
た
と
き
は
、
廃
止
さ
れ
る
収

納
職
員
は
、
前
二
項
の
規
定
に
準
じ
、
そ
の
残
務
を
引

き
継
ぐ
べ
き
収
納
職
員
に
残
務
の
引
継
ぎ
の
手
続
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
任
の
収
納
職
員
又
は
廃
止
さ
れ
る
収
納
職
員
が
、

第
一
項
及
び
第
二
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
引
継
ぎ

の
事
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
機
構
の
理

事
長
が
指
定
し
た
職
員
が
こ
れ
ら
の
収
納
職
員
に
係
る

引
継
ぎ
の
事
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
送
付
書
の
訂
正
等
）

第
二
百
十
五
条
　
機
構
は
、
第
二
百
十
条
に
規
定
す
る
年

金
特
別
会
計
の
歳
入
徴
収
官
へ
の
報
告
又
は
第
二
百
十

一
条
に
規
定
す
る
送
付
書
の
記
載
事
項
に
誤
り
が
あ
る

と
き
は
、
日
本
銀
行
に
お
い
て
当
該
年
度
所
属
の
歳
入

金
以
外
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
期
限
ま
で
に
当

該
歳
入
徴
収
官
又
は
日
本
銀
行
（
本
店
、
支
店
又
は
代

理
店
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
そ
の
訂
正
を
請
求
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
機
構
は
、
年
金
特
別
会
計
の
歳
入
徴
収
官
か
ら
、
機

構
が
収
納
し
た
歳
入
金
の
所
属
年
度
、
主
管
名
、
会
計

名
又
は
取
扱
庁
名
に
つ
い
て
、
誤
び
ゅ
う
訂
正
の
請
求

が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
訂
正
し
、
そ
の
旨
を
当
該

歳
入
徴
収
官
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
領
収
証
の
亡
失
等
）

第
二
百
十
六
条
　
機
構
は
、
現
金
の
送
付
に
係
る
領
収
証

を
亡
失
又
は
毀
損
し
た
と
き
は
、
日
本
銀
行
か
ら
そ
の

送
付
済
の
証
明
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
権
限
の
委
任
）

第
二
百
十
七
条
　
法
第
百
五
十
三
条
の
七
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
地

方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣

が
自
ら
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一
　
法
第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
権
限

二
　
法
第
五
十
九
条
（
法
第
七
十
六
条
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
六
十
一
条
第
七

項
、
第
六
十
二
条
第
四
項
及
び
第
六
十
三
条
第
四
項

に
お
い
て
準
用
す
る
健
康
保
険
法
第
七
十
三
条
及
び

第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限

三
　
法
第
六
十
五
条
第
十
二
項
及
び
第
七
十
八
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
健
康
保
険
法
第
九
十
一
条
及

び
第
九
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限

三
の
二
　
法
第
百
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に

よ
る
も
の
と
さ
れ
る
国
税
通
則
法
第
四
十
六
条
の
規

定
に
よ
る
納
付
の
猶
予

三
の
三
　
法
第
百
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に

よ
る
も
の
と
さ
れ
る
国
税
通
則
法
第
四
十
九
条
の
規

定
に
よ
る
納
付
の
猶
予
の
取
消
し

四
　
法
第
百
五
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労

働
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
同

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
権
限

五
　
法
第
百
五
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
厚

生
年
金
保
険
法
第
百
条
の
四
第
四
項
及
び
第
五
項
の

規
定
に
よ
る
権
限

六
　
法
第
百
五
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

権
限

七
　
法
第
百
五
十
三
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
条
の
六
第
二
項
及
び
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
権
限

八
　
法
第
百
五
十
三
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

権
限

九
　
法
第
百
五
十
三
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
条
の
十
一
第
二
項
及
び
第

四
項
の
規
定
に
よ
る
権
限

十
　
法
第
百
五
十
三
条
の
六
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
権
限

十
一
　
法
第
百
五
十
三
条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
条
の
十
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と
と
し
た
場

合
に
お
け
る
法
第
百
五
十
三
条
の
八
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
事
務
に
係
る
権
限

２
　
法
第
百
五
十
三
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
前
項

各
号
に
掲
げ
る
権
限
の
う
ち
地
方
厚
生
支
局
の
管
轄
区

域
に
係
る
も
の
は
、
地
方
厚
生
支
局
長
に
委
任
す
る
。

た
だ
し
、
同
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
二
か
ら
第
十
一

号
ま
で
の
権
限
に
あ
っ
て
は
、
地
方
厚
生
局
長
が
自
ら

権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
法
第
百
五
十
三
条
の
八
第
一
項
第
四
号
及
び
第
七
号

の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
権
限
）

第
二
百
十
八
条
　
法
第
百
五
十
三
条
の
八
第
一
項
第
四
号

及
び
第
七
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
権
限
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
法
第
百
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
督
促

二
　
法
第
百
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
状

の
送
付

（
法
第
百
五
十
三
条
の
八
第
九
号
に
規
定
す
る
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
法
律
の
規
定
）

第
二
百
十
九
条
　
法
第
百
五
十
三
条
の
八
第
一
項
第
九
号

に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
法
律
の
規
定

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
当
該
法
律
又
は
そ
の
他
の
法

律
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
と
す
る
。
た

だ
し
、
当
該
法
律
又
は
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
適
用

を
除
外
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
も
の
を
除
く
。

一
　
健
康
保
険
法
第
五
十
一
条
の
二
及
び
第
百
八
条
第

六
項

二
　
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
第
四
十
九
条
の
三

三
　
削
除

四
　
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
四
十
七
条
の
二

五
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
六
十
六
条
第
九
項
、

第
八
十
条
第
四
項
、
第
八
十
七
条
の
二
第
二
項
、
第

九
十
三
条
の
四
及
び
第
百
十
四
条
の
二

六
　
削
除

七
　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
六
十
八
条
第
九

項
、
第
八
十
二
条
、
第
九
十
三
条
第
二
項
、
第
九
十

九
条
の
九
及
び
第
百
四
十
四
条
の
二
十
五
の
二

八
　
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
第
三
十
七

条
九
　
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
四
十
三
条

の
二

十
　
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び

待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法

律
第
百
十
三
号
）
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
八
条
第

二
項

十
一
　
賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

五
十
一
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
十
二
条
の
二

十
二
　
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
百
三
十
八
条
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十
三
　
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
百
五
号
）
第
四
十

五
条
第
二
項

十
四
　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
百
八
号
）
第
百
十

条
第
二
号

十
五
　
介
護
保
険
法
第
六
十
八
条
及
び
第
二
百
三
条

十
六
　
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員

共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団

体
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
（
平

成
十
三
年
法
律
第
百
一
号
）
附
則
第
二
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と

さ
れ
た
同
法
附
則
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

る
廃
止
前
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
第
七
十

八
条
の
二

十
七
　
統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第

二
十
九
条
及
び
第
三
十
一
条

十
八
　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
）
附
則

第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有

す
る
も
の
と
さ
れ
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
地
方

公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
百
七
十
条
の
三

十
九
　
公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保

の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第

五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
第

百
七
十
三
条
の
二

（
法
第
百
五
十
三
条
の
八
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務

に
係
る
申
請
等
）

第
二
百
二
十
条
　
法
第
百
五
十
三
条
の
八
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
事
務
に
係
る
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
は
、

機
構
の
定
め
る
年
金
事
務
所
に
対
し
て
す
る
も
の
と
す

る
。

（
情
報
の
提
供
）

第
二
百
二
十
一
条
　
機
構
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
求
め
に

応
じ
て
、
速
や
か
に
、
被
保
険
者
の
資
格
に
関
す
る
事

項
、
標
準
報
酬
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣

の
権
限
の
行
使
に
関
し
て
必
要
な
情
報
の
提
供
を
行
う

も
の
と
す
る
。

（
法
第
百
五
十
三
条
の
十
第
一
項
第
一
号
の
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
も
の
）

第
二
百
二
十
二
条
　
法
第
百
五
十
三
条
の
十
第
一
項
第
一

号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
法
第
二
十
九

条
第
一
項
に
掲
げ
る
保
険
給
付
の
う
ち
、
療
養
費
、
出

産
育
児
一
時
金
、
家
族
出
産
育
児
一
時
金
並
び
に
高
額

療
養
費
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
と
す
る
。

（
法
第
百
五
十
三
条
の
十
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
事
務
）

第
二
百
二
十
三
条
　
法
第
百
五
十
三
条
の
十
第
一
項
第
二

号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る

事
務
と
す
る
。

一
　
法
第
四
章
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
の
支
給

二
　
法
第
五
章
の
規
定
に
よ
る
保
健
事
業
及
び
福
祉
事

業
の
実
施

三
　
法
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
保
険
料
の
徴
収

四
　
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
前
払

一
時
金
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
前
払

一
時
金
の
支
給

五
　
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

十
九
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
平
成
十
九
年
改
正

法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
十
九
年

改
正
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険

法
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
の
支
給

六
　
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た

め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
一
の
主

務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
命
令
（
平
成
二
十

六
年
内
閣
府
・
総
務
省
令
第
五
号
）
第
四
条
各
号
に

掲
げ
る
事
務

（
法
第
百
五
十
三
条
の
十
第
一
項
第
三
号
の
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
事
務
）

第
二
百
二
十
四
条
　
法
第
百
五
十
三
条
の
十
第
一
項
第
三

号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る

事
務
と
す
る
。

一
　
法
第
四
章
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
の
支
給

二
　
法
第
五
章
の
規
定
に
よ
る
保
健
事
業
及
び
福
祉
事

業
の
実
施

三
　
法
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
保
険
料
の
徴
収

四
　
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
前
払

一
時
金
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
前
払

一
時
金
の
支
給

五
　
平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
三
十
九
条
の
規
定
に

よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
十

九
年
改
正
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員

保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
の
支
給

六
　
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た

め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
二
の
主

務
省
令
で
定
め
る
事
務
及
び
情
報
を
定
め
る
命
令

（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
総
務
省
令
第
七
号
）
第

五
条
各
号
又
は
第
六
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務

（
法
第
百
五
十
三
条
の
十
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
も
の
）

第
二
百
二
十
五
条
　
法
第
百
五
十
三
条
の
十
第
二
項
の
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
生
活
保
護
法
第
十
九

条
第
四
項
に
規
定
す
る
保
護
の
実
施
機
関
及
び
防
衛
省

の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法

律
第
二
百
六
十
六
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
給
付
又
は
支
給
を
行
う
国
と
す
る
。

（
船
長
等
の
事
務
代
行
）

第
二
百
二
十
六
条
　
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
船
舶
所
有

者
が
行
う
べ
き
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
船
舶

所
有
者
は
船
長
又
は
船
長
の
職
務
を
行
う
者
を
そ
の
代

理
人
と
し
て
こ
れ
ら
の
処
理
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

一
　
第
六
条
、
第
八
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
及
び
第
十

五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
う
こ
と
。

二
　
療
養
補
償
証
明
書
の
交
付
を
行
う
こ
と
。

（
添
付
書
類
の
省
略
等
）

第
二
百
二
十
七
条
　
第
三
章
第
二
節
第
二
款
又
は
第
四
款

の
規
定
に
よ
る
届
出
（
氏
名
の
変
更
、
住
所
の
変
更
又

は
死
亡
の
届
出
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
第
三
章
第

二
節
第
二
款
又
は
第
四
款
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
う
ち

同
種
の
届
出
と
同
時
に
行
う
と
き
は
、
第
三
章
第
二
節

第
二
款
又
は
第
四
款
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
届
書

に
記
載
す
べ
き
事
項
及
び
添
付
す
べ
き
書
類
等
の
う

ち
、
一
の
届
書
に
記
載
し
又
は
添
付
し
た
も
の
に
つ
い

て
は
、
他
の
届
書
に
記
載
し
又
は
添
付
す
る
こ
と
を
要

し
な
い
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

他
の
届
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
う
ち
、
年
金
コ
ー
ド

は
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

附
　
則

（
平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
保
険
給
付
）

第
一
条
　
平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
三
十
九
条
の
規
定

に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
保
険
給

付
に
関
す
る
請
求
、
届
出
そ
の
他
の
手
続
等
に
つ
い
て

は
、
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令

（
平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
六
十
八
号
）
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則

第
二
十
二
条
、
第
二
十
四
条
ノ
二
か
ら
第
二
十
四
条
ノ

二
ノ
三
ま
で
、
第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
、

第
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
三
条
ノ
三
ま
で
、
第
四
十
三

条
ノ
六
か
ら
第
四
十
四
条
ノ
二
ま
で
、
第
四
十
四
条
ノ

四
、
第
七
十
条
か
ら
第
七
十
二
条
ま
で
、
第
七
十
三
条

ノ
二
か
ら
第
八
十
一
条
ノ
五
ま
で
及
び
第
八
十
二
条
ノ

三
ノ
二
か
ら
第
八
十
二
条
ノ
十
七
ノ
九
ま
で
の
規
定
は

な
お
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
四
条
ノ
二
ノ
二
第
三

項
、
第
二
十
四
条
ノ
二
ノ

三
、
第
二
十
九
条
第
一
項
、

第
四
十
二
条
、
第
四
十
三
条

ノ
二
、
第
四
十
三
条
ノ
六
第

一
項
、
第
四
十
三
条
ノ
九
第

一
項
、
第
四
十
四
条
第
一

項
、
第
四
十
四
条
ノ
二
、
第

七
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十

五
条
ノ
二
、
第
七
十
五
条
ノ

三
第
一
項
、
第
七
十
五
条
ノ

四
第
一
項
、
第
七
十
五
条
ノ

六
第
一
項
、
第
七
十
六
条
ノ

四
第
一
項
、
第
八
十
条
ノ
三

第
一
項
、
第
八
十
二
条
ノ
五

第
一
項
、
第
八
十
二
条
ノ
七

第
一
項
、
第
八
十
二
条
ノ
十

五
第
一
項
、
第
八
十
二
条
ノ

十
六
第
一
項

地
方
社
会
保
険

事
務
局
長
等

協
会

第
四
十
三
条
ノ
六
第
一
項
第

七
号

郵
便
貯
金
銀
行

ヲ
所
属
銀
行
ト

ス
ル
銀
行
代
理

業

（

銀

行

法

（
昭
和
五
十
六
年

法
律
第
五
十
九

号
）
第
二
条
第

十
四
項
ニ
規
定

ス
ル
銀
行
代
理

業
ヲ
謂
フ
以
下

之
ニ
同
ジ
）
ヲ

営

ム

郵

便

局

（
郵
便
局
株
式
会

社
法
（
平
成
十

七
年
法
律
第
百

号
）
第
二
条
第

二
項
ニ
規
定
ス

ル
郵
便
局
ヲ
謂

フ
以
下
之
ニ
同

ジ
）

郵

便

局

（

簡

易

郵

便

局

法

（

昭

和

二

十
四
年
法

律
第
二
百

十
三
号
）

第
二
条
ニ

規
定
ス
ル

郵
便
窓
口

業
務
ヲ
行

フ
日
本
郵

便
株
式
会

社
ノ
営
業

所
ニ
シ
テ

郵
便
貯
金

銀
行
ヲ
所

属
銀
行
ト

ス
ル
銀
行

代

理

業

（

銀

行

法

（

昭

和

五

十
六
年
法

律
第
五
十

九
号
）
第

二
条
第
十

四
項
ニ
規

定
ス
ル
銀
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行
代
理
業

ヲ
謂
フ
）

ノ
業
務
ヲ

行
フ
モ
ノ

ヲ
謂
フ
）

第
四
十
八
条
ノ
八
、
第
七
十

条
第
一
項
、
第
七
十
一
条
、

第
七
十
三
条
ノ
二
、
第
七
十

三
条
ノ
三
第
一
項
、
第
七
十

三
条
ノ
四
第
一
項
、
第
七
十

四
条
、
第
七
十
四
条
ノ
四
第

一
項
、
第
七
十
四
条
ノ
五
第

一
項
、
第
七
十
四
条
ノ
六
第

一
項
、
第
七
十
四
条
ノ
七
第

一
項
、
第
七
十
四
条
ノ
十
、

第
七
十
四
条
ノ
十
二
第
一

項
、
第
七
十
五
条
ノ
七
第
一

項
、
第
七
十
五
条
ノ
八
、
第

八
十
一
条
第
二
項
、
第
八
十

一
条
ノ
二
第
一
項
、
第
八
十

一
条
ノ
三
、
第
八
十
一
条
ノ

四
第
一
項
、
第
八
十
二
条
ノ

三
ノ
二
第
二
項
、
第
八
十
二

条
ノ
三
ノ
三
第
一
項
、
第
八

十
二
条
ノ
三
ノ
四
、
第
八
十

二
条
ノ
四
第
一
項
、
第
八
十

二
条
ノ
四
ノ
二
第
一
項
、
第

八
十
二
条
ノ
九
第
一
項
、
第

八
十
二
条
ノ
十
第
一
項
、
第

八
十
二
条
ノ
十
ノ
二
第
一

項
、
第
八
十
二
条
ノ
十
ノ

三
、
第
八
十
二
条
ノ
十
二
第

一
項
、
第
八
十
二
条
ノ
十
七

ノ
四
、
第
八
十
二
条
ノ
十
七

ノ
八

社
会
保
険
庁
長

官

協
会

第
七
十
条
第
一
項
第
八
号
イ

及
び
第
二
項
第
六
号
、
第
七

十
五
条
ノ
三
第
一
項
第
三
号

イ
及
び
第
二
項
、
第
七
十
五

条
ノ
七
第
一
項
第
五
号
イ
及

び
第
二
項
第
三
号
、
第
八
十

一
条
第
二
項
第
十
三
号
イ
及

び
第
三
項
第
十
四
号
、
第
八

十
一
条
ノ
二
第
一
項
第
十
一

号
イ
及
び
第
二
項
第
九
号
、

預
金
通
帳
ノ
記

号
番
号

預
金
口
座

ノ
口
座
番

号

第
八
十
一
条
ノ
四
第
一
項
第

十
号
イ
及
び
第
二
項
第
八
号

第
七
十
条
第
二
項
第
六
号
、

第
七
十
五
条
ノ
三
第
二
項
、

第
七
十
五
条
ノ
七
第
二
項
第

三
号
、
第
八
十
一
条
第
三
項

第
十
四
号
、
第
八
十
一
条
ノ

二
第
二
項
第
九
号
、
第
八
十

一
条
ノ
四
第
二
項
第
八
号

証
明
書

証
明
書
、

預
金
通
帳

ノ
写
其
ノ

他
ノ
預
金

口
座
ノ
口

座
番
号
ヲ

明
ラ
カ
ニ

ス
ル
書
類

第
七
十
三
条
ノ
二
第
一
項

社
会
保
険
庁
長

官
ハ
住
民
基
本

台
帳
法
第
三
十

条
の
七
第
三
項

ノ
規
定
ニ
依
ル

障
害
年
金
受
給

者
ニ
係
ル
本
人

確
認
情
報
ノ
提

供
ヲ
受
ケ
ザ
リ

シ
場
合
ニ
ハ
当

該

協
会
ハ
障

害
年
金

第
七
十
五
条
第
二
項

証
明
書
（
社
会

保
険
庁
長
官
ガ

住
民
基
本
台
帳

法
第
三
十
条
の

七
第
三
項
ノ
規

定
ニ
依
リ
届
出

者
ニ
係
ル
本
人

確
認
情
報
（
同

法
第
三
十
条
の

五
第
一
項
ニ
規

定
ス
ル
本
人
確

認
情
報
ヲ
謂
ウ
）

ノ
提
供
ヲ
受
ク

ル
コ
ト
ヲ
得
ザ

ル
ト
キ
ニ
限
ル
）

証
明
書

第
八
十
二
条
ノ
三
ノ
二
第

一
項

社
会
保
険
庁
長

官
ハ
住
民
基
本

台
帳
法
第
三
十

条
の
七
第
三
項

ノ
規
定
ニ
依
ル

遺
族
年
金
受
給

者
ニ
係
ル
本
人

確
認
情
報
ノ
提

供
ヲ
受
ケ
ザ
リ

協
会
ハ
遺

族
年
金

シ
場
合
ニ
ハ
当

該

附
　
則
　
（
昭
和
二
四
年
四
月
一
九
日
厚
生
省
令

第
一
五
号
）

こ
の
改
正
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行

し
、
昭
和
二
十
三
年
九
月
一
日
か
ら
、
こ
れ
を
適
用
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
四
年
八
月
六
日
厚
生
省
令
第

三
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十

四
年
六
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
五
年
一
一
月
二
一
日
厚
生
省

令
第
六
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
但
し
、

第
十
七
条
ノ
二
、
第
十
七
条
ノ
三
、
第
十
七
条
ノ
五
、

第
十
七
条
ノ
七
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
、
第
三

十
六
条
、
第
三
十
七
条
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四

条
、
第
四
十
七
条
ノ
二
、
第
四
十
七
条
ノ
四
及
び
第
四

十
八
条
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
二
十
五
年
十
二
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
六
年
一
〇
月
一
日
厚
生
省
令

第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
五
月
七
日
厚
生
省
令
第

一
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十

七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
八
月
二
三
日
厚
生
省
令

第
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十

七
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
一
〇
月
一
六
日
厚
生
省

令
第
五
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十

八
年
九
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
七
月
一
日
厚
生
省
令
第

三
八
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十

九
年
五
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
但
し
、
様
式
第
四
号

の
改
正
規
定
は
、
昭
和
二
十
九
年
九
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
削
除

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の

船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
し
た
請
求
、
届

出
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
相

当
規
定
に
よ
つ
て
し
た
請
求
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
と

み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
〇
年
一
〇
月
一
日
厚
生
省
令

第
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
四
月
一
三
日
厚
生
省
令

第
一
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十

一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
さ
れ
た
改
正
前
の
健
康

保
険
法
施
行
規
則
様
式
第
十
二
号
、
船
員
保
険
法
施
行

規
則
様
式
第
六
号
及
び
日
雇
労
働
者
健
康
保
険
法
施
行

規
則
様
式
第
七
号
に
よ
る
処
方
せ
ん
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ

れ
ら
の
様
式
に
相
当
す
る
改
正
後
の
処
方
せ
ん
と
み
な

す
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
七
月
二
六
日
厚
生
省
令

第
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
四
十
七
条
ノ
六
第
二
項
の
改
正
規
定
は
、
地
方

自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法

律
第
百
四
十
七
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
二
年
四
月
三
〇
日
厚
生
省
令

第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
中
様
式
第
四
号
及
び
様
式
第
五
号
の
改
正

規
定
並
び
に
附
則
第
二
項
の
規
定
は
昭
和
三
十
二
年
六

月
一
日
か
ら
、
第
九
条
の
改
正
規
定
及
び
第
十
八
条
の

改
正
部
分
並
び
に
様
式
第
二
号
の
改
正
規
定
は
同
年
八

月
一
日
か
ら
、
そ
の
他
の
改
正
規
定
及
び
改
正
部
分
並

び
に
附
則
第
三
項
の
規
定
は
同
年
五
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
二
十

五
条
及
び
第
二
十
六
条
の
規
定
は
、
同
年
六
月
三
十
日

ま
で
は
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
二
年
一
二
月
二
七
日
厚
生
省

令
第
四
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
六
月
一
四
日
厚
生
省
令

第
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
三
三
年
一
〇
月
一
日
厚
生
省
令

第
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
七
月
一
四
日
厚
生
省
令

第
三
三
号
）

（
施
行
期
日
）

36



１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
様
式
第
四
号
及
び
様
式
第
五
号
の
改
正
規
定
は
、

昭
和
三
十
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
規
定
）

２
　
健
康
保
険
法
及
び
船
員
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
附
則
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
つ
て
支
給
さ
れ
る

育
児
手
当
金
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。附

　
則
　
（
昭
和
三
六
年
一
一
月
一
七
日
厚
生
省

令
第
四
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
に
よ
る
通
算
老
齢
年
金
請
求
の
特
例
）

２
　
通
算
年
金
制
度
を
創
設
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
八
十

二
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
が
第
六
十
八
条
ノ
二
の

規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
通
算
老
齢
年

金
証
書
交
付
請
求
書
に
は
、
そ
の
者
が
昭
和
三
十
六
年

四
月
一
日
に
お
い
て
現
に
船
員
保
険
及
び
国
民
年
金
以

外
の
公
的
年
金
制
度
の
被
保
険
者
又
は
組
合
員
若
し
く

は
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
の
任
意
継
続
組
合
員

で
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３
　
改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
該
当
す
る

者
が
第
六
十
八
条
ノ
二
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣

に
提
出
す
る
通
算
老
齢
年
金
証
書
交
付
請
求
書
に
は
、

昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
後
に
お
い
て
そ
の
者
が
船
員

保
険
及
び
国
民
年
金
以
外
の
公
的
年
金
制
度
の
被
保
険

者
又
は
組
合
員
と
な
つ
た
日
を
証
す
る
書
類
を
添
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
脱
退
手
当
金
返
還
の
申
出
）

４
　
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
申
出

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、

後
に
使
用
さ
れ
た
船
舶
所
有
者
の
住
所
地
を
管
轄
す

る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
な
う

も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
、
男
女
の
別
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　

後
に
被
保
険
者
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
船
舶

所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

三
　
脱
退
手
当
金
の
支
給
を
受
け
た
年
月
日

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
四
月
二
七
日
厚
生
省
令

第
一
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十

七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
削
除

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前

の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
し
た
請
求
、

届
出
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の

相
当
規
定
に
よ
つ
て
し
た
請
求
、
届
出
そ
の
他
の
行
為

と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
六
月
五
日
厚
生
省
令
第

三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十

七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
六
月
三
〇
日
厚
生
省
令

第
三
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
三
七
年
九
月
三
日
厚
生
省
令
第

三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
一
〇
月
一
日
厚
生
省
令

第
四
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
さ
れ
た
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
前
の
健
康
保
険
法
施
行
規
則
様
式
第
六
号
に
よ

る
健
康
保
険
被
保
険
者
証
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前

の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
様
式
第
四
号
に
よ
る
船
員
保

険
被
保
険
者
証
及
び
様
式
第
五
号
に
よ
る
船
員
保
険
被

扶
養
者
証
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
日
雇
労
働
者

健
康
保
険
法
施
行
規
則
様
式
第
四
号
に
よ
る
日
雇
労
働

者
健
康
保
険
被
保
険
者
手
帳
、
様
式
第
六
号
に
よ
る
日

雇
労
働
者
健
康
保
険
受
給
資
格
者
票
及
び
様
式
第
十
号

の
七
に
よ
る
日
雇
労
働
者
健
康
保
険
特
別
療
養
費
受
給

票
並
び
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険

法
施
行
規
則
様
式
第
二
十
六
号
に
よ
る
厚
生
年
金
保
険

被
保
険
者
証
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
改
正
後
の
様
式
に
よ
る

も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
一
〇
月
一
日
厚
生
省
令

第
四
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年

法
律
第
百
六
十
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
三
十
七
年
十

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
一
二
月
一
日
厚
生
省
令

第
五
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
八
年
八
月
一
日
厚
生
省
令
第

三
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
八
月
一
五
日
厚
生
省
令

第
三
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
中
第
六
条
の
改
正
規
定
及
び
様
式
第
一
号

の
改
正
規
定
は
、
昭
和
三
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
、
第

十
七
条
ノ
八
の
改
正
規
定
及
び
様
式
第
四
号
及
び
様
式

第
六
号
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
三
十
九
年
九
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
六
月
五
日
厚
生
省
令
第

三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
船
員
保
険
被
保
険

者
資
格
取
得
届
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
六
月
三
〇
日
厚
生
省
令

第
三
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
六
月
八
日
厚
生
省
令
第

一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
加
給
金
の
対
象
者
の
あ
る
障
害
年
金
の
受
給
者
の
届

出
）

４
　
障
害
年
金
の
受
給
者
は
、
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
加
給
金
の

対
象
者
が
あ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
受
給
者
の
氏
名

二
　
障
害
年
金
証
書
の
記
号
番
号

三
　
加
給
金
の
対
象
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に

受
給
者
と
の
続
柄
又
は
関
係

５
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
障
害
年
金
証
書

二
　
加
給
金
の
対
象
者
と
受
給
者
と
の
身
分
関
係
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又

は
戸
籍
の
抄
本

三
　
加
給
金
の
対
象
者
が
、
受
給
者
が
障
害
年
金
の
受

給
権
を
取
得
し
た
当
時
そ
の
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維

持
し
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

四
　
加
給
金
の
対
象
者
で
あ
る
子
が
、
受
給
者
が
障
害

年
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
当
時
か
ら
引
き
続
き
法

別
表
第
四
下
欄
に
定
め
る
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の

状
態
に
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
経
過
規
定
）

６
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
船
員
保
険
被
保
険

者
資
格
取
得
届
、
船
員
保
険
被
保
険
者
報
酬
月
額
変
更

（
基
準
日
）
届
及
び
船
員
保
険
被
保
険
者
資
格
喪
失
届

の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
つ
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

８
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
船
員
保
険
被
保
険

者
証
及
び
船
員
保
険
被
扶
養
者
証
の
用
紙
は
、
当
分
の

間
、
こ
れ
を
取
り
繕
つ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
一
〇
月
一
一
日
厚
生
省

令
第
三
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
保
険
給
付
に
係
る
請
求
に
つ
い

て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行

規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

一
　
通
算
老
齢
年
金
及
び
特
例
老
齢
年
金
以
外
の
年
金

た
る
保
険
給
付
の
う
ち
、
昭
和
四
十
一
年
七
月
以
前

の
月
に
係
る
分
（
同
年
十
一
月
一
日
以
後
に
受
給
権

の
決
定
、
全
額
支
給
停
止
の
解
除
又
は
支
給
の
一
時

差
止
め
の
解
除
の
処
分
が
行
な
わ
れ
る
も
の
を
除

く
。
）
並
び
に
同
年
八
月
及
び
九
月
に
係
る
分
（
当

該
各
月
の
初
日
か
ら
同
年
九
月
末
日
ま
で
の
間
に
失

権
又
は
全
額
支
給
停
止
の
処
分
が
行
な
わ
れ
た
も
の

に
限
る
。
）

二
　
通
算
老
齢
年
金
及
び
特
例
老
齢
年
金
の
う
ち
、
昭

和
四
十
一
年
五
月
以
前
の
月
に
係
る
分
（
同
年
十
二

月
一
日
以
後
に
受
給
権
の
決
定
、
全
額
支
給
停
止
の

解
除
又
は
支
給
の
一
時
差
止
め
の
解
除
の
処
分
が
行

な
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
同
年
六
月
か
ら
同

年
十
月
ま
で
の
月
に
係
る
分
（
当
該
各
月
の
初
日
か

ら
同
年
十
月
末
日
ま
で
の
間
に
失
権
又
は
全
額
支
給

停
止
の
処
分
が
行
な
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

３
　
船
員
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十

九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
附
則
第
七
条
又
は
船
員
保
険

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第

五
十
八
号
）
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
つ
て
支
給
す
る

年
金
た
る
保
険
給
付
に
係
る
請
求
、
届
出
そ
の
他
の
事

項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保

険
法
施
行
規
則
の
老
齢
年
金
又
は
遺
族
年
金
に
係
る
規

定
を
準
用
す
る
。

４
　
前
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
の
う
ち
、
昭

和
四
十
一
年
七
月
以
前
の
月
に
係
る
分
（
同
年
十
一
月

一
日
以
後
に
受
給
権
の
決
定
又
は
支
給
の
一
時
差
止
め

の
解
除
の
処
分
が
行
な
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び

に
同
年
八
月
及
び
九
月
に
係
る
分
（
当
該
各
月
の
初
日

か
ら
同
年
九
月
末
日
ま
で
の
間
に
失
権
の
処
分
が
行
な

わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
請
求
に
つ
い
て
は
、
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同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

５
　
年
金
た
る
保
険
給
付
（
附
則
第
二
項
及
び
前
項
に
規

定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
支
払
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を

社
会
保
険
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行

規
則
の
規
定
に
よ
り
年
金
証
書
の
交
付
を
請
求
し
た
者

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
氏
名

二
　
年
金
証
書
の
記
号
番
号

三
　
年
金
の
払
渡
し
に
つ
い
て
の
希
望
金
融
機
関
又
は

希
望
郵
便
局
の
名
称

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
八
月
二
三
日
厚
生
省
令

第
二
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
四
年
九
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
健
康

保
険
又
は
船
員
保
険
の
被
保
険
者
証
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

改
正
後
の
健
康
保
険
法
施
行
規
則
様
式
第
六
号
又
は
改

正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
様
式
第
四
号
の
様
式
に

よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
一
二
月
二
七
日
厚
生
省

令
第
四
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
目
次
の
改
正
規
定
、
第
二
章
の
章
名
の
改
正
規

定
、
第
四
十
八
条
ノ
七
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規

定
、
第
四
十
八
条
ノ
十
三
及
び
第
四
十
八
条
ノ
十
四
の

改
正
規
定
並
び
に
第
四
十
八
条
ノ
十
四
の
次
に
二
条
を

加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
二
章
第
九
節
の
次
に
一
節

を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
昭
和
四
十
五
年
一
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

２
　
船
員
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十

九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
附
則
第
七
条
又
は
船
員
保
険

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第

五
十
八
号
）
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
つ
て
支
給
す
る

年
金
た
る
保
険
給
付
に
係
る
請
求
、
届
出
そ
の
他
の
事

項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保

険
法
施
行
規
則
の
老
齢
年
金
又
は
遺
族
年
金
に
係
る
規

定
を
準
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
三
月
三
一
日
厚
生
省
令

第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
五
年
四
月
一
五
日
厚
生
省
令

第
一
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
督
促
状
の
用
紙

は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
五
月
二
九
日
厚
生
省
令

第
二
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
五
年
六
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
被

保
険
者
で
あ
る
者
に
第
十
七
条
ノ
八
第
一
項
の
年
金
番

号
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
一
二
月
二
五
日
厚
生
省

令
第
六
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
六
年
一
一
月
一
日
厚
生
省
令

第
四
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
船
員
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十

九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
附
則
第
七
条
又
は
船
員
保
険

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第

五
十
八
号
）
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
つ
て
支
給
す
る

年
金
た
る
保
険
給
付
に
係
る
届
出
そ
の
他
の
事
項
に
つ

い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施

行
規
則
の
老
齢
年
金
又
は
遺
族
年
金
に
係
る
規
定
を
準

用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
一
〇
月
一
日
厚
生
省
令

第
三
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
健
康

保
険
被
保
険
者
証
及
び
船
員
保
険
被
扶
養
者
証
は
、
こ

の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な

す
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
一
〇
月
三
〇
日
厚
生
省

令
第
四
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

２
　
船
員
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十

九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
附
則
第
七
条
又
は
船
員
保
険

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第

五
十
八
号
）
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
つ
て
支
給
す
る

年
金
た
る
保
険
給
付
に
係
る
届
出
そ
の
他
の
事
項
に
つ

い
て
は
、
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
老
齢
年
金
又
は
遺

族
年
金
に
係
る
規
定
を
準
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
一
二
月
一
日
厚
生
省
令

第
五
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
八
月
三
一
日
厚
生
省
令

第
三
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
害
健
康
被
害
補
償
法
（
昭
和
四
十

八
年
法
律
第
百
十
一
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
九

年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
高
額

療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
一
〇
月
二
一
日
厚
生
省

令
第
四
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
九
年
十
一
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
さ
れ
た
船
員
保
険
年
金

番
号
証
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法

施
行
規
則
の
規
定
（
第
十
七
条
ノ
八
第
一
項
た
だ
し
書

の
規
定
を
除
く
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
の
規

定
に
よ
る
年
金
手
帳
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
一
月
八
日
厚
生
省
令
第

一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
五
十

年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
三
月
一
九
日
厚
生
省
令

第
七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
雇
用
保
険
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法

律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第

百
十
七
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
年
四
月
一
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
船
員

失
業
証
明
票
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
第

七
号
の
船
員
失
業
証
明
票
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
七
月
二
三
日
厚
生
省
令

第
二
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
第
五
十
条
第
一
項
第
九
号
の
改
正
規

定
、
同
条
第
二
項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
六

十
二
条
ノ
二
第
三
号
の
改
正
規
定
、
同
条
に
一
項
を
加

え
る
改
正
規
定
、
第
六
十
六
条
第
一
項
第
五
号
の
改
正

規
定
、
同
条
第
二
項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第

六
十
八
条
ノ
二
第
一
項
第
十
号
の
改
正
規
定
、
同
条
第

二
項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
七
十
条
第
一
項

第
十
号
の
改
正
規
定
、
同
条
第
二
項
に
一
号
を
加
え
る

改
正
規
定
、
第
八
十
一
条
第
二
項
第
十
九
号
の
改
正
規

定
、
同
条
第
三
項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
八

十
一
条
ノ
二
第
一
項
第
十
号
の
改
正
規
定
、
同
条
第
二

項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
八
十
一
条
ノ
四
第

一
項
第
十
号
の
改
正
規
定
及
び
同
条
第
二
項
に
一
号
を

加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
二
項
の
規
定
は
、
昭

和
五
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
六
月
二
九
日
厚
生
省
令

第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
一
年
七
月
二
七
日
厚
生
省
令

第
三
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
一
年
八
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
六
十
五
歳
以
上
の
被
保
険
者
た
る
老
齢
年
金
等
の
受

給
者
等
の
届
出
）

第
二
条
　
昭
和
五
十
一
年
八
月
一
日
に
お
い
て
現
に
六
十

五
歳
以
上
の
被
保
険
者
又
は
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険

者
で
あ
つ
て
老
齢
年
金
、
通
算
老
齢
年
金
又
は
特
例
老

齢
年
金
の
支
給
を
受
け
る
も
の
は
、
同
年
九
月
三
十
日

ま
で
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を

社
会
保
険
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
受
給
者
の
生
年
月
日

二
　
老
齢
年
金
証
書
、
通
算
老
齢
年
金
証
書
又
は
特
例

老
齢
年
金
証
書
の
記
号
番
号

三
　
現
に
被
保
険
者
又
は
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者

と
し
て
使
用
さ
れ
る
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

又
は
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

２
　
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
七
条
第
一
項
本
文
の

規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
で
あ
る
受
給
者

が
行
う
届
書
の
提
出
に
つ
い
て
、
厚
生
年
金
保
険
法
施

行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
第

八
十
一
条
の
二
第
二
項
本
文
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に

よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
受
給
者
が
行

う
届
書
の
提
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
寡
婦
加
算
不
該
当
の
届
出
）

第
三
条
　
昭
和
五
十
一
年
八
月
一
日
に
お
い
て
現
に
遺
族

年
金
の
受
給
者
で
あ
る
妻
又
は
船
員
保
険
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
五
十
八
号
）

附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
つ
て
支
給
す
る
従
前
の
遺
族

年
金
若
し
く
は
寡
婦
年
金
の
例
に
よ
る
保
険
給
付
を
受

け
る
権
利
を
有
す
る
妻
で
あ
つ
て
被
保
険
者
又
は
被
保

険
者
で
あ
つ
た
者
の
死
亡
に
つ
い
て
船
員
保
険
法
施
行

令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）
第
四
条
の

二
に
掲
げ
る
給
付
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
は
、
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
社
会
保
険
庁
長
官
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
受
給
者
の
生
年
月
日

二
　
年
金
証
書
の
記
号
番
号
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三
　
当
該
給
付
の
名
称
及
び
そ
の
支
給
を
行
う
者
の

名
称

四
　
当
該
給
付
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
な
つ
た
年
月
日

２
　
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
七
条
第
二
項
の
規
定

は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
書
の
提
出
に
つ
い
て
準
用

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
一
年
八
月
二
日
厚
生
省
令
第

三
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
四
条
か
ら
附
則
第
十

二
条
ま
で
の
規
定
、
附
則
第
十
四
条
中
児
童
福
祉
法
施

行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
第
一

号
様
式
及
び
第
四
号
の
二
様
式
の
改
正
規
定
、
附
則
第

十
五
条
中
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
別
表
第
八
号
の
改
正
規

定
、
附
則
第
二
十
条
中
原
子
爆
弾
被
爆
者
の
医
療
等
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第

八
号
）
様
式
第
二
号
の
改
正
規
定
、
附
則
第
二
十
二
条

中
老
人
医
療
費
支
給
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
厚
生
省
令

第
五
十
三
号
）
様
式
第
二
号
の
改
正
規
定
、
附
則
第
二

十
三
条
中
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
三

十
八
年
厚
生
省
令
第
四
十
六
号
）
様
式
第
三
号
及
び
様

式
第
十
四
号
の
改
正
規
定
、
附
則
第
二
十
四
条
中
母
子

保
健
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
厚
生
省
令
第
五
十
五

号
）
様
式
第
一
号
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
二
十
五

条
の
規
定
は
、
同
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
健
康
保
険
被
保
険
者
証
等
の
経
過
措
置
）

第
十
条
　
昭
和
五
十
一
年
十
月
一
日
に
お
い
て
現
に
交
付

さ
れ
て
い
る
健
康
保
険
被
保
険
者
証
、
健
康
保
険
継
続

療
養
証
明
書
、
日
雇
労
働
者
健
康
保
険
受
給
資
格
者

票
、
日
雇
労
働
者
健
康
保
険
特
別
療
養
費
受
給
票
、
船

員
保
険
被
保
険
者
証
及
び
船
員
保
険
被
扶
養
者
証
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
被
保
険
者
証
」
と
い
う
。
）

で
あ
つ
て
、
保
険
者
番
号
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の

は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
被
保
険

者
証
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
一
〇
月
一
日
厚
生
省
令

第
四
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
別
表
第
二
の

規
定
は
、
昭
和
五
十
一
年
九
月
三
十
日
か
ら
適
用
し
、

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
厚
生
省
令
第

三
十
三
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項

第
二
号
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
一
年
八
月
以
後
の
月
分

の
年
金
た
る
保
険
給
付
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
平

均
標
準
報
酬
月
額
に
係
る
基
準
日
に
関
し
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
三
月
二
三
日
厚
生
省
令

第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
二
年
七
月
一
五
日
厚
生
省
令

第
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
二
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
二
年
一
二
月
一
六
日
厚
生
省

令
第
五
〇
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
船
員

保
険
被
保
険
者
証
及
び
船
員
保
険
被
扶
養
者
証
は
、
こ

の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な

す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
五
月
三
〇
日
厚
生
省
令

第
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
四
年
五
月
二
九
日
厚
生
省
令

第
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
五
年
一
〇
月
三
一
日
厚
生
省

令
第
四
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
加
給
金
額
支
給
停
止
事
由
該
当
等
の
届
出
）

第
二
条
　
昭
和
五
十
五
年
六
月
一
日
か
ら
こ
の
省
令
の
施

行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で

の
間
の
い
ず
れ
か
の
日
に
お
い
て
老
齢
年
金
又
は
障
害

年
金
（
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
老

齢
年
金
又
は
障
害
年
金
を
除
く
。
）
を
受
け
る
権
利
を

有
す
る
者
（
そ
の
者
の
配
偶
者
が
当
該
老
齢
年
金
又
は

障
害
年
金
に
つ
い
て
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律

第
七
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条

第
一
項
又
は
第
四
十
一
条
ノ
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

加
給
す
べ
き
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
て
お
り
、
か

つ
、
当
該
配
偶
者
が
老
齢
年
金
若
し
く
は
障
害
年
金
又

は
船
員
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百

四
十
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
二
に
掲

げ
る
給
付
（
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い

る
老
齢
年
金
若
し
く
は
障
害
年
金
又
は
同
条
に
掲
げ
る

給
付
を
除
く
。
）
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

に
限
る
。
）
は
、
昭
和
五
十
五
年
十
二
月
十
日
ま
で
に
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
社
会
保
険
庁
長

官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
老
齢
年
金
又
は
障
害
年
金
の
受
給
者
の
生
年
月
日

二
　
老
齢
年
金
証
書
又
は
障
害
年
金
証
書
の
記
号
番
号

三
　
当
該
配
偶
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

四
　
当
該
配
偶
者
が
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
老

齢
年
金
若
し
く
は
障
害
年
金
又
は
令
第
四
条
の
二
に

掲
げ
る
給
付
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
行
う
者
の
名

称
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な

つ
た
年
月
日
、
及
び
そ
の
年
金
証
書
、
恩
給
証
書
又

は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類
の
記
号
番
号
又
は
番
号

五
　
当
該
配
偶
者
が
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
老

齢
年
金
若
し
く
は
障
害
年
金
又
は
同
条
に
掲
げ
る
給

付
に
つ
い
て
昭
和
五
十
五
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
日

の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給

を
停
止
さ
れ
て
い
た
期
間
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
期

間
の
始
期
及
び
終
期
の
年
月
日

（
寡
婦
加
算
額
支
給
停
止
事
由
該
当
等
の
届
出
）

第
三
条
　
昭
和
五
十
五
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
日
の
前
日

ま
で
の
間
の
い
ず
れ
か
の
日
に
お
い
て
法
第
五
十
条
ノ

三
ノ
二
の
規
定
に
よ
り
加
給
す
べ
き
金
額
が
加
給
さ
れ

て
い
る
遺
族
年
金
（
船
員
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
五
十
八
号
）
附
則
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
従
前
の
寡
婦
年
金
の
例
に

よ
る
保
険
給
付
を
含
む
も
の
と
し
、
そ
の
全
額
に
つ
き

支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
る

権
利
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
同
日
に
お
い
て
令
第
四

条
の
五
に
掲
げ
る
給
付
（
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停

止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
支
給
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
は
、
昭
和
五
十
五
年
十
二
月
十
日
ま

で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
社
会
保

険
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
受
給
者
の
生
年
月
日

二
　
遺
族
年
金
証
書
又
は
寡
婦
年
金
証
書
の
記
号
番
号

三
　
当
該
給
付
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
行
う
者
の
名

称
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な

つ
た
年
月
日
、
及
び
そ
の
年
金
証
書
、
恩
給
証
書
又

は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類
の
記
号
番
号
又
は
番
号

四
　
当
該
給
付
に
つ
い
て
昭
和
五
十
五
年
八
月
一
日
か

ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
そ
の
全
額
に

つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
た
期
間
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
期
間
の
始
期
及
び
終
期
の
年
月
日

（
法
律
第
八
十
二
号
附
則
第
三
十
九
条
、
第
四
十
二
条

又
は
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
申
出
）

第
四
条
　
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
八
十
二
号
。
以
下
「
法
律
第

八
十
二
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
十
九
条
、
附
則
第

四
十
二
条
又
は
附
則
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
申
出

は
、
申
出
者
の
生
年
月
日
及
び
住
所
を
記
載
し
た
届
書

を
社
会
保
険
庁
長
官
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う

も
の
と
す
る
。

２
　
法
律
第
八
十
二
号
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

法
第
三
十
四
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
及
び
第
三
十

九
条
ノ
二
第
二
項
又
は
法
律
第
八
十
二
号
第
三
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
「
法
律
第

百
五
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
七
条
第
二
項
並
び
に

法
律
第
八
十
二
号
第
六
条
に
よ
る
改
正
前
の
通
算
年
金

制
度
を
創
設
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
附
則

第
十
四
条
第
三
項
の
請
求
を
す
る
前
に
、
法
又
は
厚
生

年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
に

よ
る
老
齢
に
関
し
支
給
す
る
保
険
給
付
を
受
け
る
権
利

を
有
し
て
い
た
者
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
届
書
に
当
該

保
険
給
付
の
年
金
証
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
七
条
第
二
項
の
規
定

は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
書
の
提
出
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

（
法
律
第
八
十
二
号
附
則
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
り

支
給
す
る
障
害
年
金
の
裁
定
請
求
の
特
例
）

第
五
条
　
法
律
第
八
十
二
号
附
則
第
六
十
二
条
第
一
項
又

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
障
害
年
金
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
船
員

保
険
法
施
行
規
則
第
七
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
次

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
厚
生
労

働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
請
求
者
の
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
法
律
第
百
五
号
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

つ
て
支
給
す
る
従
前
の
障
害
年
金
の
例
に
よ
る
保
険

給
付
の
年
金
証
書
の
記
号
番
号

三
　
法
第
四
十
一
条
ノ
二
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る

者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

並
び
に
そ
の
者
と
請
求
者
と
の
身
分
関
係

四
　
法
第
四
十
一
条
ノ
二
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る

配
偶
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
給
付
（
そ
の
全

額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
給

付
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
行
う
者
の
名
称
、
そ
の
支

給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
年
月

日
、
及
び
そ
の
年
金
証
書
、
恩
給
証
書
又
は
こ
れ
ら

に
準
ず
る
書
類
の
記
号
番
号
又
は
番
号

イ
　
老
齢
年
金
又
は
障
害
年
金

ロ
　
令
第
四
条
の
二
に
掲
げ
る
給
付
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２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等

を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大

臣
は
、
障
害
の
状
態
に
あ
る
者
に
つ
い
て
、
既
に
当
該

障
害
の
状
態
に
つ
い
て
の
診
断
書
及
び
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ

イ
ル
ム
の
提
出
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
者
の
障
害
の
状
態
が
固
定
し
て
い
る
等
の
事

情
に
よ
り
障
害
の
状
態
に
つ
い
て
の
診
断
書
及
び
レ
ン

ト
ゲ
ン
フ
イ
ル
ム
を
添
え
る
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と

き
は
、
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
の
規

定
に
よ
り
請
求
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
診
断
書

又
は
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
イ
ル
ム
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。

一
　
障
害
の
状
態
の
程
度
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医

師
の
診
断
書

二
　
疾
病
又
は
負
傷
が
船
員
保
険
法
施
行
規
則
別
表
第

一
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
別
表
第
一
」
と
い

う
。
）
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害

の
状
態
の
程
度
を
示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
イ
ル
ム

三
　
法
第
四
十
一
条
ノ
二
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る

者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
生
年
月
日
及
び
そ
の

者
と
請
求
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

四
　
法
第
四
十
一
条
ノ
二
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る

者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
が
請
求
者
に
よ
つ
て
生

計
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

五
　
法
第
四
十
一
条
ノ
二
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る

子
の
う
ち
、
法
別
表
第
四
下
欄
に
定
め
る
一
級
又
は

二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
障
害
の
状
態
の
程
度
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科

医
師
の
診
断
書

六
　
前
号
の
障
害
が
別
表
第
一
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負

傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態

の
程
度
を
示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
イ
ル
ム

七
　
法
律
第
百
五
号
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

つ
て
支
給
す
る
従
前
の
障
害
年
金
の
例
に
よ
る
保
険

給
付
の
年
金
証
書
（
当
該
年
金
証
書
を
添
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
事
由
書
）

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
一
二
月
一
〇
日
厚
生
省

令
第
四
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行

規
則
別
表
第
二
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
五
年
十
二
月
一

日
か
ら
適
用
す
る
。

（
法
第
五
十
条
ノ
三
ノ
三
の
規
定
に
よ
る
加
給
該
当
の

届
出
）

第
二
条
　
昭
和
五
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
こ
の
省
令
の

公
布
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
船
員
保
険
法
（
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三

号
の
規
定
に
よ
る
遺
族
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る

五
十
五
歳
未
満
の
妻
で
あ
つ
て
、
法
別
表
第
四
下
欄
に

定
め
る
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
者
に
つ

い
て
は
、
昭
和
五
十
六
年
二
月
五
日
ま
で
に
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
社
会
保
険
庁
長
官
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
五
十
条
ノ
三

第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

一
　
届
出
者
の
生
年
月
日

二
　
遺
族
年
金
証
書
の
記
号
番
号

三
　
法
別
表
第
四
下
欄
に
定
め
る
一
級
又
は
二
級
の
障

害
の
状
態
に
な
つ
た
年
月
日

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
別
表
第
四
下
欄
に
定
め
る
一
級
又
は
二
級
の
障

害
の
状
態
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
書
類

二
　
前
号
の
障
害
が
別
表
第
一
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負

傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態

の
程
度
を
示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
イ
ル
ム

３
　
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
七
条
第
二
項
の
規
定

は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
書
の
提
出
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
二
月
二
一
日
厚
生
省
令

第
七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
三
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
船
員

保
険
被
保
険
者
証
及
び
船
員
保
険
被
扶
養
者
証
は
、
こ

の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な

す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
三
月
二
三
日
厚
生
省
令

第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
六
年
四
月
一
八
日
厚
生
省
令

第
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
五
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
六
年
一
〇
月
三
〇
日
厚
生
省

令
第
六
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
六
月
二
六
日
厚
生
省
令

第
二
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
七
月
十
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
船
員

保
険
被
保
険
者
証
及
び
船
員
保
険
被
扶
養
者
証
は
、
そ

れ
ぞ
れ
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行

規
則
様
式
第
四
号
及
び
様
式
第
六
号
の
様
式
に
よ
る
も

の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
八
月
三
一
日
厚
生
省
令

第
四
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
八
年
二
月
一
日
厚
生
省
令
第

五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る

船
員
保
険
被
保
険
者
証
、
船
員
保
険
被
扶
養
者
証
及
び

船
員
保
険
検
査
証
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
第
二
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
三
月
三
〇
日
大
蔵
省
・

文
部
省
・
厚
生
省
・
農
林
水
産
省
・
自
治
省
令
第

一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
九
年
三
月
三
一
日
厚
生
省
令

第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
九
年
六
月
二
七
日
厚
生
省
令

第
三
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
海
運
局
（
海
運
監
理
部

並
び
に
厚
生
大
臣
が
運
輸
大
臣
に
協
議
し
て
指
定
す
る

海
運
局
の
支
局
及
び
出
張
所
、
海
運
監
理
部
の
出
張
所

並
び
に
支
局
の
出
張
所
を
含
む
。
）
の
長
に
対
し
て
し

た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改

正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
相
当
の

地
方
運
輸
局
（
海
運
監
理
部
及
び
厚
生
大
臣
が
運
輸
大

臣
に
協
議
し
て
指
定
す
る
地
方
運
輸
局
又
は
海
運
監
理

部
の
海
運
支
局
そ
の
他
の
地
方
機
関
を
含
む
。
）
の
長

に
対
し
て
し
た
申
請
等
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
七
月
三
一
日
厚
生
省
令

第
三
六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
船
員

失
業
証
明
票
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
第

七
号
の
船
員
失
業
保
険
証
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
九
月
二
二
日
厚
生
省
令

第
四
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
十
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
六
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る

船
員
保
険
被
保
険
者
証
、
船
員
保
険
被
扶
養
者
証
及
び

船
員
保
険
検
査
証
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
省
令
に
よ
る
改

正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の
と

み
な
す
。

（
船
員
保
険
の
標
準
報
酬
の
特
例
）

第
七
条
　
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
第
一
項
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
第
二
号
及
び
第

三
号
中
「
標
準
報
酬
」
と
あ
る
の
は
、
「
健
康
保
険
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第

七
十
七
号
）
第
二
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
改
正
前
ノ
法
第
四

条
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
標
準
報
酬
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
二
月
二
一
日
厚
生
省
令

第
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
の

省
令
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
様
式
第

十
一
号
ノ
三
に
よ
る
船
員
保
険
検
査
証
は
、
改
正
後
の

様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
三
月
一
五
日
厚
生
省
令

第
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
三
月
二
九
日
厚
生
省
令

第
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
（
以

下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
国
民
年
金
手
帳
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保

険
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
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則
」
と
い
う
。
）
第
八
十
一
条
第
一
項
又
は
第
四
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下

「
旧
船
員
保
険
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
ノ

八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
施
行
日
前
に
交
付
さ
れ
た
年

金
手
帳
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年

金
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
国
民
年
金
法
施
行
規
則
」

と
い
う
。
）
の
適
用
上
、
昭
和
六
十
年
改
正
法
第
一
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
（
以
下
「
新
国

民
年
金
法
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
交
付
さ
れ
た
国
民
年
金
手
帳
と
み
な
す
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
十
九
条
　
施
行
日
前
に
支
給
事
由
の
生
じ
た
昭
和
六
十

年
改
正
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険

法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
。
以
下
「
旧
船
員

保
険
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
職
務
上
の
事
由
（
通
勤

（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

五
十
号
）
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
通
勤
を
い
う
。
）

を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
障

害
年
金
又
は
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
る
権
利
を
有
す

る
者
に
支
給
す
る
障
害
前
払
一
時
金
又
は
遺
族
前
払
一

時
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
施
行
日
前
に
支
給
事
由
の
生
じ
た
旧
船
員
保
険
法
に

よ
る
職
務
上
の
事
由
に
よ
る
障
害
年
金
又
は
遺
族
年
金

の
支
給
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
障
害
前
払
一
時

金
又
は
遺
族
前
払
一
時
金
の
支
給
を
受
け
た
場
合
に
お

け
る
当
該
障
害
年
金
又
は
遺
族
年
金
の
支
給
を
停
止
す

る
期
間
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
の
額
の

計
算
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
条
の
二
　
経
過
措
置
政
令
第
百
十
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
、
昭
和
六
十
年
改
正
法

附
則
第
八
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
国
民
年
金
法
施
行
令
等
の

一
部
を
改
正
す
る
等
の
政
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第

五
十
三
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保

険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
昭

和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
八
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
船
員

保
険
法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
、
第
五
十
条
ノ

二
第
一
項
第
三
号
イ
、
第
五
十
条
ノ
三
ノ
三
及
び
別
表

第
三
ノ
二
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
率

は
、
船
員
保
険
法
施
行
規
則
別
表
第
五
の
下
欄
に
掲
げ

る
率
と
す
る
。

（
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
の
裁
定

及
び
届
出
等
）

第
二
十
一
条
　
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
八
十
七
条
第

一
項
に
規
定
す
る
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
保

険
給
付
に
関
す
る
請
求
、
届
出
そ
の
他
の
手
続
き
に
つ

い
て
は
、
旧
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
四
十
九
条
、
第

五
十
条
（
第
一
項
第
六
号
を
除
く
。
）
か
ら
第
五
十
五

条
（
第
一
項
第
四
号
を
除
く
。
）
ま
で
、
第
五
十
六
条

（
第
一
項
第
三
号
を
除
く
。
）
、
第
五
十
六
条
ノ
二
（
第

三
号
を
除
く
。
）
、
第
五
十
六
条
ノ
四
、
第
五
十
八
条
か

ら
第
六
十
八
条
ノ
二
（
第
一
項
第
五
号
を
除
く
。
）
ま

で
、
第
六
十
八
条
ノ
三
か
ら
第
六
十
八
条
ノ
八
（
第
一

項
第
四
号
を
除
く
。
）
ま
で
、
第
六
十
八
条
ノ
九
（
第

一
項
第
三
号
を
除
く
。
）
、
第
六
十
八
条
ノ
十
（
第
三
号

を
除
く
。
）
、
第
六
十
九
条
、
第
七
十
二
条
ノ
二
、
第
七

十
三
条
ノ
二
か
ら
第
七
十
六
条
ま
で
、
第
八
十
一
条

（
第
二
項
第
十
三
号
を
除
く
。
）
か
ら
第
八
十
二
条
ノ
二

ま
で
、
第
八
十
二
条
ノ
三
ノ
二
か
ら
第
八
十
二
条
ノ
十

一
ま
で
、
第
八
十
二
条
ノ
十
三
、
第
八
十
二
条
ノ
十
四

ノ
六
、
第
八
十
二
条
ノ
十
四
ノ
八
か
ら
第
八
十
二
条
ノ

十
四
ノ
十
ま
で
、
第
八
十
三
条
、
第
八
十
四
条
、
第
八

十
八
条
、
第
九
十
九
条
ノ
二
、
第
九
十
九
条
ノ
三
、
第

百
三
条
ノ
二
及
び
別
表
、
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
昭
和
四
十
年
厚
生
省
令
第
三
十
一
号
。
以
下
「
改
正

前
の
厚
生
省
令
第
三
十
一
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五

項
か
ら
第
七
項
（
第
五
号
を
除
く
。
）
ま
で
、
第
八
項

及
び
第
九
項
、
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
三
号
。

以
下
「
改
正
前
の
厚
生
省
令
第
三
十
三
号
」
と
い
う
。
）

附
則
第
四
条
並
び
に
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
八

号
。
以
下
「
改
正
前
の
厚
生
省
令
第
四
十
八
号
」
と
い

う
。
）
附
則
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
旧
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
規
定
中
同

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
条

第
一
項
第

一
号

年
金
手
帳
ノ
年

金
番
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の

個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番

号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十

七
号
）
第
二
条
第
五
項
ニ
規

定
ス
ル
個
人
番
号
（
以
下
個

人
番
号
ト
称
ス
）
又
ハ
国
民

年
金
法
施
行
規
則
等
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
八

年
厚
生
省
令
第
五
十
八
号
以

下
平
成
八
年
改
正
省
令
ト
称

ス
）
第
一
条
ノ
規
定
ニ
依
ル

改
正
後
ノ
国
民
年
金
法
施
行

規
則
第
一
条
ニ
規
定
ス
ル
基

礎
年
金
番
号
（
以
下
基
礎
年

金
番
号
ト
称
ス
）

第
五
十
条

第
一
項
第

二
号

被
保
険
者
又
ハ

厚
生
年
金
保
険

ノ
被
保
険
者
ノ

資
格
ヲ
喪
失
シ

タ
ル
者

船
員
被
保
険
者
（
船
員
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百

号
）
第
一
条
ニ
規
定
ス
ル
船

員
ト
シ
テ
国
民
年
金
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭

和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号

以
下
昭
和
六
十
年
改
正
法
ト

称
ス
）
第
三
条
ノ
規
定
ニ
依

ル
改
正
後
ノ
厚
生
年
金
保
険

法
（
以
下
新
厚
生
年
金
保
険

法
ト
称
ス
）
第
六
条
第
一
項

第
三
号
ニ
規
定
ス
ル
船
舶
ニ

使
用
セ
ラ
ル
ル
被
保
険
者
、

昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第

五
条
第
十
四
号
ニ
規
定
ス
ル

船
員
任
意
継
続
被
保
険
者

（
以
下
船
員
任
意
継
続
被
保
険

者
ト
称
ス
）
及
昭
和
六
十
年

改
正
法
第
五
条
ノ
規
定
ニ
依

ル
改
正
前
ノ
法
（
以
下
法
ト

称
ス
）
ニ
依
ル
被
保
険
者
ヲ

謂
フ
以
下
之
ニ
同
ジ
）
又
ハ

厚
生
年
金
保
険
ノ
被
保
険
者

（
新
厚
生
年
金
保
険
法
ニ
依
ル

船
員
被
保
険
者
以
外
ノ
被
保

険
者
及
昭
和
六
十
年
改
正
法

第
三
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
改
正

前
ノ
厚
生
年
金
保
険
法
（
以

下
旧
厚
生
年
金
保
険
法
ト
称

ス
）
ニ
依
ル
被
保
険
者
ヲ
謂

フ
以
下
之
ニ
同
ジ
）
ノ
資
格

ヲ
喪
失
シ
タ
ル
者

後
ニ
被
保
険

者
ト
シ
テ

後
ニ
船
員
被
保
険
者
ト
シ

テ

第
五
十
条

第
一
項
第

三
号

法
第
二
十
条
ノ

規
定
ニ
依
ル
被

保
険
者
又
ハ
厚

生
年
金
保
険
ノ

第

四

種

被

保

険
者

船
員
任
意
継
続
被
保
険
者

（
法
第
二
十
条
ノ
規
定
ニ
依
ル

被
保
険
者
ヲ
含
ム
以
下
之
ニ

同
ジ
）
又
ハ
厚
生
年
金
保
険

ノ
第
四
種
被
保
険
者
（
昭
和

六
十
年
改
正
法
附
則
第
五
条

第
十
三
号
ニ
規
定
ス
ル
第
四

種
被
保
険
者
及
旧
厚
生
年
金

保
険
法
第
十
五
条
ノ
規
定
ニ

依
ル
被
保
険
者
ヲ
謂
フ
以
下

之
ニ
同
ジ
）

第
五
十
条

第
一
項

五
　
法
第
三
十

六
条
ノ
規
定
ニ

該
当
ス
ル
配
偶

者
又
ハ
子
ア
ル

ト
キ
ハ
其
ノ
者

ト
請
求
者
ト
ノ

続
柄
又
ハ
関
係

並
ニ
氏
名
及
生

年
月
日

五
　
法
第
三
十
六
条
ノ
規
定

ニ
該
当
ス
ル
配
偶
者
又
ハ
子

ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
者
ト
請
求

者
ト
ノ
続
柄
又
ハ
関
係
並
ニ

氏
名
及
生
年
月
日

五
ノ
二
　
配
偶
者
ガ
年
金
制

度
の
機
能
強
化
の
た
め
の
国

民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
厚

生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備

に
関
す
る
省
令
（
令
和
三
年

厚
生
労
働
省
令
第
百
十
五
号

以
下
令
和
三
年
改
正
省
令
ト

称
ス
）
第
四
条
ノ
規
定
ニ
依

ル
改
正
後
ノ
国
民
年
金
法
施

行
規
則
第
十
条
第
一
項
又
ハ

令
和
三
年
改
正
省
令
第
二
条

ノ
規
定
ニ
依
ル
改
正
後
ノ
厚

生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第

八
十
一
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ

依
リ
基
礎
年
金
番
号
通
知
書

ノ
交
付
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ニ
該

当
ス
ル
モ
ノ
ニ
在
リ
テ
ハ
個

人
番
号
又
ハ
基
礎
年
金
番
号

第
五
十
条

第
一
項
第

七
号

障
害
年
金
、
遺

族
年
金
、
通
算

遺
族
年
金
若
ハ

特
例
遺
族
年
金

又
ハ
厚
生
年
金

保
険
法
ニ
依
ル

障
害
年
金
ヲ
受

ク
ル
権
利
ヲ
有

ス
ル
者
ニ
在
リ

テ
ハ
其
ノ
年
金

ノ
証
書
ノ
記
号

番
号

国
民
年
金
法
施
行
規
則
等
の

一
部
を
改
正
す
る
等
の
省
令

（
昭
和
六
十
一
年
厚
生
省
令
第

十
七
号
以
下
昭
和
六
十
一
年

改
正
省
令
ト
称
ス
）
第
二
条

ノ
規
定
ニ
依
ル
改
正
後
ノ
厚

生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第

三
十
条
第
一
項
第
九
号
ニ
規

定
ス
ル
公
的
年
金
給
付
（
以

下
公
的
年
金
給
付
ト
称
ス
）

ヲ
受
ク
ル
権
利
ヲ
有
ス
ル
者

ニ
在
リ
テ
ハ
当
該
給
付
ノ
名

称
、
当
該
給
付
ニ
係
ル
制
度

ノ
名
称
及
其
ノ
管
掌
機
関
、

其
ノ
支
給
ヲ
受
ク
ル
権
利
ヲ

有
ス
ル
ニ
至
リ
タ
ル
年
月
日

並
ニ
其
ノ
年
金
証
書
又
ハ
之

ニ
代
ル
ベ
キ
書
類
ノ
年
金
コ

ー
ド
（
年
金
ノ
種
別
及
其
ノ

区
分
ヲ
表
ス
記
号
番
号
ヲ
謂
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フ
以
下
之
ニ
同
ジ
）
又
ハ
記

号
番
号
若
ハ
番
号

第
五
十
条

第
一
項
第

八
号
、
第

五
十
二
条

第
一
号
、

第
五
十
三

条
第
一
項

第
二
号
及

び
第
三
号

、
第
五
十

三
条
ノ
二

第
二
号
、

第
五
十
四

条
第
一
項

第
二
号
、

第
五
十
五

条
第
一
項

第
二
号
、

第
五
十
六

条
第
一
項

第
二
号
、

第
五
十
六

条
ノ
二
第

二
号
、
第

五
十
六
条

ノ
四
第
二

号
、
第
五

十
九
条
第

一
項
第
二

号
、
第
六

十
条
第
二

号
、
第
六

十
一
条
第

一
項
第
二

号
、
第
六

十
二
条
第

二
号
、
第

六
十
二
条

ノ
二
第
一

項
第
二
号

、
第
六
十

三
条
第
一

項
第
二
号

、
第
六
十

五
条
第
一

記
号
番
号

年
金
コ
ー
ド

項
第
二
号

、
第
六
十

六
条
第
一

項
第
二
号

、
第
六
十

八
条
ノ
二

第
一
項
第

九
号
、
第

六
十
八
条

ノ
三
第
一

号
、
第
六

十
八
条
ノ

四
第
二
号

及
び
第
三

号
、
第
六

十
八
条
ノ

六
第
二
号

、
第
六
十

八
条
ノ
八

第
一
項
第

二
号
、
第

六
十
八
条

ノ
九
第
一

項
第
二
号

、
第
六
十

八
条
ノ
十

第
二
号
、

第
七
十
二

条
ノ
二
第

一
項
第
二

号
及
び
第

三
号
、
第

七
十
三
条

ノ
二
第
一

項
第
二
号

、
第
七
十

四
条
第
二

号
、
第
七

十
四
条
ノ

三
第
二
号

、
第
七
十

四
条
ノ
四

第
一
項
第

二
号
、
第

七
十
四
条

ノ
八
第
一

項
第
二
号

、
第
七
十

四
条
ノ
九

第
二
号
、

第
七
十
四

条
ノ
九
ノ

二
第
二
号

、
第
七
十

四
条
ノ
十

第
一
項
第

二
号
、
第

七
十
四
条

ノ
十
ノ
二

第
二
号
、

第
七
十
四

条
ノ
十
一

第
二
号
、

第
七
十
四

条
ノ
十
二

第
一
項
第

二
号
、
第

八
十
一
条

第
二
項
第

三
号
及
び

第
十
七
号

、
第
八
十

一
条
ノ
二

第
一
項
第

九
号
、
第

八
十
一
条

ノ
四
第
一

項
第
九
号

、
第
八
十

一
条
ノ
五

第
一
号
、

第
八
十
一

条
ノ
六
第

一
項
第
二

号
及
び
第

三
号
、
第

八
十
二
条

第
一
項
第

二
号
及
び

第
四
号
、

第
八
十
二

条
ノ
二
第

二
号
及
び

第
四
号
、

第
八
十
二

条
ノ
三
ノ

二
第
二
号

、
第
八
十

二
条
ノ
四

ノ
二
第
一

項
第
二
号

、
第
八
十

二
条
ノ
五

第
一
項
第

二
号
、
第

八
十
二
条

ノ
九
第
一

項
第
三
号

、
第
八
十

二
条
ノ
十

第
一
項
第

二
号
、
第

八
十
二
条

ノ
十
ノ
二

第
二
号
、

第
八
十
二

条
ノ
十
ノ

三
第
二
号

、
第
八
十

二
条
ノ
十

ノ
四
第
二

号
、
第
八

十
二
条
ノ

十
ノ
五
第

二
号
、
第

八
十
二
条

ノ
十
ノ
六

第
一
項
第

二
号
、
第

八
十
二
条

ノ
十
ノ
七

第
二
号
、

第
八
十
二

条
ノ
十
四

ノ
六
第
一

項
第
二
号

及
び
第
三

号
並
び
に

第
八
十
二

条
ノ
十
四
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ノ
八
第
二

号第
五
十
条

第
一
項
第

九
号

給
付
（
其
ノ
全

額
ニ
付
支
給
ヲ

停
止
セ
ラ
レ
タ

ル

給

付

ヲ

除

ク
）

給
付

第
五
十
条

第
一
項
第

九
号
、
第

八
十
一
条

第
二
項
第

二
十
号
、

第
八
十
一

条
ノ
二
第

一
項
第
十

二
号
、
第

八
十
一
条

ノ
六
第
一

項
第
五
号

、
第
八
十

二
条
ノ
九

第
一
項
第

五
号
、
第

八
十
二
条

ノ
十
ノ
二

第
四
号
、

第
八
十
二

条
ノ
十
ノ

四
第
三
号

及
び
第
八

十
二
条
ノ

十
ノ
五
第

三
号

記
号
番
号
又
ハ

番
号

年
金
コ
ー
ド
又
ハ
記
号
番
号

若
ハ
番
号

第
五
十
条

第
一
項
第

九
号
ロ

令

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う

経
過
措
置
に
関
す
る
政
令

（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
五
十

四
号
）
第
百
十
九
条
ノ
規
定

ニ
依
リ
読
替
ヘ
ラ
レ
タ
国
民

年
金
法
施
行
令
等
の
一
部
を

改
正
す
る
等
の
政
令
（
昭
和

六
十
一
年
政
令
第
五
十
三
号

以
下
昭
和
六
十
一
年
改
正
政

令
ト
称
ス
）
第
四
条
ノ
規
定

ニ
依
ル
改
正
前
ノ
令
（
以
下

令
ト
称
ス
）

第
五
十
条

第
一
項
第

十
号

払
渡
希
望
金
融

機
関
名
及
預
金

通
帳
ノ
記
号
番

号
又
ハ
払
渡
希

望
郵
便
局
名
及

所
在
地

払
渡
希
望
金
融
機
関
名
及
預

金
口
座
ノ
口
座
番
号
又
ハ
払

渡
希
望
郵
便
局
名
及
所
在
地

（
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速

か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の

預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関

す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律

第
三
十
八
号
）
第
三
条
第
一

項
、
第
四
条
第
一
項
及
第
五

条
第
二
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
登

録
ニ
係
ル
預
貯
金
口
座
（
以

下
公
金
受
取
口
座
ト
称
ス
）

へ
ノ
払
込
ミ
ヲ
希
望
ス
ル
者

ニ
在
リ
テ
ハ
公
金
受
取
口
座

ヘ
ノ
払
込
ミ
ヲ
希
望
ス
ル
旨

ヲ
含
ム
）

第
五
十
条

第
二
項

六
　
前
号
ノ
障

害
ガ
別
表
第
一

ニ
掲
グ
ル
疾
病

又
ハ
負
傷
ニ
因

ル
モ
ノ
ナ
ル
ト

キ
ハ
其
ノ
障
害

ノ
状
態
ノ
程
度

ヲ
示
ス
レ
ン
ト

ゲ
ン
フ
イ
ル
ム

六
　
前
号
ノ
障
害
ガ
別
表
第

一
ニ
掲
グ
ル
疾
病
又
ハ
負
傷

ニ
因
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
其

ノ
障
害
ノ
状
態
ノ
程
度
ヲ
示

ス
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
イ
ル
ム

六
ノ
二
　
前
項
ノ
規
定
ニ
依

リ
同
項
ノ
請
求
書
ニ
配
偶
者

ノ
基
礎
年
金
番
号
ヲ
記
載
ス

ル
者
ニ
在
リ
テ
ハ
配
偶
者
ノ

基
礎
年
金
番
号
通
知
書
其
ノ

他
ノ
基
礎
年
金
番
号
ヲ
証
ス

ル
ニ
足
ル
書
類

第
五
十
条

第
二
項
第

一
号
及
び

第
六
十
八

条
ノ
二
第

二
項
第
一

号

年
金
手
帳
（
年

金
手
帳
ヲ
添
附

ス
ル
コ
ト
能
ハ

ザ
ル
ト
キ
ハ
其

ノ
事
由
書
）

前
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
同
項
ノ

請
求
書
ニ
基
礎
年
金
番
号
ヲ

記
載
ス
ル
者
ニ
在
リ
テ
ハ
基

礎
年
金
番
号
通
知
書
其
ノ
他

ノ
基
礎
年
金
番
号
ヲ
証
ス
ル

ニ
足
ル
書
類

第
五
十
条

第
二
項
第

二
号

市
町
村
長
ノ
証

明
書

市
町
村
長
（
特
別
区
ノ
区
長

ヲ
含
ム
モ
ノ
ト
シ
地
方
自
治

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二

条
の
十
九
第
一
項
ノ
指
定
都

市
二
在
リ
テ
ハ
区
長
又
ハ
総

合
区
長
ト
ス
第
九
号
ヲ
除
キ

以
下
之
二
同
ジ
）
ノ
証
明
書

（
厚
生
労
働
大
臣
ガ
住
民
基
本

台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法

律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条

の
九
ノ
規
定
ニ
依
リ
請
求
者

ニ
係
ル
機
構
保
存
本
人
確
認

情
報
（
同
条
ニ
規
定
ス
ル
機

構
保
存
本
人
確
認
情
報
ヲ
謂

フ
以
下
之
ニ
同
ジ
）
ノ
提
供

ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ト

キ
ニ
限
ル
）

第
五
十
条

第
二
項
第

七
号

事
由
書
）

事
由
書
）
及
前
項
第
七
号
ニ

規
定
ス
ル
公
的
年
金
給
付

（
厚
生
労
働
大
臣
ガ
支
給
ス
ル

モ
ノ
ヲ
除
ク
）
ノ
受
給
権
者

ニ
在
リ
テ
ハ
当
該
公
的
年
金

給
付
ノ
年
金
証
書
又
ハ
之
ニ

代
ル
ベ
キ
書
類

第
五
十
条

第
二
項
第

十
号

船
員
保
険
法
の

一
部
を
改
正
す

る
法
律

昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第

百
七
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
改
正

前
ノ
船
員
保
険
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律

第
五
十
条

第
二
項
第

十
一
号
、

第
六
十
八

条
ノ
二
第

二
項
第
八

号
、
第
八

十
一
条
第

三
項
第
十

八
号
、
第

八
十
一
条

ノ
二
第
二

項
第
九
号

及
び
第
八

十
一
条
ノ

四
第
二
項

第
八
号

預
金
通
帳
ノ
記

号
番
号
ノ
当
該

払
渡
希
望
金
融

機
関
ノ
証
明
書

預
金
口
座
ノ
口
座
番
号
ノ
当

該
払
渡
希
望
金
融
機
関
ノ
証

明
書
、
預
金
通
帳
ノ
写
其
ノ

他
ノ
預
金
口
座
ノ
口
座
番
号

ヲ
明
ラ
カ
ニ
ス
ル
書
類

第
五
十
二

条

二
　
老
齢
年
金

受
給
者
ノ
氏
名

及
生
年
月
日

二
　
老
齢
年
金
受
給
者
ノ
氏

名
及
生
年
月
日

二
ノ
二
　
基
礎
年
金
番
号

第
五
十
三

条
第
一
項

厚
生
年
金
保
険

及
び
船
員
保
険

交
渉
法

昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第

二
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
ル

廃
止
前
ノ
厚
生
年
金
保
険
及

び
船
員
保
険
交
渉
法

選
択
セ
ン
ト
ス

ル
者

選
択
セ
ン
ト
ス
ル
者
（
昭
和

六
十
年
改
正
法
附
則
第
五
十

六
条
第
二
項
ノ
規
定
ニ
依
リ

支
給
停
止
セ
ラ
ル
ル
者
ヲ
除

ク
）

第
五
十
三

条
第
一
項

、
第
五
十

三
条
ノ
二

、
第
五
十

四
条
第
一

項
、
第
五

十
五
条
第

一
項
、
第

五
十
六
条

第
一
項
、

第
五
十
六

条
ノ
二
、

第
五
十
六

条
ノ
四
、

第
五
十
九

条
第
一
項

、
第
六
十

条
、
第
六

十
一
条
第

一
項
、
第

六
十
二
条

、
第
六
十

二
条
ノ
二

第
一
項
、

第
六
十
八

条
ノ
四
、

第
六
十
八

条
ノ
六
、

第
六
十
八

条
ノ
八
第

一
項
、
第

六
十
八
条

ノ
九
第
一

項
、
第
六

十
八
条
ノ

十
、
第
七

十
二
条
ノ

二
第
一
項

、
第
七
十

三
条
ノ
二

第
一
項
、

第
七
十
四

条
、
第
七

十
四
条
ノ

一
　
届
出
者
ノ

生
年
月
日

一
　
届
出
者
ノ
生
年
月
日

一
ノ
二
　
個
人
番
号
又
ハ
基

礎
年
金
番
号
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三
、
第
七

十
四
条
ノ

八
第
一
項

、
第
七
十

四
条
ノ
九

、
第
七
十

四
条
ノ
九

ノ
二
、
第

七
十
四
条

ノ
十
第
一

項
、
第
七

十
四
条
ノ

十
ノ
二
、

第
七
十
四

条
ノ
十
一

、
第
八
十

一
条
ノ
六

第
一
項
、

第
八
十
二

条
第
一
項

、
第
八
十

二
条
ノ
二

、
第
八
十

二
条
ノ
三

ノ
二
、
第

八
十
二
条

ノ
五
第
一

項
、
第
八

十
二
条
ノ

九
第
一
項

、
第
八
十

二
条
ノ
十

第
一
項
、

第
八
十
二

条
ノ
十
ノ

二
か
ら
第

八
十
二
条

ノ
十
ノ
五

ま
で
、
第

八
十
二
条

ノ
十
ノ
六

第
一
項
、

第
八
十
二

条
ノ
十
ノ

七
、
第
八

十
二
条
ノ

十
四
ノ
六

第
一
項
及

び
第
八
十

二
条
ノ
十

四
ノ
八

第
五
十
三

条
第
一
項

第
三
号
、

第
五
十
六

条
、
第
七

十
二
条
ノ

二
第
一
項

第
三
号
、

第
八
十
一

条
第
二
項

第
三
号
及

び
第
八
十

二
条
第
一

項

厚

生

年

金

保

険
法

旧
厚
生
年
金
保
険
法

第
五
十
三

条
第
一
項

第
四
号
、

第
五
十
三

条
ノ
二
第

四
号
、
第

五
十
四
条

第
一
項
第

五
号
、
第

五
十
六
条

ノ
四
第
四

号
、
第
七

十
二
条
ノ

二
第
一
項

第
四
号
、

第
七
十
四

条
ノ
九
ノ

二
第
四
号

、
第
七
十

四
条
ノ
十

第
一
項
第

五
号
、
第

七
十
四
条

ノ
十
ノ
二

第
四
号
及

び
第
七
十

四
条
ノ
十

記
号
番
号
又
ハ

番
号

年
金
コ
ー
ド
又
ハ
記
号
番
号

若
ハ
番
号
並
ニ
当
該
配
偶
者

ノ
個
人
番
号
又
ハ
基
礎
年
金

番
号

二
第
一
項

第
五
号

第
五
十
三

条
第
二
項

前
項
ノ
届
書
ニ

ハ
届
出
ノ
日
前

一
月
以
内
ノ
間

ニ
於
テ
作
製
セ

ラ
レ
タ
ル
次
ニ

掲
グ
ル
書
類
等

ヲ
添
附
ス
ベ
シ

但
シ
現
ニ
支
給

ヲ
受
ク
ル
老
齢

年
金
ヲ
選
択
セ

ン
ト
ス
ル
ト
キ

及
届
出
ノ
日
前

六
月
以
内
ニ
同

様
ノ
書
類
等
ノ

提
出
ア
リ
タ
ル

ト
キ
ハ
此
ノ
限

ニ
在
ラ
ズ

一
　
法
第
三
十

四
条
第
四
項
ノ

請
求
ニ
依
ル
老

齢
年
金
ヲ
受
ク

ル
権
利
ヲ
有
ス

ル
者
ニ
シ
テ
社

会
保
険
庁
長
官

ノ
指
定
シ
タ
ル

者
ナ
ル
ト
キ
ハ

障
害
ノ
状
態
ノ

程
度
ニ
関
ス
ル

医
師
又
ハ
歯
科

医
師
ノ
診
断
書

二
　
前
号
ノ
障

害
ガ
別
表
第
一

ニ
掲
グ
ル
疾
病

又
ハ
負
傷
ニ
因

ル
モ
ノ
ナ
ル
ト

キ
ハ
其
ノ
障
害

ノ
状
態
ノ
程
度

ヲ
示
ス
レ
ン
ト

ゲ
ン
フ
イ
ル
ム

三
　
法
第
三
十

六
条
第
一
項
ノ

規
定
ニ
該
当
ス

ル
配
偶
者
又
ハ

子
ア
ル
場
合
ニ

於
テ
ハ
其
ノ
者

前
項
ノ
届
書
ニ
ハ
次
ニ
掲
グ

ル
書
類
等
ヲ
添
附
ス
ベ
シ
但

シ
現
ニ
支
給
ヲ
受
ク
ル
老
齢

年
金
ヲ
選
択
セ
ン
ト
ス
ル
ト

キ
及
届
出
ノ
日
前
六
月
以
内

ニ
同
様
ノ
書
類
等
ノ
提
出
ア

リ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
ニ
在

ラ
ズ

一
　
届
出
ノ
日
前
三
月
以
内

ノ
間
ニ
於
テ
作
製
セ
ラ
レ
タ

ル
次
ニ
掲
グ
ル
書
類
等

イ
　
法
第
三
十
四
条
第
四
項

ノ
請
求
ニ
依
ル
老
齢
年
金
ヲ

受
ク
ル
権
利
ヲ
有
ス
ル
者
ニ

シ
テ
社
会
保
険
庁
長
官
ノ
指

定
シ
タ
ル
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
障

害
ノ
状
態
ノ
程
度
ニ
関
ス
ル

医
師
又
ハ
歯
科
医
師
ノ
診
断

書ロ
　
イ
ノ
障
害
ガ
別
表
第
一

ニ
掲
グ
ル
疾
病
又
ハ
負
傷
ニ

因
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ

障
害
ノ
状
態
ノ
程
度
ヲ
示
ス

レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
イ
ル
ム

ハ
　
法
第
三
十
六
条
第
一
項

ノ
規
定
ニ
該
当
ス
ル
子
ガ
届

出
者
ノ
老
齢
年
金
ノ
支
給
ヲ

受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ニ
至
リ

タ
ル
当
時
法
別
表
第
四
下
欄

ニ
定
ム
ル
一
級
又
ハ
二
級
ノ

障
害
ノ
状
態
ニ
在
ル
者
ニ
シ

テ
社
会
保
険
庁
長
官
ノ
指
定

シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
其

ノ
者
ガ
届
出
者
ノ
老
齢
年
金

ノ
支
給
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得

ル
ニ
至
リ
タ
ル
当
時
ヨ
リ
引

続
キ
法
別
表
第
四
下
欄
ニ
定

ム
ル
一
級
又
ハ
二
級
ノ
障
害

ノ
状
態
ニ
在
ル
コ
ト
ヲ
認
メ

得
ベ
キ
書
類

二
　
法
第
三
十
六
条
第
一
項

ノ
規
定
ニ
該
当
ス
ル
配
偶
者

又
ハ
子
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ

其
ノ
者
ト
届
出
者
ト
ノ
身
分

関
係
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
市
町

ト
届
出
者
ト
ノ

身
分
関
係
ヲ
明

瞭
ニ
シ
得
ル
市

町
村
長
ノ
証
明

書
又
ハ
戸
籍
ノ

抄
本

四
　
前
号
ニ
掲

グ
ル
子
ガ
届
出

者
ノ
老
齢
年
金

ノ
支
給
ヲ
受
ク

ル
コ
ト
ヲ
得
ル

ニ
至
リ
タ
ル
当

時
法
別
表
第
四

下
欄
ニ
定
ム
ル

一
級
又
ハ
二
級

ノ
障
害
ノ
状
態

ニ
在
ル
者
ニ
シ

テ
社
会
保
険
庁

長
官
ノ
指
定
シ

タ
ル
モ
ノ
ナ
ル

ト
キ
ハ
其
ノ
者

ガ
届
出
者
ノ
老

齢
年
金
ノ
支
給

ヲ
受
ク
ル
コ
ト

ヲ
得
ル
ニ
至
リ

タ
ル
当
時
ヨ
リ

引
続
キ
法
別
表

第
四
下
欄
ニ
定

ム
ル
一
級
又
ハ

二
級
ノ
障
害
ノ

状
態
ニ
在
ル
コ

ト
ヲ
認
メ
得
ベ

キ
書
類

村
長
ノ
証
明
書
又
ハ
戸
籍
ノ

抄
本
（
届
出
ノ
日
前
一
月
以

内
ノ
間
ニ
於
テ
作
製
セ
ラ
レ

タ
ル
モ
ノ
ニ
限
ル
）

第
五
十
三

条
ノ
二
、

五
十
六
条

ノ
四
、
第

七
十
四
条

ノ
九
ノ
二

及
び
第
七

十
四
条
ノ

十
ノ
二

老
齢
年
金
若
ハ

障
害
年
金
又
ハ

同
条
ニ
掲
グ
ル

給
付

障
害
年
金
又
ハ
同
条
ニ
掲
グ

ル
給
付
（
障
害
ヲ
支
給
事
由

ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
限
ル
）

老
齢
年
金
若
ハ

障
害
年
金
若
ハ

同
条
ニ
掲
グ
ル

給
付

障
害
年
金
若
ハ
同
条
ニ
掲
グ

ル
給
付
（
障
害
ヲ
支
給
事
由

ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
限
ル
）

第
五
十
四

条
第
一
項

第
三
十
八
条
第

一
項
乃
至
第
三

項
又
ハ
交
渉
法

第
三
十
八
条
第
三
項
、
交
渉

法
第
十
六
条
若
ハ
第
二
十
条
、

昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第

五
十
六
条
第
二
項
又
ハ
同
法
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第
十
六
条
若
ハ

第
二
十
条

附
則
第
八
十
七
条
第
七
項
ノ

規
定
ニ
依
リ
適
用
ス
ル
モ
ノ

ト
サ
レ
タ
ル
国
民
年
金
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
九
十
五
号

以
下
平
成
六
年
改
正
法
ト
称

ス
）
附
則
第
二
十
一
条
（
厚

生
年
金
保
険
ノ
被
保
険
者
ト

ナ
リ
タ
ル
コ
ト
ニ
因
リ
適
用

セ
ラ
ル
ル
場
合
ニ
限
ル
）

至
リ
タ
ル
ト
キ

ハ
次
ニ

至
リ
タ
ル
ト
キ
（
昭
和
六
十

年
改
正
法
附
則
第
四
十
二
条

第
二
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
厚
生

年
金
保
険
ノ
被
保
険
者
ノ
資

格
ヲ
喪
失
シ
タ
ル
ニ
因
リ
支

給
ヲ
停
止
ス
ベ
キ
事
由
ガ
消

滅
シ
タ
ル
ト
キ
ヲ
除
ク
）
ハ

次
ニ

届
書

届
書
又
ハ
昭
和
六
十
一
年
改

正
省
令
附
則
第
二
十
二
条
ニ

於
テ
準
用
ス
ル
新
厚
生
年
金

保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
条

の
五
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル
申

請
書

第
五
十
四

条
第
一
項

第
五
号

若
ハ
第
二
項

若
ハ
第
二
項
若
ハ
昭
和
六
十

年
改
正
法
附
則
第
五
十
六
条

第
六
項

第
五
十
四

条
第
一
項

第
五
号
及

び
第
七
十

四
条
ノ
十

第
一
項
第

五
号

（
其
ノ

（
障
害
ヲ
支
給
事
由
ト
ス
ル
給

付
デ
其
ノ

第
五
十
四

条
第
二
項

前
項
ノ
届
書
ニ

ハ
届
出
ノ
日
前

一
月
以
内
ノ
間

ニ
於
テ
作
製
セ

ラ
レ
タ
ル
次
ニ

掲
グ
ル
書
類
等

ヲ
添
附
ス
ベ
シ

但
シ
其
ノ
一
部

ニ
付
支
給
ヲ
停

止
セ
ラ
レ
タ
ル

老
齢
年
金
ガ
其

ノ
支
給
ヲ
停
止

セ
ラ
レ
ザ
ル
ニ

前
項
ノ
届
書
ニ
ハ
次
ニ
掲
グ

ル
書
類
等
ヲ
添
附
ス
ベ
シ
但

シ
其
ノ
一
部
ニ
付
支
給
ヲ
停

止
セ
ラ
レ
タ
ル
老
齢
年
金
ガ

其
ノ
支
給
ヲ
停
止
セ
ラ
レ
ザ

ル
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
及
届
出

ノ
日
前
六
月
以
内
ニ
同
様
ノ

書
類
等
ノ
提
出
ア
リ
タ
ル
ト

キ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

一
　
届
出
ノ
日
前
三
月
以
内

ノ
間
ニ
於
テ
作
製
セ
ラ
レ
タ

ル
次
ニ
掲
グ
ル
書
類
等

至
リ
タ
ル
ト
キ

及
届
出
ノ
日
前

六
月
以
内
ニ
同

様
ノ
書
類
等
ノ

提
出
ア
リ
タ
ル

ト
キ
ハ
此
ノ
限

ニ
在
ラ
ズ

一
　
社
会
保
険

庁
長
官
ノ
指
定

シ
タ
ル
届
出
者

ニ
在
リ
テ
ハ
其

ノ
者
ノ
障
害
ノ

状
態
ノ
程
度
ニ

関
ス
ル
医
師
又

ハ
歯
科
医
師
ノ

診
断
書

二
　
前
号
ノ
障

害
ガ
別
表
第
一

ニ
掲
グ
ル
疾
病

又
ハ
負
傷
ニ
因

ル
モ
ノ
ナ
ル
ト

キ
ハ
其
ノ
障
害

ノ
状
態
ノ
程
度

ヲ
示
ス
レ
ン
ト

ゲ
ン
フ
イ
ル
ム

三
　
法
第
三
十

六
条
第
一
項
ノ

規
定
ニ
該
当
ス

ル
配
偶
者
又
ハ

子
ア
ル
場
合
ニ

於
テ
ハ
其
ノ
者

ト
届
出
者
ト
ノ

身
分
関
係
ヲ
明

瞭
ニ
シ
得
ル
市

町
村
長
ノ
証
明

書
又
ハ
戸
籍
ノ

抄
本

四
　
前
号
ニ
掲

グ
ル
子
ガ
届
出

者
ノ
老
齢
年
金

ノ
支
給
ヲ
受
ク

ル
コ
ト
ヲ
得
ル

ニ
至
リ
タ
ル
当

時
法
別
表
第
四

下
欄
ニ
定
ム
ル

一
級
又
ハ
二
級

ノ
障
害
ノ
状
態

イ
　
社
会
保
険
庁
長
官
ノ
指

定
シ
タ
ル
届
出
者
ニ
在
リ
テ

ハ
其
ノ
者
ノ
障
害
ノ
状
態
ノ

程
度
ニ
関
ス
ル
医
師
又
ハ
歯

科
医
師
ノ
診
断
書

ロ
　
イ
ノ
障
害
ガ
別
表
第
一

ニ
掲
グ
ル
疾
病
又
ハ
負
傷
ニ

因
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ

障
害
ノ
状
態
ノ
程
度
ヲ
示
ス

レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
イ
ル
ム

ハ
　
法
第
三
十
六
条
第
一
項

ノ
規
定
ニ
該
当
ス
ル
子
ガ
届

出
者
ノ
老
齢
年
金
ノ
支
給
ヲ

受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ニ
至
リ

タ
ル
当
時
法
別
表
第
四
下
欄

ニ
定
ム
ル
一
級
又
ハ
二
級
ノ

障
害
ノ
状
態
ニ
在
ル
者
ニ
シ

テ
社
会
保
険
庁
長
官
ノ
指
定

シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
其

ノ
者
ガ
届
出
者
ノ
老
齢
年
金

ノ
支
給
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得

ル
ニ
至
リ
タ
ル
当
時
ヨ
リ
引

続
キ
法
別
表
第
四
下
欄
ニ
定

ム
ル
一
級
又
ハ
二
級
ノ
障
害

ノ
状
態
ニ
在
ル
コ
ト
ヲ
認
メ

得
ベ
キ
書
類

二
　
法
第
三
十
六
条
第
一
項

ノ
規
定
ニ
該
当
ス
ル
配
偶
者

又
ハ
子
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ

其
ノ
者
ト
届
出
者
ト
ノ
身
分

関
係
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
市
町

村
長
ノ
証
明
書
又
ハ
戸
籍
ノ

抄
本
（
届
出
ノ
日
前
一
月
以

内
ノ
間
ニ
於
テ
作
製
セ
ラ
レ

タ
ル
モ
ノ
ニ
限
ル
）

ニ
在
ル
者
ニ
シ

テ
社
会
保
険
庁

長
官
ノ
指
定
シ

タ
ル
モ
ノ
ナ
ル

ト
キ
ハ
其
ノ
者

ガ
届
出
者
ノ
老

齢
年
金
ノ
支
給

ヲ
受
ク
ル
コ
ト

ヲ
得
ル
ニ
至
リ

タ
ル
当
時
ヨ
リ

引
続
キ
法
別
表

第
四
下
欄
ニ
定

ム
ル
一
級
又
ハ

二
級
ノ
障
害
ノ

状
態
ニ
在
ル
コ

ト
ヲ
認
メ
得
ベ

キ
書
類

第
五
十
五

条
第
一
項

及
び
第
五

十
六
条
第

一
項

第

十

六

条

第

一
項

第
十
六
条
第
一
項
又
ハ
昭
和

六
十
年
改
正
法
附
則
第
八
十

七
条
第
七
項
ノ
規
定
ニ
依
リ

適
用
ス
ル
モ
ノ
ト
サ
レ
タ
ル

平
成
六
年
改
正
法
附
則
第
二

十
一
条
（
厚
生
年
金
保
険
ノ

被
保
険
者
ト
ナ
リ
タ
ル
コ
ト

ニ
因
リ
適
用
セ
ラ
ル
ル
場
合

ニ
限
ル
）

第
五
十
五

条
第
一
項

資
格
ヲ
喪
失
シ

タ
ル
場
合

資
格
ヲ
喪
失
シ
タ
ル
場
合

（
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第

四
十
二
条
第
二
項
ノ
規
定
ニ

依
リ
厚
生
年
金
保
険
ノ
被
保

険
者
ノ
資
格
ヲ
喪
失
シ
タ
ル

ニ
因
リ
支
給
ヲ
停
止
ス
ベ
キ

事
由
ガ
消
滅
シ
タ
ル
ト
キ
ヲ

除
ク
）

厚

生

年

金

保

険
法

旧
厚
生
年
金
保
険
法

第
五
十
五

条
第
二
項

前
項
ノ
届
書
ニ

ハ
届
出
ノ
日
前

一
月
以
内
ノ
間

ニ
於
テ
作
製
セ

ラ
レ
タ
ル
次
ニ

掲
グ
ル
書
類
ヲ

添
附
ス
ベ
シ
但

シ
交
渉
法
第
十

六
条
第
一
項
但

書
ニ
該
当
セ
ザ

ル
ニ
至
リ
タ
ル

前
項
ノ
届
書
ニ
ハ
次
ニ
掲
グ

ル
書
類
ヲ
添
附
ス
ベ
シ
但
シ

交
渉
法
第
十
六
条
第
一
項
但

書
ニ
該
当
セ
ザ
ル
ニ
至
リ
タ

ル
ト
キ
、
昭
和
六
十
年
改
正

法
附
則
第
八
十
七
条
第
七
項

ノ
規
定
ニ
依
リ
適
用
ス
ル
モ

ノ
ト
サ
レ
タ
ル
平
成
六
年
改

正
法
附
則
第
二
十
一
条
ノ
規

定
ニ
依
リ
其
ノ
一
部
ニ
付
支

給
ヲ
停
止
セ
ラ
レ
タ
ル
老
齢

ト
キ
及
届
出
ノ

日
前
六
月
以
内

ニ
同
様
ノ
書
類

ノ
提
出
ア
リ
タ

ル
ト
キ
ハ
此
ノ

限
ニ
在
ラ
ズ

一
　
法
第
三
十

六
条
第
一
項
ノ

規
定
ニ
該
当
ス

ル
配
偶
者
又
ハ

子
ア
ル
場
合
ニ

於
テ
ハ
其
ノ
者

ト
届
出
者
ト
ノ

身
分
関
係
ヲ
明

瞭
ニ
シ
得
ル
市

町
村
長
ノ
証
明

書
又
ハ
戸
籍
ノ

抄
本

二
　
前
号
ニ
掲

グ
ル
子
ガ
届
出

者
ノ
老
齢
年
金

ノ
支
給
ヲ
受
ク

ル
コ
ト
ヲ
得
ル

ニ
至
リ
タ
ル
当

時
法
別
表
第
四

下
欄
ニ
定
ム
ル

一
級
又
ハ
二
級

ノ
障
害
ノ
状
態

ニ
在
ル
者
ニ
シ

テ
社
会
保
険
庁

長
官
ノ
指
定
シ

タ
ル
モ
ノ
ナ
ル

ト
キ
ハ
其
ノ
者

ガ
届
出
者
ノ
老

齢
年
金
ノ
支
給

ヲ
受
ク
ル
コ
ト

ヲ
得
ル
ニ
至
リ

タ
ル
当
時
ヨ
リ

引
続
キ
法
別
表

第
四
下
欄
ニ
定

ム
ル
一
級
又
ハ

二
級
ノ
障
害
ノ

状
態
ニ
在
ル
コ

ト
ヲ
認
メ
得
ベ

キ
書
類

年
金
ガ
其
ノ
支
給
ヲ
停
止
セ

ラ
レ
ザ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ

及
届
出
ノ
日
前
六
月
以
内
ニ

同
様
ノ
書
類
ノ
提
出
ア
リ
タ

ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

一
　
法
第
三
十
六
条
第
一
項

ノ
規
定
ニ
該
当
ス
ル
配
偶
者

又
ハ
子
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ

其
ノ
者
ト
届
出
者
ト
ノ
身
分

関
係
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
市
町

村
長
ノ
証
明
書
又
ハ
戸
籍
ノ

抄
本
（
届
出
ノ
日
前
一
月
以

内
ノ
間
ニ
於
テ
作
製
セ
ラ
レ

タ
ル
モ
ノ
ニ
限
ル
）

二
　
前
号
ニ
掲
グ
ル
子
ガ
届

出
者
ノ
老
齢
年
金
ノ
支
給
ヲ

受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ニ
至
リ

タ
ル
当
時
法
別
表
第
四
下
欄

ニ
定
ム
ル
一
級
又
ハ
二
級
ノ

障
害
ノ
状
態
ニ
在
ル
者
ニ
シ

テ
社
会
保
険
庁
長
官
ノ
指
定

シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
其

ノ
者
ガ
届
出
者
ノ
老
齢
年
金

ノ
支
給
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得

ル
ニ
至
リ
タ
ル
当
時
ヨ
リ
引

続
キ
法
別
表
第
四
下
欄
ニ
定

ム
ル
一
級
又
ハ
二
級
ノ
障
害

ノ
状
態
ニ
在
ル
コ
ト
ヲ
認
メ

得
ベ
キ
書
類
（
届
出
ノ
日
前

三
月
以
内
ノ
間
ニ
於
テ
作
製

セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
限
ル
）

45



第
五
十
六

条
ノ
二

社
会
保
険
庁
長

官

ニ

提

出

ス

ベ
シ

厚
生
労
働
大
臣
ニ
提
出
ス
ベ

シ
（
昭
和
六
十
一
年
三
月
三

十
一
日
ニ
於
テ
厚
生
年
金
保

険
ノ
被
保
険
者
タ
リ
シ
者
ニ

シ
テ
昭
和
六
十
年
改
正
法
附

則
第
四
十
二
条
第
二
項
ノ
規

定
ニ
依
リ
当
該
被
保
険
者
ノ

資
格
ヲ
喪
失
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ

ル
ト
キ
ヲ
除
ク
）

第
五
十
六

条
ノ
四
及

び
第
七
十

四
条
ノ
十

ノ
二

届
書
ヲ

届
書
ニ
当
該
配
偶
者
ト
受
給

権
者
ト
ノ
身
分
関
係
ヲ
明
瞭

ニ
シ
得
ル
市
町
村
長
ノ
証
明

書
又
ハ
戸
籍
ノ
抄
本
及
当
該

配
偶
者
ガ
同
条
ニ
掲
グ
ル
給

付
（
厚
生
労
働
大
臣
ガ
支
給

ス
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
）
ノ
支
給

ヲ
受
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ニ
至
リ

タ
ル
コ
ト
ヲ
証
ス
ベ
キ
書
類

又
ハ
其
ノ
全
額
ニ
付
支
給
ヲ

停
止
セ
ラ
ル
ル
ニ
至
リ
タ
ル

コ
ト
ヲ
証
ス
ベ
キ
書
類
ヲ
添

附
シ
之
ヲ

第
六
十
条

、
第
七
十

四
条
ノ
三

及
び
第
八

十
二
条
ノ

十
第
一
項

十
八
歳
未
満
ノ

子
ガ
十
八
歳
ニ

至
リ
タ
ル

子
ガ
十
八
歳
ニ
達
シ
タ
ル
日

以
後
ノ

初
ノ
三
月
三
十
一

日
ガ
終
了
シ
タ
ル

第
六
十
一

条
か
ら
第

六
十
三
条

ま
で
、
第

六
十
五
条

第
一
項
、

第
八
十
二

条
ノ
五
第

一
項
及
び

第
八
十
二

条
ノ
七
第

一
項

社

会

保

険

庁

長
官

厚
生
労
働
大
臣

第
六
十
一

条
第
一
項

老

齢

年

金

受

給
者

老
齢
年
金
受
給
者
（
厚
生
労

働
大
臣
ガ
住
民
基
本
台
帳
法

第
三
十
条
の
九
ノ
規
定
ニ
依

リ
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報

ノ
提
供
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得

ル
者
ヲ
除
ク
）

第
六
十
二

条

老
齢
年
金
受
給

者
ハ

老
齢
年
金
受
給
者
（
厚
生
労

働
大
臣
ガ
住
民
基
本
台
帳
法

第
三
十
条
の
九
ノ
規
定
ニ
依

リ
当
該
受
給
権
者
ニ
係
ル
機

構
保
存
本
人
確
認
情
報
ノ
提

供
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者

ヲ
除
ク
）
ハ

第
六
十
二

条
ノ
二

又

ハ

払

渡

郵

便
局

若
ハ
払
渡
郵
便
局
又
ハ
当
該

機
関
ノ
預
金
口
座
ノ
名
義

三
　
払
渡
希
望

金
融
機
関
名
及

預
金
通
帳
ノ
記

号
番
号
又
ハ
払

渡
希
望
郵
便
局

名
及
所
在
地

三
　
次
ニ
掲
グ
ル
者
ノ
区
分

ニ
付
夫
々
次
ニ
掲
グ
ル
事
項

イ
　
払
渡
シ
ヲ
受
ク
ル
機
関

ニ
金
融
機
関
ヲ
希
望
ス
ル
者

（
ロ
及
ハ
ニ
掲
グ
ル
者
ヲ
除

ク
）
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
名

並
ニ
預
金
口
座
ノ
名
義
及
口

座
番
号

ロ
　
払
渡
シ
ヲ
受
ク
ル
機
関

ニ
郵
便
貯
金
銀
行
（
郵
政
民

営
化
法
（
平
成
十
七
年
法
律

第
九
十
七
号
）
第
九
十
四
条

ニ
規
定
ス
ル
郵
便
貯
金
銀
行

ヲ
謂
フ
以
下
之
ニ
同
ジ
）
ノ

営
業
所
又
ハ
郵
便
局
（
簡
易

郵
便
局
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
二
百
十
三
号
）
第
二

条
ニ
規
定
ス
ル
郵
便
窓
口
業

務
ヲ
行
フ
日
本
郵
便
株
式
会

社
ノ
営
業
所
ニ
シ
テ
郵
便
貯

金
銀
行
ヲ
所
属
銀
行
ト
ス
ル

銀
行
代
理
業
（
銀
行
法
（
昭

和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九

号
）
第
二
条
第
十
四
項
ニ
規

定
ス
ル
銀
行
代
理
業
ヲ
謂
フ

以
下
之
ニ
同
ジ
）
ノ
業
務
ヲ

行
フ
モ
ノ
ヲ
謂
フ
以
下
之
ニ

同
ジ
）
（
以
下
郵
便
貯
金
銀
行

ノ
営
業
所
等
ト
称
ス
）
ヲ
希

望
ス
ル
者
（
預
金
口
座
ヘ
ノ

払
込
ミ
ヲ
希
望
ス
ル
者
ヲ
除

ク
）
　
払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀

行
ノ
営
業
所
等
ノ
名
称
及
所

在
地

ハ
　
公
金
受
取
口
座
ヘ
ノ
払

込
ミ
ヲ
希
望
ス
ル
者
　
払
渡

希
望
金
融
機
関
名
及
口
座
番

号
並
公
金
受
取
口
座
ヘ
ノ
払

込
ミ
ヲ
希
望
ス
ル
旨

前
項
ノ
届
書
ニ

ハ
払
渡
シ
ヲ
受

ク
ル
機
関
ニ
金

融
機
関
ヲ
希
望

ス
ル
者
ナ
ル
ト

キ
ハ
預
金
通
帳

ノ
記
号
番
号
ノ

当
該
払
渡
希
望

金
融
機
関
ノ
証

明
書
ヲ
添
附
ス

ベ
シ

前
項
ノ
届
書
ニ
ハ
同
項
第
三

号
イ
ニ
掲
グ
ル
者
ニ
在
リ
テ

ハ
預
金
口
座
ノ
名
義
及
口
座

番
号
ノ
当
該
払
渡
希
望
金
融

機
関
ノ
証
明
書
、
預
金
通
帳

ノ
写
其
ノ
他
ノ
預
金
口
座
ノ

名
義
及
口
座
番
号
ヲ
明
ラ
カ

ニ
ス
ル
書
類
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

第
六
十
三

条
第
一
項

又
ハ
老
齢
年
金

証
書
ガ
毀
損
汚

斑
シ
テ
不
判
明

ト

為

リ

タ

ル

ト
キ

若
ハ
老
齢
年
金
証
書
ガ
毀
損

汚
斑
シ
テ
不
判
明
ト
為
リ
タ

ル
ト
キ
又
ハ
老
齢
年
金
証
書

ニ
記
載
シ
タ
ル
氏
名
ニ
変
更

ガ
在
ル
ト
キ

一
　
申
請
者
ノ

生
年
月
日

一
　
申
請
者
ノ
生
年
月
日

一
ノ
二
　
個
人
番
号
又
ハ
基

礎
年
金
番
号

第
六
十
五

条
第
一
項

第
二
号
及

び
第
六
十

六
条
第
一

項
第
二
号

生
年
月
日

生
年
月
日
並
ニ
基
礎
年
金
番

号

第
六
十
六

条
第
一
項

一
　
請
求
者
ノ

氏
名
及
住
所

一
　
氏
名
及
住
所

一
ノ
二
　
個
人
番
号

第
六
十
六

条
第
一
項

第
五
号
、

第
六
十
八

条
ノ
二
第

一
項
第
十

号
、
第
八

十
一
条
第

二
項
第
二

十
二
号
、

第
八
十
一

条
ノ
二
第

一
項
第
十

四
号
及
び

第
八
十
一

条
ノ
四
第

払
渡
希
望
金
融

機
関
名
及
預
金

通
帳
ノ
記
号
番

号
又
ハ
払
渡
希

望
郵
便
局
名
及

所
在
地

払
渡
希
望
金
融
機
関
名
及
預

金
口
座
ノ
口
座
番
号
又
ハ
払

渡
希
望
郵
便
局
名
及
所
在
地

（
公
金
受
取
口
座
へ
ノ
払
込
ミ

ヲ
希
望
ス
ル
者
ニ
在
リ
テ
ハ

公
金
受
取
口
座
ヘ
ノ
払
込
ミ

ヲ
希
望
ス
ル
旨
ヲ
含
ム
）

一
項
第
十

一
号

第
六
十
六

条
第
二
項

第
一
号

又
ハ
戸
籍
若
ハ

除
カ
レ
タ
ル
戸

籍
ノ
謄
本

、
戸
籍
若
ハ
除
カ
レ
タ
ル
戸

籍
ノ
謄
本
又
ハ
不
動
産
登
記

規
則
（
平
成
十
七
年
法
務
省

令
第
十
八
号
）
第
二
百
四
十

七
条
第
五
項
ノ
規
定
ニ
依
リ

交
付
ヲ
受
ケ
タ
ル
同
条
第
一

項
ニ
規
定
ス
ル
法
定
相
続
情

報
一
覧
図
ノ
写
シ
（
以
下
法

定
相
続
情
報
一
覧
図
ノ
写
シ

ト
称
ス
）

第
六
十
六

条
第
二
項

第
三
号

十
八
歳
以
上
ニ

シ
テ
法
別
表
第

四
下
欄
ニ
定
ム

ル
一
級
若
ハ
二

級
ノ
障
害
ノ
状

態
ニ
在
ル
直
系

卑
属

法
別
表
第
四
下
欄
ニ
定
ム
ル

一
級
若
ハ
二
級
ノ
障
害
ノ
状

態
ニ
在
ル
直
系
卑
属
（
十
八

歳
ニ
達
シ
タ
ル
日
以
後
ノ

初
ノ
三
月
三
十
一
日
ガ
終
了

シ
タ
ル
者
ニ
限
ル
）

第
六
十
六

条
第
二
項

五
　
払
渡
シ
ヲ

受
ク
ル
機
関
ニ

金
融
機
関
ヲ
希

望
ス
ル
者
ナ
ル

ト
キ
ハ
預
金
通

帳
ノ
記
号
番
号

ノ
当
該
払
渡
希

望
金
融
機
関
ノ

証
明
書

五
　
払
渡
シ
ヲ
受
ク
ル
機
関

ニ
金
融
機
関
ヲ
希
望
ス
ル
者

ナ
ル
ト
キ
ハ
預
金
口
座
ノ
口

座
番
号
ノ
当
該
払
渡
希
望
金

融
機
関
ノ
証
明
書
、
預
金
通

帳
ノ
写
其
ノ
他
ノ
預
金
口
座

ノ
口
座
番
号
ヲ
明
ラ
カ
ニ
ス

ル
書
類

六
　
新
厚
生
年
金
保
険
法
第

九
十
八
条
第
四
項
但
書
ニ
該

当
ス
ル
ト
キ
ハ
老
齢
年
金
証

書
（
老
齢
年
金
証
書
ヲ
添
附

ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ト
キ
ハ

其
ノ
事
由
書
）

第
六
十
八

条
ノ
二
第

一
項
第
一

号

年
金
手
帳
ノ
年

金
番
号

個
人
番
号
又
ハ
基
礎
年
金
番

号

第
六
十
八

条
ノ
二
第

一
項
第
二

号
か
ら
第

四
号
ま
で

、
第
六
十

八
条
ノ
六

第
四
号
、

第
六
十
八

条
ノ
十
第

被
保
険
者

船
員
被
保
険
者
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四
号
及
び

第
五
号
並

び
に
第
七

十
四
条
ノ

十
一

第
六
十
八

条
ノ
二
第

一
項
第
六

号

其
ノ
旨

其
ノ
旨
及
昭
和
六
十
年
改
正

法
附
則
第
九
十
四
条
ノ
規
定

ニ
依
リ
特
別
一
時
金
ノ
支
給

ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ニ
在
リ
テ
ハ

其
ノ
旨

第
六
十
八

条
ノ
二
第

一
項
第
八

号

障
害
年
金
、
遺

族
年
金
、
通
算

遺
族
年
金
又
ハ

特
例
遺
族
年
金

ヲ
受
ク
ル
権
利

ヲ
有
ス
ル
者
ニ

在
リ
テ
ハ
其
ノ

年
金
ノ
証
書
ノ

記
号
番
号

公
的
年
金
給
付
ヲ
受
ク
ル
権

利
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
在
リ
テ
ハ

当
該
給
付
ノ
名
称
、
当
該
給

付
ニ
係
ル
制
度
ノ
名
称
及
其

ノ
管
掌
機
関
、
其
ノ
支
給
ヲ

受
ク
ル
権
利
ヲ
有
ス
ル
ニ
至

リ
タ
ル
年
月
日
並
ニ
其
ノ
年

金
証
書
又
ハ
之
ニ
代
ル
ベ
キ

書
類
ノ
年
金
コ
ー
ド
又
ハ
記

号
番
号
若
ハ
番
号

第
六
十
八

条
ノ
二
第

二
項
第
二

号

証
明
書

証
明
書
（
厚
生
労
働
大
臣
ガ

住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条

の
九
ノ
規
定
ニ
依
リ
請
求
者

ニ
係
ル
機
構
保
存
本
人
確
認

情
報
ノ
提
供
ヲ
受
ク
ル
コ
ト

ヲ
得
ザ
ル
ト
キ
ニ
限
ル
）

第
六
十
八

条
ノ
二
第

二
項
第
五

号

事
由
書
）

事
由
書
）
及
前
項
第
八
号
ニ

規
定
ス
ル
公
的
年
金
給
付

（
厚
生
労
働
大
臣
ガ
支
給
ス
ル

モ
ノ
ヲ
除
ク
）
ノ
受
給
権
者

ニ
在
リ
テ
ハ
当
該
公
的
年
金

給
付
ノ
年
金
証
書
又
ハ
之
ニ

代
ル
ベ
キ
書
類

第
六
十
八

条
ノ
三

二
　
通
算
老
齢

年
金
受
給
者
ノ

氏

名

及

生

年

月
日

二
　
通
算
老
齢
年
金
受
給
者

ノ
氏
名
及
生
年
月
日

二
の
二
　
基
礎
年
金
番
号

第
六
十
八

条
ノ
四
、

第
七
十
二

条
ノ
二
第

一
項
、
第

八
十
一
条

ノ
六
第
一

項
及
び
第

八
十
二
条

選
択
セ
ン
ト
ス

ル
者

選
択
セ
ン
ト
ス
ル
者
（
昭
和

六
十
年
改
正
法
附
則
第
五
十

六
条
第
二
項
ノ
規
定
ニ
依
リ

支
給
停
止
セ
ラ
ル
ル
者
ヲ
除

ク
）

ノ
十
四
ノ

六
第
一
項

第
六
十
八

条
ノ
六

第
三
十
九
条
ノ

五
又
ハ
交
渉
法

第
十
九
条
の
三

第
三
十
九
条
ノ
五
第
三
項
、

交
渉
法
第
十
九
条
の
三
、
昭

和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
五

十
六
条
第
二
項
又
ハ
同
法
附

則
第
八
十
七
条
第
七
項
ノ
規

定
ニ
依
リ
適
用
ス
ル
モ
ノ
ト

サ
レ
タ
ル
平
成
六
年
改
正
法

附
則
第
二
十
一
条
（
厚
生
年

金
保
険
ノ
被
保
険
者
ト
ナ
リ

タ
ル
コ
ト
ニ
因
リ
適
用
セ
ラ

ル
ル
場
合
ニ
限
ル
）

至
リ
タ
ル
ト
キ

ハ
次
ニ

至
リ
タ
ル
ト
キ
（
昭
和
六
十

年
改
正
法
附
則
第
四
十
二
条

第
二
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
厚
生

年
金
保
険
ノ
被
保
険
者
ノ
資

格
ヲ
喪
失
シ
タ
ル
ニ
因
リ
支

給
ヲ
停
止
ス
ベ
キ
事
由
ガ
消

滅
シ
タ
ル
ト
キ
ヲ
除
ク
）
ハ

次
ニ

届
書

届
書
又
ハ
昭
和
六
十
一
年
改

正
省
令
附
則
第
二
十
二
条
ニ

於
テ
準
用
ス
ル
新
厚
生
年
金

保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
条

の
五
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル
申

請
書

第
六
十
八

条
ノ
八
第

一
項
及
び

第
六
十
八

条
ノ
九
第

一
項

第
十
九
条
の
三
第
十
九
条
の
三
又
ハ
昭
和
六

十
年
改
正
法
附
則
第
八
十
七

条
第
七
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
適

用
ス
ル
モ
ノ
ト
サ
レ
タ
ル
平

成
六
年
改
正
法
附
則
第
二
十

一
条
（
厚
生
年
金
保
険
ノ
被

保
険
者
ト
ナ
リ
タ
ル
コ
ト
ニ

因
リ
適
用
セ
ラ
ル
ル
場
合
ニ

限
ル
）

第
六
十
八

条
ノ
八
第

一
項

資
格
ヲ
喪
失
シ

タ
ル
場
合

資
格
ヲ
喪
失
シ
タ
ル
場
合

（
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第

四
十
二
条
第
二
項
ノ
規
定
ニ

依
リ
厚
生
年
金
保
険
ノ
被
保

険
者
ノ
資
格
ヲ
喪
失
シ
タ
ル

ト
キ
ヲ
除
ク
）

第
六
十
八

条
ノ
八
第

二
項

抄
本

抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
ガ
住

民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の

九
ノ
規
定
ニ
依
リ
当
該
届
出

者
ニ
係
ル
機
構
保
存
本
人
確

認
情
報
ノ
提
供
ヲ
受
ク
ル
コ

ト
ヲ
得
ザ
ル
ト
キ
ニ
限
ル
）

第
七
十
二

条
ノ
二
第

二
項

前
項
ノ
届
書
ニ

ハ
届
出
ノ
日
前

一
月
以
内
ノ
間

ニ
於
テ
作
製
セ

ラ
レ
タ
ル
次
ニ

掲
グ
ル
書
類
等

ヲ
添
附
ス
ベ
シ

但
シ
現
ニ
支
給

ヲ
受
ク
ル
障
害

年
金
ヲ
選
択
セ

ン
ト
ス
ル
ト
キ

及
届
出
ノ
日
前

六
月
以
内
ニ
同

様
ノ
書
類
等
ノ

提
出
ア
リ
タ
ル

ト
キ
ハ
此
ノ
限

ニ
在
ラ
ズ

一
　
社
会
保
険

庁
長
官
ノ
指
定

シ
タ
ル
届
出
者

ニ
在
リ
テ
ハ
其

ノ
者
ノ
障
害
ノ

状
態
ノ
程
度
ニ

関
ス
ル
医
師
又

ハ
歯
科
医
師
ノ

診
断
書

二
　
前
号
ノ
障

害
ガ
別
表
第
一

ニ
掲
グ
ル
疾
病

又
ハ
負
傷
ニ
因

ル
モ
ノ
ナ
ル
ト

キ
ハ
其
ノ
障
害

ノ
状
態
ノ
程
度

ヲ
示
ス
レ
ン
ト

ゲ
ン
フ
イ
ル
ム

三
　
法
第
四
十

一
条
ノ
二
第
一

項
ノ
規
定
ニ
該

当
ス
ル
配
偶
者

又
ハ
子
ア
ル
場

合
ニ
於
テ
ハ
其

ノ
者
ト
届
出
者

ト
ノ
身
分
関
係

ヲ
明
瞭
ニ
シ
得

ル
市
町
村
長
ノ

前
項
ノ
届
書
ニ
ハ
次
ニ
掲
グ

ル
書
類
等
ヲ
添
附
ス
ベ
シ
但

シ
現
ニ
支
給
ヲ
受
ク
ル
障
害

年
金
ヲ
選
択
セ
ン
ト
ス
ル
ト

キ
及
届
出
ノ
日
前
六
月
以
内

ニ
同
様
ノ
書
類
等
ノ
提
出
ア

リ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
ニ
在

ラ
ズ

一
　
届
出
ノ
日
前
三
月
以
内

ノ
間
ニ
於
テ
作
製
セ
ラ
レ
タ

ル
次
ニ
掲
グ
ル
書
類
等

イ
　
社
会
保
険
庁
長
官
ノ
指

定
シ
タ
ル
届
出
者
ニ
在
リ
テ

ハ
其
ノ
者
ノ
障
害
ノ
状
態
ノ

程
度
ニ
関
ス
ル
医
師
又
ハ
歯

科
医
師
ノ
診
断
書

ロ
　
イ
ノ
障
害
ガ
別
表
第
一

ニ
掲
グ
ル
疾
病
又
ハ
負
傷
ニ

因
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ

障
害
ノ
状
態
ノ
程
度
ヲ
示
ス

レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
イ
ル
ム

ハ
　
法
第
四
十
一
条
ノ
二
第

一
項
ノ
規
定
ニ
該
当
ス
ル
子

ガ
法
別
表
第
四
下
欄
ニ
定
ム

ル
一
級
又
ハ
二
級
ノ
障
害
ノ

状
態
ニ
在
ル
者
ニ
シ
テ
社
会

保
険
庁
長
官
ノ
指
定
シ
タ
ル

モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
者
ガ

法
別
表
第
四
下
欄
ニ
定
ム
ル

一
級
又
ハ
二
級
ノ
障
害
ノ
状

態
ニ
在
ル
コ
ト
ヲ
認
メ
得
ベ

キ
書
類

二
　
法
第
四
十
一
条
ノ
二
第

一
項
ノ
規
定
ニ
該
当
ス
ル
配

偶
者
又
ハ
子
ア
ル
場
合
ニ
於

テ
ハ
其
ノ
者
ト
届
出
者
ト
ノ

身
分
関
係
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル

市
町
村
長
ノ
証
明
書
又
ハ
戸

籍
ノ
抄
本
（
届
出
ノ
日
前
一

月
以
内
ノ
間
ニ
於
テ
作
製
セ

ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
限
ル
）

証
明
書
又
ハ
戸

籍
ノ
抄
本

四
　
前
号
ニ
掲

グ
ル
子
ガ
届
出

者
ノ
障
害
年
金

ノ
支
給
ヲ
受
ク

ル
コ
ト
ヲ
得
ル

ニ
至
リ
タ
ル
当

時
法
別
表
第
四

下
欄
ニ
定
ム
ル

一
級
又
ハ
二
級

ノ
障
害
ノ
状
態

ニ
在
ル
者
ニ
シ

テ
社
会
保
険
庁

長
官
ノ
指
定
シ

タ
ル
モ
ノ
ナ
ル

ト
キ
ハ
其
ノ
者

ガ
届
出
者
ノ
障

害
年
金
ノ
支
給

ヲ
受
ク
ル
コ
ト

ヲ
得
ル
ニ
至
リ

タ
ル
当
時
ヨ
リ

引
続
キ
法
別
表

第
四
下
欄
ニ
定

ム
ル
一
級
又
ハ

二
級
ノ
障
害
ノ

状
態
ニ
在
ル
コ

ト
ヲ
認
メ
得
ベ

キ
書
類

第
七
十
四

条
ノ
二

（
胎
児
出
生
の

届
出
）

第
七
十
四
条
ノ

二
　
障
害
年
金

受
給
者
ハ
法
第

四
十
一
条
ノ
二

第
二
項
ニ
規
定

ス
ル
胎
児
タ
ル

子
ガ
出
生
シ
タ

ル
ト
キ
ハ
左
ニ

掲
グ
ル
事
項
ヲ

記
載
シ
タ
ル
届

書
ヲ
十
日
以
内

ニ
社
会
保
険
庁

長
官
ニ
提
出
ス

ベ
シ

（
配
偶
者
又
は
子
を
有
す
る
に

至
つ
た
場
合
の
届
出
）

第
七
十
四
条
ノ
二
　
障
害
年

金
受
給
者
ハ
配
偶
者
（
法
第

四
十
一
条
ノ
二
第
二
項
ニ
規

定
ス
ル
配
偶
者
）
（
以
下
本
条

ニ
於
テ
同
ジ
）
又
ハ
子
（
法

第
四
十
一
条
ノ
二
第
二
項
ニ

規
定
ス
ル
子
）
（
以
下
本
条
ニ

於
テ
同
ジ
）
ヲ
有
ス
ル
ニ
至

ツ
タ
ト
キ
ハ
左
ニ
掲
グ
ル
事

項
ヲ
記
載
シ
タ
ル
届
書
ヲ
当

該
事
実
ノ
ア
ツ
タ
日
カ
ラ
十

日
以
内
ニ
厚
生
労
働
大
臣
ニ

提
出
ス
ベ
シ

一
　
届
出
者
ノ
生
年
月
日
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一
　
届
出
者
ノ

生
年
月
日

二
　
障
害
年
金

証

書

ノ

記

号

番
号

三
　
胎
児
タ
ル

子
ノ
出
生
シ
タ

ル

年

月

日

及

氏
名

２
　
前
項
ノ
届

書
ニ
ハ
同
項
第

三
号
ニ
掲
グ
ル

子
ノ
戸
籍
ノ
抄

本
及
其
ノ
者
ガ

法
別
表
第
四
下

欄
ニ
定
ム
ル
一

級
又
ハ
二
級
ノ

障
害
ノ
状
態
ニ

在
ル
ト
キ
ハ
其

ノ
障
害
ノ
状
態

ニ
関
ス
ル
医
師

ノ
診
断
書
ヲ
添

付
ス
ベ
シ

一
ノ
二
　
個
人
番
号
又
ハ
基

礎
年
金
番
号

二
　
障
害
年
金
証
書
ノ
年
金

コ
ー
ド

三
　
配
偶
者
又
ハ
子
ノ
生
年

月
日
及
氏
名

三
ノ
二
　
配
偶
者
又
ハ
子
ノ

個
人
番
号

四
　
配
偶
者
又
ハ
子
ヲ
有
ス

ル
ニ
至
ツ
タ
年
月
日
及
其
ノ

事
由

２
　
前
項
ノ
届
書
ニ
ハ
次
ニ

掲
グ
ル
書
類
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

一
　
届
出
ノ
日
前
一
月
以
内

ノ
間
ニ
於
テ
作
製
セ
ラ
レ
タ

ル
次
ニ
掲
グ
ル
書
類

イ
　
配
偶
者
又
ハ
子
ト
届
出

者
ト
ノ
身
分
関
係
ヲ
明
瞭
ニ

シ
得
ル
市
町
村
長
ノ
証
明
書

又
ハ
戸
籍
ノ
抄
本

ロ
　
配
偶
者
又
ハ
子
ガ
届
出

者
ニ
依
リ
生
計
ヲ
維
持
シ
タ

ル
コ
ト
ヲ
認
メ
得
ベ
キ
書
類

二
　
子
ガ
法
別
表
第
四
下
欄

ニ
定
ム
ル
一
級
又
ハ
二
級
ノ

障
害
ノ
状
態
ニ
在
ル
ト
キ
ハ

届
書
ヲ
提
出
ス
ル
日
前
三
月

以
内
ニ
作
製
セ
ラ
レ
タ
ル
其

ノ
障
害
ノ
状
態
ニ
関
ス
ル
医

師
又
ハ
歯
科
医
師
ノ
診
断
書

第
七
十
四

条
ノ
四
第

一
項

一
　
氏
名
、
生

年
月
日
及
住
所

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
住

所一
ノ
二
　
個
人
番
号
又
ハ
基

礎
年
金
番
号

第
七
十
四

条
ノ
五
第

一
項
第
二

号
及
び
第

八
十
一
条

第
二
項
第

二
号

年
金
手
帳
ノ
年

金
番
号

基
礎
年
金
番
号

第
七
十
四

条
ノ
五
第

二
項
第
一

号
及
び
第

八
十
一
条

被
保
険
者
又
ハ

被
保
険
者
タ
リ

シ
者
ノ
年
金
手

帳
（
年
金
手
帳

ヲ
添
附
ス
ル
コ

前
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
同
項
ノ

請
求
書
ニ
被
保
険
者
又
ハ
被

保
険
者
タ
リ
シ
者
ノ
基
礎
年

金
番
号
ヲ
記
載
ス
ル
者
ニ
在

リ
テ
ハ
基
礎
年
金
番
号
通
知

第
三
項
第

一
号

ト
能
ハ
ザ
ル
ト

キ
ハ
其
ノ
事
由

書
）

書
其
ノ
他
ノ
基
礎
年
金
番
号

ヲ
証
ス
ル
ニ
足
ル
書
類

第
七
十
四

条
ノ
五
第

二
項
第
五

号
第
八
十

一
条
第
三

項
第
二
号

、
第
八
十

一
条
ノ
二

第
二
項
第

一
号
及
び

第
八
十
一

条
ノ
四
第

二
項
第
三

号

又
ハ
除
カ
レ
タ

ル
戸
籍
ノ
謄
本

若
ハ
除
カ
レ
タ
ル
戸
籍
ノ
謄

本
又
ハ
法
定
相
続
情
報
一
覧

図
ノ
写
シ

第
七
十
四

条
ノ
六
第

一
項

一
　
指
定
者
ノ

氏
名
、
生
年
月

日
及
住
所

二
　
指
定
セ
ラ

ル

ル

者

ノ

氏

名
、
生
年
月
日

及
住
所
並
ニ
指

定
者
ト
ノ
続
柄

又
ハ
関
係
及
指

定
ヲ
変
更
セ
ン

ト
ス
ル
ト
キ
ハ

前
ニ
指
定
セ
ラ

レ
タ
ル
者
ノ
氏

名
、
生
年
月
日

及
住
所

一
　
指
定
者
ノ
氏
名
、
生
年

月
日
及
住
所

一
ノ
二
　
指
定
者
ノ
個
人
番

号二
　
指
定
セ
ラ
ル
ル
者
ノ
氏

名
、
生
年
月
日
及
住
所
並
ニ

指
定
者
ト
ノ
続
柄
又
ハ
関
係

及
指
定
ヲ
変
更
セ
ン
ト
ス
ル

ト
キ
ハ
前
ニ
指
定
セ
ラ
レ
タ

ル
者
ノ
氏
名
、
生
年
月
日
及

住
所

二
ノ
二
　
指
定
セ
ラ
ル
ル
者

ノ
個
人
番
号

第
七
十
四

条
ノ
十
第

一
項

又
ハ
交
渉
法
第

二
十
条

、
交
渉
法
第
二
十
条
又
ハ
昭

和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
五

十
六
条
第
二
項

届
書

届
書
又
ハ
昭
和
六
十
一
年
改

正
省
令
附
則
第
二
十
三
条
ニ

於
テ
準
用
ス
ル
新
厚
生
年
金

保
険
法
施
行
規
則
第
四
十
五

条
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル
申
請

書

第
七
十
四

条
ノ
十
第

二
項

前
項
ノ
届
書
ニ

ハ
届
出
ノ
日
前

一
月
以
内
ノ
間

ニ
於
テ
作
製
セ

ラ
レ
タ
ル
次
ニ

前
項
ノ
届
書
ニ
ハ
次
ニ
掲
グ

ル
書
類
等
ヲ
添
附
ス
ベ
シ
但

シ
其
ノ
一
部
ニ
付
支
給
ヲ
停

止
セ
ラ
ル
ル
障
害
年
金
ガ
其

ノ
支
給
ヲ
停
止
セ
ラ
レ
ザ
ル

掲
グ
ル
書
類
等

ヲ
添
附
ス
ベ
シ

但
シ
其
ノ
一
部

ニ
付
支
給
ヲ
停

止
セ
ラ
ル
ル
障

害
年
金
ガ
其
ノ

支
給
ヲ
停
止
セ

ラ
レ
ザ
ル
ニ
至

リ
タ
ル
ト
キ
及

届
出
ノ
日
前
六

月
以
内
ニ
同
様

ノ
書
類
等
ノ
提

出
ア
リ
タ
ル
ト

キ
ハ
此
ノ
限
ニ

在
ラ
ズ

一
　
社
会
保
険

庁
長
官
ノ
指
定

シ
タ
ル
届
出
者

ニ
在
リ
テ
ハ
其

ノ
者
ノ
障
害
ノ

状
態
ノ
程
度
ニ

関
ス
ル
医
師
又

ハ
歯
科
医
師
ノ

診
断
書

二
　
前
号
ノ
障

害
ガ
別
表
第
一

ニ
掲
グ
ル
疾
病

又
ハ
負
傷
ニ
因

ル
モ
ノ
ナ
ル
ト

キ
ハ
其
ノ
障
害

ノ
状
態
ノ
程
度

ヲ
示
ス
レ
ン
ト

ゲ
ン
フ
イ
ル
ム

三
　
法
第
四
十

一
条
ノ
二
第
一

項
ニ
該
当
ス
ル

配
偶
者
又
ハ
子

ア
ル
場
合
ニ
於

テ
ハ
其
ノ
者
ト

届
出
者
ト
ノ
身

分
関
係
ヲ
明
瞭

ニ
シ
得
ル
市
町

村
長
ノ
証
明
書

又

ハ

戸

籍

ノ

抄
本

四
　
前
号
ニ
掲

グ
ル
子
ガ
届
出

ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
及
届
出
ノ

日
前
六
月
以
内
ニ
同
様
ノ
書

類
等
ノ
提
出
ア
リ
タ
ル
ト
キ

ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

一
　
届
出
ノ
日
前
三
月
以
内

ノ
間
ニ
於
テ
作
製
セ
ラ
レ
タ

ル
次
ニ
掲
グ
ル
書
類
等

イ
　
社
会
保
険
庁
長
官
ノ
指

定
シ
タ
ル
届
出
者
ニ
在
リ
テ

ハ
其
ノ
者
ノ
障
害
ノ
状
態
ノ

程
度
ニ
関
ス
ル
医
師
又
ハ
歯

科
医
師
ノ
診
断
書

ロ
　
イ
ノ
障
害
ガ
別
表
第
一

ニ
掲
グ
ル
疾
病
又
ハ
負
傷
ニ

因
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ

障
害
ノ
状
態
ノ
程
度
ヲ
示
ス

レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
イ
ル
ム

ハ
　
法
第
四
十
一
条
ノ
二
第

一
項
ニ
該
当
ス
ル
子
ガ
法
別

表
第
四
下
欄
ニ
定
ム
ル
一
級

又
ハ
二
級
ノ
障
害
ノ
状
態
ニ

在
ル
者
ニ
シ
テ
社
会
保
険
庁

長
官
ノ
指
定
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ

ル
ト
キ
ハ
其
ノ
者
ガ
法
別
表

第
四
下
欄
ニ
定
ム
ル
一
級
又

ハ
二
級
ノ
障
害
ノ
状
態
ニ
在

ル
コ
ト
ヲ
認
メ
得
ベ
キ
書
類

二
　
法
第
四
十
一
条
ノ
二
第

一
項
ニ
該
当
ス
ル
配
偶
者
又

ハ
子
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
其

ノ
者
ト
届
出
者
ト
ノ
身
分
関

係
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
市
町
村

長
ノ
証
明
書
又
ハ
戸
籍
ノ
抄

本
（
届
出
ノ
日
前
一
月
以
内

ノ
間
ニ
於
テ
作
製
セ
ラ
レ
タ

ル
モ
ノ
ニ
限
ル
）

者
ノ
障
害
年
金

ノ
支
給
ヲ
受
ク

ル
コ
ト
ヲ
得
ル

ニ
至
リ
タ
ル
当

時
法
別
表
第
四

下
欄
ニ
定
ム
ル

一
級
又
ハ
二
級

ノ
障
害
ノ
状
態

ニ
在
ル
者
ニ
シ

テ
社
会
保
険
庁

長
官
ノ
指
定
シ

タ
ル
モ
ノ
ナ
ル

ト
キ
ハ
其
ノ
者

ガ
届
出
者
ノ
障

害
年
金
ノ
支
給

ヲ
受
ク
ル
コ
ト

ヲ
得
ル
ニ
至
リ

タ
ル
当
時
ヨ
リ

引
続
キ
法
別
表

第
四
下
欄
ニ
定

ム
ル
一
級
又
ハ

二
級
ノ
障
害
ノ

状
態
ニ
在
ル
コ

ト
ヲ
認
メ
得
ベ

キ
書
類

第
七
十
四

条
ノ
十
二

第
一
項

一
　
請
求
者
ノ

生
年
月
日

一
　
請
求
者
ノ
生
年
月
日

一
ノ
二
　
個
人
番
号
又
ハ
基

礎
年
金
番
号

第
七
十
四

条
ノ
十
二

第
二
項
第

一
号

一
月

三
月

第
七
十
四

条
ノ
十
二

第
二
項
第

三
号

ノ
障
害
ノ
状
態

ト
為
リ
タ
ル
当

時
ヨ
リ
引
続
キ

其
ノ
者
ニ
依
リ

ニ
依
リ

第
七
十
四

条
ノ
十
二

第
二
項
第

四
号

被
保
険
者
又
ハ

被
保
険
者
タ
リ

シ
者
ノ
障
害
ノ

状
態
ト
為
リ
タ

ル
当
時
法
別
表

第
四
下
欄

法
別
表
第
四
下
欄

　

被
保
険
者
又
ハ

被
保
険
者
タ
リ

シ
者
ノ
障
害
ノ

状
態
ト
為
リ
タ

法
別
表
第
四
下
欄

48



ル
当
時
ヨ
リ
引

続
キ
法
別
表
第

四
下
欄

第
八
十
一

条
第
二
項

前
項
ノ
裁
定
ヲ

受
ケ
ン
ト
ス
ル

者
ハ

前
項
ノ
裁
定
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス

ル
者
（
昭
和
六
十
年
改
正
法

附
則
第
八
十
六
条
第
三
項
ニ

規
定
ス
ル
子
ニ
限
ル
）
ハ

第
八
十
一

条
第
二
項

、
第
八
十

一
条
ノ
二

第
一
項
及

び
第
八
十

一
条
ノ
四

第
一
項

一
　
請
求
者
ノ

氏
名
、
生
年
月

日
及
住
所

一
　
請
求
者
ノ
氏
名
、
生
年

月
日
及
住
所

一
ノ
二
　
請
求
者
ガ
令
和
三

年
改
正
省
令
第
四
条
ノ
規
定

ニ
依
ル
改
正
後
ノ
国
民
年
金

法
施
行
規
則
第
十
条
第
一
項

又
ハ
令
和
三
年
改
正
省
令
第

二
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
改
正
後

ノ
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規

則
第
八
十
一
条
第
一
項
ノ
規

定
ニ
依
リ
基
礎
年
金
番
号
通

知
書
ノ
交
付
ヲ
受
ケ
タ
ル
者

ニ
該
当
ス
ル
モ
ノ
ニ
在
リ
テ

ハ
個
人
番
号
又
ハ
基
礎
年
金

番
号

第
八
十
一

条
第
三
項

三
　
被
保
険
者

又
ハ
被
保
険
者

タ
リ
シ
者
ノ
死

亡
ニ
関
シ
市
町

村
長
ニ
提
出
シ

タ
ル
死
亡
診
断

書
、
死
体
検
案

書
若
ハ
検
視
調

書
ニ
記
載
シ
ア

ル
事
項
ノ
市
町

村
長
ノ
証
明
書

又
ハ
之
ニ
代
ル

ベ
キ
書
類

三
　
被
保
険
者
又
ハ
被
保
険

者
タ
リ
シ
者
ノ
死
亡
ニ
関
シ

市
町
村
長
ニ
提
出
シ
タ
ル
死

亡
診
断
書
、
死
体
検
案
書
若

ハ
検
視
調
書
ニ
記
載
シ
ア
ル

事
項
ノ
市
町
村
長
ノ
証
明
書

又
ハ
之
ニ
代
ル
ベ
キ
書
類

三
ノ
二
　
前
項
ノ
規
定
ニ
依

リ
同
項
ノ
請
求
書
ニ
請
求
者

ノ
基
礎
年
金
番
号
ヲ
記
載
ス

ル
者
ニ
在
リ
テ
ハ
基
礎
年
金

番
号
通
知
書
其
ノ
他
ノ
基
礎

年
金
番
号
ヲ
証
ス
ル
ニ
足
ル

書
類

第
八
十
一

条
第
四
項

一
　
当
該
被
保

険
者
又
ハ
被
保

険
者
タ
リ
シ
者

ノ
受
ケ
タ
ル
当

該
年
金
タ
ル
保

険
給
付
（
第
二

項
第
三
号
ニ
掲

グ
ル
年
金
タ
ル

保
険
給
付
タ
ル

モ
ノ
ヲ
除
ク
）

一
　
当
該
被
保
険
者
又
ハ
被

保
険
者
タ
リ
シ
者
ノ
個
人
番

号
又
ハ
基
礎
年
金
番
号

一
ノ
二
　
当
該
被
保
険
者
又

ハ
被
保
険
者
タ
リ
シ
者
ノ
受

ケ
タ
ル
当
該
年
金
タ
ル
保
険

給
付
（
第
二
項
第
三
号
ニ
掲

グ
ル
年
金
タ
ル
保
険
給
付
タ

ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
）
ノ
年
金
証

書
ノ
年
金
コ
ー
ド

ノ
年
金
証
書
ノ

記
号
番
号

第
八
十
一

条
ノ
二
第

一
項
第
五

号
及
び
第

八
十
一
条

ノ
四
第
一

項
第
五
号

遺
族
年
金
証
書

ノ
記
号
番
号

個
人
番
号
又
ハ
基
礎
年
金
番

号
及
遺
族
年
金
証
書
ノ
年
金

コ
ー
ド

第
八
十
一

条
ノ
二
第

一
項
及
び

第
八
十
一

条
ノ
四
第

一
項

八
　
請
求
者
ト

同
順
位
ノ
モ
ノ

ア
ル
ト
キ
ハ
其

ノ
者
ノ
氏
名
及

生
年
月
日
並
ニ

其
ノ
者
ト
被
保

険
者
又
ハ
被
保

険
者
タ
リ
シ
者

ト
ノ
続
柄
又
ハ

関
係

八
　
請
求
者
ト
同
順
位
ノ
モ

ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
者
ノ
氏

名
及
生
年
月
日
並
ニ
其
ノ
者

ト
被
保
険
者
又
ハ
被
保
険
者

タ
リ
シ
者
ト
ノ
続
柄
又
ハ
関

係八
ノ
二
　
請
求
者
ト
同
順
位

ノ
モ
ノ
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
其

ノ
者
ガ
令
和
三
年
改
正
省
令

第
四
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
改
正

後
ノ
国
民
年
金
法
施
行
規
則

第
十
条
第
一
項
又
ハ
令
和
三

年
改
正
省
令
第
二
条
ノ
規
定

ニ
依
ル
改
正
後
ノ
厚
生
年
金

保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
一

条
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
基

礎
年
金
番
号
通
知
書
ノ
交
付

ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ニ
該
当
ス
ル

モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
個
人
番
号

又
ハ
基
礎
年
金
番
号

第
八
十
一

条
ノ
二
第

二
項

一
　
請
求
者
ガ

法
第
二
十
三
条

ノ
二
第
二
項
ノ

規
定
ニ
該
当
ス

ル
ニ
至
リ
タ
ル

当
時
ニ
於
ケ
ル

請
求
者
ト
被
保

険
者
又
ハ
被
保

険
者
タ
リ
シ
者

ト
ノ
身
分
関
係

ヲ
明
瞭
ニ
シ
得

ル
戸
籍
ノ
謄
本

又
ハ
除
カ
レ
タ

ル
戸
籍
ノ
謄
本

一
　
請
求
者
ガ
法
第
二
十
三

条
ノ
二
第
二
項
ノ
規
定
ニ
該

当
ス
ル
ニ
至
リ
タ
ル
当
時
ニ

於
ケ
ル
請
求
者
ト
被
保
険
者

又
ハ
被
保
険
者
タ
リ
シ
者
ト

ノ
身
分
関
係
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得

ル
戸
籍
ノ
謄
本
又
ハ
除
カ
レ

タ
ル
戸
籍
ノ
謄
本

一
ノ
二
　
前
項
ノ
規
定
ニ
依

リ
同
項
ノ
請
求
書
ニ
請
求
者

ノ
基
礎
年
金
番
号
ヲ
記
載
ス

ル
者
ニ
在
リ
テ
ハ
基
礎
年
金

番
号
通
知
書
其
ノ
他
ノ
基
礎

年
金
番
号
ヲ
証
ス
ル
ニ
足
ル

書
類

第
八
十
一

条
ノ
四
第

二
項

三
　
請
求
当
時

ニ
於
ケ
ル
請
求

者
ト
被
保
険
者

又
ハ
被
保
険
者

タ
リ
シ
者
ト
ノ

身
分
関
係
ヲ
明

瞭
ニ
シ
得
ル
戸

籍
ノ
謄
本
又
ハ

除
カ
レ
タ
ル
戸

籍
ノ
謄
本

三
　
請
求
当
時
ニ
於
ケ
ル
請

求
者
ト
被
保
険
者
又
ハ
被
保

険
者
タ
リ
シ
者
ト
ノ
身
分
関

係
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
戸
籍
ノ

謄
本
又
ハ
除
カ
レ
タ
ル
戸
籍

ノ
謄
本

三
ノ
二
　
前
項
ノ
規
定
ニ
依

リ
同
項
ノ
請
求
書
ニ
請
求
者

ノ
基
礎
年
金
番
号
ヲ
記
載
ス

ル
者
ニ
在
リ
テ
ハ
基
礎
年
金

番
号
通
知
書
其
ノ
他
ノ
基
礎

年
金
番
号
ヲ
証
ス
ル
ニ
足
ル

書
類

第
八
十
一

条
ノ
五

二
　
遺
族
年
金

受
給
者
ノ
氏
名

及
生
年
月
日

二
　
遺
族
年
金
受
給
者
ノ
氏

名
及
生
年
月
日

二
ノ
二
　
基
礎
年
金
番
号

第
八
十
一

条
ノ
六
第

二
項

前
項
ノ
届
書
ニ

ハ
届
出
ノ
日
前

一
月
以
内
ノ
間

ニ
於
テ
作
製
セ

ラ
レ
タ
ル
次
ニ

掲
グ
ル
書
類
等

ヲ
添
附
ス
ベ
シ

但
シ
現
ニ
支
給

ヲ
受
ク
ル
遺
族

年
金
ヲ
選
択
セ

ン
ト
ス
ル
ト
キ

及
届
出
ノ
日
六

月
以
内
ニ
同
様

ノ
書
類
等
ノ
提

出
ア
リ
タ
ル
ト

キ
ハ
此
ノ
限
ニ

在
ラ
ズ

一
　
社
会
保
険

庁
長
官
ノ
指
定

シ
タ
ル
届
出
者

ニ
在
リ
テ
ハ
其

ノ
者
ガ
被
保
険

者
又
ハ
被
保
険

者
タ
リ
シ
者
ノ

死
亡
当
時
ヨ
リ

引
続
キ
法
別
表

第
四
下
欄
ニ
定

ム
ル
一
級
又
ハ

二
級
ノ
障
害
ノ

状
態
ニ
在
ル
コ

ト
ヲ
認
メ
得
ベ

キ
書
類

前
項
ノ
届
書
ニ
ハ
次
ニ
掲
グ

ル
書
類
等
ヲ
添
附
ス
ベ
シ
但

シ
現
ニ
支
給
ヲ
受
ク
ル
遺
族

年
金
ヲ
選
択
セ
ン
ト
ス
ル
ト

キ
及
届
出
ノ
日
六
月
以
内
ニ

同
様
ノ
書
類
等
ノ
提
出
ア
リ

タ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ

ズ一
　
届
出
ノ
日
前
三
月
以
内

ノ
間
ニ
於
テ
作
製
セ
ラ
レ
タ

ル
次
ニ
掲
グ
ル
書
類
等

イ
　
社
会
保
険
庁
長
官
ノ
指

定
シ
タ
ル
届
出
者
ニ
在
リ
テ

ハ
其
ノ
者
ガ
被
保
険
者
又
ハ

被
保
険
者
タ
リ
シ
者
ノ
死
亡

当
時
ヨ
リ
引
続
キ
法
別
表
第

四
下
欄
ニ
定
ム
ル
一
級
又
ハ

二
級
ノ
障
害
ノ
状
態
ニ
在
ル

コ
ト
ヲ
認
メ
得
ベ
キ
書
類

ロ
　
イ
ノ
障
害
ガ
別
表
第
一

ニ
掲
グ
ル
疾
病
又
ハ
負
傷
ニ

依
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ

障
害
ノ
状
態
ノ
程
度
ヲ
示
ス

レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
イ
ル
ム

ハ
　
法
第
五
十
条
ノ
三
第
一

項
ノ
規
定
ニ
該
当
ス
ル
子

（
十
八
歳
ニ
達
シ
タ
ル
日
以
後

ノ

初
ノ
三
月
三
十
一
日
ガ

終
了
シ
タ
ル
子
ニ
限
ル
）
ガ

被
保
険
者
又
ハ
被
保
険
者
タ

リ
シ
者
ノ
死
亡
当
時
法
別
表

二
　
前
号
ノ
障

害
ガ
別
表
第
一

ニ
掲
グ
ル
疾
病

又
ハ
負
傷
ニ
依

ル
モ
ノ
ナ
ル
ト

キ
ハ
其
ノ
障
害

ノ
状
態
ノ
程
度

ヲ
示
ス
レ
ン
ト

ゲ
ン
フ
イ
ル
ム

三
　
法
第
五
十

条
ノ
三
第
一
項

ノ
規
定
ニ
該
当

ス
ル
子
ア
ル
場

合
ニ
於
テ
ハ
其

ノ
者
ト
届
出
者

ト
ノ
身
分
関
係

ヲ
明
瞭
ニ
シ
得

ル
市
町
村
長
ノ

証
明
書
又
ハ
戸

籍
ノ
抄
本

四
　
前
号
ニ
掲

グ
ル
子
ガ
十
八

歳
以
上
ニ
シ
テ

被
保
険
者
又
ハ

被
保
険
者
タ
リ

シ
者
ノ
死
亡
当

時
法
別
表
第
四

下
欄
ニ
定
ム
ル

一
級
又
ハ
二
級

ノ
障
害
ノ
状
態

ニ
在
ル
者
ニ
シ

テ
社
会
保
険
庁

長
官
ノ
指
定
シ

タ
ル
モ
ノ
ナ
ル

ト
キ
ハ
其
ノ
者

ガ
被
保
険
者
又

ハ
被
保
険
者
タ

リ
シ
者
ノ
死
亡

当
時
ヨ
リ
引
続

キ
法
別
表
第
四

下
欄
ニ
定
ム
ル

一
級
又
ハ
二
級

ノ
障
害
ノ
状
態

ニ
在
ル
コ
ト
ヲ

認

メ

得

ベ

キ

書
類

五
　
届
出
者
ガ

前
項
第
六
号
ニ

第
四
下
欄
ニ
定
ム
ル
一
級
又

ハ
二
級
ノ
障
害
ノ
状
態
ニ
在

ル
者
ニ
シ
テ
社
会
保
険
庁
長

官
ノ
指
定
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル

ト
キ
ハ
其
ノ
者
ガ
被
保
険
者

又
ハ
被
保
険
者
タ
リ
シ
者
ノ

死
亡
当
時
ヨ
リ
引
続
キ
法
別

表
第
四
下
欄
ニ
定
ム
ル
一
級

又
ハ
二
級
ノ
障
害
ノ
状
態
ニ

在
ル
コ
ト
ヲ
認
メ
得
ベ
キ
書

類ニ
　
届
出
者
ガ
前
項
第
六
号

ニ
掲
グ
ル
妻
ナ
ル
ト
キ
ハ
法

別
表
第
四
下
欄
ニ
定
ム
ル
一

級
又
ハ
二
級
ノ
障
害
ノ
状
態

ニ
在
ル
コ
ト
ヲ
認
メ
得
ベ
キ

書
類

ホ
　
ニ
ノ
障
害
ガ
別
表
第
一

ニ
掲
グ
ル
疾
病
又
ハ
負
傷
ニ

因
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ

障
害
ノ
状
態
ノ
程
度
ヲ
示
ス

レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
イ
ル
ム

二
　
法
第
五
十
条
ノ
三
第
一

項
ノ
規
定
ニ
該
当
ス
ル
子
ア

ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
者
ト

届
出
者
ト
ノ
身
分
関
係
ヲ
明

瞭
ニ
シ
得
ル
市
町
村
長
ノ
証

明
書
又
ハ
戸
籍
ノ
抄
本
（
届

出
ノ
日
前
一
月
以
内
ノ
間
ニ

於
テ
作
製
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ

ニ
限
ル
）
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掲
グ
ル
妻
ナ
ル

ト
キ
ハ
法
別
表

第
四
下
欄
ニ
定

ム
ル
一
級
又
ハ

二
級
ノ
障
害
ノ

状
態
ニ
在
ル
コ

ト
ヲ
認
メ
得
ベ

キ
書
類

六
　
前
号
ノ
障

害
ガ
別
表
第
一

ニ
掲
グ
ル
疾
病

又
ハ
負
傷
ニ
因

ル
モ
ノ
ナ
ル
ト

キ
ハ
其
ノ
障
害

ノ
状
態
ノ
程
度

ヲ
示
ス
レ
ン
ト

ゲ
ン
フ
イ
ル
ム

第
八
十
二

条
第
二
項

前
項
ノ
届
書
ニ

ハ
届
出
ノ
日
前

一
月
以
内
ノ
間

ニ
於
テ
作
製
セ

ラ
レ
タ
ル
次
ニ

掲
グ
ル
書
類
等

ヲ
添
附
ス
ベ
シ

但
シ
届
出
ノ
日

前
六
月
以
内
ニ

同
様
ノ
書
類
等

ノ
提
出
ア
リ
タ

ル
ト
キ
ハ
此
ノ

限
ニ
ア
ラ
ズ

一
　
社
会
保
険

庁
長
官
ノ
指
定

シ
タ
ル
届
出
者

ニ
在
リ
テ
ハ
其

ノ
者
ガ
被
保
険

者
又
ハ
被
保
険

者
タ
リ
シ
者
ノ

死
亡
当
時
ヨ
リ

引
続
キ
法
別
表

第
四
下
欄
ニ
定

ム
ル
一
級
又
ハ

二
級
ノ
障
害
ノ

状
態
ニ
在
ル
コ

ト
ヲ
認
メ
得
ベ

キ
書
類

二
　
前
号
ノ
障

害
ガ
別
表
第
一

前
項
ノ
届
書
ニ
ハ
次
ニ
掲
グ

ル
書
類
等
ヲ
添
附
ス
ベ
シ
但

シ
届
出
ノ
日
前
六
月
以
内
ニ

同
様
ノ
書
類
等
ノ
提
出
ア
リ

タ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
ニ
ア
ラ

ズ一
　
届
出
ノ
日
前
三
月
以
内

ノ
間
ニ
於
テ
作
製
セ
ラ
レ
タ

ル
次
ニ
掲
グ
ル
書
類
等

イ
　
社
会
保
険
庁
長
官
ノ
指

定
シ
タ
ル
届
出
者
ニ
在
リ
テ

ハ
其
ノ
者
ガ
被
保
険
者
又
ハ

被
保
険
者
タ
リ
シ
者
ノ
死
亡

当
時
ヨ
リ
引
続
キ
法
別
表
第

四
下
欄
ニ
定
ム
ル
一
級
又
ハ

二
級
ノ
障
害
ノ
状
態
ニ
在
ル

コ
ト
ヲ
認
メ
得
ベ
キ
書
類

ロ
　
イ
ノ
障
害
ガ
別
表
第
一

ニ
掲
グ
ル
疾
病
又
ハ
負
傷
ニ

因
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ

障
害
ノ
状
態
ノ
程
度
ヲ
示
ス

レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
イ
ル
ム

ハ
　
法
第
五
十
条
ノ
三
第
一

項
ノ
規
定
ニ
該
当
ス
ル
子

（
十
八
歳
ニ
達
シ
タ
ル
日
以
後

ノ

初
ノ
三
月
三
十
一
日
ガ

終
了
シ
タ
ル
子
ニ
限
ル
）
ガ

被
保
険
者
又
ハ
被
保
険
者
タ

リ
シ
者
ノ
死
亡
当
時
法
別
表

第
四
下
欄
ニ
定
ム
ル
一
級
又

ニ
掲
グ
ル
疾
病

又
ハ
負
傷
ニ
因

ル
モ
ノ
ナ
ル
ト

キ
ハ
其
ノ
障
害

ノ
状
態
ノ
程
度

ヲ
示
ス
レ
ン
ト

ゲ
ン
フ
イ
ル
ム

三
　
法
第
五
十

条
ノ
三
第
一
項

ノ
規
定
ニ
該
当

ス
ル
子
ア
ル
場

合
ニ
於
テ
ハ
其

ノ
者
ト
届
出
者

ト
ノ
身
分
関
係

ヲ
明
瞭
ニ
シ
得

ル
市
町
村
長
ノ

証
明
書
又
ハ
戸

籍
ノ
抄
本

四
　
前
号
ニ
掲

グ
ル
子
ガ
十
八

歳
以
上
ニ
シ
テ

被
保
険
者
又
ハ

被
保
険
者
タ
リ

シ
者
ノ
死
亡
当

時
法
別
表
第
四

下
欄
ニ
定
ム
ル

一
級
又
ハ
二
級

ノ
障
害
ノ
状
態

ニ
在
ル
者
ニ
シ

テ
社
会
保
険
庁

長
官
ノ
指
定
シ

タ
ル
モ
ノ
ナ
ル

ト
キ
ハ
其
ノ
者

ガ
被
保
険
者
又

ハ
被
保
険
者
タ

リ
シ
者
ノ
死
亡

当
時
ヨ
リ
引
続

キ
法
別
表
第
四

下
欄
ニ
定
ム
ル

一
級
又
ハ
二
級

ノ
障
害
ノ
状
態

ニ
在
ル
コ
ト
ヲ

認

メ

得

ベ

キ

書
類

ハ
二
級
ノ
障
害
ノ
状
態
ニ
在

ル
者
ニ
シ
テ
社
会
保
険
庁
長

官
ノ
指
定
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル

ト
キ
ハ
其
ノ
者
ガ
被
保
険
者

又
ハ
被
保
険
者
タ
リ
シ
者
ノ

死
亡
当
時
ヨ
リ
引
続
キ
法
別

表
第
四
下
欄
ニ
定
ム
ル
一
級

又
ハ
二
級
ノ
障
害
ノ
状
態
ニ

在
ル
コ
ト
ヲ
認
メ
得
ベ
キ
書

類二
　
法
第
五
十
条
ノ
三
第
一

項
ノ
規
定
ニ
該
当
ス
ル
子
ア

ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
者
ト

届
出
者
ト
ノ
身
分
関
係
ヲ
明

瞭
ニ
シ
得
ル
市
町
村
長
ノ
証

明
書
又
ハ
戸
籍
ノ
抄
本
（
届

出
ノ
日
前
一
月
以
内
ノ
間
ニ

於
テ
作
製
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ

ニ
限
ル
）

第
八
十
二

条
ノ
四
第

遺
族
年
金
証
書

ノ
記
号
番
号

基
礎
年
金
番
号
及
遺
族
年
金

証
書
ノ
年
金
コ
ー
ド

一
項
第
四

号第
八
十
二

条
ノ
四
ノ

二
第
一
項

一
　
申
請
者
及

申
請
者
以
外
ノ

遺
族
年
金
ヲ
受

ク
ル
権
利
ヲ
有

ス
ル
者
ノ
生
年

月
日

一
　
申
請
者
及
申
請
者
以
外

ノ
遺
族
年
金
ヲ
受
ク
ル
権
利

ヲ
有
ス
ル
者
ノ
生
年
月
日

一
ノ
二
　
申
請
者
及
申
請
者

以
外
ノ
遺
族
年
金
ヲ
受
ク
ル

権
利
ヲ
有
ス
ル
者
ノ
個
人
番

号
又
ハ
基
礎
年
金
番
号

第
八
十
二

条
ノ
七
第

一
項
第
二

号

遺
族
年
金
証
書

ノ
記
号
番
号

基
礎
年
金
番
号
及
遺
族
年
金

証
書
ノ
年
金
コ
ー
ド

第
八
十
二

条
ノ
九
第

二
項

抄
本

抄
本
又
ハ
法
定
相
続
情
報
一

覧
図
ノ
写
シ

第
八
十
二

条
ノ
十
ノ

六

十
八
歳
未
満
ノ

子
ガ
十
八
歳
ニ

至
リ
タ
ル
日

子
ガ
十
八
歳
ニ
達
シ
タ
ル
日

以
後
ノ

初
ノ
三
月
三
十
一

日

第
八
十
二

条
ノ
十
一

第
八
十
二
条
ノ

十
一
　
遺
族
年

金
受
給
者
ハ
法

第
二
十
三
条
ノ

七
、
第
五
十
条

ノ
七
又
ハ
第
五

十
条
ノ
七
ノ
二

ノ
規
定
ニ
依
リ

其
ノ
全
部
又
ハ

一
部
ニ
付
支
給

ヲ
停
止
セ
ラ
レ

タ
ル
遺
族
年
金

ガ
其
ノ
支
給
ヲ

停
止
セ
ラ
レ
ザ

ル
ニ
至
リ
タ
ル

ト
キ
（
法
第
五

十
条
ノ
七
ノ
二

但
書
ノ
規
定
ニ

依
リ
其
ノ
一
部

ニ
付
支
給
ヲ
停

止
セ
ラ
レ
ザ
ル

ニ
至
リ
タ
ル
ト

キ
ヲ
除
ク
）
ハ

次
ニ
掲
グ
ル
事

項
ヲ
記
載
シ
タ

ル
届
書
ヲ
社
会

保
険
庁
長
官
ニ

提
出
ス
ベ
シ
但

第
八
十
二
条
ノ
十
一
　
遺
族

年
金
受
給
者
ハ
法
第
二
十
三

条
ノ
七
、
第
五
十
条
ノ
七
若

ハ
第
五
十
条
ノ
七
ノ
二
又
ハ

昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第

五
十
六
条
第
二
項
ノ
規
定
ニ

依
リ
其
ノ
全
部
又
ハ
一
部
ニ

付
支
給
ヲ
停
止
セ
ラ
レ
タ
ル

遺
族
年
金
ガ
其
ノ
支
給
ヲ
停

止
セ
ラ
レ
ザ
ル
ニ
至
リ
タ
ル

ト
キ
（
法
第
五
十
条
ノ
七
ノ

二
但
書
ノ
規
定
ニ
依
リ
其
ノ

一
部
ニ
付
支
給
ヲ
停
止
セ
ラ

レ
ザ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
ヲ

除
ク
）
ハ
次
ニ
掲
グ
ル
事
項

ヲ
記
載
シ
タ
ル
届
書
又
ハ
昭

和
六
十
一
年
改
正
省
令
附
則

第
二
十
四
条
ニ
於
テ
準
用
ス

ル
新
厚
生
年
金
保
険
法
施
行

規
則
第
六
十
一
条
第
一
項
ニ

規
定
ス
ル
申
請
書
ヲ
社
会
保

険
庁
長
官
ニ
提
出
ス
ベ
シ
但

シ
第
八
十
一
条
ノ
六
ニ
規
定

ス
ル
届
書
又
ハ
昭
和
六
十
一

年
改
正
省
令
附
則
第
二
十
四

条
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
新
厚
生

年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
六

十
一
条
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル

シ
第
八
十
一
条

ノ
六
ニ
規
定
ス

ル
届
書
ヲ
提
出

シ
タ
ル
ト
キ
ハ

此

ノ

限

ニ

在

ラ
ズ

一
　
届
出
者
ノ

生
年
月
日

二
　
支
給
ヲ
停

止
セ
ラ
レ
タ
ル

遺
族
年
金
ノ
証

書
ノ
記
号
番
号

三
　
支
給
ヲ
停

止
セ
ラ
レ
ザ
ル

ニ
至
リ
タ
ル
年

月

日

及

其

ノ

事
由

四
　
遺
族
年
金

（
法
第
五
十
条

ノ
三
ノ
二
ノ
規

定
ニ
依
リ
加
給

ス
ル
額
ガ
加
給

セ
ラ
レ
タ
ル
遺

族

年

金

ニ

限

ル
）
ノ
額
ノ
全

額
ニ
付
其
ノ
支

給
ヲ
停
止
セ
ラ

レ
タ
ル
妻
ガ
令

第
四
条
の
五
ニ

掲

グ

ル

給

付

（
其
ノ
全
額
ニ

付
支
給
ヲ
停
止

セ
ラ
レ
タ
ル
給

付
ヲ
除
ク
）
ノ

支
給
ヲ
受
ク
ベ

キ
ト
キ
ハ
当
該

給
付
ノ
名
称
、

其
ノ
支
給
ヲ
行

フ
者
ノ
名
称
、

其
ノ
支
給
ヲ
受

ク
ベ
キ
ニ
至
リ

タ
ル
年
月
日
及

其

ノ

年

金

証

書
、
恩
給
証
書

又
ハ
之
ニ
代
ル

ベ
キ
書
類
ノ
記

申
請
書
ヲ
提
出
シ
タ
ル
ト
キ

ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

一
　
届
出
者
ノ
生
年
月
日

一
ノ
二
　
個
人
番
号
又
ハ
基

礎
年
金
番
号

二
　
支
給
ヲ
停
止
セ
ラ
レ
タ

ル
遺
族
年
金
ノ
証
書
ノ
年
金

コ
ー
ド

三
　
支
給
ヲ
停
止
セ
ラ
レ
ザ

ル
ニ
至
リ
タ
ル
年
月
日
及
其

ノ
事
由

四
　
遺
族
年
金
（
法
第
五
十

条
ノ
三
ノ
二
ノ
規
定
ニ
依
リ

加
給
ス
ル
額
ガ
加
給
セ
ラ
レ

タ
ル
遺
族
年
金
ニ
限
ル
）
ノ

額
ノ
全
額
ニ
付
其
ノ
支
給
ヲ

停
止
セ
ラ
レ
タ
ル
妻
ガ
令
第

四
条
の
五
ニ
掲
グ
ル
給
付

（
其
ノ
全
額
ニ
付
支
給
ヲ
停
止

セ
ラ
レ
タ
ル
給
付
ヲ
除
ク
）

ノ
支
給
ヲ
受
ク
ベ
キ
ト
キ
ハ

当
該
給
付
ノ
名
称
、
其
ノ
支

給
ヲ
行
フ
者
ノ
名
称
、
其
ノ

支
給
ヲ
受
ク
ベ
キ
ニ
至
リ
タ

ル
年
月
日
及
其
ノ
年
金
証
書
、

恩
給
証
書
又
ハ
之
ニ
代
ル
ベ

キ
書
類
ノ
記
号
年
金
コ
ー
ド

又
ハ
記
号
番
号
若
ハ
番
号

五
　
法
第
五
十
条
第
一
項
第

二
号
又
ハ
第
三
号
ノ
規
定
ニ

依
ル
遺
族
年
金
ノ
支
給
ヲ
受

ク
ベ
キ
五
十
五
歳
未
満
ノ
妻

ガ
法
別
表
第
四
下
欄
ニ
定
ム

ル
一
級
又
ハ
二
級
ノ
障
害
ノ

状
態
ニ
在
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ

（
法
第
五
十
条
ノ
三
第
一
項
ノ

規
定
ニ
該
当
ス
ル
子
ア
ル
ト

キ
ヲ
除
ク
）
ハ
其
ノ
状
態
ニ

至
リ
タ
ル
年
月
日

前
項
ノ
届
書
ニ
ハ
次
ニ
掲
グ

ル
書
類
ヲ
添
附
ス
ベ
シ
但
シ

其
ノ
一
部
ニ
付
支
給
ヲ
停
止

セ
ラ
レ
タ
ル
遺
族
年
金
ガ
其

ノ
支
給
ヲ
停
止
セ
ラ
レ
ザ
ル

ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
及
届
出
ノ

日
前
六
月
以
内
ニ
同
様
ノ
書
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号

番

号

又

ハ

番
号

五
　
法
第
五
十

条
第
一
項
第
二

号
又
ハ
第
三
号

ノ
規
定
ニ
依
ル

遺
族
年
金
ノ
支

給
ヲ
受
ク
ベ
キ

五
十
五
歳
未
満

ノ
妻
ガ
法
別
表

第
四
下
欄
ニ
定

ム
ル
一
級
又
ハ

二
級
ノ
障
害
ノ

状
態
ニ
在
ル
モ

ノ

ナ

ル

ト

キ

（
法
第
五
十
条

ノ
三
第
一
項
ノ

規
定
ニ
該
当
ス

ル
子
ア
ル
ト
キ

ヲ
除
ク
）
ハ
其

ノ
状
態
ニ
至
リ

タ
ル
年
月
日

前
項
ノ
届
書
ニ

ハ
届
出
ノ
日
前

一
月
以
内
ノ
間

ニ
於
テ
作
製
セ

ラ
レ
タ
ル
第
八

十
二
条
ノ
三
第

二
項
各
号
ニ
掲

グ
ル
書
類
ヲ
添

附
ス
ベ
シ
但
シ

其
ノ
一
部
ニ
付

支
給
ヲ
停
止
セ

ラ
レ
タ
ル
遺
族

年
金
ガ
其
ノ
支

給
ヲ
停
止
セ
ラ

レ
ザ
ル
ニ
至
リ

タ
ル
ト
キ
及
届

出
ノ
日
前
六
月

以
内
ニ
同
様
ノ

書
類
等
ノ
提
出

ア
リ
タ
ル
ト
キ

ハ
此
ノ
限
ニ
在

ラ
ズ

類
等
ノ
提
出
ア
リ
タ
ル
ト
キ

ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

一
　
届
出
ノ
日
前
三
月
以
内

ノ
間
ニ
於
テ
作
製
セ
ラ
レ
タ

ル
次
ニ
掲
グ
ル
書
類

イ
　
社
会
保
険
庁
長
官
ノ
指

定
シ
タ
ル
届
出
者
ニ
在
リ
テ

ハ
其
ノ
者
ガ
被
保
険
者
又
ハ

被
保
険
者
タ
リ
シ
者
ノ
死
亡

当
時
ヨ
リ
引
続
キ
法
別
表
第

四
下
欄
ニ
定
ム
ル
一
級
又
ハ

二
級
ノ
障
害
ノ
状
態
ニ
在
ル

コ
ト
ヲ
認
メ
得
ベ
キ
書
類

ロ
　
イ
ノ
障
害
ガ
別
表
第
一

ニ
掲
グ
ル
疾
病
又
ハ
負
傷
ニ

因
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ

障
害
ノ
状
態
ノ
程
度
ヲ
示
ス

レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
イ
ル
ム

ハ
　
法
第
五
十
条
ノ
三
第
一

項
ノ
規
定
ニ
該
当
ス
ル
子

（
十
八
歳
ニ
達
シ
タ
ル
日
以
後

ノ

初
ノ
三
月
三
十
一
日
ガ

終
了
シ
タ
ル
子
ニ
限
ル
）
ガ

被
保
険
者
又
ハ
被
保
険
者
タ

リ
シ
者
ノ
死
亡
当
時
法
別
表

第
四
下
欄
ニ
定
ム
ル
一
級
又

ハ
二
級
ノ
障
害
ノ
状
態
ニ
在

ル
者
ニ
シ
テ
社
会
保
険
庁
長

官
ノ
指
定
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル

ト
キ
ハ
其
ノ
者
ガ
被
保
険
者

又
ハ
被
保
険
者
タ
リ
シ
者
ノ

死
亡
当
時
ヨ
リ
引
続
キ
法
別

表
第
四
下
欄
ニ
定
ム
ル
一
級

又
ハ
二
級
ノ
障
害
ノ
状
態
ニ

在
ル
コ
ト
ヲ
認
メ
得
ベ
キ
書

類ニ
　
法
第
五
十
条
第
一
項
第

二
号
又
ハ
第
三
号
ノ
規
定
ニ

依
ル
遺
族
年
金
ノ
支
給
ヲ
受

ク
ル
五
十
五
歳
未
満
ノ
妻
ガ

法
別
表
第
四
下
欄
ニ
定
ム
ル

一
級
又
ハ
二
級
ノ
障
害
ノ
状

態
ニ
在
ル
者
ニ
シ
テ
社
会
保

険
庁
長
官
ノ
指
定
シ
タ
ル
モ

ノ
ナ
ル
ト
キ
（
法
第
五
十
条

ノ
三
第
一
項
ノ
規
定
ニ
該
当

ス
ル
子
ア
ル
ト
キ
ヲ
除
ク
）

ハ
其
ノ
事
実
ヲ
認
メ
得
ベ
キ

書
類

ホ
　
ニ
ノ
障
害
ガ
別
表
第
一

ニ
掲
グ
ル
疾
病
又
ハ
負
傷
ニ

因
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ

障
害
ノ
状
態
ノ
程
度
ヲ
示
ス

レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
イ
ル
ム

二
　
届
出
ノ
日
前
一
月
以
内

ノ
間
ニ
於
テ
作
製
セ
ラ
レ
タ

ル
次
ニ
掲
グ
ル
書
類

イ
　
届
出
者
ノ
生
存
ニ
関
ス

ル
市
町
村
長
ノ
証
明
書
又
ハ

戸
籍
ノ
抄
本
（
厚
生
労
働
大

臣
ガ
住
民
基
本
台
帳
法
第
三

十
条
の
九
ノ
規
定
ニ
依
リ
機

構
保
存
本
人
確
認
情
報
ノ
提

供
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル

ト
キ
ニ
限
ル
）

ロ
　
法
第
五
十
条
ノ
三
第
一

項
ノ
規
定
ニ
該
当
ス
ル
子
ア

ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
者
ト

届
出
者
ト
ノ
身
分
関
係
ヲ
明

瞭
ニ
シ
得
ル
市
町
村
長
ノ
証

明
書
又
ハ
戸
籍
ノ
抄
本

第
八
十
二
条
ノ
十
一
ノ
四
　

遺
族
年
金
受
給
者
（
厚
生
労

働
大
臣
ガ
住
民
基
本
台
帳
法

第
三
十
条
の
九
ノ
規
定
ニ
依

リ
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報

ノ
提
供
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得

ル
者
ヲ
除
ク
）
ハ
其
ノ
氏
名

ヲ
変
更
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
左
ニ

掲
グ
ル
事
項
ヲ
記
載
シ
タ
ル

届
書
ヲ
十
日
以
内
ニ
厚
生
労

働
大
臣
ニ
提
出
ス
ベ
シ

一
　
変
更
前
及
変
更
後
ノ
氏

名
、
生
年
月
日
並
ニ
住
所

一
ノ
二
　
個
人
番
号
又
ハ
基

礎
年
金
番
号

二
　
遺
族
年
金
証
書
ノ
年
金

コ
ー
ド

三
　
氏
名
ノ
変
更
ノ
理
由

前
項
ノ
届
書
ニ
ハ
左
ニ
掲
グ

ル
書
類
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

一
　
戸
籍
ノ
抄
本
又
ハ
氏
名

ノ
変
更
ニ
関
ス
ル
市
町
村
長

ノ
証
明
書

二
　
遺
族
年
金
証
書

第
八
十
二
条
ノ
十
一
ノ
五
　

遺
族
年
金
受
給
者
ハ
其
ノ
氏

名
ヲ
変
更
シ
タ
ル
場
合
ニ
於

テ
前
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依

ル
届
書
ノ
提
出
ヲ
要
サ
ザ
ル

ト
キ
ハ
当
該
変
更
ヲ
シ
タ
ル

日
ヨ
リ
十
日
以
内
ニ
左
ニ
掲

グ
ル
事
項
ヲ
記
載
シ
タ
ル
届

書
ヲ
機
構
ニ
提
出
ス
ベ
シ

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
住

所二
　
個
人
番
号
又
ハ
基
礎
年

金
番
号

三
　
氏
名
ノ
変
更
ノ
理
由

前
項
ノ
届
書
ニ
ハ
戸
籍
ノ
抄

本
其
ノ
他
ノ
氏
名
ノ
変
更
ノ

理
由
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
書
類

ヲ
添
附
ス
ベ
シ

第
八
十
二

条
ノ
十
三

第
六
十
一
条

第
六
十
二
条

第
八
十
二

条
ノ
十
四

ノ
六
第
二

項

一
月

三
月

第
八
十
二

条
ノ
十
四

ノ
九

第
八
十
二
条
ノ

十
四
ノ
九
　
通

算
遺
族
年
金
受

給
者
ハ
法
第
二

十
三
条
ノ
七
若

ハ
第
五
十
条
ノ

八
ノ
四
又
ハ
法

第
五
十
条
ノ
八

ノ
五
ニ
於
テ
準

用
ス
ル
法
第
五

十
条
ノ
七
ノ
規

定
ニ
依
リ
其
ノ

全
部
又
ハ
一
部

ニ
付
支
給
ヲ
停

止
セ
ラ
レ
タ
ル

通
算
遺
族
年
金

ガ
其
ノ
支
給
ヲ

停
止
セ
ラ
レ
ザ

ル
ニ
至
リ
タ
ル

ト
キ
ハ
次
ニ
掲

グ
ル
事
項
ヲ
記

載
シ
タ
ル
届
書

第
八
十
二
条
ノ
十
四
ノ
九
　

通
算
遺
族
年
金
受
給
者
ハ
法

第
二
十
三
条
ノ
七
若
ハ
第
五

十
条
ノ
八
ノ
四
又
ハ
法
第
五

十
条
ノ
八
ノ
五
ニ
於
テ
準
用

ス
ル
法
第
五
十
条
ノ
七
ノ
規

定
ニ
依
リ
其
ノ
全
部
又
ハ
一

部
ニ
付
支
給
ヲ
停
止
セ
ラ
レ

タ
ル
通
算
遺
族
年
金
ガ
其
ノ

支
給
ヲ
停
止
セ
ラ
レ
ザ
ル
ニ

至
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
次
ニ
掲
グ

ル
事
項
ヲ
記
載
シ
タ
ル
届
書

又
ハ
昭
和
六
十
一
年
改
正
省

令
附
則
第
二
十
四
条
ニ
於
テ

準
用
ス
ル
新
厚
生
年
金
保
険

法
施
行
規
則
第
六
十
一
条
第

一
項
ニ
規
定
ス
ル
申
請
書
ヲ

社
会
保
険
長
官
ニ
提
出
ス
ベ

シ
但
シ
第
八
十
二
条
ノ
十
四

ノ
六
ニ
規
定
ス
ル
届
書
又
ハ

昭
和
六
十
一
年
改
正
省
令
附

則
第
二
十
四
条
ニ
於
テ
準
用

ヲ
社
会
保
険
長

官
ニ
提
出
ス
ベ

シ
但
シ
第
八
十

二
条
ノ
十
四
ノ

六
ニ
規
定
ス
ル

届
書
ヲ
提
出
シ

タ
ル
ト
キ
ハ
此

ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

一
　
届
出
者
ノ

生
年
月
日

二
　
支
給
ヲ
停

止
セ
ラ
レ
タ
ル

通
算
遺
族
年
金

ノ
証
書
ノ
記
号

番
号

三
　
支
給
ヲ
停

止
セ
ラ
レ
ザ
ル

ニ
至
リ
タ
ル
年

月

日

及

其

ノ

事
由

前
項
ノ
届
書
ニ

ハ
届
出
ノ
日
前

一
月
以
内
ノ
間

ニ
於
テ
作
製
セ

ラ
レ
タ
ル
第
八

十
二
条
ノ
十
四

ノ
七
第
二
項
各

号
ニ
掲
グ
ル
書

類
ヲ
添
附
ス
ベ

シ
但
シ
其
ノ
一

部
ニ
付
支
給
ヲ

停
止
セ
ラ
レ
タ

ル
通
算
遺
族
年

金
ガ
其
ノ
支
給

ヲ
停
止
セ
ラ
レ

ザ
ル
ニ
至
リ
タ

ル
ト
キ
及
届
出

ノ
日
前
六
月
以

内
ニ
同
様
ノ
書

類
等
ノ
提
出
ア

リ
タ
ル
ト
キ
ハ

此

ノ

限

ニ

在

ラ
ズ

ス
ル
新
厚
生
年
金
保
険
法
施

行
規
則
第
六
十
一
条
第
一
項

ニ
規
定
ス
ル
申
請
書
ヲ
提
出

シ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
ニ
在

ラ
ズ

一
　
届
出
者
ノ
生
年
月
日

一
ノ
二
　
個
人
番
号
又
ハ
基

礎
年
金
番
号

二
　
支
給
ヲ
停
止
セ
ラ
レ
タ

ル
通
算
遺
族
年
金
ノ
証
書
ノ

年
金
コ
ー
ド

三
　
支
給
ヲ
停
止
セ
ラ
レ
ザ

ル
ニ
至
リ
タ
ル
年
月
日
及
其

ノ
事
由

前
項
ノ
届
書
ニ
ハ
次
ニ
掲
グ

ル
書
類
ヲ
添
附
ス
ベ
シ
但
シ

其
ノ
一
部
ニ
付
支
給
ヲ
停
止

セ
ラ
レ
タ
ル
通
算
遺
族
年
金

ガ
其
ノ
支
給
ヲ
停
止
セ
ラ
レ

ザ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
及
届

出
ノ
日
前
六
月
以
内
ニ
同
様

ノ
書
類
等
ノ
提
出
ア
リ
タ
ル

ト
キ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

一
　
届
出
ノ
日
前
三
月
以
内

ノ
間
ニ
於
テ
作
製
セ
ラ
レ
タ

ル
次
ニ
掲
グ
ル
書
類

イ
　
社
会
保
険
庁
長
官
ノ
指

定
シ
タ
ル
届
出
者
ニ
在
リ
テ

ハ
其
ノ
者
ガ
被
保
険
者
又
ハ

被
保
険
者
タ
リ
シ
者
ノ
死
亡

当
時
ヨ
リ
引
続
キ
法
別
表
第

四
下
欄
ニ
定
ム
ル
一
級
又
ハ

二
級
ノ
障
害
ノ
状
態
ニ
在
ル

コ
ト
ヲ
認
メ
得
ベ
キ
書
類

ロ
　
イ
ノ
障
害
ガ
別
表
第
一

ニ
掲
グ
ル
疾
病
又
ハ
負
傷
ニ

因
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ

障
害
ノ
状
態
ノ
程
度
ヲ
示
ス

レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
イ
ル
ム

二
　
届
出
ノ
日
前
一
月
以
内

ノ
間
ニ
於
テ
作
製
セ
ラ
レ
タ

ル
届
出
者
ノ
生
存
ニ
関
ス
ル

市
町
村
長
ノ
証
明
書
又
ハ
戸

籍
ノ
抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣

ガ
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十

条
の
九
ノ
規
定
ニ
依
リ
機
構

保
存
本
人
確
認
情
報
ノ
提
供
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ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ト

キ
ニ
限
ル
）

第
八
十
二
条
ノ
十
四
ノ
十
　

通
算
遺
族
年
金
受
給
者
（
厚

生
労
働
大
臣
ガ
住
民
基
本
台

帳
法
第
三
十
条
の
九
ノ
規
定

ニ
依
リ
機
構
保
存
本
人
確
認

情
報
ノ
提
供
ヲ
受
ク
ル
コ
ト

ヲ
得
ル
者
ヲ
除
ク
）
ハ
其
ノ

氏
名
ヲ
変
更
シ
タ
ル
ト
キ
ハ

左
ニ
掲
グ
ル
事
項
ヲ
記
載
シ

タ
ル
届
書
ヲ
十
日
以
内
ニ
厚

生
労
働
大
臣
ニ
提
出
ス
ベ
シ

一
　
変
更
前
及
変
更
後
ノ
氏

名
、
生
年
月
日
並
ニ
住
所

一
ノ
二
　
個
人
番
号
又
ハ
基

礎
年
金
番
号

二
　
通
算
遺
族
年
金
証
書
ノ

年
金
コ
ー
ド

三
　
氏
名
ノ
変
更
ノ
理
由

前
項
ノ
届
書
ニ
ハ
左
ニ
掲
グ

ル
書
類
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

一
　
戸
籍
ノ
抄
本
又
ハ
氏
名

ノ
変
更
ニ
関
ス
ル
市
町
村
長

ノ
証
明
書

二
　
通
算
遺
族
年
金
証
書

第
八
十
二
条
ノ
十
四
ノ
十
一

　
通
算
遺
族
年
金
受
給
者
ハ

其
ノ
氏
名
ヲ
変
更
シ
タ
ル
場

合
ニ
於
テ
前
条
第
一
項
ノ
規

定
ニ
依
ル
届
書
ノ
提
出
ヲ
要

サ
ザ
ル
ト
キ
ハ
当
該
変
更
ヲ

シ
タ
ル
日
ヨ
リ
十
日
以
内
ニ

左
ニ
掲
グ
ル
事
項
ヲ
記
載
シ

タ
ル
届
書
ヲ
機
構
ニ
提
出
ス

ベ
シ

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
住

所二
　
個
人
番
号
又
ハ
基
礎
年

金
番
号

三
　
氏
名
ノ
変
更
ノ
理
由

前
項
ノ
届
書
ニ
ハ
戸
籍
ノ
抄

本
其
ノ
他
ノ
氏
名
ノ
変
更
ノ

理
由
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
書
類

を
添
附
ス
ベ
シ

第
八
十
二

条
の
十
四

の
十

第
八
十
二
条
ノ

十
四
ノ
十
　
第

六
十
一
条
乃
至

第
六
十
四
条
、

第
六
十
六
条
、

第
六
十
七
条
、

第
七
十
四
条
ノ

六
、
第
七
十
四

条
ノ
七
、
第
八

十
一
条
ノ
三
、

第
八
十
二
条
ノ

四
乃
至
第
八
十

二
条
ノ
五
及
第

八
十
二
条
ノ
七

ノ
規
定
ハ
通
算

遺
族
年
金
ノ
支

給
ニ
関
シ
之
ヲ

準
用
ス
此
ノ
場

合
ニ
於
テ
第
六

十
七
条
中
「
第

五
十
条
」
ト
ア

ル
ハ
「
第
八
十

二
条
ノ
十
四
ノ

二
」
ト
読
替
フ

ル
モ
ノ
ト
ス

第
八
十
二
条
ノ
十
四
ノ
十
二

　
第
六
十
二
条
乃
至
第
六
十

四
条
、
第
六
十
六
条
、
第
六

十
七
条
、
第
七
十
四
条
ノ
六
、

第
七
十
四
条
ノ
七
、
第
八
十

一
条
ノ
三
、
第
八
十
二
条
ノ

四
乃
至
第
八
十
二
条
ノ
五
及

第
八
十
二
条
ノ
七
ノ
規
定
ハ

通
算
遺
族
年
金
ノ
支
給
ニ
関

シ
之
ヲ
準
用
ス
此
ノ
場
合
ニ

於
テ
第
六
十
七
条
中
「
第
五

十
条
」
ト
ア
ル
ハ
「
第
八
十

二
条
ノ
十
四
ノ
二
」
ト
読
替

フ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
八
十
八

条

都
道
府
県
知
事
厚
生
労
働
大
臣

第
百
三
条

ノ
二

社
会
保
険
庁
長

官
又
ハ
都
道
府

県
知
事

厚
生
労
働
大
臣

別
表
第
一

二
　
肺

え
そ

壊
疽

三
　
肺

の
う
よ
う

膿
瘍

四
　

け
い珪

肺
（
こ

れ
に
類
似
す
る

じ
ん塵

肺

症

を

含

む
。
）

五
　

じ
ん腎

臓
結
核

六
　
胃

か
い
よ
う

潰
瘍

七
　
胃

が
ん癌

八

　

十

二

指

腸
か
い
よ
う

潰
瘍

九

　

内

臓

下

垂
症

十
　
動
脈

り
ゆ
う

瘤

十
一
　
骨
又
は

関
節
結
核

十
二
　
骨

ず
い髄

炎
二
　
肺
化
の
う
症

三
　
け
い
肺
（
こ
れ
に
類
似

す
る
じ
ん
肺
症
を
含
む
。
）

四
　
そ
の
他
認
定
又
は
診
査

に
際
し
必
要
と
認
め
ら
れ
る

も
の

十
三
　
骨
又
は

関
節
損
傷

十
四
　
そ
の
他

認
定
又
は
診
査

に
際
し
必
要
と

認

め

ら

れ

る

も
の

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の

と
さ
れ
た
規
定
の
う
ち
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
省

令
の
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
第
三
欄

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ

る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

改

正

前

の

厚

生

省

令

第

三

十

一

号

附
則

第
六

項

船

員

保

険

法

施

行
規
則

国
民
年
金
法
施
行
規
則
等
の
一
部

を
改
正
す
る
等
の
省
令
（
昭
和
六

十
一
年
厚
生
省
令
第
十
七
号
）
第

四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船

員
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
「
船

員
保
険
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）

附
則

第
七

項
第

一
号

年

金

手

帳

の

船

員

保

険

の

年

金

番
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人

を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五

年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第

五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
又
は

国
民
年
金
法
施
行
規
則
等
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
八
年
厚

生
省
令
第
五
十
八
号
）
第
一
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金

法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
厚

生
省
令
第
十
二
号
）
第
一
条
に
規

定
す
る
基
礎
年
金
番
号

附
則

第
七

項
第

二
号

被

保

険

者

の

資

格

を

喪

失

し

た

者

船
員
被
保
険
者
（
船
員
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
第
一
条

に
規
定
す
る
船
員
と
し
て
国
民
年

金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
。

以
下
「
昭
和
六
十
年
改
正
法
」
と

い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭

和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
。

以
下
「
新
厚
生
年
金
保
険
法
」
と

い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
第
三
号

に
規
定
す
る
船
舶
に
使
用
さ
れ
る

被
保
険
者
、
昭
和
六
十
年
改
正
法

附
則
第
五
条
第
十
四
号
に
規
定
す

る
船
員
任
意
継
続
被
保
険
者
（
以

下
「
船
員
任
意
継
続
被
保
険
者
」

と
い
う
。
）
及
び
昭
和
六
十
年
改

正
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

に
よ
る
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
資
格
を
喪
失
し
た
者

被

保

険

者

の

資

格

を

喪

失

し

た

年
月
日

船
員
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し

た
年
月
日

被

保

険

者

と

し

て

船
員
被
保
険
者
と
し
て

附
則

第
七

項
第

三
号

後

に

被

保

険

者

後
に
船
員
被
保
険
者

法

第

二

十

条

の

規

定

に

よ

る

被

保
険
者

船
員
任
意
継
続
被
保
険
者
（
法
第

二
十
条
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
厚

生
年
金
保
険
の
第
四
種
被
保
険
者

（
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
五

条
第
十
三
号
の
規
定
に
よ
る
第
四

種
被
保
険
者
及
び
昭
和
六
十
年
改

正
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
厚
生
年
金
保
険
法
（
以
下

「
旧
厚
生
年
金
保
険
法
」
と
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
第
十
五
条
の
規
定

に
よ
る
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）

附
則

第
七

項
第

四
号

現

に

被

保
険
者

現
に
船
員
被
保
険
者

厚

生

年

金

保

険

の

被

保

険
者

厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
（
厚

生
年
金
保
険
の
船
員
被
保
険
者
以

外
の
被
保
険
者
及
び
旧
厚
生
年
金

保
険
法
に
よ
る
被
保
険
者
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）

附
則

第
七

項
第

七
号

障

害

年

金

又

は

遺

族

年

金

を

受

け

る

権

利

を

有

す

る

者

に

あ

つ

て

は

そ

の

年

金

の

証

書
昭
和
六
十
一
年
改
正
省
令
第
二
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年

金
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

九
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
第

三
十
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す

る
公
的
年
金
給
付
を
受
け
る
権
利

を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
当
該
給

付
の
名
称
、
当
該
給
付
に
係
る
制

度
の
名
称
及
び
そ
の
管
掌
機
関
、

そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
な
つ
た
年
月
日
並
び
に
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の

記

号

番
号

そ
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず

る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
（
年
金
の

種
別
及
び
そ
の
区
分
を
表
す
記
号

番
号
を
い
う
。
）
又
は
記
号
番
号

若
し
く
は
番
号

附
則

第
七

項
第

八
号

及
び

附
則

第
八

項
第

五
号

払

渡

希

望

金

融

機

関

の

名

称

及

び

預

金

通

帳

の

記

号

番

号

又

は

払

渡

希

望

郵

便

局

の

名

称

及

び

所
在
地

払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び

預
金
口
座
の
口
座
番
号
又
は
払
渡

希
望
郵
便
局
の
名
称
及
び
所
在
地

（
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か

つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金

口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律

（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
八
号
）

第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項

及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
登
録
に
係
る
預
貯
金
口
座
（
以

下
「
公
金
受
取
口
座
」
と
い
う
。
）

へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
者
に
あ

つ
て
は
、
公
金
受
取
口
座
へ
の
払

込
み
を
希
望
す
る
旨
を
含
む
。
）

附
則

第
八

項
第

二
号

証
明
書

証
明
書
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民

基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法

律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
九

の
規
定
に
よ
り
請
求
者
に
係
る
機

構
保
存
本
人
確
認
情
報
（
同
条
に

規
定
す
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情

報
を
い
う
。
）
の
提
供
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

附
則

第
八

項
第

五
号

証
明
書

証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の

他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

改

正

前

の

厚

生

省

令

第

三

十

三

号

附
則

第
四

条
第

一
項

厚

生

年

金

保

険

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る
法
律

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三

十
四
号
。
以
下
「
昭
和
六
十
年
改

正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
百
十

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚

生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律

附
則

第
四

条
第

一
項

第
二

号

船

員

保

険

法

（
昭
和
十

四

年

法

律

第

七

十
三
号
）

昭
和
六
十
年
改
正
法
第
五
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法

（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
。

以
下
「
船
員
保
険
法
」
と
い
う
。
）

船

員

保

険

法

の

一

部

を

改

正

す

る
法
律

昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
百
七

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員

保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

附
則

第
四

条
第

三
項

一

　

届

出

者

の

生

年

月

日

一
　
届
出
者
の
生
年
月
日

一
の
二
　
行
政
手
続
に
お
け
る
特

定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番

号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）

第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人

番
号
又
は
国
民
年
金
法
施
行
規
則

等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平

成
八
年
厚
生
省
令
第
五
十
八
号
）

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

国
民
年
金
法
施
行
規
則
（
昭
和
三

十
五
年
厚
生
省
令
第
十
二
号
）
第

一
条
に
規
定
す
る
基
礎
年
金
番
号

附
則

第
四

条
第

三
項

第
二

号

記

号

番

号

年
金
コ
ー
ド
（
年
金
の
種
別
及
び

そ
の
区
分
を
表
す
記
号
番
号
を
い

う
。
）

改

正

前

の

厚

生

省

令

第

四

十

八

号

附
則

第
六

項

船

員

保

険

法

施

行
規
則

国
民
年
金
法
施
行
規
則
等
の
一
部

を
改
正
す
る
等
の
省
令
（
昭
和
六

十
一
年
厚
生
省
令
第
十
七
号
。
以

下
「
昭
和
六
十
一
年
改
正
省
令
」

と
い
う
。
）
附
則
第
二
十
一
条
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
昭

和
六
十
一
年
改
正
省
令
第
四
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険

法
施
行
規
則
（
以
下
「
船
員
保
険

法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）

（
添
付
書
類
の
省
略
等
）

第
二
十
一
条
の
二
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
船
員
保
険
法
施
行

規
則
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
氏
名
の
変
更
、
住
所
の
変

更
若
し
く
は
死
亡
の
届
出
又
は
加
給
年
金
額
対
象
者
の

不
該
当
の
届
出
（
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
配
偶

者
に
係
る
当
該
届
出
に
限
る
。
）
に
限
る
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
変
更
届
出
等
」
と
い
う
。
）
を
附
則
第
二
十
一
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
届
出
等
の
う
ち
同
種
の
届
出

と
同
時
に
行
う
と
き
は
、
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
変
更
届
出
等
に
係
る
届
書
に
記
載
す
る
こ

と
と
さ
れ
た
事
項
及
び
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
さ
れ
た
書
類
等
の
う
ち
、
一
の
届
書
に
記
載
し
、
又

は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
他
の
届
書
に
記
載
し
、

又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
他
の
届
書
に
記
載
す
る
こ
と
と

さ
れ
た
事
項
の
う
ち
、
年
金
コ
ー
ド
は
記
載
す
る
こ
と

を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

２
　
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
届
出

等
を
平
成
八
年
改
正
省
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
二
章
、
平
成
八
年
改
正

省
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険

法
施
行
規
則
第
三
章
若
し
く
は
平
成
八
年
改
正
省
令
第

三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則

第
二
章
第
五
節
若
し
く
は
第
八
節
又
は
附
則
第
八
条
の

規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た

旧
国
民
年
金
法
施
行
規
則
若
し
く
は
附
則
第
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と

さ
れ
た
旧
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る

届
出
（
氏
名
の
変
更
、
住
所
の
変
更
若
し
く
は
死
亡
の

届
出
又
は
加
給
年
金
額
対
象
者
の
不
該
当
の
届
出
（
加

給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
配
偶
者
に
係
る
当
該
届
出

に
限
る
。
）
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
他
の

法
令
に
よ
る
変
更
届
出
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
同
種

の
届
出
と
同
時
に
行
う
と
き
は
、
附
則
第
二
十
一
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
届
出
等
に
係
る
届
書
に
記
載

す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
及
び
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
等
の
う
ち
、
他
の
法
令
に
よ
る

変
更
届
出
等
に
係
る
届
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も

の
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
変
更
届
出
等
に
係
る
届
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え

る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
は
、
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更

届
出
等
に
係
る
届
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項

の
う
ち
、
年
金
コ
ー
ド
は
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い

も
の
と
す
る
。

第
二
十
一
条
の
三
　
附
則
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
船
員
保

険
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書

類
を
請
求
書
、
申
請
書
、
申
出
書
又
は
届
書
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
請
求
書
等
」
と
い
う
。
）
に
添
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
厚
生
年
金
保
険
法

第
百
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
を
受

け
る
こ
と
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
当
該
書
類
に
係
る

事
実
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
附
則
第
二

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

も
の
と
さ
れ
た
旧
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
当
該
書
類
を
請
求
書
等
に
添
え
る
こ
と
を

要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一
　
附
則
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
船
員
保
険
法
施
行

規
則
第
六
十
八
条
ノ
二
第
二
項
第
三
号
及
び
第
八
十

一
条
第
三
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
書
類

二
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
条
第
一
項
第

九
号
に
規
定
す
る
公
的
年
金
給
付
の
支
給
状
況
に
関

す
る
書
類

（
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
老
齢
年
金
、
通
算
老
齢
年
金

及
び
特
例
老
齢
年
金
の
支
給
停
止
解
除
の
申
請
）

第
二
十
二
条
　
平
成
八
年
改
正
省
令
第
二
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の

五
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
年
改
正

法
附
則
第
五
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
厚

生
年
金
保
険
法
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
旧

船
員
保
険
法
に
よ
る
老
齢
年
金
、
通
算
老
齢
年
金
又
は

特
例
老
齢
年
金
の
支
給
停
止
解
除
の
申
請
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
三
十
条
の
五

第
一
項
第
四
号
は
、
「
四
　
公
的
年
金
給
付
（
昭
和
六

十
一
年
四
月
一
日
以
後
に
支
給
事
由
の
生
じ
た
障
害
又

は
死
亡
を
支
給
事
由
と
す
る
給
付
に
限
る
。
）
の
年
金

証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記

号
番
号
若
し
く
は
番
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金
の
支
給
停
止
解
除

の
申
請
）

第
二
十
三
条
　
平
成
八
年
改
正
省
令
第
二
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
四
十
五
条

の
規
定
は
、
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
五
十
六
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
厚
生
年
金
保
険
法
第
三
十

八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
障

害
年
金
の
支
給
停
止
解
除
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
四
十
五
条
第
一
項

第
四
号
は
、
「
四
　
公
的
年
金
給
付
（
昭
和
六
十
一
年

四
月
一
日
前
に
支
給
事
由
の
生
じ
た
給
付
及
び
昭
和
六

十
年
改
正
法
附
則
第
八
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者

に
支
給
さ
れ
る
老
齢
又
は
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
給

付
を
除
く
。
）
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類

の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
遺
族
年
金
、
通
算
遺
族
年
金

及
び
特
例
遺
族
年
金
の
支
給
停
止
解
除
の
申
請
）

第
二
十
四
条
　
平
成
八
年
改
正
省
令
第
二
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
六
十
一
条

の
規
定
は
、
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
五
十
六
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
厚
生
年
金
保
険
法
第
三
十

八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
遺

族
年
金
、
通
算
遺
族
年
金
又
は
特
例
遺
族
年
金
の
支
給
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停
止
解
除
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
令
第
六
十
一
条
第
一
項
第
四
号
は
、
「
四

　
公
的
年
金
給
付
（
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
前
に
支

給
事
由
の
生
じ
た
給
付
及
び
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則

第
八
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
支
給
さ
れ
る
老

齢
又
は
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
給
付
を
除
く
。
）
の

年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又

は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

（
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
老
齢
年
金
、
通
算
老
齢
年
金

及
び
特
例
老
齢
年
金
の
受
給
権
者
が
国
会
議
員
等
と
な

つ
た
と
き
の
届
出
等
）

第
二
十
四
条
の
二
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十

条
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
並
び
に
第
三
十
二
条
の
三

か
ら
第
三
十
二
条
の
六
ま
で
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
年

改
正
法
附
則
第
八
十
七
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る

も
の
と
さ
れ
た
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
七
十
八
条

第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る

老
齢
厚
生
年
金
と
み
な
し
て
同
表
の
第
三
欄
の
法
律
の

同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
さ

れ
た
老
齢
年
金
、
通
算
老
齢
年
金
及
び
特
例
老
齢
年
金

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
旧
国
民
年
金
法
、
旧
厚
生
年
金
保
険
法
又
は
旧
船
員

保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
又
は
年
金
た
る
保
険
給

付
の
裁
定
及
び
届
出
）

第
二
十
五
条
　
附
則
第
八
条
に
規
定
す
る
旧
国
民
年
金
法

に
よ
る
年
金
た
る
給
付
、
附
則
第
十
四
条
第
一
項
に
規

定
す
る
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給

付
及
び
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旧
船
員

保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
に
関
す
る
請
求
又

は
届
出
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
厚
生
省
関
係
の
特
例
に
関
す
る

省
令
第
三
十
一
条
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
四
条
、
第

三
十
五
条
及
び
第
三
十
九
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定

の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第三十一条

令
第
五
十

一
条
第
一

項
又
は

国
民
年
金
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正

す
る
等
の
政
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令

第
五
十
三
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
令
第
五
十
一
条
第
一
項
に
該

当
す
る
者
（
令
第
五
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
申
出
（
以
下
「
特
例
納
付

の
申
出
」
と
い
う
。
）
を
行
い
、
か
つ
、

同
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
（
以
下
「
特

定
納
付
」
と
い
う
。
）
を
行
つ
て
い
な

い
者
を
除
く
。
）
又
は
国
民
年
金
法
施

行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
政
令

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
令

（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）

厚
生
年
金

保
険
法
施

行
規
則

国
民
年
金
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改

正
す
る
等
の
省
令
（
昭
和
六
十
一
年
厚

生
省
令
第
十
七
号
。
以
下
「
昭
和
六
十

一
年
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保

険
法
施
行
規
則
（
以
下
「
厚
生
年
金
保

険
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）

令
第
五
十

一
条
第
一

項
に
該
当

す
る
者

令
第
五
十
一
条
第
一
項
に
該
当
す
る
者

（
特
例
納
付
の
申
出
を
行
つ
た
者
を
除

く
。
）

二
　
令
第

五
十
四
条

第
一
項
に

該
当
す
る

者
に
あ
つ

て
は
、
法

の
施
行
の

日
の
前
日

に
沖
縄
に

住
所
を
有

し
て
い
た

こ
と
を
明

ら
か
に
す

る
こ
と
が

で
き
る
書

類
又
は
住

民
票
の
写

し

二
　
令
第
五
十
一
条
第
一
項
に
該
当
す

る
者
（
特
例
納
付
を
行
つ
た
者
に
限

る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
特
例
納
付
を
行

つ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
書
類

三
　
令
第
五
十
四
条
第
一
項
に
該
当
す

る
者
に
あ
つ
て
は
、
法
の
施
行
の
日
の

前
日
に
沖
縄
に
住
所
を
有
し
て
い
た
こ

と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書

類
又
は
住
民
票
の
写
し

第三十四条

又
は

に
該
当
す
る
者
（
特
例
納
付
の
申
出
を

行
い
、
か
つ
、
特
例
納
付
を
行
つ
て
い

な
い
者
を
除
く
。
）
又
は
令

船
員
保
険

法
施
行
規

則

昭
和
六
十
一
年
改
正
省
令
第
四
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施
行

規
則
（
以
下
「
船
員
保
険
法
施
行
規

則
」
と
い
う
。
）

令
第
五
十

七
条
第
一

項
に
該
当

す
る
者

令
第
五
十
七
条
第
一
項
に
該
当
す
る
者

（
特
例
納
付
の
申
出
を
行
つ
た
者
を
除

く
。
）

二
　
令
第

六
十
条
第

二
　
令
第
五
十
七
条
第
一
項
に
該
当
す

る
者
（
特
例
納
付
を
行
つ
た
者
に
限

一
項
に
該

当
す
る
者

に
あ
つ
て

は
、
法
の

施
行
の
日

の
前
日
に

沖
縄
に
住

所
を
有
し

て
い
た
こ

と
を
明
ら

か
に
す
る

こ
と
が
で

き
る
書
類

又
は
住
民

票
の
写
し

る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
特
例
納
付
を
行

つ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
書
類

三
　
令
第
六
十
条
第
一
項
に
該
当
す
る

者
に
あ
つ
て
は
、
法
の
施
行
の
日
の
前

日
に
沖
縄
に
住
所
を
有
し
て
い
た
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

又
は
住
民
票
の
写
し

第三十九条

国
民
年
金

法

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
。

以
下
「
昭
和
六
十
年
改
正
法
」
と
い

う
。
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
国
民
年
金
法

国
民
年
金

法
施
行
規

則

昭
和
六
十
一
年
改
正
省
令
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年
金
法
施
行

規
則

（
経
過
措
置
政
令
第
百
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規

定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
）

第
二
十
六
条
　
経
過
措
置
政
令
第
百
二
十
四
条
第
一
項
第

一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、

労
働
者
年
金
保
険
法
中
改
正
法
律
（
昭
和
十
九
年
法
律

第
二
十
一
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
者
年
金
保
険
法

（
昭
和
十
六
年
法
律
第
六
十
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す

る
労
働
者
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
つ
た
期
間
と
す
る
。

（
経
過
措
置
政
令
第
百
二
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規

定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
）

第
二
十
七
条
　
経
過
措
置
政
令
第
百
二
十
四
条
第
一
項
第

二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
傷
病
に
よ
る
障
害
に
係
る
同

項
に
規
定
す
る
指
定
共
済
組
合
（
以
下
単
に
「
指
定
共

済
組
合
」
と
い
う
。
）
が
支
給
す
る
年
金
た
る
給
付
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
期
間
と
す

る
。

初
め
て
健
康
保
険
の
療
養
の
給
付
を

受
け
た
日
（
以
下
「
療
養
の
給
付
開

始
日
」
と
い
う
。
）
が
昭
和
二
十
二
年

九
月
一
日
前
に
あ
る
傷
病
及
び
療
養

の
給
付
開
始
日
が
同
日
か
ら
昭
和
二

十
七
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
あ

三
年
（
当
該
組
合

員
期
間
（
経
過
措

置
政
令
第
百
二
十

四
条
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
組

合
員
期
間
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）

る
傷
病
で
あ
つ
て
昭
和
二
十
二
年
九

月
一
日
前
に
発
し
た
も
の

の
計
算
に
つ
い
て

当
該
支
給
事
由
と

す
る
障
害
年
金
の

受
給
権
を
取
得
し

た
日
前
五
年
以
前

の
期
間
は
算
入
し

な
い
も
の
と
す
る

。
）

療
養
の
給
付
開
始
日
が
昭
和
二
十
二

年
九
月
一
日
か
ら
昭
和
二
十
七
年
四

月
三
十
日
ま
で
の
間
に
あ
る
傷
病
で

あ
つ
て
昭
和
二
十
二
年
九
月
一
日
以

後
に
発
し
た
も
の
及
び
初
診
日
（
健

康
保
険
の
療
養
の
給
付
を
受
け
た
者

に
つ
い
て
は
、
療
養
の
給
付
開
始
日
。

以
下
「
初
診
日
等
」
と
い
う
。
）
が
昭

和
二
十
七
年
五
月
一
日
以
後
に
あ
る

傷
病

六
月

（
経
過
措
置
政
令
第
百
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
規

定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
）

第
二
十
八
条
　
経
過
措
置
政
令
第
百
二
十
四
条
第
一
項
第

三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
組
合
員
期
間
が
二
十
年
以
上
で
あ
る
者
又
は
四
十

歳
（
女
子
に
つ
い
て
は
、
三
十
五
歳
）
に
達
し
た
後

の
組
合
員
期
間
が
十
五
年
以
上
で
あ
る
者
が
死
亡
し

た
場
合
（
昭
和
二
十
九
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
日
の

前
日
ま
で
の
間
の
死
亡
に
限
る
。
）

二
　
組
合
員
期
間
が
六
月
以
上
で
あ
る
指
定
共
済
組
合

の
組
合
員
が
死
亡
し
た
場
合
（
昭
和
二
十
三
年
八
月

一
日
か
ら
昭
和
二
十
九
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
の

死
亡
に
限
る
。
）

三
　
組
合
員
期
間
が
六
月
以
上
で
あ
る
指
定
共
済
組
合

の
組
合
員
で
あ
つ
た
者
が
死
亡
し
た
場
合
で
あ
つ
て

次
に
掲
げ
る
と
き

イ
　
昭
和
二
十
九
年
五
月
一
日
前
に
当
該
組
合
員
の

資
格
を
喪
失
し
た
者
が
当
該
組
合
員
で
あ
つ
た
間

に
発
し
た
傷
病
に
よ
り
当
該
組
合
員
の
資
格
喪
失

後
二
年
以
内
に
死
亡
し
た
と
き

ロ
　
昭
和
二
十
九
年
五
月
一
日
以
後
の
死
亡
で
あ
つ

て
当
該
組
合
員
で
あ
つ
た
間
に
発
し
た
傷
病
に
よ

り
初
診
日
等
か
ら
三
年
以
内
に
死
亡
し
た
と
き

四
　
指
定
共
済
組
合
の
組
合
員
で
あ
つ
た
間
に
発
し
た

業
務
上
の
事
由
に
よ
る
傷
病
（
昭
和
二
十
二
年
九
月

一
日
前
に
発
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
療
養
の

給
付
開
始
日
か
ら
二
年
以
内
に
死
亡
し
た
場
合
で
あ

つ
て
昭
和
十
九
年
十
月
一
日
以
後
に
死
亡
し
た
と
き
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五
　
指
定
共
済
組
合
の
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金

た
る
給
付
の
受
給
権
者
が
死
亡
し
た
場
合
で
あ
つ
て

次
に
掲
げ
る
と
き

イ
　
業
務
上
の
事
由
に
よ
る
当
該
年
金
た
る
給
付
の

受
給
権
者
が
業
務
外
の
事
由
に
よ
り
死
亡
し
た
場

合
で
あ
つ
て
昭
和
十
九
年
十
月
一
日
以
後
に
死
亡

し
た
と
き

ロ
　
当
該
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
た
る
給
付

の
受
給
権
者
（
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
改
正

前
の
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
十
六
年
法
律
第
六

十
号
）
別
表
第
一
に
定
め
る
一
級
の
障
害
の
状
態

に
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
昭
和
二
十
三
年
八
月

一
日
か
ら
昭
和
二
十
九
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間

に
死
亡
し
た
と
き

ハ
　
当
該
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
た
る
給
付

の
受
給
権
者
（
旧
厚
生
年
金
保
険
法
別
表
第
一
に

定
め
る
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
も

の
に
限
る
。
）
が
昭
和
二
十
九
年
五
月
一
日
か
ら

昭
和
六
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
死
亡

し
た
と
き

（
指
定
共
済
組
合
が
支
給
す
る
給
付
の
併
給
調
整
）

第
二
十
九
条
　
経
過
措
置
政
令
第
百
二
十
四
条
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
給
付
で
あ
つ
て
昭
和
四
十
四
年
十
二
月
六

日
前
に
支
給
事
由
の
生
じ
た
も
の
の
受
給
権
者
に
対
し

て
同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
支
給

さ
れ
る
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給

付
は
、
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
七
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ

た
同
法
附
則
第
百
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生

年
金
保
険
法
及
び
船
員
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
七
十
八
号
）
附
則
第
十
一

条
第
一
項
及
び
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
百
十
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
二
号
）

附
則
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
日
に
お

い
て
支
給
さ
れ
て
い
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
一
二
月
二
二
日
厚
生
省

令
第
五
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
六
十

一
年
十
二
月
五
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
一
二
月
二
七
日
厚
生
省

令
第
六
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
一
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
四
月
一
日
厚
生
省
令
第

二
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

前
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
四
十
八
条
ノ
九
ノ
七
第

二
号
イ
（
２
）
に
該
当
す
る
者
で
あ
つ
て
、
船
員
保
険

法
第
三
十
三
条
ノ
十
二
ノ
二
第
二
項
に
規
定
す
る
個
別

延
長
給
付
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
個
別
延
長
給

付
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
対

す
る
個
別
延
長
給
付
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
一
一
月
一
九
日
厚
生
省

令
第
四
八
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
船
員

保
険
被
保
険
者
証
及
び
船
員
保
険
被
扶
養
者
証
は
、
昭

和
六
十
三
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の

省
令
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
様
式
第

四
号
及
び
様
式
第
六
号
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な

す
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
一
月
二
八
日
厚
生
省
令

第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
二
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
六
三
年
三
月
三
〇
日
厚
生
省
令

第
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
六
三
年
三
月
三
一
日
厚
生
省
令

第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
元
年
一
月
一
八
日
厚
生
省
令
第

二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
元
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
二
月
二
二
日
厚
生
省
令
第

七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
元
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
平
成
元
年
二
月
以
前
の
月
分
の
保
険
料
率
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
二
四
日
厚
生
省
令
第

一
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の

様
式
（
以
下
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ

れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式

に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
及
び
板
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕

っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
省
令
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
こ
の
省
令
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
規
定
で
あ
っ
て

改
正
後
の
様
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い

も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
二
月
二
一
日
厚
生
省
令
第

五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
平
成
二
年
二
月
以
前
の
月
分
の
保
険
料
率
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
三
月
二
二
日
厚
生
省
令
第

九
号
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
二
月
二
〇
日
厚
生
省
令
第

五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
平
成
三
年
二
月
以
前
の
月
分
の
保
険
料
率
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
七
月
二
六
日
厚
生
省
令
第

四
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
二
月
二
九
日
厚
生
省
令
第

二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
二
月
二
八
日
厚
生
省
令
第

六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
六
月
二
九
日
厚
生
省
令
第

四
四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
安
定
し
た
職
業
に
就
い

た
者
に
つ
い
て
の
船
員
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
再
就
職

手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
八
月
一
七
日
厚
生
省
令
第

五
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
平
成
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
九
月
九
日
厚
生
省
令
第
五

六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
五
条
ノ

三
の
改
正
規
定
、
同
令
第
四
十
四
条
ノ
二
の
改
正
規

定
、
同
令
第
九
十
九
条
の
改
正
規
定
、
同
令
様
式
第

七
号
の
改
正
規
定
及
び
同
令
様
式
第
八
号
の
改
正
規

定
、
第
三
条
中
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
目
次
の
改

正
規
定
（
「
福
祉
施
設
」
を
「
福
祉
事
業
」
に
改
め

る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令
第
二
章
の
章
名
の
改
正
規

定
、
同
令
第
八
十
二
条
ノ
三
第
二
項
第
五
号
の
改
正

規
定
、
同
令
第
八
十
二
条
ノ
十
第
一
項
の
改
正
規

定
、
同
令
第
八
十
二
条
ノ
十
ノ
二
第
一
項
の
改
正
規

定
及
び
同
令
第
二
章
第
九
節
ノ
三
の
節
名
の
改
正
規

定
、
第
四
条
中
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
十
六

条
の
改
正
規
定
及
び
同
令
第
十
九
条
の
改
正
規
定
並

び
に
第
五
条
中
国
民
健
康
保
険
の
調
整
交
付
金
の
交

付
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
第
四
条
の
改
正
規
定

（
「
保
健
施
設
」
を
「
保
健
事
業
」
に
改
め
る
部
分
に

限
る
。
）
　
平
成
七
年
四
月
一
日

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
九
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
船
員

保
険
被
保
険
者
証
、
船
員
保
険
被
扶
養
者
証
及
び
船
員

保
険
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下

「
新
船
保
規
則
」
と
い
う
。
）
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み

な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
船
員

保
険
検
査
証
は
、
新
船
保
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の
と

み
な
す
。

第
十
条
　
平
成
六
年
十
月
一
日
前
に
行
わ
れ
た
船
員
保
険

の
食
事
の
提
供
、
看
護
又
は
移
送
に
係
る
療
養
費
の
支

給
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
十
一
条
　
平
成
六
年
十
月
一
日
前
に
入
院
し
て
い
た
船

員
保
険
の
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
で
あ

っ
て
、
被
扶
養
者
が
い
な
い
も
の
に
係
る
同
日
前
ま
で

の
傷
病
手
当
金
の
支
給
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

第
十
二
条
　
分
べ
ん
の
日
が
平
成
六
年
十
月
一
日
前
で
あ

る
船
員
保
険
の
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
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に
係
る
分
娩
費
、
育
児
手
当
金
、
配
偶
者
分
娩
費
又
は

配
偶
者
育
児
手
当
金
の
支
給
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
十
三
条
　
改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
（
同
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

り
支
給
さ
れ
る
療
養
費
の
支
給
の
申
請
に
つ
い
て
は
、

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第

四
十
二
条
及
び
第
四
十
三
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

（
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
の
交
付
に
関
す
る
規
定
の

施
行
前
の
準
備
）

第
十
四
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
被
保
険
者
又
は
被
保
険

者
で
あ
っ
た
者
が
平
成
六
年
十
月
一
日
に
お
い
て
新
健

保
規
則
第
四
十
五
条
ノ
三
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
認

め
る
と
き
は
、
同
日
前
に
お
い
て
も
新
船
保
規
則
第
二

十
四
条
ノ
二
ノ
五
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
例
に

よ
り
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
を
交
付
す
る
こ
と
が
で

き
る
。附

　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
二
八
日
厚
生
省
令
第

一
七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
二
八
日
厚
生
省
令
第

一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
二
八
日
厚
生
省
令
第

一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
二
九
日
厚
生
省
令
第

二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
六
月
二
六
日
厚
生
省
令
第

三
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
九
月
二
六
日
厚
生
省
令
第

五
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、
平
成

十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
二
月
二
七
日
厚
生
省
令
第

四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
三
月
一
五
日
厚
生
省
令
第

八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
第
九
十
六
条
の
十
一
の
改
正
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
六
月
一
九
日
厚
生
省
令
第

三
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
一
〇
月
一
一
日
厚
生
省
令

第
五
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
基
礎
年
金
番
号
に
関
す
る
通
知
書
）

第
二
条
　
社
会
保
険
庁
長
官
は
、
平
成
九
年
一
月
一
日
に

お
い
て
現
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

（
同
日
に
お
い
て
当
該
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

に
至
っ
た
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
基
礎
年
金
番
号
に

関
す
る
通
知
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一

号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
又
は
法
附
則
第

五
条
第
一
項
若
し
く
は
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
九
十
五
号
）
附
則

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
と
な
っ

た
者
（
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
共
済
組
合

（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
単
に
「
共
済
組

合
」
と
い
う
。
）
の
組
合
員
（
農
林
漁
業
団
体
職
員

共
済
組
合
の
任
意
継
続
組
合
員
を
含
む
。
以
下
こ
の

項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
法
第
七
条

第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
第
二
号
被
保
険
者
に
あ

っ
て
は
、
法
第
百
八
条
又
は
法
附
則
第
八
条
の
規
定

に
よ
り
社
会
保
険
庁
長
官
が
共
済
組
合
の
組
合
員
に

関
す
る
資
料
の
提
供
を
受
け
た
場
合
に
限
る
。
）

二
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
施

行
規
則
（
以
下
「
新
国
民
年
金
法
施
行
規
則
」
と
い

う
。
）
第
十
六
条
第
一
項
第
六
号
ニ
か
ら
ト
ま
で
に

掲
げ
る
年
金
た
る
給
付
の
受
給
権
者
（
法
第
百
八
条

又
は
法
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
社
会
保
険
庁
長

官
が
受
給
権
者
に
関
す
る
資
料
の
提
供
を
受
け
た
場

合
に
限
る
。
た
だ
し
、
同
時
に
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で

に
掲
げ
る
年
金
た
る
給
付
又
は
船
員
保
険
法
（
昭
和

十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
に
よ
る
年
金
た
る
保
険

給
付
の
受
給
権
者
で
あ
る
者
を
除
く
。
）

２
　
国
民
年
金
手
帳
を
所
持
し
て
い
る
者
は
、
前
項
の
規

定
に
よ
る
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
を

当
該
国
民
年
金
手
帳
に
は
り
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
事
業
主
等
の
経
由
）

第
三
条
　
社
会
保
険
庁
長
官
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
に
通
知
書
を
交
付

す
る
と
き
は
、
当
該
被
保
険
者
を
使
用
す
る
事
業
主
を

経
由
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
社
会
保
険
庁
長
官
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
共
済
組
合
の
組
合
員
に
通
知
書
を
交
付
す
る
と
き

は
、
当
該
組
合
員
が
所
属
す
る
共
済
組
合
を
経
由
す
る

も
の
と
す
る
。

（
準
用
）

第
三
条
の
二
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
十
七
条
の

二
の
規
定
は
、
附
則
第
二
条
第
一
項
の
基
礎
年
金
番
号

に
関
す
る
通
知
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
十
七
条
の
二

中
「
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
六

条
の
規
定
に
よ
り
年
金
手
帳
の
提
出
を
受
け
た
と
き
又

は
第
八
十
一
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
条
第
一

項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
年
金
証
書
の
交
付
）

第
四
条
　
社
会
保
険
庁
長
官
は
、
平
成
九
年
一
月
一
日
に

お
い
て
現
に
新
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
十
六
条
第
一

項
第
六
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
年
金
た
る
給
付

（
同
号
イ
に
掲
げ
る
年
金
た
る
給
付
の
う
ち
老
齢
福
祉

年
金
を
除
く
。
）
又
は
船
員
保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る

保
険
給
付
の
受
給
権
者
（
同
日
に
お
い
て
当
該
年
金
た

る
給
付
又
は
年
金
た
る
保
険
給
付
の
受
給
権
者
と
な
る

に
至
っ
た
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
者
に
対
し
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
そ
の
年
金
の
年
金
証
書

を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
年
金
の
種
類
及
び
そ
の
年
金
の
年
金
証
書
の
記
号

番
号
並
び
に
年
金
コ
ー
ド
（
年
金
の
種
別
及
び
そ
の

区
分
を
表
す
記
号
番
号
を
い
う
。
）

二
　
受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

三
　
受
給
権
を
取
得
し
た
年
月

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
十
条
　
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
第

三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則

（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
新
船
員
保
険
法

施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る

基
礎
年
金
番
号
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
附

則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
通
知
書

に
記
載
さ
れ
た
記
号
番
号
と
す
る
。

２
　
附
則
第
四
条
に
規
定
す
る
者
に
係
る
新
船
員
保
険
法

施
行
規
則
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
基
礎
年
金
番
号

は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
附
則
第
四
条
第
一

号
の
記
号
番
号
と
す
る
。

第
十
一
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い

る
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施
行

規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
船
員
保
険
法
施
行
規
則
」

と
い
う
。
）
の
様
式
第
七
号
の
船
員
失
業
保
険
証
は
、

新
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
船
員
失
業
保

険
証
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
船
員
保
険
法
施

行
規
則
の
様
式
第
七
号
の
船
員
失
業
保
険
証
の
用
紙

は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
国
民
年
金
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の

省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
四
条
　
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
施
行
規

則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
省
令
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
昭
和
六
十
一
年
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）
附

則
第
八
条
、
第
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
一
条
第

一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
基
礎
年
金
番
号
は
、
昭

和
六
十
一
年
改
正
省
令
附
則
第
八
条
、
第
十
四
条
第
一

項
並
び
に
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交

付
さ
れ
た
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
記
号
番
号
と
す
る
。

２
　
附
則
第
四
条
に
規
定
す
る
者
に
係
る
第
五
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
昭
和
六
十
一
年
改
正
省
令
附
則
第
八

条
、
第
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
一
条
第
一
項
及

び
第
二
項
に
規
定
す
る
基
礎
年
金
番
号
は
、
昭
和
六
十

一
年
改
正
省
令
附
則
第
八
条
、
第
十
四
条
第
一
項
並
び

に
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
附
則
第
四
条
第
一
号
の
記
号
番
号
と
す
る
。

（
請
求
等
に
係
る
経
過
措
置
）

第
二
十
一
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
そ

れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
し
た
請
求
、
届
出
そ
の

他
の
行
為
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ

の
省
令
の
相
当
規
定
に
よ
っ
て
し
た
請
求
、
届
出
そ
の

他
の
行
為
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
一
〇
月
三
一
日
厚
生
省
令

第
六
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
月
三
一
日
厚
生
省
令
第

五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
七
日
厚
生
省
令
第

二
六
号
）
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（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
介
護
に
係
る

介
護
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
八
日
厚
生
省
令
第

三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
九
年
八
月
一
四
日
厚
生
省
令
第

六
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
九
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
船
員

保
険
被
保
険
者
証
、
船
員
保
険
被
扶
養
者
証
及
び
船
員

保
険
医
療
保
険
カ
ー
ド
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
船

保
規
則
」
と
い
う
。
）
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
船
員

保
険
検
査
証
は
、
新
船
保
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の
と

み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
一
七
日
厚
生
省
令

第
八
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
一
七
日
厚
生
省
令

第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
二
〇
日
厚
生
省
令

第
二
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る
介

護
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
二
四
日
厚
生
省
令

第
二
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
三
条
　
旧
総
合
病
院
に
お
い
て
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た

療
養
に
係
る
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十

三
号
）
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
旧
総
合
病
院
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
四
十
七
条
ノ
三
の

規
定
は
、
当
分
の
間
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
一
月
二
四
日
厚
生
省

令
第
八
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
二
月
一
八
日
厚
生
省

令
第
九
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
省

令
第
九
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
八
日
厚
生
省
令
第

一
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
三
一
日
厚
生
省
令

第
五
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
十
一
年
四
月
一
日
前
に
離
職
し
た
者
に
係
る
再

就
職
手
当
の
額
及
び
同
日
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る
介

護
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
一
月
一
日
厚
生
省
令

第
九
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
七
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施
行
規

則
様
式
第
十
号
、
様
式
第
十
一
号
ノ
二
及
び
様
式
第
十

一
号
ノ
三
に
よ
る
船
員
保
険
検
査
証
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
様

式
第
十
号
、
様
式
第
十
一
号
ノ
二
及
び
様
式
第
十
一
号

ノ
三
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

第
八
条
　
請
求
に
係
る
期
間
が
施
行
日
前
で
あ
る
船
員
保

険
の
傷
病
手
当
金
の
支
給
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

第
九
条
　
死
亡
の
日
が
施
行
日
前
で
あ
る
船
員
保
険
の
葬

祭
料
の
支
給
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
三
日
厚
生
省
令

第
三
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る
介

護
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
九
日
厚
生
省
令

第
五
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
発
せ
ら
れ
て
い
る

督
促
状
及
び
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て

い
る
船
員
保
険
検
査
証
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
船
保
規

則
」
と
い
う
。
）
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
船
員
保
険

被
保
険
者
証
、
船
員
保
険
被
扶
養
者
証
、
船
員
保
険
療

養
補
償
証
明
書
、
船
員
保
険
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
、
船
員
保
険
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
及
び
船
員
失
業

保
険
証
は
、
当
分
の
間
、
新
船
保
規
則
の
様
式
に
よ
る

も
の
と
み
な
す
。

（
申
請
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
に
、
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い

る
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
で
こ
の
省
令
の
施
行
の

日
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
行
為
に
係
る
行
政
事
務
を
行
う

べ
き
者
が
異
な
る
こ
と
と
な
る
も
の
は
、
こ
の
省
令
の

施
行
の
日
以
後
に
お
け
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の

相
当
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為

と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令

の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に
対
し
届
出
、
報
告
そ

の
他
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
で
、
こ
の

省
令
の
施
行
の
日
前
に
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も

の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省

令
の
相
当
規
定
に
よ
り
相
当
の
機
関
に
対
し
て
届
出
、

報
告
そ
の
他
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に

つ
い
て
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
し

て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の

規
定
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
一
日
厚
生
省
令

第
八
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
二
〇
日
厚
生
省

令
第
一
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
一
三
日
厚
生
省

令
第
一
四
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
六
条
　
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法

施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
船
員
保
険
被
保
険
者
証
及
び

船
員
保
険
被
扶
養
者
証
は
、
当
分
の
間
、
第
六
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
に

よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
二
五
日
厚
生
省

令
第
一
四
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
平
成
十
三
年
一
月
一
日
前
に
開
始
さ
れ
た
船
員

保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
三
十
三

条
ノ
十
六
ノ
四
第
一
項
に
規
定
す
る
教
育
訓
練
に
係
る

船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
四
十
八
条
ノ
十
四
ノ
七
に
規
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定
す
る
命
令
で
定
め
る
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
二
三
日
厚
生
労
働

省
令
第
二
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
の

省
令
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
様
式
第

七
号
に
よ
る
船
員
失
業
保
険
証
は
、
当
分
の
間
、
こ
の

省
令
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
様
式
第

七
号
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
八
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
一
月
七
日
厚
生
労
働

省
令
第
二
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
二
月
二
二
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
三
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
四
月
三
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
六
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
五
条
ノ

六
、
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
九
十
六
条
ノ
三
ノ
六
及

び
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
五
条
の
四
の
規

定
は
、
平
成
十
四
年
三
月
分
以
降
の
保
険
料
等
の
口
座

振
替
に
よ
る
納
付
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
七
月
一
日
厚
生
労
働
省

令
第
八
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
海
運
監
理
部
並

び
に
厚
生
労
働
大
臣
が
国
土
交
通
大
臣
に
協
議
し
て
指

定
す
る
海
運
支
局
及
び
そ
の
事
務
所
の
長
に
対
し
て
し

た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と

い
う
。
）
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ

の
省
令
の
規
定
に
よ
り
相
当
の
運
輸
監
理
部
並
び
に
厚

生
労
働
大
臣
が
国
土
交
通
大
臣
に
協
議
し
て
指
定
す
る

運
輸
支
局
及
び
地
方
運
輸
局
、
運
輸
監
理
部
又
は
運
輸

支
局
の
事
務
所
の
長
に
対
し
て
し
た
申
請
等
と
み
な

す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
七
月
一
二
日
厚
生
労
働

省
令
第
九
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
七
月
十
四
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
四
年
九
月
五
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
五
条
　
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法

施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
船
員
保
険
被
保
険
者
証
、
船

員
保
険
被
扶
養
者
証
及
び
船
員
保
険
検
査
証
は
、
当
分

の
間
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施

行
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
二
月
二
五
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
三
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法

施
行
規
則
（
以
下
「
新
船
保
規
則
」
と
い
う
。
）
第
九

十
六
条
の
規
定
は
、
同
条
に
規
定
す
る
期
間
の
全
部
又

は
一
部
が
平
成
十
五
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
で
あ
る

場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
期
間
の
全
部
が
同
日
前

の
期
間
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
新
船
保
規
則
第
九
十
六
条

に
規
定
す
る
期
間
の
一
部
が
平
成
十
五
年
四
月
一
日
以

後
の
期
間
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
条
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
標
準
賞
与
額
ノ
総
額
」
と
あ

る
の
は
、
「
当
該
三
年
間
ノ
中
平
成
十
五
年
四
月
一
日

以
後
ノ
期
間
ノ
標
準
賞
与
額
ノ
総
額
」
と
す
る
。

第
四
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法

施
行
規
則
の
様
式
は
、
当
分
の
間
、
新
船
保
規
則
の
様

式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
六
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る
介

護
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
七
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
日
本
郵
政
公
社
法
等
の
施
行
に
伴
う
総
務
省
関

係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
総
務

省
令
第
十
七
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
総
務
省
整

備
省
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前

の
厚
生
年
金
、
船
員
保
険
年
金
等
、
国
民
年
金
及
び
労

働
者
災
害
補
償
保
険
年
金
等
の
振
替
預
入
に
関
し
郵
便

貯
金
規
則
等
の
特
例
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
三
年

郵
政
省
令
第
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
の
請
求
を
郵
政

官
署
に
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前

日
に
お
い
て
同
項
の
振
替
預
入
に
よ
り
同
令
第
一
条
に

規
定
す
る
厚
生
年
金
、
船
員
保
険
年
金
等
又
は
国
民
年

金
の
払
渡
し
を
受
け
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
者
に
あ
っ

て
は
、
施
行
日
に
お
い
て
、
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第

七
十
五
条
ノ
三
第
一
項
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則

第
三
十
九
条
第
一
項
、
第
五
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は

第
七
十
二
条
第
一
項
、
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
二
十

一
条
第
一
項
、
昭
和
六
十
一
年
改
正
省
令
附
則
第
八
条

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令
に
よ
る
改
正
前

の
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
二
十
一
条
第
一
項
若
し
く

は
昭
和
六
十
一
年
改
正
省
令
附
則
第
十
四
条
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年

金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
九
条
第
一
項
、
第
四
十
三

条
の
十
一
第
一
項
、
第
五
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
二

条
第
一
項
若
し
く
は
第
七
十
六
条
の
十
四
第
一
項
、
平

成
九
年
改
正
省
令
附
則
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
又
は

平
成
十
四
年
改
正
省
令
附
則
第
五
十
三
条
第
三
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
郵
便
振
替
口
座
の
口
座
番
号
と
し
て
総

務
省
整
備
省
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
自
動

払
込
み
の
取
扱
い
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
七
年
郵

政
省
令
第
六
号
）
第
四
条
の
三
第
一
項
後
段
の
加
入
の

申
込
み
に
よ
り
開
設
し
た
郵
便
振
替
口
座
の
口
座
番
号

を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
た
も
の

と
み
な
す
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分

の
間
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
四
月
三
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
八
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
三
十
一
号
）
の
施
行

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
教
育
訓
練
給
付
の
期
間
延
長
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行

規
則
第
四
十
八
条
ノ
十
四
ノ
五
の
規
定
は
、
同
条
の
規

定
に
よ
る
申
出
に
係
る
引
き
続
き
三
十
日
以
上
船
員
保

険
法
第
三
十
三
条
ノ
十
六
ノ
四
第
一
項
に
規
定
す
る
教

育
訓
練
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
期
間
が
こ
の
省

令
の
施
行
の
日
以
後
に
開
始
す
る
場
合
に
つ
い
て
適
用

す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則

（
次
項
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
様
式
第
七
号

に
よ
る
船
員
失
業
保
険
証
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
様
式
第
七
号

に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
規
則
様
式
第
七

号
に
よ
る
船
員
失
業
保
険
証
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、

こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
八
月
二
九
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
三
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
四
条
　
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法

施
行
規
則
の
様
式
は
、
当
分
の
間
、
同
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
も

の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
〇
月
二
三
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
六
五
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
十
月
二
十
七
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
二
月
一
三
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
十
六
年
二
月
以
前
の
月
分
の
保
険
料
率
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
二
九
日
厚
生
労
働

省
令
第
五
五
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
七
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る
介

護
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
九
月
一
七
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
三
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
三
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法

施
行
規
則
の
様
式
は
、
当
分
の
間
、
同
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
も

の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
八
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
七
日
厚
生
労
働
省

令
第
二
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
不
動
産
登
記
法
の
施
行
の
日

（
平
成
十
七
年
三
月
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
一
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
第
六

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
様

式
第
十
一
号
に
よ
る
船
員
保
険
検
査
証
は
、
同
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
様
式
第
十

一
号
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
二
八
日
厚
生
労
働

省
令
第
四
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
一
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
二
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
三
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法

施
行
規
則
の
様
式
は
、
当
分
の
間
、
同
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
も

の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
一
四
日
厚
生
労
働

省
令
第
三
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
二
四
日
厚
生
労
働

省
令
第
四
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
七
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
九
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る
介

護
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
一
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
中
第
一
条
の
規
定
は
公
布
の
日
か

ら
、
第
二
条
の
規
定
は
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
一
二
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
一
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成

十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の

省
令
の
様
式
は
、
当
分
の
間
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な

す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
二
八
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
五
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
二
八
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
一
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新

船
保
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
平
成
十
八
年
四

月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
前
に
発
生
し
た
事
故
に
起
因

す
る
通
勤
に
よ
る
疾
病
、
負
傷
、
障
害
又
は
死
亡
に
関

す
る
保
険
給
付
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

３
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則

の
様
式
は
、
当
分
の
間
、
新
船
保
規
則
の
様
式
と
み
な

す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
五
月
二
三
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に

関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
五
月
二
十
四

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
九
月
八
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
五
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
九
条
　
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法

施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
船
員
保
険
被
保
険
者
証
、
船

員
保
険
被
扶
養
者
証
、
船
員
保
険
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
、
船
員
保
険
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
は
、
当
分
の
間
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な

す
。

２
　
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施
行

規
則
の
様
式
に
よ
る
船
員
保
険
検
査
証
は
、
当
分
の

間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
九
月
二
二
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
六
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令

の
規
定
に
よ
る
平
成
十
八
年
十
一
月
末
日
以
前
に
社
会

保
険
庁
長
官
が
指
定
す
る
日
が
到
来
す
る
現
況
の
届
出

及
び
支
払
の
一
時
差
止
め
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

（
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
の
届
出

等
）

第
五
条
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
五
条
及
び

第
三
十
五
条
の
二
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
年
改
正
法
第

五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
（
以
下

「
旧
船
員
保
険
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
老
齢
年
金
（
以

下
「
旧
老
齢
年
金
」
と
い
う
。
）
、
通
算
老
齢
年
金
及
び

特
例
老
齢
年
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２
　
旧
船
員
保
険
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当

す
る
配
偶
者
又
は
子
が
あ
る
旧
老
齢
年
金
受
給
者
は
、

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
毎
年
、
厚
生
労
働
大
臣

が
指
定
す
る
日
（
以
下
「
指
定
日
」
と
い
う
。
）
ま
で

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
か
つ
、
自
ら
署
名

し
た
届
書
（
自
ら
署
名
す
る
こ
と
が
困
難
な
受
給
者
に

あ
っ
て
は
、
当
該
受
給
者
の
代
理
人
が
署
名
し
た
届

書
。
以
下
同
じ
。
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
旧
老
齢
年
金
の
額
の

全
部
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た

め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五

年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る

個
人
番
号
（
次
条
に
お
い
て
「
個
人
番
号
」
と
い

う
。
）
又
は
国
民
年
金
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
基

礎
年
金
番
号
（
次
条
に
お
い
て
「
基
礎
年
金
番
号
」

と
い
う
。
）

三
　
老
齢
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド
（
年
金
の
種
別
及

び
そ
の
区
分
を
表
す
記
号
番
号
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）

四
　
旧
船
員
保
険
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
該

当
す
る
配
偶
者
又
は
子
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び

に
そ
の
者
が
引
き
続
き
受
給
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維

持
し
て
い
る
旨

五
　
旧
船
員
保
険
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
該

当
す
る
配
偶
者
が
、
旧
老
齢
年
金
若
し
く
は
旧
船
員

保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金
（
以
下
「
旧
障
害
年
金
」

と
い
う
。
）
又
は
国
民
年
金
法
施
行
令
等
の
一
部
を

改
正
す
る
等
の
政
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
五
十

三
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険

施
行
令
（
以
下
「
旧
船
員
保
険
法
施
行
令
」
と
い
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う
。
）
第
四
条
の
二
に
掲
げ
る
給
付
（
そ
の
全
部
に

つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
旧
老
齢
年
金
若
し
く

は
旧
障
害
年
金
又
は
同
条
に
掲
げ
る
給
付
を
除
く
。
）

の
支
給
を
受
け
る
場
合
は
そ
の
旨

３
　
前
項
の
届
書
に
は
、
指
定
日
前
三
月
以
内
に
作
成
さ

れ
た
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
旧
船
員
保
険
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
該

当
す
る
者
の
う
ち
、
同
法
別
表
第
四
下
欄
に
定
め
る

一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
子
で
あ
っ

て
、
そ
の
障
害
の
程
度
の
診
査
が
必
要
で
あ
る
と
認

め
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
者
が
届
出
者
の
旧
老
齢
年
金
の
支
給
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
に
至
っ
た
当
時
よ
り
引
き
続
き

同
法
別
表
第
四
下
欄
に
定
め
る
一
級
又
は
二
級
の
障

害
の
状
態
に
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る

書
類

二
　
旧
船
員
保
険
法
第
三
十
四
条
第
四
項
の
請
求
に
よ

る
旧
老
齢
年
金
受
給
者
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
大
臣

が
指
定
し
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
障
害
の

現
状
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書
及
び

そ
の
者
の
障
害
が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
等
の
一
部

を
改
正
す
る
等
の
省
令
（
昭
和
六
十
一
年
厚
生
省
令

第
十
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員

保
険
法
施
行
規
則
別
表
第
一
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負

傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
現
状

の
程
度
を
示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
イ
ル
ム

４
　
第
二
項
の
規
定
は
、
旧
老
齢
年
金
を
受
け
る
権
利
の

裁
定
が
行
わ
れ
た
日
又
は
そ
の
全
部
に
つ
き
支
給
を
停

止
さ
れ
て
い
た
旧
老
齢
年
金
の
支
給
の
停
止
が
解
除
さ

れ
た
日
以
後
一
年
以
内
に
指
定
日
が
到
来
す
る
年
に

は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

第
六
条
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
五
十
一
条
、
第

五
十
一
条
の
二
及
び
第
五
十
一
条
の
四
の
規
定
は
、
旧

障
害
年
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２
　
旧
船
員
保
険
法
第
四
十
一
条
ノ
二
第
一
項
の
規
定
に

該
当
す
る
配
偶
者
又
は
子
が
あ
る
旧
障
害
年
金
受
給
者

は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
毎
年
、
指
定
日
ま

で
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
か
つ
、

自
ら
署
名
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
旧
障
害
年
金
の
額
の

全
部
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
障
害
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
旧
船
員
保
険
法
第
四
十
一
条
ノ
二
第
一
項
の
規
定

に
該
当
す
る
配
偶
者
又
は
子
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

並
び
に
そ
の
者
が
引
き
続
き
受
給
者
に
よ
っ
て
生
計

を
維
持
し
て
い
る
旨

五
　
旧
船
員
保
険
法
第
四
十
一
条
ノ
二
第
一
項
の
規
定

に
該
当
す
る
配
偶
者
が
、
旧
老
齢
年
金
若
し
く
は
旧

障
害
年
金
又
は
旧
船
員
保
険
法
施
行
令
第
四
条
の
二

に
掲
げ
る
給
付
（
そ
の
全
部
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ

れ
て
い
る
旧
老
齢
年
金
若
し
く
は
旧
障
害
年
金
又
は

同
条
に
掲
げ
る
給
付
を
除
く
。
）
の
支
給
を
受
け
る

場
合
は
そ
の
旨

３
　
前
項
の
届
書
に
は
、
指
定
日
前
三
月
以
内
に
作
成
さ

れ
た
旧
船
員
保
険
法
第
四
十
一
条
ノ
二
第
一
項
の
規
定

に
該
当
す
る
者
の
う
ち
、
同
法
別
表
第
四
下
欄
に
定
め

る
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
子
で
あ
っ

て
、
そ
の
障
害
の
程
度
の
診
査
が
必
要
で
あ
る
と
認
め

て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
者
が
届
出
者
の
旧
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
に
至
っ
た
当
時
よ
り
引
き
続
き
同
法
別
表

第
四
下
欄
に
定
め
る
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に

あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
二
項
の
規
定
は
、
旧
障
害
年
金
を
受
け
る
権
利
の

裁
定
が
行
わ
れ
た
日
又
は
そ
の
全
部
に
つ
き
支
給
を
停

止
さ
れ
て
い
た
旧
障
害
年
金
の
支
給
の
停
止
が
解
除
さ

れ
た
日
以
後
一
年
以
内
に
指
定
日
が
到
来
す
る
年
に

は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

第
七
条
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
五
条
の

三
、
第
六
十
八
条
か
ら
第
六
十
八
条
の
三
ま
で
の
規
定

は
、
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
遺
族
年
金
、
通
算
遺
族
年

金
及
び
特
例
遺
族
年
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
九
月
二
九
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
六
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
二
月
二
八
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施
行
規

則
の
様
式
に
よ
る
船
員
保
険
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

は
、
平
成
十
九
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
同
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
様
式
第

六
号
ノ
六
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
二
三
日
厚
生
労
働

省
令
第
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
二
九
日
厚
生
労
働

省
令
第
三
四
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令

の
様
式
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の

そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
四
月
二
三
日
厚
生
労
働

省
令
第
八
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
略

二
　
第
一
条
中
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
第
百
一
条
の
二

の
五
か
ら
第
百
一
条
の
二
の
七
ま
で
の
改
正
規
定
及

び
第
二
条
中
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
四
十
八
条
ノ

十
四
ノ
七
か
ら
第
四
十
八
条
ノ
十
四
ノ
九
ま
で
の
改

正
規
定
並
び
に
附
則
第
六
条
及
び
第
九
条
の
規
定
　

平
成
十
九
年
十
月
一
日

（
船
員
保
険
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法

施
行
規
則
第
四
十
八
条
ノ
十
四
ノ
七
及
び
第
四
十
八
条

ノ
十
四
ノ
八
の
規
定
は
、
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ

る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四

年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
三
十
三
条
ノ
十
六
ノ
四
第
一

項
に
規
定
す
る
教
育
訓
練
を
開
始
し
た
者
か
ら
適
用

し
、
同
日
前
に
同
項
に
規
定
す
る
教
育
訓
練
を
開
始
し

た
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
六
月
一
日
厚
生
労
働
省

令
第
八
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
七
月
二
三
日
厚
生
労
働

省
令
第
九
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
三
条
　
受
給
資
格
に
係
る
離
職
の
日
が
施
行
日
前
で
あ

る
受
給
資
格
者
に
係
る
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法

律
第
七
十
三
号
）
第
三
十
三
条
ノ
十
二
ノ
二
第
二
項
第

二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
由
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施
行

規
則
の
様
式
第
七
号
に
よ
る
船
員
失
業
保
険
証
は
、
当

分
の
間
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法

施
行
規
則
の
様
式
第
七
号
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
九
月
二
五
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
七
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る
介

護
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
七
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
十
六
条
　
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険

法
施
行
規
則
の
様
式
（
船
員
保
険
検
査
証
を
除
く
。
）

は
、
当
分
の
間
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員

保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施
行

規
則
の
様
式
に
よ
る
船
員
保
険
検
査
証
は
、
当
分
の

間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
九
月
三
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
五
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
二
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
六
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
九
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
七
三
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
三
条
　
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法

施
行
規
則
の
様
式
は
、
当
分
の
間
、
同
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
も

の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
七
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
三
条
　
施
行
日
以
後
に
船
員
保
険
法
第
五
十
二
条
ノ
三

第
一
項
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
離
職
し
、
こ
の

省
令
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
附
則
第

十
一
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
特
定
受
給
資
格
者

と
み
な
さ
れ
る
者
（
法
第
三
十
三
条
ノ
三
第
三
項
に
規

定
す
る
特
定
理
由
離
職
者
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
特
定
受
給
資
格
者
と
み
な

す
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
失
業
保
険
証
は
、

当
分
の
間
、
取
り
繕
っ
て
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
一
年
四
月
三
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
〇
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
五
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
三
条
　
平
成
二
十
一
年
五
月
か
ら
九
月
ま
で
の
間
に
お

い
て
は
、
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三

号
）
第
二
十
八
条
ノ
三
第
一
項
第
三
号
又
は
第
三
十
一

条
ノ
二
第
二
項
第
一
号
ニ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
者
及

び
船
員
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百

四
十
号
）
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
病
院
等

に
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
四
十
七
条
ノ
二
ノ
六
第
二

項
の
限
度
額
適
用
認
定
証
又
は
同
令
第
四
十
七
条
ノ
二

ノ
八
第
二
項
の
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
を
提
出
し
て
船
員
保
険
法
施
行
令
第
九
条
第
七
項
に

規
定
す
る
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
を
受
け
た
場
合
の

当
該
療
養
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
四
十
七
条
ノ
二

第
一
項
の
申
出
に
基
づ
く
社
会
保
険
庁
長
官
の
認
定
を

受
け
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
七
月
二
二
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
三
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十

九
年
法
律
第
三
十
号
）
附
則
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
五

条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
船
員
保
険
協
議
会
に
関
し
必
要

な
行
為
を
同
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員

保
険
法
第
七
条
第
四
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
場
合

に
お
け
る
同
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ

い
て
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
九
月
三
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
四
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
四
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
五
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
一
六
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
五
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
六
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児

又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律

及
び
雇
用
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二

十
一
年
法
律
第
六
十
五
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

（
常
時
百
人
以
下
の
労
働
者
を
雇
用
す
る
事
業
主
等
に

関
す
る
暫
定
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
常
時
百
人
以
下
の
労
働

者
を
雇
用
す
る
事
業
主
及
び
当
該
事
業
主
に
雇
用
さ
れ

る
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
改
正
法
附
則
第
二
条
に
規
定

す
る
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
第
三
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家

族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
第
五
章
、
第
六
章
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
表
第

二
十
四
条
の
項
、
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
表
第
三
十

条
の
六
（
見
出
し
を
含
む
。
）
の
項
、
同
表
第
三
十
条

の
七
（
見
出
し
を
含
む
。
）
の
項
及
び
第
三
十
三
条
の

二
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行

う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
十
四

条
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
健
康
保
険
法
施

行
規
則
第
二
十
六
条
の
二
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
十
条
第
五
号
、
第
七

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規

則
第
十
条
、
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年

金
基
金
規
則
第
十
六
条
の
二
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
六
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
六
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
船
員
保
険
の
介
護
料
の
額
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
一
条
の
二
　
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
及
び
経
過

措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
一
年
政
令
第
二
百
九

十
六
号
。
次
項
に
お
い
て
「
整
備
政
令
」
と
い
う
。
）

第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
雇
用
保
険
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十

号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）

附
則
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
も
の
と
さ
れ
た
改
正
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
船
員
保
険
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
船
員

保
険
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
介
護
料
の
月
額

と
し
て
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法

施
行
規
則
（
以
下
「
旧
船
員
保
険
法
施
行
規
則
」
と
い

う
。
）
第
七
十
六
条
ノ
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定

し
た
額
に
乗
じ
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
率
は
、
第

一
号
に
掲
げ
る
額
を
第
二
号
に
掲
げ
る
額
で
除
し
て
得

た
率
と
す
る
。

一
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
介
護
に
要
す
る
費

用
の
支
出
に
関
す
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ

ま
で
に
掲
げ
る
額

イ
　
そ
の
月
に
お
い
て
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出

し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
場
合
（
ロ
に
規
定

す
る
場
合
を
除
く
。
）
　
そ
の
月
に
お
い
て
介
護
に

要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
費
用
の
額
（
そ

の
額
が
十
七
万
七
千
九
百
五
十
円
を
超
え
る
と
き

は
、
十
七
万
七
千
九
百
五
十
円
と
す
る
。
）

ロ
　
そ
の
月
に
お
い
て
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出

し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
介

護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
費
用
の
額

が
八
万
千
二
百
九
十
円
に
満
た
な
い
と
き
　
八
万

千
二
百
九
十
円
（
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
月

に
お
い
て
は
、
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出

さ
れ
た
額
と
す
る
。
）

ハ
　
そ
の
月
（
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
月
を
除

く
。
）
に
お
い
て
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し

て
介
護
を
受
け
た
日
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
親
族

又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
に
よ
る
介
護
を
受
け
た
日

が
あ
る
と
き
　
八
万
千
二
百
九
十
円

二
　
改
正
法
附
則
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
船
員
保
険
法
の
規

定
に
よ
る
介
護
料
の
月
額
と
し
て
旧
船
員
保
険
法
施

行
規
則
第
七
十
六
条
ノ
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算

定
さ
れ
た
額

２
　
前
項
の
規
定
は
、
整
備
政
令
第
五
十
七
条
の
二
第
二

項
に
規
定
す
る
改
正
法
附
則
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ

り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
船
員
保
険

法
の
規
定
に
よ
る
介
護
料
の
月
額
と
し
て
旧
船
員
保
険

法
施
行
規
則
第
七
十
六
条
ノ
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
乗
じ

る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
率
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
一
号
イ
中
「
十
七
万
七

千
九
百
五
十
円
」
と
あ
る
の
は
「
八
万
八
千
九
百
八
十

円
」
と
、
同
号
ロ
及
び
ハ
中
「
八
万
千
二
百
九
十
円
」

と
あ
る
の
は
「
四
万
六
百
円
」
と
、
同
項
第
二
号
中

「
第
七
十
六
条
ノ
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十

六
条
ノ
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
に
、
旧
船
員
保
険
法
施

行
規
則
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
申
請
、
届
出
そ
の

他
の
行
為
で
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行

日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
行
為
に
係
る
船

員
保
険
事
業
の
事
務
を
行
う
べ
き
者
が
異
な
る
こ
と
と

な
る
も
の
は
、
同
日
以
後
に
お
け
る
改
正
後
の
船
員
保

険
法
施
行
規
則
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後

の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
相
当
規
定
に
よ
り
さ
れ
た

申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

第
三
条
　
全
国
健
康
保
険
協
会
の

初
の
事
業
年
度
の
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
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第
三
条
に
規
定
す
る
報
告
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
毎

月
の
事
業
状
況
を
翌
月
末
日
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
、

「
各
月
の
事
業
状
況
を
協
会
の

初
の
事
業
年
度
の
終

了
後
遅
滞
な
く
」
と
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
旧
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
は
、
当
分
の

間
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施

行
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
五
月
一
二
日
厚
生
労
働

省
令
第
七
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
七
月
十
七
日
か

ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
（
様
式
第
一
号

（
１
）
（
裏
面
）
及
び
備
考
並
び
に
様
式
第
一
号
（
２
）

（
裏
面
）
及
び
備
考
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
の
規
定

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
三
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法

施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
船
保
規
則
」
と
い

う
。
）
様
式
第
一
号
に
よ
る
書
類
は
、
当
分
の
間
、
同

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則

（
次
項
に
お
い
て
「
新
船
保
規
則
」
と
い
う
。
）
様
式
第

一
号
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の

際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
旧
船
保
規
則
様
式
第
四
号
に

よ
る
船
員
保
険
継
続
療
養
受
療
証
明
書
は
、
当
分
の

間
、
新
船
保
規
則
様
式
第
四
号
に
よ
る
も
の
と
み
な

す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
七
月
三
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
九
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
二
年
八
月
三
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
九
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
三
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法

施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
船
員
保
険
被
保
険
者
証
（
次

項
に
お
い
て
「
旧
船
保
被
保
険
者
証
」
と
い
う
。
）
は
、

当
分
の
間
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保

険
法
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
新
船
保
規
則
」
と

い
う
。
）
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
旧
船
保
被
保
険
者
証
が
新
船
保

規
則
の
様
式
に
よ
る
船
員
保
険
被
保
険
者
証
と
み
な
さ

れ
る
場
合
に
お
け
る
新
船
保
規
則
第
三
十
六
条
第
一
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
又
は
被
扶
養

者
の
氏
名
に
変
更
」
と
あ
る
の
は
、
「
、
船
舶
所
有
者

の
氏
名
若
し
く
は
住
所
又
は
被
扶
養
者
の
氏
名
に
変
更

（
同
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
船
舶
所
有
者

の
住
所
の
変
更
を
除
く
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
月
二
四
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　

４
　
施
行
日
に
お
い
て
、
現
に
昭
和
六
十
年
改
正
法
第
三

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
厚
生
年
金
保
険
法
」
と
い
う
。
）

の
規
定
又
は
昭
和
六
十
年
改
正
法
第
五
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十

三
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
船
員
保
険
法
」
と

い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
の
受
給
権
者
に
よ

っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
そ
の
者
の
配
偶
者
（
婚
姻

の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の

事
情
に
あ
る
者
を
含
み
、
当
該
受
給
権
者
が
そ
の
権
利

を
取
得
し
た
日
の
翌
日
以
後
に
有
す
る
に
至
っ
た
当
該

配
偶
者
に
限
る
。
）
又
は
そ
の
者
の
法
第
五
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
七
十
八

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
旧
厚
生
年

金
保
険
法
第
五
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧

厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
法
第

五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
昭
和
六
十
年
改
正
法
附

則
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
旧
船
員
保
険
法
第
四
十
一
条
ノ
二
第
一
項
に
規
定
す

る
子
（
当
該
受
給
権
者
が
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
日
の

翌
日
以
後
に
有
す
る
に
至
っ
た
当
該
子
に
限
る
。
）
が

あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

昭
和
六
十
一
年
改
正
省
令
附
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
昭
和
六
十
一
年
改
正
省
令
第
二
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
読
み
替
え
ら
れ
た
旧
厚
生

年
金
保
険
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
五
条
第

一
項
及
び
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
昭
和
六
十

一
年
改
正
省
令
附
則
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
昭
和
六
十
一
年
改
正
省
令
第
四
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
読
み
替
え
ら
れ
た
旧
船
員
保
険
法
施
行

規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
十
四
条
ノ
二
第
一
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
読
み
替
え
ら
れ
た
旧
厚
生
年
金

保
険
法
施
行
規
則
第
四
十
五
条
第
一
項
中
「
当
該
事
実

の
あ
つ
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
年
金
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
二
十
七

号
）
の
施
行
日
」
と
、
読
み
替
え
ら
れ
た
旧
船
員
保
険

法
施
行
規
則
第
七
十
四
条
ノ
二
第
一
項
「
当
該
事
実
ノ

ア
ツ
タ
日
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
二
十
七
号
）

の
施
行
日
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
二
月
一
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
等
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
生
じ
た
船
員
保
険
法
の
規
定

に
よ
る
障
害
年
金
又
は
障
害
手
当
金
（
以
下
「
障
害
年

金
等
」
と
い
う
。
）
の
支
給
事
由
に
係
る
障
害
に
関
す

る
船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
「
船
保
規
則
」
と
い

う
。
）
別
表
第
一
又
は
別
表
第
二
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で

あ
っ
た
者
が
職
務
上
の
事
由
又
は
通
勤
（
労
働
者
災
害

補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
七

条
第
一
項
第
二
号
の
通
勤
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

よ
り
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
被
保
険
者
又
は
被

保
険
者
で
あ
っ
た
者
の
遺
族
（
船
員
保
険
法
第
三
十
五

条
第
一
項
の
遺
族
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
障
害
の

状
態
に
関
す
る
船
保
規
則
別
表
第
一
又
は
別
表
第
二
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
生
じ
た
障
害
年
金
等
の
支
給

事
由
に
係
る
障
害
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

前
の
船
保
規
則
別
表
第
二
の
五
級
第
一
四
号
又
は
七
級

第
一
〇
号
に
該
当
す
る
も
の
（
平
成
二
十
二
年
六
月
十

日
前
に
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
障
害

補
償
給
付
又
は
障
害
給
付
に
関
す
る
決
定
を
受
け
た
者

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
二
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
障
害
に
係
る
障
害
年
金

等
の
支
給
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
、
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
後
の
船
保
規
則
別
表
第
一
又
は
別
表
第
二
の
規
定

を
適
用
す
る
。

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
生
じ
た
被
保
険
者
又
は
被
保

険
者
で
あ
っ
た
者
の
職
務
上
の
事
由
又
は
通
勤
に
よ
る

死
亡
に
つ
い
て
、
船
員
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
遺
族
年

金
又
は
遺
族
一
時
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、

当
該
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
の
遺
族

に
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
船
保
規
則
別
表
第
二

の
五
級
第
一
四
号
又
は
七
級
第
一
〇
号
に
該
当
す
る
障

害
を
有
す
る
者
が
あ
る
と
き
（
当
該
死
亡
に
関
し
、
平

成
二
十
二
年
六
月
十
日
前
に
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法

の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
給
付
又
は
遺
族
給
付
に
関
す

る
決
定
を
受
け
た
と
き
を
除
く
。
）
に
お
け
る
当
該
遺

族
の
障
害
の
状
態
に
関
す
る
船
保
規
則
別
表
第
一
又
は

別
表
第
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
三
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の

船
保
規
則
別
表
第
一
又
は
別
表
第
二
の
規
定
を
適
用
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
三
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
三
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法

施
行
規
則
の
様
式
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、

当
分
の
間
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険

法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
三
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
雇
用
保
険
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労

働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
附
則
第
一
条
の

二
第
一
項
第
一
号
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
省
令

の
施
行
の
日
以
後
に
受
け
た
介
護
に
係
る
介
護
料
の
額

の
算
定
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
受
け
た
介
護
に

係
る
介
護
料
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
五
月
一
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
五
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
日
前
に
住
所
の
変
更
又
は
死

亡
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
住
所
の
変
更
の
届
出
又
は

死
亡
の
届
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
の
届
出
）

第
五
条
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
四
十
一
条
第
四

項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
年
改
正
法
第
五
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条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
に
よ
る
老
齢

年
金
、
通
算
老
齢
年
金
、
特
例
老
齢
年
金
、
障
害
年

金
、
遺
族
年
金
、
通
算
遺
族
年
金
及
び
特
例
遺
族
年
金

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
五
月
二
七
日
厚
生
労
働

省
令
第
六
七
号
）

こ
の
省
令
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
六
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
七
月
二
二
日
厚
生
労
働

省
令
第
九
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
七
月
二
七
日
厚
生
労
働

省
令
第
九
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
二
十
三
年
七
月
三
十
一
日
以
前
の
日
に
係
る
船

員
保
険
法
の
休
業
手
当
金
の
額
、
同
月
以
前
の
月
分
の

同
法
に
よ
る
障
害
年
金
及
び
遺
族
年
金
の
額
、
同
月
三

十
一
日
以
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
同
法
に
よ

る
障
害
手
当
金
、
障
害
差
額
一
時
金
、
障
害
年
金
差
額

一
時
金
、
遺
族
一
時
金
及
び
遺
族
年
金
一
時
金
の
額
並

び
に
同
日
以
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
障
害
前

払
一
時
金
及
び
遺
族
前
払
一
時
金
の

高
限
度
額
並
び

に
同
月
以
前
の
月
分
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
附
則
第

八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付

（
職
務
上
の
事
由
又
は
通
勤
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
の

額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
一
月
一
五
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
三
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
三
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法

施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
書
類
は
、
当
分
の
間
、
同
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
様

式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
一
月
一
八
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
月
一
三
日
厚
生
労
働

省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給

付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
四
年
一
月
十
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
月
三
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
二
八
日
厚
生
労
働

省
令
第
四
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
二
八
日
厚
生
労
働

省
令
第
四
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
三
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法

施
行
規
則
の
様
式
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、

当
分
の
間
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険

法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
三
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
六
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
雇
用
保
険
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労

働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
附
則
第
一
条
の

二
第
一
項
第
一
号
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
省
令

の
施
行
の
日
以
後
に
受
け
た
介
護
に
係
る
介
護
料
の
額

の
算
定
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
受
け
た
介
護
に

係
る
介
護
料
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
七
月
二
五
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
〇
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
二
十
四
年
七
月
三
十
一
日
以
前
の
日
に
係
る
船

員
保
険
法
の
休
業
手
当
金
の
額
、
同
月
以
前
の
月
分
の

同
法
に
よ
る
障
害
年
金
及
び
遺
族
年
金
の
額
、
同
月
三

十
一
日
以
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
同
法
に
よ

る
障
害
手
当
金
、
障
害
差
額
一
時
金
、
障
害
年
金
差
額

一
時
金
、
遺
族
一
時
金
及
び
遺
族
年
金
差
額
一
時
金
の

額
並
び
に
同
日
以
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
障

害
前
払
一
時
金
及
び
遺
族
前
払
一
時
金
の
限
度
額
並
び

に
同
月
以
前
の
月
分
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
附
則
第

八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付

（
職
務
上
の
事
由
又
は
通
勤
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
の

額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
七
月
三
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
〇
九
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
九
月
二
八
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
三
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
月
一
八
日
厚
生
労
働

省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
二
七
日
厚
生
労
働

省
令
第
三
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

３
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施
行

規
則
の
様
式
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
当
分

の
間
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施

行
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
三
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
五
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
四
月
一
二
日
厚
生
労
働

省
令
第
五
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別

措
置
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
四
月
十
三
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
五
月
三
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
七
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
三
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法

施
行
規
則
様
式
第
十
三
号
に
よ
る
船
員
保
険
検
査
証

は
、
当
分
の
間
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員

保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
七
月
二
六
日
厚
生
労
働

省
令
第
九
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
二
十
五
年
七
月
三
十
一
日
以
前
の
日
に
係
る
船

員
保
険
法
の
休
業
手
当
金
の
額
、
同
月
以
前
の
月
分
の

同
法
に
よ
る
障
害
年
金
及
び
遺
族
年
金
の
額
、
同
月
三

十
一
日
以
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
同
法
に
よ

る
障
害
手
当
金
、
障
害
差
額
一
時
金
、
障
害
年
金
差
額

一
時
金
、
遺
族
一
時
金
及
び
遺
族
年
金
差
額
一
時
金
の

額
並
び
に
同
日
以
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
障

害
前
払
一
時
金
及
び
遺
族
前
払
一
時
金
の
限
度
額
並
び

に
同
月
以
前
の
月
分
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
附
則
第

八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付

（
職
務
上
の
事
由
又
は
通
勤
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
の

額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
二
四
日
厚
生
労
働

省
令
第
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
改
正
法
の
施
行

の
日
（
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
二
八
日
厚
生
労
働

省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
的
年
金
制
度
の
財
政
基
盤
及
び

低
保
障
機
能
の
強
化
等
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規

定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
四
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
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（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

３
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施
行

規
則
の
様
式
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
当
分

の
間
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施

行
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
七
月
三
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
九
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
一
日
以
前
の
日
に
係
る
船

員
保
険
法
の
休
業
手
当
金
の
額
、
同
月
以
前
の
月
分
の

同
法
に
よ
る
障
害
年
金
及
び
遺
族
年
金
の
額
、
同
日
以

前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
同
法
に
よ
る
障
害
手

当
金
、
障
害
差
額
一
時
金
、
障
害
年
金
差
額
一
時
金
、

遺
族
一
時
金
及
び
遺
族
年
金
差
額
一
時
金
の
額
並
び
に

同
日
以
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
障
害
前
払
一

時
金
及
び
遺
族
前
払
一
時
金
の
限
度
額
並
び
に
同
月
以

前
の
月
分
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
附
則
第
八
十
七
条

第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
（
職
務
上
の

事
由
又
は
通
勤
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
の
算
定

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
二
月
一
五
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
三
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
三
条
　
施
行
日
前
の
出
産
に
係
る
船
員
保
険
法
施
行
規

則
第
七
十
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

２
　
平
成
二
十
七
年
一
月
か
ら
同
年
十
二
月
ま
で
の
間
に

お
い
て
は
、
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十

三
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
七
十
六
条

第
二
項
第
一
号
ニ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
者
及
び
船
員

保
険
法
施
行
令
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
病

院
等
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法

施
行
規
則
（
以
下
「
新
船
保
規
則
」
と
い
う
。
）
様
式

第
六
号
に
よ
る
船
員
保
険
限
度
額
適
用
認
定
証
又
は
新

船
保
規
則
様
式
第
七
号
に
よ
る
船
員
保
険
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
を
提
出
し
て
船
員
保
険

法
施
行
令
第
八
条
第
七
項
に
規
定
す
る
特
定
疾
病
給
付

対
象
療
養
を
受
け
た
場
合
の
当
該
療
養
を
受
け
た
者
に

つ
い
て
は
、
新
船
保
規
則
第
八
十
七
条
第
一
項
の
申
出

に
基
づ
く
協
会
の
認
定
を
受
け
て
い
る
も
の
と
み
な

す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
二
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
様
式
第
六
号
に

よ
る
船
員
保
険
限
度
額
適
用
認
定
証
及
び
同
令
様
式
第

七
号
に
よ
る
船
員
保
険
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
七
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
雇
用
保
険
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省

関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
附
則
第
一
条
の
二
第

一
項
第
一
号
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施

行
の
日
以
後
に
受
け
た
介
護
に
係
る
介
護
料
の
額
の
算

定
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る

介
護
料
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
七
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
施
行
の

日
（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
七
月
二
九
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
二
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
二
十
七
年
七
月
三
十
一
日
以
前
の
日
に
係
る
船

員
保
険
法
の
休
業
手
当
金
の
額
、
同
月
以
前
の
月
分
の

同
法
に
よ
る
障
害
年
金
及
び
遺
族
年
金
の
額
、
同
日
以

前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
同
法
に
よ
る
障
害
手

当
金
、
障
害
差
額
一
時
金
、
障
害
年
金
差
額
一
時
金
、

遺
族
一
時
金
及
び
遺
族
年
金
差
額
一
時
金
の
額
並
び
に

同
日
以
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
障
害
前
払
一

時
金
及
び
遺
族
前
払
一
時
金
の
限
度
額
並
び
に
同
月
以

前
の
月
分
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
附
則
第
八
十
七
条

第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
（
職
務
上
の

事
由
又
は
通
勤
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
の
算
定

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
九
月
一
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行

の
日
（
平
成
二
十
七
年
十
月
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
九
月
二
九
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
五
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
番
号
利
用
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平

成
二
十
七
年
十
月
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。

一
　
略

二
　
第
二
条
及
び
第
四
条
並
び
に
附
則
第
一
条
の
二
及

び
第
一
条
の
三
の
規
定
　
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日

三
　
略

四
　
第
三
条
、
第
五
条
、
第
十
一
条
及
び
第
十
八
条
の

規
定
　
平
成
二
十
九
年
七
月
一
日

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
一
条
の
三
　
被
保
険
者
が
同
時
に
厚
生
年
金
保
険
の
被

保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
若
し
く
は
被
保
険
者

が
同
時
に
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
と
き
の

届
出
等
（
届
出
又
は
申
出
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
又
は
厚
生
労
働
大
臣
若
し
く
は
機
構
に

提
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
届
出
等
に
つ
い
て
は
、
第
四

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
年
三
月
四
日
ま
で
の

間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
九
月
三
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
五
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
九
月
三
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
五
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
二
月
九
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
六
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
二
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
二
月
一
五
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
六
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
八
年
二
月
四
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
三
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
二
五
日
厚
生
労
働

省
令
第
四
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
雇
用
保
険
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省

関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
附
則
第
一
条
の
二
第

一
項
第
一
号
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施

行
の
日
以
後
に
受
け
た
介
護
に
係
る
介
護
料
の
額
の
算

定
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る

介
護
料
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
五
三
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総

合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等

に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
規
定
の

施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
五
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
七
月
二
九
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
三
五
号
）

（
施
行
期
日
）
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１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
二
十
八
年
七
月
三
十
一
日
以
前
の
日
に
係
る
船

員
保
険
法
の
休
業
手
当
金
の
額
、
同
月
以
前
の
月
分
の

同
法
に
よ
る
障
害
年
金
及
び
遺
族
年
金
の
額
、
同
日
以

前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
同
法
に
よ
る
障
害
手

当
金
、
障
害
差
額
一
時
金
、
障
害
年
金
差
額
一
時
金
、

遺
族
一
時
金
及
び
遺
族
年
金
差
額
一
時
金
の
額
並
び
に

同
日
以
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
障
害
前
払
一

時
金
及
び
遺
族
前
払
一
時
金
の
限
度
額
並
び
に
同
月
以

前
の
月
分
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
附
則
第
八
十
七
条

第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
（
職
務
上
の

事
由
又
は
通
勤
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
の
算
定

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
八
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
九
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
三
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
雇
用
保
険
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省

関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
附
則
第
一
条
の
二
第

一
項
第
一
号
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施

行
の
日
以
後
に
受
け
た
介
護
に
係
る
介
護
料
の
額
の
算

定
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る

介
護
料
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
六
月
三
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
六
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
健
康
保
険
法
施
行
規

則
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
第
九
十
八
条
の
二
第
一

項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
二
条
中
船
員
保
険

法
施
行
規
則
第
八
十
七
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四

項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過

措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
健
康
保
険
法
施
行
規
則
、
第
二
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
、
第

三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
健
康
保
険
法
施
行

規
則
及
び
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
高
齢
者
の

医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
に
基
づ
く
様
式

に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り

繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
七
月
一
四
日
厚
生
労
働

省
令
第
七
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
二
十
九
年
七
月
三
十
一
日
以
前
の
日
に
係
る
船

員
保
険
法
の
休
業
手
当
金
の
額
、
同
月
以
前
の
月
分
の

同
法
に
よ
る
障
害
年
金
及
び
遺
族
年
金
の
額
、
同
日
以

前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
同
法
に
よ
る
障
害
手

当
金
、
障
害
差
額
一
時
金
、
障
害
年
金
差
額
一
時
金
、

遺
族
一
時
金
及
び
遺
族
年
金
差
額
一
時
金
の
額
並
び
に

同
日
以
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
障
害
前
払
一

時
金
及
び
遺
族
前
払
一
時
金
の
限
度
額
並
び
に
同
月
以

前
の
月
分
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
附
則
第
八
十
七
条

第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
（
職
務
上
の

事
由
又
は
通
勤
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
の
算
定

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
七
月
三
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
八
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
月
三
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
三
月
五
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
（
第
二
表
に
係
る
改
正
規

定
に
限
る
。
）
、
第
二
条
（
第
二
表
に
係
る
改
正
規
定
に

限
る
。
）
、
第
十
条
（
第
二
表
に
係
る
改
正
規
定
に
限

る
。
）
及
び
第
十
七
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
日
前
に
住
所
の
変
更
又
は
死

亡
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
住
所
の
変
更
の
届
出
又
は

死
亡
の
届
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
二
二
日
厚
生
労
働

省
令
第
三
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
三
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
五
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
雇
用
保
険
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省

関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
附
則
第
一
条
の
二
第

一
項
第
一
号
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施

行
の
日
以
後
に
受
け
た
介
護
に
係
る
介
護
料
の
額
の
算

定
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る

介
護
料
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。附

　
則
　
（
平
成
三
〇
年
七
月
三
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
九
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
八
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
二
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
様
式
第
六

号
に
よ
る
限
度
額
適
用
認
定
証
は
、
当
分
の
間
、
同
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
令
様
式
第
六
号
の
様
式
に

よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
七
月
三
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
九
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
三
十
年
七
月
三
十
一
日
以
前
の
日
に
係
る
船
員

保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
休
業
手

当
金
の
額
、
同
月
以
前
の
月
分
の
同
法
に
よ
る
障
害
年

金
及
び
遺
族
年
金
の
額
、
同
日
以
前
に
支
給
す
べ
き
事

由
の
生
じ
た
同
法
に
よ
る
障
害
手
当
金
、
障
害
差
額
一

時
金
、
障
害
年
金
差
額
一
時
金
、
遺
族
一
時
金
及
び
遺

族
年
金
差
額
一
時
金
の
額
並
び
に
同
日
以
前
に
支
給
す

べ
き
事
由
の
生
じ
た
障
害
前
払
一
時
金
及
び
遺
族
前
払

一
時
金
の
限
度
額
並
び
に
同
月
以
前
の
月
分
の
国
民
年

金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律

第
三
十
四
号
）
附
則
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る

年
金
た
る
保
険
給
付
（
職
務
上
の
事
由
又
は
通
勤
に
よ

る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
〇
月
一
一
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
〇
月
一
五
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
二
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
第
百
五
十
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月

一
日
以
後
の
日
に
係
る
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法

律
第
七
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
休
業
手
当
金
の
額
、

同
月
以
後
の
月
分
の
同
法
に
よ
る
障
害
年
金
及
び
遺
族

年
金
の
額
、
同
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た

同
法
に
よ
る
障
害
手
当
金
及
び
遺
族
一
時
金
の
額
並
び

に
同
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
障
害
前
払

一
時
金
及
び
遺
族
前
払
一
時
金
の
限
度
額
（
船
員
保
険

法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
八

年
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十
五
号
）
附
則
第
二
項
、
船

員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成

二
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
三
号
）
附
則
第
二
項

又
は
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
平
成
三
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
九
号
）
附
則
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
た
も
の
を
含
む
。
）
に
対
し
て
、
こ
の
省
令
の
施
行

の
日
の
前
日
ま
で
の
間
、
適
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
み

な
す
。附

　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
五
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
八
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
附
則
第
三
条
の
規
定
　
平
成
三
十
一
年
六
月
一
日

（
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
施
行

規
則
第
三
十
六
条
の
三
若
し
く
は
第
三
十
六
条
の
四
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（
平
成
十
八
年
改
正
省
令
附
則
第
三
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
一
条
の
三
若
し

く
は
第
五
十
一
条
の
四
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則

第
三
十
五
条
の
三
（
平
成
十
八
年
改
正
省
令
附
則
第
四

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三

十
五
条
の
四
（
平
成
十
八
年
改
正
省
令
附
則
第
四
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
一

条
の
四
（
平
成
十
八
年
改
正
省
令
附
則
第
四
条
第
四
項

及
び
附
則
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
三
（
平
成
十
八
年

改
正
省
令
附
則
第
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部

を
改
正
す
る
等
の
省
令
附
則
第
二
十
八
条
、
第
三
十
八

条
の
二
、
第
四
十
四
条
、
第
五
十
三
条
、
第
六
十
一
条

若
し
く
は
第
七
十
二
条
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則

等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
附
則
第
五
十
一
条
の
二
又

は
平
成
十
八
年
改
正
省
令
附
則
第
五
条
第
二
項
若
し
く

は
第
六
条
第
二
項
の
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
（
そ
の

誕
生
日
が
八
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
あ

る
者
に
限
る
。
）
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
お

い
て
も
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省

令
の
規
定
の
例
に
よ
り
当
該
届
出
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
二
二
日
厚
生
労
働

省
令
第
二
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
十
五
日
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
四
月
一
日
厚
生
労
働
省

令
第
六
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
雇
用
保
険
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省

関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
附
則
第
一
条
の
二
第

一
項
第
一
号
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施

行
の
日
以
後
に
受
け
た
介
護
に
係
る
介
護
料
の
額
の
算

定
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る

介
護
料
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。附

　
則
　
（
平
成
三
一
年
四
月
一
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
六
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
改
正
後
の
給
付
の
額
の
算
定
に
用
い
る
率
の
適
用
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行

規
則
別
表
第
五
は
、
平
成
三
十
年
八
月
一
日
以
後
の
日

に
係
る
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三

号
）
に
よ
る
休
業
手
当
金
の
額
、
同
月
以
後
の
月
分
の

同
法
に
よ
る
障
害
年
金
及
び
遺
族
年
金
の
額
、
同
日
以

後
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
同
法
に
よ
る
障
害
手

当
金
、
障
害
差
額
一
時
金
、
障
害
年
金
差
額
一
時
金
、

遺
族
一
時
金
及
び
遺
族
年
金
差
額
一
時
金
の
額
並
び
に

障
害
前
払
一
時
金
及
び
遺
族
前
払
一
時
金
の
限
度
額
並

び
に
同
月
以
後
の
月
分
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
。
次
条

及
び
附
則
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
「
昭
和
六
十
年
改

正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定

す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
（
職
務
上
の
事
由
又
は
通
勤

に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
平
成
二
十
二
年
八
月
か
ら
平
成
三
十
年
七
月
ま
で
の

給
付
の
額
の
算
定
に
用
い
る
率
の
読
替
え
）

第
三
条
　
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
四
号
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
平
成
二
十
三
年
改
正
省
令
」
と

い
う
。
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
二
年
八
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
三
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
日
に
係
る
船
員

保
険
法
に
よ
る
休
業
手
当
金
の
額
、
平
成
二
十
二
年
八

月
か
ら
平
成
二
十
三
年
七
月
ま
で
の
月
分
の
同
法
に
よ

る
障
害
年
金
及
び
遺
族
年
金
の
額
、
平
成
二
十
二
年
八

月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
に
支

給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
同
法
に
よ
る
障
害
手
当
金
、

障
害
差
額
一
時
金
、
障
害
年
金
差
額
一
時
金
、
遺
族
一

時
金
及
び
遺
族
年
金
差
額
一
時
金
の
額
並
び
に
障
害
前

払
一
時
金
及
び
遺
族
前
払
一
時
金
の
限
度
額
並
び
に
平

成
二
十
二
年
八
月
か
ら
平
成
二
十
三
年
七
月
ま
で
の
月

分
の
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
八
十
七
条
第
一
項
に

規
定
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
（
職
務
上
の
事
由
又
は

通
勤
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
に
つ
い
て
は
、
平

成
二
十
三
年
改
正
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法

施
行
規
則
第
百
五
十
条
中
「
別
表
第
五
」
と
あ
る
の

は
、
「
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
（
平
成
三
十
一
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
九
号
）
附

則
第
三
条
第
一
項
の
表
」
と
す
る
。

障
害
若
し
く
は
死
亡
の
原
因
と
な
っ
た
疾
病

若
し
く
は
負
傷
の
発
生
し
た
日
又
は

後
に

資
格
を
喪
失
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日

率

昭
和
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
日

二

四

・

八
四

昭
和
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
二
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二

一

・

八
八

昭
和
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二

〇

・

六
五

昭
和
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
一
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

九

・

七
五

昭
和
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

八

・

六
三

昭
和
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
三

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

七

・

九
八

昭
和
三
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
四

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

七

・

七
二

昭
和
三
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

六

・

六
五

昭
和
三
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
六

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

五

・

六
六

昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

四

・

〇
一

昭
和
三
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
八

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

二

・

六
〇

昭
和
三
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

一

・

三
六

昭
和
三
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

〇

・

二
六

昭
和
四
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
一
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

九
・
三
八

昭
和
四
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

八
・
五
二

昭
和
四
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
三

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

七
・
六
七

昭
和
四
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
四

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

六
・
七
九

昭
和
四
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

五
・
九
四

昭
和
四
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
六

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

五
・
一
〇

昭
和
四
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

四
・
四
七

昭
和
四
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
八

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

三
・
八
七

昭
和
四
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

三
・
二
六

昭
和
四
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二
・
六
二

昭
和
五
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
一
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二
・
二
三

昭
和
五
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二
・
〇
一

昭
和
五
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
三

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
八
三

昭
和
五
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
四

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
七
四

昭
和
五
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
六
四

昭
和
五
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
六

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
五
五

昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
四
八

昭
和
五
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
八

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
四
一

昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
三
七

昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
三
三

昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
一
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
二
八

昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
二
五

昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
三

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
二
三

昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
元
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
一
八

平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

一
・
一
五

平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

一
・
一
二

平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
四
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
七

平
成
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
五
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
五

平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
六
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
四

平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
七
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
二

平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
八
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
〇

平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
九
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八
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平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
一
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
二
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
三
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
七

平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

２
　
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
六
号
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
平
成
二
十
四
年
改
正
省
令
」
と
い

う
。
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
平

成
二
十
四
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
日
に
係
る
船
員
保

険
法
に
よ
る
休
業
手
当
金
の
額
、
平
成
二
十
三
年
八
月

か
ら
平
成
二
十
四
年
七
月
ま
で
の
月
分
の
同
法
に
よ
る

障
害
年
金
及
び
遺
族
年
金
の
額
、
平
成
二
十
三
年
八
月

一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
に
支
給

す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
同
法
に
よ
る
障
害
手
当
金
、
障

害
差
額
一
時
金
、
障
害
年
金
差
額
一
時
金
、
遺
族
一
時

金
及
び
遺
族
年
金
差
額
一
時
金
の
額
並
び
に
障
害
前
払

一
時
金
及
び
遺
族
前
払
一
時
金
の
限
度
額
並
び
に
平
成

二
十
三
年
八
月
か
ら
平
成
二
十
四
年
七
月
ま
で
の
月
分

の
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規

定
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
（
職
務
上
の
事
由
又
は
通

勤
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
に
つ
い
て
は
、
平
成

二
十
四
年
改
正
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施

行
規
則
第
百
五
十
条
中
「
別
表
第
五
」
と
あ
る
の
は
、

「
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
平
成
三
十
一
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
九
号
）
附
則

第
三
条
第
二
項
の
表
」
と
す
る
。

障
害
若
し
く
は
死
亡
の
原
因
と
な
っ
た
疾
病

若
し
く
は
負
傷
の
発
生
し
た
日
又
は

後
に

資
格
を
喪
失
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日

率

昭
和
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
日

二

四

・

九
二

昭
和
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
二
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二

一

・

九
五

昭
和
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二

〇

・

七
一

昭
和
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
一
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

九

・

八
一

昭
和
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

八

・

六
九

昭
和
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
三

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

八

・

〇
四

昭
和
三
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
四

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

七

・

七
七

昭
和
三
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

六

・

七
〇

昭
和
三
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
六

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

五

・

七
一

昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

四

・

〇
五

昭
和
三
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
八

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

二

・

六
四

昭
和
三
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

一

・

四
〇

昭
和
三
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

〇

・

二
九

昭
和
四
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
一
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

九
・
四
一

昭
和
四
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

八
・
五
四

昭
和
四
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
三

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

七
・
六
九

昭
和
四
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
四

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

六
・
八
一

昭
和
四
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

五
・
九
五

昭
和
四
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
六

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

五
・
一
二

昭
和
四
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

四
・
四
九

昭
和
四
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
八

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

三
・
八
八

昭
和
四
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

三
・
二
七

昭
和
四
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二
・
六
三

昭
和
五
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
一
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二
・
二
四

昭
和
五
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二
・
〇
一

昭
和
五
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
三

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
八
四

昭
和
五
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
四

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
七
四

昭
和
五
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
六
四

昭
和
五
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
六

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
五
五

昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
四
八

昭
和
五
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
八

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
四
一

昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
三
八

昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
三
三

昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
一
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
二
九

昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
二
六

昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
三

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
二
三

昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
元
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
一
九

平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

一
・
一
五

平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

一
・
一
二

平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
四
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
八

平
成
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
五
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
六

平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
六
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
四

平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
七
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
二

平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
八
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
〇

平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
九
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
一
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
二
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
三
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
〇

３
　
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
平
成
二
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
三
号
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
平
成
二
十
五
年
改
正
省
令
」
と
い

う
。
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
四
年
八
月
一
日
か
ら
平

成
二
十
五
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
日
に
係
る
船
員
保

険
法
に
よ
る
休
業
手
当
金
の
額
、
平
成
二
十
四
年
八
月

か
ら
平
成
二
十
五
年
七
月
ま
で
の
月
分
の
同
法
に
よ
る

障
害
年
金
及
び
遺
族
年
金
の
額
、
平
成
二
十
四
年
八
月

一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
に
支
給

す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
同
法
に
よ
る
障
害
手
当
金
、
障

害
差
額
一
時
金
、
障
害
年
金
差
額
一
時
金
、
遺
族
一
時

金
及
び
遺
族
年
金
差
額
一
時
金
の
額
並
び
に
障
害
前
払

一
時
金
及
び
遺
族
前
払
一
時
金
の
限
度
額
並
び
に
平
成

二
十
四
年
八
月
か
ら
平
成
二
十
五
年
七
月
ま
で
の
月
分

の
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
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定
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
（
職
務
上
の
事
由
又
は
通

勤
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
に
つ
い
て
は
、
平
成

二
十
五
年
改
正
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施

行
規
則
第
百
五
十
条
中
「
別
表
第
五
」
と
あ
る
の
は
、

「
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
平
成
三
十
一
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
九
号
）
附
則

第
三
条
第
三
項
の
表
」
と
す
る
。

障
害
若
し
く
は
死
亡
の
原
因
と
な
っ
た
疾
病

若
し
く
は
負
傷
の
発
生
し
た
日
又
は

後
に

資
格
を
喪
失
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日

率

昭
和
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
日

二

四

・

八
五

昭
和
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
二
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二

一

・

八
九

昭
和
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二

〇

・

六
五

昭
和
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
一
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

九

・

七
六

昭
和
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

八

・

六
四

昭
和
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
三

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

七

・

九
九

昭
和
三
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
四

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

七

・

七
二

昭
和
三
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

六

・

六
五

昭
和
三
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
六

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

五

・

六
七

昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

四

・

〇
一

昭
和
三
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
八

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

二

・

六
一

昭
和
三
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

一

・

三
七

昭
和
三
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

〇

・

二
六

昭
和
四
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
一
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

九
・
三
九

昭
和
四
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

八
・
五
二

昭
和
四
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
三

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

七
・
六
七

昭
和
四
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
四

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

六
・
七
九

昭
和
四
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

五
・
九
四

昭
和
四
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
六

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

五
・
一
〇

昭
和
四
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

四
・
四
八

昭
和
四
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
八

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

三
・
八
七

昭
和
四
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

三
・
二
六

昭
和
四
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二
・
六
二

昭
和
五
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
一
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二
・
二
三

昭
和
五
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二
・
〇
一

昭
和
五
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
三

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
八
三

昭
和
五
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
四

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
七
四

昭
和
五
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
六
四

昭
和
五
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
六

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
五
五

昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
四
八

昭
和
五
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
八

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
四
一

昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
三
七

昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
三
三

昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
一
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
二
八

昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
二
五

昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
三

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
二
三

昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
元
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
一
八

平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

一
・
一
五

平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

一
・
一
二

平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
四
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
七

平
成
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
五
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
五

平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
六
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
四

平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
七
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
二

平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
八
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
〇

平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
九
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
一
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
二
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
三
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
七

平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
〇

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
〇

４
　
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
一
号
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
平
成
二
十
六
年
改
正
省
令
」
と
い

う
。
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
五
年
八
月
一
日
か
ら
平

成
二
十
六
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
日
に
係
る
船
員
保

険
法
に
よ
る
休
業
手
当
金
の
額
、
平
成
二
十
五
年
八
月

か
ら
平
成
二
十
六
年
七
月
ま
で
の
月
分
の
同
法
に
よ
る

障
害
年
金
及
び
遺
族
年
金
の
額
、
平
成
二
十
五
年
八
月

一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
に
支
給

す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
同
法
に
よ
る
障
害
手
当
金
、
障

害
差
額
一
時
金
、
障
害
年
金
差
額
一
時
金
、
遺
族
一
時

金
及
び
遺
族
年
金
差
額
一
時
金
の
額
並
び
に
障
害
前
払

一
時
金
及
び
遺
族
前
払
一
時
金
の
限
度
額
並
び
に
平
成

二
十
五
年
八
月
か
ら
平
成
二
十
六
年
七
月
ま
で
の
月
分

の
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規

定
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
（
職
務
上
の
事
由
又
は
通

勤
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
に
つ
い
て
は
、
平
成

二
十
六
年
改
正
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施

行
規
則
第
百
五
十
条
中
「
別
表
第
五
」
と
あ
る
の
は
、

「
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
平
成
三
十
一
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
九
号
）
附
則

第
三
条
第
四
項
の
表
」
と
す
る
。

障
害
若
し
く
は
死
亡
の
原
因
と
な
っ
た
疾
病

若
し
く
は
負
傷
の
発
生
し
た
日
又
は

後
に

資
格
を
喪
失
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日

率

昭
和
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
日

二

四

・

七
〇

昭
和
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
二
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二

一

・

七
五

昭
和
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二

〇

・

五
三

昭
和
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
一
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

九

・

六
四

昭
和
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

八

・

五
二

昭
和
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
三

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

七

・

八
八

昭
和
三
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
四

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

七

・

六
二

昭
和
三
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

六

・

五
五

昭
和
三
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
六

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

五

・

五
七

昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

三

・

九
三

昭
和
三
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
八

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

二

・

五
三

昭
和
三
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

一

・

三
〇
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昭
和
三
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

〇

・

二
〇

昭
和
四
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
一
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

九
・
三
三

昭
和
四
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

八
・
四
七

昭
和
四
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
三

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

七
・
六
二

昭
和
四
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
四

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

六
・
七
五

昭
和
四
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

五
・
九
〇

昭
和
四
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
六

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

五
・
〇
七

昭
和
四
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

四
・
四
五

昭
和
四
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
八

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

三
・
八
五

昭
和
四
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

三
・
二
四

昭
和
四
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二
・
六
一

昭
和
五
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
一
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二
・
二
二

昭
和
五
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二
・
〇
〇

昭
和
五
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
三

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
八
二

昭
和
五
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
四

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
七
三

昭
和
五
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
六
三

昭
和
五
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
六

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
五
四

昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
四
七

昭
和
五
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
八

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
四
〇

昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
三
六

昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
三
二

昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
一
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
二
八

昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
二
五

昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
三

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
二
二

昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
元
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
一
八

平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

一
・
一
四

平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

一
・
一
一

平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
四
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
七

平
成
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
五
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
五

平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
六
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
三

平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
七
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
一

平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
八
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
〇

平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
九
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
七

平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
一
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
二
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
七

平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
三
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
七

平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

５
　
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
五
号
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
改
正
省
令
」
と

い
う
。
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
六
年
八
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
七
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
日
に
係
る
船
員

保
険
法
に
よ
る
休
業
手
当
金
の
額
、
平
成
二
十
六
年
八

月
か
ら
平
成
二
十
七
年
七
月
ま
で
の
月
分
の
同
法
に
よ

る
障
害
年
金
及
び
遺
族
年
金
の
額
、
平
成
二
十
六
年
八

月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
に
支

給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
同
法
に
よ
る
障
害
手
当
金
、

障
害
差
額
一
時
金
、
障
害
年
金
差
額
一
時
金
、
遺
族
一

時
金
及
び
遺
族
年
金
差
額
一
時
金
の
額
並
び
に
障
害
前

払
一
時
金
及
び
遺
族
前
払
一
時
金
の
限
度
額
並
び
に
平

成
二
十
六
年
八
月
か
ら
平
成
二
十
七
年
七
月
ま
で
の
月

分
の
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
八
十
七
条
第
一
項
に

規
定
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
（
職
務
上
の
事
由
又
は

通
勤
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
に
つ
い
て
は
、
平

成
二
十
七
年
改
正
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法

施
行
規
則
第
百
五
十
条
中
「
別
表
第
五
」
と
あ
る
の

は
、
「
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
（
平
成
三
十
一
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
九
号
）
附

則
第
三
条
第
五
項
の
表
」
と
す
る
。

障
害
若
し
く
は
死
亡
の
原
因
と
な
っ
た
疾
病

若
し
く
は
負
傷
の
発
生
し
た
日
又
は

後
に

資
格
を
喪
失
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日

率

昭
和
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
日

二

四

・

六
九

昭
和
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
二
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二

一

・

七
五

昭
和
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二

〇

・

五
二

昭
和
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
一
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

九

・

六
三

昭
和
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

八

・

五
二

昭
和
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
三

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

七

・

八
七

昭
和
三
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
四

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

七

・

六
一

昭
和
三
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

六

・

五
四

昭
和
三
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
六

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

五

・

五
七

昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

三

・

九
二

昭
和
三
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
八

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

二

・

五
三

昭
和
三
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

一

・

二
九

昭
和
三
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

〇

・

一
九

昭
和
四
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
一
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

九
・
三
三

昭
和
四
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

八
・
四
七

昭
和
四
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
三

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

七
・
六
二

昭
和
四
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
四

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

六
・
七
五

昭
和
四
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

五
・
九
〇

昭
和
四
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
六

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

五
・
〇
七

昭
和
四
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

四
・
四
五

昭
和
四
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
八

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

三
・
八
五

昭
和
四
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

三
・
二
四

昭
和
四
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二
・
六
一

昭
和
五
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
一
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二
・
二
二

昭
和
五
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
九
九

昭
和
五
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
三

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
八
二

昭
和
五
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
四

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
七
三
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昭
和
五
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
六
三

昭
和
五
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
六

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
五
四

昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
四
七

昭
和
五
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
八

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
四
〇

昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
三
六

昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
三
二

昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
一
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
二
八

昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
二
五

昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
三

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
二
二

昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
元
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
一
八

平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

一
・
一
四

平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

一
・
一
一

平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
四
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
七

平
成
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
五
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
五

平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
六
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
三

平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
七
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
一

平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
八
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
〇

平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
九
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
七

平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
一
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
二
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
七

平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
三
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
七

平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
〇

６
　
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
平
成
二
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十
五
号
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
平
成
二
十
八
年
改
正
省
令
」
と

い
う
。
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
七
年
八
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
八
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
日
に
係
る
船
員

保
険
法
に
よ
る
休
業
手
当
金
の
額
、
平
成
二
十
七
年
八

月
か
ら
平
成
二
十
八
年
七
月
ま
で
の
月
分
の
同
法
に
よ

る
障
害
年
金
及
び
遺
族
年
金
の
額
、
平
成
二
十
七
年
八

月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
に
支

給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
同
法
に
よ
る
障
害
手
当
金
、

障
害
差
額
一
時
金
、
障
害
年
金
差
額
一
時
金
、
遺
族
一

時
金
及
び
遺
族
年
金
差
額
一
時
金
の
額
並
び
に
障
害
前

払
一
時
金
及
び
遺
族
前
払
一
時
金
の
限
度
額
並
び
に
平

成
二
十
七
年
八
月
か
ら
平
成
二
十
八
年
七
月
ま
で
の
月

分
の
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
八
十
七
条
第
一
項
に

規
定
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
（
職
務
上
の
事
由
又
は

通
勤
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
に
つ
い
て
は
、
平

成
二
十
八
年
改
正
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法

施
行
規
則
第
百
五
十
条
中
「
別
表
第
五
」
と
あ
る
の

は
、
「
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
（
平
成
三
十
一
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
九
号
）
附

則
第
三
条
第
六
項
の
表
」
と
す
る
。

障
害
若
し
く
は
死
亡
の
原
因
と
な
っ
た
疾
病
若

し
く
は
負
傷
の
発
生
し
た
日
又
は

後
に
資
格

を
喪
失
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日

率

昭
和
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
日

二

四

・

八
二

昭
和
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
二
十
九
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二

一

・

八
六

昭
和
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二

〇

・

六
三

昭
和
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
一
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

九

・

七
三

昭
和
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
二
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

八

・

六
一

昭
和
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
三
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

七

・

九
六

昭
和
三
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
四
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

七

・

七
〇

昭
和
三
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
五
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

六

・

六
三

昭
和
三
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
六
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

五

・

六
五

昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
七
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

三

・

九
九

昭
和
三
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

二

・

五
九

昭
和
三
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
九
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

一

・

三
五

昭
和
三
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

〇

・

二
五

昭
和
四
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
一
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

九
・
三
七

昭
和
四
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
二
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

八
・
五
一

昭
和
四
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
三
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

七
・
六
六

昭
和
四
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
四
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

六
・
七
八

昭
和
四
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
五
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

五
・
九
三

昭
和
四
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
六
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

五
・
一
〇

昭
和
四
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
七
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

四
・
四
七

昭
和
四
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

三
・
八
七

昭
和
四
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
九
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

三
・
二
六

昭
和
四
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二
・
六
二

昭
和
五
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
一
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二
・
二
三

昭
和
五
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
二
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二
・
〇
〇

昭
和
五
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
三
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
八
三

昭
和
五
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
四
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
七
四

昭
和
五
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
五
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
六
三

昭
和
五
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
六
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
五
五

昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
七
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
四
八

昭
和
五
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
四
一

昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
九
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
三
七

昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
三
三

昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
一
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
二
八

昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
二
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
二
五

昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
三
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
二
二

昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
元
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
一
八

平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
日

一
・
一
五

平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
日

一
・
一
二

平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
四
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
七

平
成
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
五
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
五

平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
六
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
四

平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
七
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
一

70



平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
八
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
〇

平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
九
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
一
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
二
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
三
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
七

平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
〇

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
〇

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
〇

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
〇

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
一

７
　
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
平
成
二
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
三
号
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
平
成
二
十
九
年
改
正
省
令
」
と
い

う
。
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
八
年
八
月
一
日
か
ら
平

成
二
十
九
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
日
に
係
る
船
員
保

険
法
に
よ
る
休
業
手
当
金
の
額
、
平
成
二
十
八
年
八
月

か
ら
平
成
二
十
九
年
七
月
ま
で
の
月
分
の
同
法
に
よ
る

障
害
年
金
及
び
遺
族
年
金
の
額
、
平
成
二
十
八
年
八
月

一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
に
支
給

す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
同
法
に
よ
る
障
害
手
当
金
、
障

害
差
額
一
時
金
、
障
害
年
金
差
額
一
時
金
、
遺
族
一
時

金
及
び
遺
族
年
金
差
額
一
時
金
の
額
並
び
に
障
害
前
払

一
時
金
及
び
遺
族
前
払
一
時
金
の
限
度
額
並
び
に
平
成

二
十
八
年
八
月
か
ら
平
成
二
十
九
年
七
月
ま
で
の
月
分

の
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規

定
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
（
職
務
上
の
事
由
又
は
通

勤
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
に
つ
い
て
は
、
平
成

二
十
九
年
改
正
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施

行
規
則
第
百
五
十
条
中
「
別
表
第
五
」
と
あ
る
の
は
、

「
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
平
成
三
十
一
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
九
号
）
附
則

第
三
条
第
七
項
の
表
」
と
す
る
。

障
害
若
し
く
は
死
亡
の
原
因
と
な
っ
た
疾
病
若

し
く
は
負
傷
の
発
生
し
た
日
又
は

後
に
資
格

を
喪
失
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日

率

昭
和
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
日

二

四

・

九
四

昭
和
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
二
十
九
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二

一

・

九
六

昭
和
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二

〇

・

七
三

昭
和
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
一
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

九

・

八
二

昭
和
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
二
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

八

・

七
〇

昭
和
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
三
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

八

・

〇
五

昭
和
三
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
四
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

七

・

七
九

昭
和
三
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
五
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

六

・

七
一

昭
和
三
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
六
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

五

・

七
二

昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
七
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

四

・

〇
六

昭
和
三
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

二

・

六
五

昭
和
三
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
九
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

一

・

四
〇

昭
和
三
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

〇

・

二
九

昭
和
四
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
一
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

九
・
四
二

昭
和
四
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
二
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

八
・
五
五

昭
和
四
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
三
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

七
・
七
〇

昭
和
四
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
四
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

六
・
八
一

昭
和
四
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
五
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

五
・
九
六

昭
和
四
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
六
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

五
・
一
二

昭
和
四
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
七
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

四
・
四
九

昭
和
四
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

三
・
八
九

昭
和
四
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
九
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

三
・
二
七

昭
和
四
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二
・
六
三

昭
和
五
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
一
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二
・
二
四

昭
和
五
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
二
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二
・
〇
一

昭
和
五
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
三
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
八
四

昭
和
五
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
四
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
七
四

昭
和
五
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
五
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
六
四

昭
和
五
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
六
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
五
五

昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
七
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
四
八

昭
和
五
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
四
一

昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
九
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
三
八

昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
三
三

昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
一
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
二
九

昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
二
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
二
六

昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
三
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
二
三

昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
元
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
一
九

平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
日

一
・
一
五

平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
日

一
・
一
二

平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
四
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
八

平
成
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
五
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
六

平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
六
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
四

平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
七
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
二

平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
八
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
〇

平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
九
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
一
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
二
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
三
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

71



平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
〇

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
〇

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
〇

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
一

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
一

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
〇

８
　
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
平
成
三
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
九
号
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
平
成
三
十
年
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）

附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も

の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
三
十

年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
日
に
係
る
船
員
保
険
法
に
よ

る
休
業
手
当
金
の
額
、
平
成
二
十
九
年
八
月
か
ら
平
成

三
十
年
七
月
ま
で
の
月
分
の
同
法
に
よ
る
障
害
年
金
及

び
遺
族
年
金
の
額
、
平
成
二
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
平

成
三
十
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
に
支
給
す
べ
き
事
由
の

生
じ
た
同
法
に
よ
る
障
害
手
当
金
、
障
害
差
額
一
時

金
、
障
害
年
金
差
額
一
時
金
、
遺
族
一
時
金
及
び
遺
族

年
金
差
額
一
時
金
の
額
並
び
に
障
害
前
払
一
時
金
及
び

遺
族
前
払
一
時
金
の
限
度
額
並
び
に
平
成
二
十
九
年
八

月
か
ら
平
成
三
十
年
七
月
ま
で
の
月
分
の
昭
和
六
十
年

改
正
法
附
則
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
た

る
保
険
給
付
（
職
務
上
の
事
由
又
は
通
勤
に
よ
る
も
の

に
限
る
。
）
の
額
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
年
改
正
省

令
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
百
五
十

条
中
「
別
表
第
五
」
と
あ
る
の
は
、
「
船
員
保
険
法
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
一
年
厚

生
労
働
省
令
第
六
十
九
号
）
附
則
第
三
条
第
八
項
の

表
」
と
す
る
。

障
害
若
し
く
は
死
亡
の
原
因
と
な
っ
た
疾
病
若

し
く
は
負
傷
の
発
生
し
た
日
又
は

後
に
資
格

を
喪
失
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日

率

昭
和
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
日

二

四

・

九
九

昭
和
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
二
十
九
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二

二

・

〇
一

昭
和
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二

〇

・

七
七

昭
和
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
一
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

九

・

八
七

昭
和
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
二
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

八

・

七
四

昭
和
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
三
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

八

・

〇
九

昭
和
三
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
四
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

七

・

八
二

昭
和
三
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
五
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

六

・

七
四

昭
和
三
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
六
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

五

・

七
五

昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
七
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

四

・

〇
九

昭
和
三
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

二

・

六
八

昭
和
三
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
九
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

一

・

四
三

昭
和
三
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一

〇

・

三
二

昭
和
四
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
一
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

九
・
四
四

昭
和
四
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
二
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

八
・
五
七

昭
和
四
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
三
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

七
・
七
一

昭
和
四
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
四
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

六
・
八
三

昭
和
四
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
五
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

五
・
九
七

昭
和
四
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
六
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

五
・
一
三

昭
和
四
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
七
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

四
・
五
〇

昭
和
四
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

三
・
九
〇

昭
和
四
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
九
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

三
・
二
八

昭
和
四
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二
・
六
四

昭
和
五
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
一
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二
・
二
五

昭
和
五
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
二
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

二
・
〇
二

昭
和
五
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
三
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
八
四

昭
和
五
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
四
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
七
五

昭
和
五
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
五
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
六
四

昭
和
五
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
六
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
五
六

昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
七
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
四
九

昭
和
五
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
四
二

昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
九
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
三
八

昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
三
三

昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
一
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
二
九

昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
二
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
二
六

昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
三
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
二
三

昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
元
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
一
九

平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
日

一
・
一
六

平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
日

一
・
一
二

平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
四
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
八

平
成
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
五
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
六

平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
六
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
四

平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
七
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
二

平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
八
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
一

平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
九
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
一
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
二
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
三
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
八

平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
〇

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日

〇
・
九
九

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
一

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
〇

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
一

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
一

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
一

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
一

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

一
・
〇
〇

（
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で
の
日
に
係
る

船
員
保
険
法
に
よ
る
休
業
手
当
金
、
施
行
日
の
前
日
の

属
す
る
月
以
前
の
月
分
の
同
法
に
よ
る
障
害
年
金
及
び

遺
族
年
金
、
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
支
給
す
べ
き
事
由

の
生
じ
た
同
法
に
よ
る
障
害
手
当
金
、
障
害
差
額
一
時

金
、
障
害
年
金
差
額
一
時
金
、
遺
族
一
時
金
及
び
遺
族

年
金
差
額
一
時
金
、
障
害
前
払
一
時
金
及
び
遺
族
前
払

一
時
金
並
び
に
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
号
）
附
則
第
三
十
九
条

の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
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同
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
第

五
十
七
条
ノ
二
第
三
項
に
規
定
す
る
事
業
と
し
て
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
支
給
す
る
支
給
金

並
び
に
施
行
日
の
前
日
の
属
す
る
月
以
前
の
月
分
の
昭

和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す

る
年
金
た
る
保
険
給
付
（
職
務
上
の
事
由
又
は
通
勤
に

よ
る
も
の
に
限
る
。
）
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に

「
保
険
給
付
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
施
行
日
前
に
算
定

さ
れ
た
額
を

終
標
準
報
酬
月
額
又
は
標
準
報
酬
日
額

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「

終
標
準
報
酬
月
額
等
」

と
い
う
。
）
と
し
て
支
払
わ
れ
た
保
険
給
付
の
総
額
は
、

第
一
号
に
掲
げ
る
額
の
総
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額

の
総
額
を
控
除
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る

場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
額

の
総
額
を
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
総
額
に
加
え
た
額
と

す
る
。

一
　
施
行
日
以
後
に
算
定
さ
れ
た

終
標
準
報
酬
月
額

等
に
よ
り
支
払
わ
れ
る
額

二
　
施
行
日
前
に
算
定
さ
れ
た

終
標
準
報
酬
月
額
等

に
よ
り
支
払
わ
れ
た
額

三
　
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
前
号
に
掲
げ
る
額
を
控

除
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に

は
、
零
と
す
る
。
）
に
、
次
の
表
上
欄
に
掲
げ
る
前

号
に
掲
げ
る
額
が
支
給
さ
れ
た
日
の
属
す
る
各
期
間

に
応
じ
て
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

施
行
日
前
に
算
定
さ
れ
た

終
標
準

報
酬
月
額
等
に
よ
り
支
払
わ
れ
た

日
の
属
す
る
期
間

率

平
成
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
十

七
年
七
月
三
十
一
日
ま
で

〇
・
一

四

平
成
十
七
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
十

八
年
七
月
三
十
一
日
ま
で

〇
・
一

三

平
成
十
八
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
十

九
年
七
月
三
十
一
日
ま
で

〇
・
一

一

平
成
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二

十
年
七
月
三
十
一
日
ま
で

〇
・
〇

九

平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二

十
一
年
七
月
三
十
一
日
ま
で

〇
・
〇

八

平
成
二
十
一
年
八
月
一
日
か
ら
平
成

二
十
二
年
七
月
三
十
一
日
ま
で

〇
・
〇

六

平
成
二
十
二
年
八
月
一
日
か
ら
平
成

二
十
三
年
七
月
三
十
一
日
ま
で

〇
・
〇

五

平
成
二
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
平
成

二
十
四
年
七
月
三
十
一
日
ま
で

〇
・
〇

四

平
成
二
十
四
年
八
月
一
日
か
ら
平
成

二
十
五
年
七
月
三
十
一
日
ま
で

〇
・
〇

三

平
成
二
十
五
年
八
月
一
日
か
ら
平
成

二
十
六
年
七
月
三
十
一
日
ま
で

〇
・
〇

二

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
平
成

二
十
七
年
七
月
三
十
一
日
ま
で

〇
・
〇

一

平
成
二
十
七
年
八
月
一
日
か
ら
平
成

二
十
八
年
七
月
三
十
一
日
ま
で

〇
・
〇

一

平
成
二
十
八
年
八
月
一
日
か
ら
平
成

二
十
九
年
七
月
三
十
一
日
ま
で

〇
・
〇

一

平
成
二
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
平
成

三
十
年
七
月
三
十
一
日
ま
で

〇
・
〇

一

平
成
三
十
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
日

の
前
日
ま
で

〇
・
〇

一

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
の
額
の
算
定
に
当
た
っ
て

は
、
そ
の
支
給
の
対
象
者
に
対
し
て
行
わ
れ
た
支
給
す

べ
き
事
由
の
異
な
る
保
険
給
付
の
種
類
毎
に
額
の
計
算

を
行
う
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
厚
生
労
働
省
令

第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令

で
定
め
る
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
に

よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要

と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り

繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
三
一
日
厚
生
労
働
省

令
第
三
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
令
和
元
年
七
月
三
十
一
日
以
前
の
日
に
係
る
船
員
保

険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
休
業
手
当

金
の
額
、
同
月
以
前
の
月
分
の
同
法
に
よ
る
障
害
年
金

及
び
遺
族
年
金
の
額
、
同
日
以
前
に
支
給
す
べ
き
事
由

の
生
じ
た
同
法
に
よ
る
障
害
手
当
金
、
障
害
差
額
一
時

金
、
障
害
年
金
差
額
一
時
金
、
遺
族
一
時
金
及
び
遺
族

年
金
差
額
一
時
金
の
額
並
び
に
同
日
以
前
に
支
給
す
べ

き
事
由
の
生
じ
た
障
害
前
払
一
時
金
及
び
遺
族
前
払
一

時
金
の
限
度
額
並
び
に
同
月
以
前
の
月
分
の
国
民
年
金

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第

三
十
四
号
）
附
則
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年

金
た
る
保
険
給
付
（
職
務
上
の
事
由
又
は
通
勤
に
よ
る

も
の
に
限
る
。
）
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
八
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省

令
第
三
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
附
則
第

三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
四
条
第
二
項
及
び

第
三
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
三
条
　
改
正
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船

員
保
険
法
（
以
下
「
改
正
後
船
員
保
険
法
」
と
い
う
。
）

第
二
条
第
九
項
並
び
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正
後
船
員
保
険

法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
の
二
及
び
第

二
十
五
条
の
三
の
規
定
の
施
行
に
よ
り
被
扶
養
者
で
な

く
な
る
者
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
船

員
保
険
法
第
五
十
三
条
第
六
項
各
号
に
掲
げ
る
病
院
又

は
診
療
所
に
入
院
し
て
い
る
も
の
の
当
該
入
院
の
期
間

に
お
け
る
被
扶
養
者
と
し
て
の
資
格
に
つ
い
て
は
、
そ

の
者
が
引
き
続
き
当
該
被
保
険
者
と
同
一
の
世
帯
に
属

し
、
主
と
し
て
そ
の
被
保
険
者
に
よ
り
生
計
を
維
持
し

て
い
る
間
（
そ
の
者
が
当
該
被
保
険
者
の
直
系
尊
属
、

配
偶
者
（
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係

と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
、
子
、
孫
及
び
兄

弟
姉
妹
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
主
と
し
て
そ
の
被

保
険
者
に
よ
り
生
計
を
維
持
し
て
い
る
間
）
に
限
り
、

改
正
後
船
員
保
険
法
第
二
条
第
九
項
並
び
に
改
正
後
船

員
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
五
条
の
二
及
び
第
二
十
五

条
の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

２
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
お

い
て
も
、
改
正
後
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
令
和
二
年
四

月
一
日
に
お
け
る
状
況
を
記
載
し
た
改
正
後
船
員
保
険

法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

の
受
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
お

い
て
も
、
改
正
後
船
員
保
険
法
第
二
条
第
九
項
並
び
に

改
正
後
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
五
条
の
二
及
び

第
二
十
五
条
の
三
の
規
定
の
施
行
に
よ
り
被
扶
養
者
で

な
く
な
る
者
を
有
す
る
被
保
険
者
か
ら
の
令
和
二
年
四

月
一
日
に
お
け
る
状
況
を
記
載
し
た
改
正
後
船
員
保
険

法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

の
受
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
〇
月
二
八
日
厚
生
労
働

省
令
第
六
五
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
医
療
保
険
制
度
の
適
正
か
つ
効

率
的
な
運
営
を
図
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
九
号
）
附
則
第
一

条
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令

で
定
め
る
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
に

よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要

と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り

繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
二
六
日
厚
生
労
働
省

令
第
四
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
雇
用
保
険
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省

関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
附
則
第
一
条
の
二
第

一
項
第
一
号
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施

行
の
日
以
後
に
受
け
た
介
護
に
係
る
介
護
料
の
額
の
算

定
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る

介
護
料
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。附

　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省

令
第
七
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
二
年
七
月
二
八
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
四
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
令
和
二
年
七
月
三
十
一
日
以
前
の
日
に
係
る
船
員
保

険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
休
業
手
当

金
の
額
、
同
月
以
前
の
月
分
の
同
法
に
よ
る
障
害
年
金
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及
び
遺
族
年
金
の
額
、
同
日
以
前
に
支
給
す
べ
き
事
由

の
生
じ
た
同
法
に
よ
る
障
害
手
当
金
、
障
害
差
額
一
時

金
、
障
害
年
金
差
額
一
時
金
、
遺
族
一
時
金
及
び
遺
族

年
金
差
額
一
時
金
の
額
並
び
に
同
日
以
前
に
支
給
す
べ

き
事
由
の
生
じ
た
障
害
前
払
一
時
金
及
び
遺
族
前
払
一

時
金
の
限
度
額
並
び
に
同
月
以
前
の
月
分
の
国
民
年
金

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第

三
十
四
号
）
附
則
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年

金
た
る
保
険
給
付
（
職
務
上
の
事
由
又
は
通
勤
に
よ
る

も
の
に
限
る
。
）
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
九
月
二
五
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
六
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
九
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
六
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
二
年
一
〇
月
二
六
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
七
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
九
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
九
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
五
日
厚
生
労
働

省
令
第
二
〇
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
月
二
七
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
令
和
三
年
一
月
三
十
一
日
以
前
の
日
に
係
る
船
員
保

険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
休
業
手
当

金
の
額
、
同
月
以
前
の
月
分
の
同
法
に
よ
る
障
害
年
金

及
び
遺
族
年
金
の
額
、
同
日
以
前
に
支
給
す
べ
き
事
由

の
生
じ
た
同
法
に
よ
る
障
害
手
当
金
、
障
害
差
額
一
時

金
、
障
害
年
金
差
額
一
時
金
、
遺
族
一
時
金
及
び
遺
族

年
金
差
額
一
時
金
の
額
並
び
に
同
日
以
前
に
支
給
す
べ

き
事
由
の
生
じ
た
障
害
前
払
一
時
金
及
び
遺
族
前
払
一

時
金
の
限
度
額
並
び
に
同
月
以
前
の
月
分
の
国
民
年
金

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第

三
十
四
号
）
附
則
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年

金
た
る
保
険
給
付
（
職
務
上
の
事
由
又
は
通
勤
に
よ
る

も
の
に
限
る
。
）
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
月
二
九
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
二
月
一
五
日
厚
生
労
働
省

令
第
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省

令
第
七
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
雇
用
保
険
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省

関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
附
則
第
一
条
の
二
第

一
項
第
一
号
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施

行
の
日
以
後
に
受
け
た
介
護
に
係
る
介
護
料
の
額
の
算

定
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る

介
護
料
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。附

　
則
　
（
令
和
三
年
六
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
国
民
年
金
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
等
に
係
る

国
民
年
金
手
帳
の
使
用
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る

国
民
年
金
手
帳
及
び
通
知
書
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
後
の
省
令
に
規
定
す
る
基
礎
年
金
番
号

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
と
み
な
す
。

２
　
年
金
手
帳
既
交
付
者
及
び
通
知
書
既
交
付
者
に
係
る

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第

百
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
項
第
三
号
並
び

に
第
百
三
十
一
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
第
四
号

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第

百

二

十

九

条

第

一

項

第

二
号

国
民
年
金
法
施
行
規
則

（
昭
和
三
十
五
年
厚
生
省

令
第
十
二
号
）
第
十
条
第

一
項
又
は
厚
生
年
金
保
険

法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

九
年
厚
生
省
令
第
三
十
七

号
）
第
八
十
一
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
基
礎
年
金

番
号
通
知
書
の
交
付
を
受

け
た
者

年
金
制
度
の
機
能
強
化

の
た
め
の
国
民
年
金
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
に
伴
う
厚

生
労
働
省
関
係
省
令
の

整
備
に
関
す
る
省
令

（
令
和
三
年
厚
生
労
働

省
令
第
百
十
五
号
）
に

よ
る
改
正
前
の
国
民
年

金
法
施
行
規
則
（
昭
和

三
十
五
年
厚
生
省
令
第

十
二
号
。
第
三
項
並
び

に
第
百
三
十
一
条
第
一

項
及
び
第
二
項
に
お
い

て
「
改
正
前
国
年
則
」

と
い
う
。
）
第
一
条
各

号
に
規
定
す
る
者
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の

第

百

二

十

九

条

第

三

項

第

三
号

国
民
年
金
法
施
行
規
則
第

十
条
第
一
項
又
は
厚
生
年

金
保
険
法
施
行
規
則
第
八

十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
の
交
付
を
受
け
た
者
に

あ
っ
て
は
、
基
礎
年
金
番

号
通
知
書

改
正
前
国
年
則
第
一
条

各
号
に
規
定
す
る
者
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
に
あ
っ
て
は
、
国

民
年
金
手
帳

第

百

三

十

一

条

第

一

項

第

二
号

国
民
年
金
法
施
行
規
則
第

十
条
第
一
項
又
は
厚
生
年

金
保
険
法
施
行
規
則
第
八

十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
の
交
付
を
受
け
た
者

改
正
前
国
年
則
第
一
条

各
号
に
規
定
す
る
者
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の

第

百

三

十

一

条

第

二
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第

十
条
第
一
項
又
は
厚
生
年

金
保
険
法
施
行
規
則
第
八

十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

改
正
前
国
年
則
第
一
条

各
号
に
規
定
す
る
者
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

項

第

四
号

よ
り
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
の
交
付
を
受
け
た
者
に

あ
っ
て
は
、
基
礎
年
金
番

号
通
知
書

も
の
に
あ
っ
て
は
、
国

民
年
金
手
帳

附
　
則
　
（
令
和
三
年
七
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
三
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
令
和
三
年
七
月
三
十
一
日
以
前
の
日
に
係
る
船
員
保

険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
休
業
手
当

金
の
額
、
同
月
以
前
の
月
分
の
同
法
に
よ
る
障
害
年
金

及
び
遺
族
年
金
の
額
、
同
日
以
前
に
支
給
す
べ
き
事
由

の
生
じ
た
同
法
に
よ
る
障
害
手
当
金
、
障
害
差
額
一
時

金
、
障
害
年
金
差
額
一
時
金
、
遺
族
一
時
金
及
び
遺
族

年
金
差
額
一
時
金
の
額
並
び
に
同
日
以
前
に
支
給
す
べ

き
事
由
の
生
じ
た
障
害
前
払
一
時
金
及
び
遺
族
前
払
一

時
金
の
限
度
額
並
び
に
同
月
以
前
の
月
分
の
国
民
年
金

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第

三
十
四
号
）
附
則
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年

金
た
る
保
険
給
付
（
職
務
上
の
事
由
又
は
通
勤
に
よ
る

も
の
に
限
る
。
）
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
八
月
四
日
厚
生
労
働
省
令

第
一
三
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
の
出
産
に
係
る
健
康
保
険

法
施
行
規
則
第
八
十
六
条
の
二
及
び
船
員
保
険
法
施
行

規
則
第
七
十
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
八
月
一
三
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
四
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
八
月
三
一
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
四
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
一
月
一
九
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
八
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
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（
傷
病
手
当
金
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法

施
行
規
則
第
六
十
九
条
の
三
の
規
定
は
、
施
行
日
の
前

日
に
お
い
て
、
支
給
を
始
め
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年

を
経
過
し
て
い
な
い
傷
病
手
当
金
に
つ
い
て
適
用
し
、

施
行
日
前
に
支
給
期
間
が
満
了
し
た
傷
病
手
当
金
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
二
九
日
厚
生
労
働
省

令
第
四
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省

令
第
五
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
条
　
全
国
健
康
保
険
協
会
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
項
及

び
次
項
に
お
い
て
「
新
船
保
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
様
式
第
二
号
に
よ
る
船

員
保
険
高
齢
者
受
給
者
証
、
様
式
第
五
号
に
よ
る
船
員

保
険
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
、
様
式
第
六
号
に
よ
る
船

員
保
険
限
度
額
適
用
認
定
証
及
び
様
式
第
七
号
に
よ
る

船
員
保
険
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
船
員
保
険
高
齢
者
受
給

者
証
等
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
船
員
保
険
高
齢
者
受
給
者
証

等
に
つ
い
て
は
、
新
船
保
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
旧
船

員
保
険
高
齢
者
受
給
者
証
等
に
つ
い
て
は
、
新
船
保
則

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
船
員
保
険
高
齢

者
受
給
者
証
等
の
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ

れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省

令
第
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法

施
行
規
則
第
百
六
十
一
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に

開
始
す
る
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三

号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
休
業
等
に
つ

い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
同
項
に
規
定
す

る
育
児
休
業
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省

令
第
七
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
附
則
第
一
条
の
二
第
一

項
第
一
号
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行

の
日
以
後
に
受
け
た
介
護
に
係
る
介
護
料
の
額
の
算
定

に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る
介

護
料
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
七
月
二
九
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
〇
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
令
和
四
年
七
月
三
十
一
日
以
前
の
日
に
係
る
船
員
保

険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
休
業
手
当

金
の
額
、
同
月
以
前
の
月
分
の
同
法
に
よ
る
障
害
年
金

及
び
遺
族
年
金
の
額
、
同
日
以
前
に
支
給
す
べ
き
事
由

の
生
じ
た
同
法
に
よ
る
障
害
手
当
金
、
障
害
差
額
一
時

金
、
障
害
年
金
差
額
一
時
金
、
遺
族
一
時
金
及
び
遺
族

年
金
差
額
一
時
金
の
額
並
び
に
同
日
以
前
に
支
給
す
べ

き
事
由
の
生
じ
た
障
害
前
払
一
時
金
及
び
遺
族
前
払
一

時
金
の
限
度
額
並
び
に
同
月
以
前
の
月
分
の
国
民
年
金

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第

三
十
四
号
）
附
則
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年

金
た
る
保
険
給
付
（
職
務
上
の
事
由
又
は
通
勤
に
よ
る

も
の
に
限
る
。
）
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
九
月
八
日
厚
生
労
働
省
令

第
一
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
四
年
九
月
一
三
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
二
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
四
年
九
月
二
七
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
三
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
年
金
制
度
の
機
能
強
化
の
た
め

の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一

条
第
八
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
次
条
に
お
い

て
「
第
八
号
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
二
月
九
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
六
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者

に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
五
項
に
お
い
て
「
改

正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規

定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省

令
第
五
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
雇
用
保
険
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省

関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
附
則
第
一
条
の
二
第

一
項
第
一
号
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施

行
の
日
以
後
に
受
け
た
介
護
に
係
る
介
護
料
の
額
の
算

定
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る

介
護
料
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。附

　
則
　
（
令
和
五
年
四
月
七
日
厚
生
労
働
省
令

第
六
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行

の
日
（
令
和
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
五
月
三
一
日
厚
生
労
働
省

令
第
八
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
七
月
二
一
日
厚
生
労
働
省

令
第
九
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
令
和
五
年
七
月
三
十
一
日
以
前
の
日
に
係
る
船
員
保

険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
休
業
手
当

金
の
額
、
同
月
以
前
の
月
分
の
同
法
に
よ
る
障
害
年
金

及
び
遺
族
年
金
の
額
、
同
日
以
前
に
支
給
す
べ
き
事
由

の
生
じ
た
同
法
に
よ
る
障
害
手
当
金
、
障
害
差
額
一
時

金
、
障
害
年
金
差
額
一
時
金
、
遺
族
一
時
金
及
び
遺
族

年
金
差
額
一
時
金
の
額
並
び
に
同
日
以
前
に
支
給
す
べ

き
事
由
の
生
じ
た
障
害
前
払
一
時
金
及
び
遺
族
前
払
一

時
金
の
限
度
額
並
び
に
同
月
以
前
の
月
分
の
国
民
年
金

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第

三
十
四
号
）
附
則
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年

金
た
る
保
険
給
付
（
職
務
上
の
事
由
又
は
通
勤
に
よ
る

も
の
に
限
る
。
）
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
九
月
二
九
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
一
月
一
三
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
一
月
三
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
四
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
被
保
険
者
資
格
等
の
確
認
に
係
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
療
養
又
は
指
定
訪
問
看
護
（
健
康
保
険
法
第
八

十
八
条
第
一
項
又
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
七
十
八
条

第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
を
い
う
。
）
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
お

い
て
も
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
健
康
保
険

法
施
行
規
則
第
五
十
三
条
（
同
令
第
九
十
条
及
び
第
九

十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
四

十
二
条
第
一
項
（
同
令
第
八
十
条
及
び
第
八
十
二
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
四

条
の
五
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
高
齢
者

の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
十
条
の

三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
五
十
三
条
第
一
項
第

三
号
（
同
令
第
九
十
条
及
び
第
九
十
四
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
四
十
二
条
第
一
項
第
三

号
（
同
令
第
八
十
条
及
び
第
八
十
二
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
四
条
の
五
第
一

項
第
三
号
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
高
齢

者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
十
条
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の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
っ
て
、
被
保
険
者
又

は
被
扶
養
者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
。附

　
則
　
（
令
和
六
年
一
月
一
七
日
厚
生
労
働
省

令
第
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
六
年
一
月
一
七
日
厚
生
労
働
省

令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
二
月
二
日
厚
生
労
働
省
令

第
二
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
六
日
厚
生
労
働
省

令
第
五
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
雇
用
保
険
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省

関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
附
則
第
一
条
の
二
第

一
項
第
一
号
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施

行
の
日
以
後
に
受
け
た
介
護
に
係
る
介
護
料
の
額
の
算

定
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る

介
護
料
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。附

　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
七
日
厚
生
労
働
省

令
第
五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
八
日
厚
生
労
働
省

令
第
五
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類

は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と

み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
は
、
当
分
の
間
、

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
代
え
て
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
九
日
厚
生
労
働
省

令
第
六
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

別
表
第
一
（
第
百
十
四
条
関
係
）

障害等級

障
害
の
状
態

一級

一
　
両
眼
が
失
明
し
た
も
の

二
　
そ
し
ゃ
く
及
び
言
語
の
機
能
を
廃
し
た
も
の

三
　
神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
著
し
い
障
害
を

残
し
、
常
に
介
護
を
要
す
る
も
の

四
　
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、

常
に
介
護
を
要
す
る
も
の

五
　
両
上
肢
を
ひ
じ
関
節
以
上
で
失
っ
た
も
の

六
　
両
上
肢
の
用
を
廃
し
た
も
の

七
　
両
下
肢
を
ひ
ざ
関
節
以
上
で
失
っ
た
も
の

八
　
両
下
肢
の
用
を
失
っ
た
も
の

二級

一
　
一
眼
が
失
明
し
、
他
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
二
以

下
に
な
っ
た
も
の

二
　
両
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
二
以
下
に
な
っ
た
も
の

三
　
神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
著
し
い
障
害
を

残
し
、
随
時
介
護
を
要
す
る
も
の

四
　
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、

随
時
介
護
を
要
す
る
も
の

五
　
両
上
肢
を
手
関
節
以
上
で
失
っ
た
も
の

六
　
両
下
肢
を
足
関
節
以
上
で
失
っ
た
も
の

三級

一
　
一
眼
が
失
明
し
、
他
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
六
以

下
に
な
っ
た
も
の

二
　
そ
し
ゃ
く
又
は
言
語
の
機
能
を
廃
し
た
も
の

三
　
神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
著
し
い
障
害
を

残
し
、
終
身
職
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

四
　
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、

終
身
職
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

五
　
両
手
の
手
指
を
全
部
失
っ
た
も
の

四級

一
　
両
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
六
以
下
に
な
っ
た
も
の

二
　
そ
し
ゃ
く
及
び
言
語
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を

残
す
も
の

三
　
両
耳
の
聴
力
を
失
っ
た
も
の

四
　
一
上
肢
を
ひ
じ
関
節
以
上
で
失
っ
た
も
の

五
　
一
下
肢
を
ひ
ざ
関
節
以
上
で
失
っ
た
も
の

六
　
両
手
の
手
指
の
全
部
の
用
を
廃
し
た
も
の

七
　
両
足
を
リ
ス
フ
ラ
ン
関
節
以
上
で
失
っ
た
も
の

五級

一
　
一
眼
が
失
明
し
、
他
眼
の
視
力
が
〇
・
一
以
下

に
な
っ
た
も
の

二
　
神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
著
し
い
障
害
を

残
し
、
特
に
軽
易
な
職
務
以
外
の
職
務
に
服
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
も
の

三
　
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、

特
に
軽
易
な
職
務
以
外
の
職
務
に
服
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
も
の

四
　
一
上
肢
を
手
関
節
以
上
で
失
っ
た
も
の

五
　
一
下
肢
を
足
関
節
以
上
で
失
っ
た
も
の

六
　
一
上
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

七
　
一
下
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

八
　
両
足
の
手
指
の
全
部
を
失
っ
た
も
の

六級

一
　
両
目
の
視
力
が
〇
・
一
以
下
に
な
っ
た
も
の

二
　
そ
し
ゃ
く
又
は
言
語
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を

残
す
も
の

三
　
両
耳
の
聴
力
が
耳
に
接
し
な
け
れ
ば
大
声
を
解

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
っ
た
も
の

四
　
一
耳
の
聴
力
を
全
く
失
い
、
他
耳
の
聴
力
が
四

十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
普
通
の
話
声

を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
っ
た
も
の

五
　
せ
き
柱
に
著
し
い
変
形
又
は
運
動
障
害
を
残
す

も
の

六
　
一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
二
関
節
の
用
を
廃
し

た
も
の

七
　
一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
二
関
節
の
用
を
廃
し

た
も
の

八
　
一
手
の
五
の
手
指
又
は
母
指
を
含
み
四
の
手
指

を
失
っ
た
も
の

七級

一
　
一
眼
が
失
明
し
、
他
眼
の
視
力
が
〇
・
六
以
下

に
な
っ
た
も
の

二
　
両
耳
の
聴
力
が
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の

距
離
で
は
普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

程
度
に
な
っ
た
も
の

三
　
一
耳
の
聴
力
を
全
く
失
い
、
他
耳
の
聴
力
が
一

メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
普
通
の
話
声
を
解
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
っ
た
も
の

四
　
神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
障
害
を
残
し
、

軽
易
な
職
務
以
外
の
職
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
も
の

五
　
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、

軽
易
な
職
務
以
外
の
職
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
も
の

六
　
一
手
の
母
指
を
含
み
三
の
手
指
又
は
母
指
以
外

の
手
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

七
　
一
手
の
五
の
手
指
又
は
母
指
を
含
み
四
の
手
指

の
用
を
廃
し
た
も
の

八
　
一
足
を
リ
フ
ラ
ン
関
節
以
上
で
失
っ
た
も
の

九
　
一
上
肢
に
偽
関
節
を
残
し
、
著
し
い
運
動
障
害

を
残
す
も
の

一
〇
　
一
下
肢
に
偽
関
節
を
残
し
、
著
し
い
運
動
障

害
を
残
す
も
の

一
一
　
両
足
の
足
指
の
全
部
の
用
を
廃
し
た
も
の

一
二
　
外
貌
に
著
し
い
醜
状
を
残
す
も
の

一
三
　
両
側
の
こ
う
丸
を
失
っ
た
も
の

別
表
第
二
（
第
百
十
四
条
関
係
）

障害等級

障
害
の
状
態

一級

一
　
一
眼
が
失
明
し
、
又
は
一
眼
の
視
力
が
〇
・
〇

二
以
下
に
な
っ
た
も
の

二
　
せ
き
柱
に
運
動
障
害
を
残
す
も
の

三
　
一
手
の
母
指
を
含
み
二
の
手
指
又
は
母
指
以
外

の
三
の
手
指
を
失
っ
た
も
の

四
　
一
手
の
母
指
を
含
み
三
の
手
指
又
は
母
指
以
外

の
四
の
手
指
を
失
っ
た
も
の

五
　
一
下
肢
を
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
短
縮
し
た

も
の

六
　
一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
用
を
廃
し

た
も
の

七
　
一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
用
を
廃
し

た
も
の

八
　
一
上
肢
に
偽
関
節
を
残
す
も
の

九
　
一
下
肢
に
偽
関
節
を
残
す
も
の

一
〇
　
一
足
の
足
指
の
全
部
を
失
っ
た
も
の

二級

一
　
両
眼
の
視
力
が
〇
・
六
以
下
に
な
っ
た
も
の

二
　
一
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
六
以
下
に
な
っ
た
も
の

三
　
両
眼
に
半
盲
症
、
視
野
狭
さ
く
又
は
視
野
変
状

を
残
す
も
の

四
　
両
眼
の
ま
ぶ
た
に
著
し
い
欠
損
を
残
す
も
の

五
　
鼻
を
欠
損
し
、
そ
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残

す
も
の

六
　
そ
し
ゃ
く
及
び
言
語
の
機
能
に
障
害
を
残
す
も

の七
　
両
耳
の
聴
力
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は

普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な

っ
た
も
の

八
　
一
耳
の
聴
力
が
耳
に
接
し
な
け
れ
ば
大
声
を
解

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
り
、
他
耳
の
聴
力

が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
普
通
の
話
声
を
解

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
程
度
に
な
っ
た
も
の

九
　
一
耳
の
聴
力
を
全
く
失
っ
た
も
の

一
〇
　
神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
障
害
を
残
し
、

服
す
る
こ
と
が
で
き
る
職
務
が
相
当
な
程
度
に
制
限

さ
れ
る
も
の
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一
一
　
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
障
害
を
残
し
、
服
す

る
こ
と
が
で
き
る
職
務
が
相
当
な
程
度
に
制
限
さ
れ

る
も
の

一
二
　
一
手
の
母
指
又
は
母
指
以
外
の
二
の
手
指
を

失
っ
た
も
の

一
三
　
一
手
の
母
指
を
含
み
二
の
手
指
又
は
母
指
以

外
の
三
の
手
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

一
四
　
一
足
の
足
指
の
全
部
の
用
を
廃
し
た
も
の

一
五
　
外
貌
に
相
当
程
度
の
醜
状
を
残
す
も
の

一
六
　
生
殖
器
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

三級

一
　
一
眼
の
視
力
が
〇
・
一
以
下
に
な
っ
た
も
の

二
　
正
面
視
で
複
視
を
残
す
も
の

三
　
そ
し
ゃ
く
又
は
言
語
の
機
能
に
障
害
を
残
す
も

の四
　
一
四
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補
て
つ
を
加
え
た
も

の五
　
両
耳
の
聴
力
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は

普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な

っ
た
も
の

六
　
一
耳
の
聴
力
が
耳
に
接
し
な
け
れ
ば
大
声
を
解

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
っ
た
も
の

七
　
一
手
の
母
指
又
は
母
指
以
外
の
二
の
手
指
の
用

を
廃
し
た
も
の

八
　
一
下
肢
を
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
短
縮
し
た

も
の

九
　
一
足
の
第
一
の
足
指
又
は
他
の
四
の
足
指
を
失

っ
た
も
の

一
〇
　
一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能
に

著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

一
一
　
一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能
に

著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

四級

一
　
両
眼
の
眼
球
に
著
し
い
調
節
機
能
障
害
又
は
運

動
障
害
を
残
す
も
の

二
　
両
眼
の
ま
ぶ
た
に
著
し
い
運
動
障
害
を
残
す
も

の三
　
一
眼
の
ま
ぶ
た
に
著
し
い
欠
損
を
残
す
も
の

四
　
十
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補
て
つ
を
加
え
た
も
の

五
　
両
耳
の
聴
力
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は

小
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
っ
た
も

の六
　
一
耳
の
聴
力
が
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の

距
離
で
は
普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

程
度
に
な
っ
た
も
の

七
　
せ
き
柱
に
変
形
を
残
す
も
の

八
　
一
手
の
示
指
、
中
指
又
は
環
指
を
失
っ
た
も
の

九
　
一
足
の
第
一
の
足
指
を
含
み
二
以
上
の
足
指
の

用
を
廃
し
た
も
の

一
〇
　
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
障
害
を
残
し
、
職
務

の
遂
行
に
相
当
な
程
度
の
支
障
が
あ
る
も
の

五級

一
　
一
眼
の
眼
球
に
著
し
い
調
整
機
能
障
害
又
は
運

動
障
害
を
残
す
も
の

二
　
一
眼
の
ま
ぶ
た
に
著
し
い
運
動
障
害
を
残
す
も

の三
　
七
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補
て
つ
を
加
え
た
も
の

四
　
一
耳
の
耳
か
く
の
大
部
分
を
欠
損
し
た
も
の

五
　
鎖
骨
、
胸
骨
、
ろ
く
骨
、
肩
こ
う
骨
又
は
骨
盤

骨
に
著
し
い
変
形
を
残
す
も
の

六
　
一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能
に
障

害
を
残
す
も
の

七
　
一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能
に
著

し
い
障
害
を
残
す
も
の

八
　
長
管
骨
に
変
形
を
残
す
も
の

九
　
一
手
の
小
指
を
失
っ
た
も
の

一
〇
　
一
手
の
示
指
、
中
指
又
は
環
指
の
用
を
廃
し

た
も
の

一
一
　
一
足
の
第
二
の
足
指
を
失
っ
た
も
の
、
第
二

の
足
指
を
含
み
二
の
足
指
を
失
っ
た
も
の
又
は
第
三

の
足
指
以
下
の
三
の
足
指
を
失
っ
た
も
の

一
二
　
一
足
の
第
一
の
足
指
又
は
他
の
四
の
足
指
の

用
を
廃
し
た
も
の

一
三
　
局
部
に
が
ん
固
な
神
経
症
状
を
残
す
も
の

一
四
　
外
貌
に
醜
状
を
残
す
も
の

六級

一
　
一
眼
の
視
力
が
〇
・
六
以
下
に
な
っ
た
も
の

二
　
一
眼
に
半
盲
症
、
視
野
狭
さ
く
又
は
視
野
変
状

を
残
す
も
の

三
　
正
面
視
以
外
で
複
視
を
残
す
も
の

四
　
両
眼
の
ま
ぶ
た
の
一
部
に
欠
損
を
残
し
又
は
ま

つ
げ
は
げ
を
残
す
も
の

五
　
五
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補
て
つ
を
加
え
た
も
の

六
　
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
障
害
を
残
す
も
の

七
　
一
手
の
小
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

八
　
一
手
の
母
指
の
指
骨
の
一
部
を
失
っ
た
も
の

九
　
一
下
肢
を
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
短
縮
し
た

も
の

一
〇
　
一
足
の
第
三
の
足
指
以
下
の
一
又
は
二
の
足

指
を
失
っ
た
も
の

一
一
　
一
足
の
第
二
の
足
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
、

第
二
の
足
指
を
含
み
二
の
足
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

又
は
第
三
の
足
指
以
下
の
三
の
足
指
の
用
を
廃
し
た

も
の

七級

一
　
一
眼
の
ま
ぶ
た
の
一
部
に
欠
損
を
残
し
、
又
は

ま
つ
げ
は
げ
を
残
す
も
の

二
　
三
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補
て
つ
を
加
え
た
も
の

三
　
一
耳
の
聴
力
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は

小
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
っ
た
も

の四
　
上
肢
の
露
出
面
に
て
の
ひ
ら
の
大
き
さ
の
醜
い

あ
と
を
残
す
も
の

五
　
下
肢
の
露
出
面
に
て
の
ひ
ら
の
大
き
さ
の
醜
い

あ
と
を
残
す
も
の

六
　
一
手
の
母
指
以
外
の
手
指
の
指
骨
の
一
部
を
失

っ
た
も
の

七
　
一
手
の
母
指
以
外
の
手
指
の
遠
位
指
関
節
を
屈

伸
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
も
の

八
　
一
足
の
第
三
の
足
指
以
下
の
一
又
は
二
の
足
指

の
用
を
廃
し
た
も
の

九
　
局
部
の
神
経
症
状
を
残
す
も
の

別
表
第
三
（
第
百
十
六
条
、
第
百
三
十
二
条
、
第
百
三
十

四
条
関
係
）

一
　
呼
吸
器
系
結
核

二
　
肺
化
の
う
症

三
　
け
い
肺
（
こ
れ
に
類
似
す
る
じ
ん
肺
症
を
含
む
。
）

四
　
そ
の
他
認
定
又
は
診
査
に
際
し
必
要
と
認
め
ら
れ

る
も
の

別
表
第
四
（
第
百
四
十
二
条
、
第
百
五
十
条
関
係
）

障害等級

額

一級

終
標
準
報
酬
日
額
か
ら

高
限
度
額
を
控
除
し
た

額
の
二
〇
〇
日
分
、
四
〇
〇
日
分
、
六
〇
〇
日
分
、

八
〇
〇
日
分
、
一
，
〇
〇
〇
日
分
、
一
，
二
〇
〇
日

分
又
は
一
，
三
四
〇
日
分

二級

終
標
準
報
酬
日
額
か
ら

高
限
度
額
を
控
除
し
た

額
の
二
〇
〇
日
分
、
四
〇
〇
日
分
、
六
〇
〇
日
分
、

八
〇
〇
日
分
、
一
，
〇
〇
〇
日
分
又
は
一
，
一
九
〇

日
分

三級

終
標
準
報
酬
日
額
か
ら

高
限
度
額
を
控
除
し
た

額
の
二
〇
〇
日
分
、
四
〇
〇
日
分
、
六
〇
〇
日
分
、

八
〇
〇
日
分
、
一
，
〇
〇
〇
日
分
又
は
一
，
〇
五
〇

日
分

四級

終
標
準
報
酬
日
額
か
ら

高
限
度
額
を
控
除
し
た

額
の
二
〇
〇
日
分
、
四
〇
〇
日
分
、
六
〇
〇
日
分
、

八
〇
〇
日
分
又
は
九
二
〇
日
分

五級

終
標
準
報
酬
日
額
か
ら

高
限
度
額
を
控
除
し
た

額
の
二
〇
〇
日
分
、
四
〇
〇
日
分
、
六
〇
〇
日
分
又

は
七
九
〇
日
分

六級

終
標
準
報
酬
日
額
か
ら

高
限
度
額
を
控
除
し
た

額
の
二
〇
〇
日
分
、
四
〇
〇
日
分
、
六
〇
〇
日
分
又

は
六
七
〇
日
分

七級

終
標
準
報
酬
日
額
か
ら

高
限
度
額
を
控
除
し
た

額
の
二
〇
〇
日
分
、
四
〇
〇
日
分
又
は
五
六
〇
日
分

別
表
第
五
（
第
百
四
十
二
条
、
第
百
五
十
条
関
係
）

障
害
若
し
く
は
死
亡
の
原
因
と
な
っ
た
疾
病

若
し
く
は
負
傷
の
発
生
し
た
日
又
は

後
に

資
格
を
喪
失
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日

率

昭
和
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
以
前

二
五
・
六

二

昭
和
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
二
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
二
・
五

六

昭
和
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

二
一
・
二

九

昭
和
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
一
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

二
〇
・
三

七

昭
和
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

一
九
・
二

一

昭
和
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
三

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

一
八
・
五

四

昭
和
三
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
四

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

一
八
・
二

七

昭
和
三
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

一
七
・
一

六

昭
和
三
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
六

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

一
六
・
一

五

昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

一
四
・
四

五

昭
和
三
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
八

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

一
三
・
〇

〇

昭
和
三
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

一
一
・
七

二

昭
和
三
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

一
〇
・
五

八

昭
和
四
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
一
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

九
・
六
八

昭
和
四
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

八
・
七
八

昭
和
四
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
三

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

七
・
九
一

昭
和
四
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
四

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

七
・
〇
〇

昭
和
四
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

六
・
一
二
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昭
和
四
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
六

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五
・
二
六

昭
和
四
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
・
六
一

昭
和
四
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
八

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
・
九
九

昭
和
四
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
・
三
六

昭
和
四
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

二
・
七
〇

昭
和
五
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
一
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

二
・
三
〇

昭
和
五
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
・
〇
七

昭
和
五
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
三

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

一
・
八
九

昭
和
五
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
四

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

一
・
七
九

昭
和
五
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

一
・
六
九

昭
和
五
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
六

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

一
・
六
〇

昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

一
・
五
二

昭
和
五
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
八

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

一
・
四
五

昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

一
・
四
一

昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

一
・
三
七

昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
一
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

一
・
三
二

昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

一
・
二
九

昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
三

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

一
・
二
六

昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
元
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

一
・
二
二

平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
年
三
月
三

十
一
日
ま
で

一
・
一
九

平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
年
三
月
三

十
一
日
ま
で

一
・
一
五

平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
四
年
三
月
三

十
一
日
ま
で

一
・
一
一

平
成
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
五
年
三
月
三

十
一
日
ま
で

一
・
〇
九

平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
六
年
三
月
三

十
一
日
ま
で

一
・
〇
七

平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
七
年
三
月
三

十
一
日
ま
で

一
・
〇
五

平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
八
年
三
月
三

十
一
日
ま
で

一
・
〇
三

平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
九
年
三
月
三

十
一
日
ま
で

一
・
〇
二

平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
年
三
月
三

十
一
日
ま
で

一
・
〇
一

平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
一
年
三
月

三
十
一
日
ま
で

一
・
〇
一

平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
二
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

一
・
〇
一

平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
三
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

一
・
〇
〇

平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

一
・
〇
一

平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

一
・
〇
二

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

一
・
〇
二

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

一
・
〇
二

平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

一
・
〇
一

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

一
・
〇
二

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

一
・
〇
一

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

一
・
〇
二

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

一
・
〇
三

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

一
・
〇
三

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

一
・
〇
三

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

一
・
〇
四

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

一
・
〇
四

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

一
・
〇
三

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

一
・
〇
三

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

一
・
〇
三

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

一
・
〇
二

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

一
・
〇
一

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

一
・
〇
一

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三

十
一
日
ま
で

一
・
〇
二

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三

十
一
日
ま
で

一
・
〇
一

様
式
第
一
号
（
１
）
（
第
三
十
五
条
関
係
）

様式第一号(1)(第三十五条関係) 

(表面) 

 
           (被保険者) 

船 員 保 険

被保険者証 

令和  年  月  日交付  

 記号            番号          (枝番) 

 

 

 氏名                      性別 

 生 年 月 日            年  月  日 

 資格取得年月日            年  月  日 

 

 

 

 

 保険者番号 

 保険者名称 

 保険者所在地                                  印 
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(裏面) 

  

住 所   

  

備 考   

  

  
※ 以下の欄に記入することにより、臓器提供に関する意思を表示することができます。記入

する場合は、1から3までのいずれかの番号を○で囲んでください。 
  

 1．私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植の為に臓器を提供します。 

 2．私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供します。 

 3．私は、臓器を提供しません。 

 《1又は2を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、×をつけてください。》 

【 心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球 】 

 〔特記欄：                                   〕 

 署名年月日：     年   月   日 

 

 本人署名(自筆)：             家族署名(自筆)：             

備考 1．プラスチックその他の材料を用い、使用に十分耐え得るものとする。 

   2．大きさは、縦54ミリメートル、横86ミリメートルとする。 

   3．必要があるときは、横書きの文字を縦書きで表示することその他所要の変更又は調整を加え

ることができる。 

   4．被保険者に次に掲げる事項を周知するものとする。 

    (1) 被保険者証の交付を受けたときは、直ちに住所欄に住所を自署して大切に保管すること。 

    (2) 保険医療機関等において診療を受けようとするときには、その窓口で電子資格確認を受

けるか、被保険者証を提出すること。 

    (3) 被保険者の資格を喪失したときは、10日以内に被保険者証を船舶所有者に提出すること。

ただし、疾病任意継続被保険者の場合は5日以内に保険者に返納すること。 

    (4) 不正に被保険者証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることが

あること。 

    (5) 被保険者証の記載事項に変更があった場合には、直ちに船舶所有者を経由して保険者に

提出して訂正を受けること。ただし、疾病任意継続被保険者の場合は船舶所有者を経由する

ことを要しないこと。 

じん すい 

様
式
第
一
号
（
２
）
（
第
三
十
五
条
関
係
）

様式第一号(2)(第三十五条関係) 

(表面) 

 
           (被扶養者) 

船 員 保 険

被保険者証 

令和  年  月  日交付  

記号            番号           (枝番) 

 

 

 氏名                      性別 

 生年月日               年  月  日 

 認定年月日              年  月  日 

 被保険者氏名 

 

 

 

 保険者番号 

 保険者名称 

 保険者所在地                                  印 

 

(裏面) 

  

住 所   

  

備 考   

  

  
※ 以下の欄に記入することにより、臓器提供に関する意思を表示することができます。記入

する場合は、1から3までのいずれかの番号を○で囲んでください。 
  

 1．私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植の為に臓器を提供します。 

 2．私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供します。 

 3．私は、臓器を提供しません。 

 《1又は2を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、×をつけてください。》 

【 心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球 】 

 〔特記欄：                                   〕 

 署名年月日：     年   月   日 

 

 本人署名(自筆)：             家族署名(自筆)：             

備考 1．プラスチックその他の材料を用い、使用に十分耐え得るものとする。 

   2．大きさは、縦54ミリメートル、横86ミリメートルとする。 

   3．必要があるときは、横書きの文字を縦書きで表示することその他所要の変更又は調整を加え

ることができる。 

   4．被保険者等に次に掲げる事項を周知するものとする。 

    (1) 被保険者証の交付を受けたときは、直ちに住所欄に住所を自署して大切に保管すること。 

    (2) 保険医療機関等において診療を受けようとするときには、その窓口で電子資格確認を受

けるか、被保険者証を提出すること。 

    (3) 被保険者の資格を喪失したとき又はその被扶養者でなくなったときは、10日以内に被保

険者証を船舶所有者に提出すること。ただし、疾病任意継続被保険者の場合は5日以内に保

険者に返納すること。 

    (4) 不正に被保険者証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることが

あること。 

    (5) 被保険者証の記載事項に変更があった場合には、直ちに船舶所有者を経由して保険者に

提出して訂正を受けること。ただし、疾病任意継続被保険者の場合は船舶所有者を経由する

ことを要しないこと。 

じん すい 

様
式
第
二
号
（
第
四
十
一
条
関
係
）
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様
式
第
三
号
（
第
四
十
三
条
関
係
）

様式第三号(第四十三条関係) 

船員保険療養補償証明書(下船後の療養補償) 

  

本 人 

記号・番号 (枝番)  職 務 の 種 類   
  

氏 名   生 年 月 日 
明・大・昭 

平・令 
年  月  日 

被保険者資格取得

年 月 日 

昭和 

平成 

令和 

年  月  日 雇 入 年 月 日 

昭 和 

平 成 

令 和 

年  月  日 

乗 組 船 舶 船 舶 名   総 ト ン 数   

傷病・事故発

生の日時及

び 場 所 

日 時 令和   年   月   日 
午前 

午後 
     時     分頃 

場 所   

傷 病 

1 疾 病 

2 負 傷 

部 位

及び

症 状 

  

第
二
項
該
当 

船
員
法
第
八
十
九
条 

下船の場所

及び年月日 

下 船 港   

下船年月日 令和  年  月  日 
下 船 後 三 月

満 了 年 月 日 
令和  年  月  日 

負
傷
原
因
記
入
欄(

負
傷
の
場
合
は
記
入
し
て
く
だ
さ
い) 

  

 上記のとおり相違ないことを証明します。 

 

 令和  年  月  日 

  

船 舶 所 有 者 
住所又は所在地 

氏名又は名称 
  

  

船 長

又は 

保 険 者 

住所又は所在地 

氏名又は名称 
  

所 在 地 

名 称 
  

  

備考 この用紙は、A列4番とすること。 

様
式
第
四
号
（
第
六
十
八
条
関
係
）

様式第四号(第六十八条関係) 

(表面) 
 

注 意 事 項 
1 この証明書の交付を受けたときには、直ちに住所欄に住所を自署して大切に保
持してください。 
2 この証明書では、資格を喪失する前に、発生した傷病及びこれによって発生し
た疾病についてのみ、診療が受けられます。診療を受けようとする際には、必ず
この証明書をその窓口で渡してください。 
3 この証明書で診療を受けたとき、船員法第89条第2項(職務上の災害発生日が平
成21年12月31日以前である場合は船員法第89条第1項を含む。以下同じ。)に該当
したことにより船舶所有者等から交付を受けた船員保険療養補償証明書をこの証
明書に添えて窓口で渡した場合は、一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支
払う必要がありませんが、それ以外の場合は次の額をその都度支払ってください。 
 (1) 保険診療の費用((2)の費用を除く。) 
  ア 被保険者であった者 3割に相当する額 
    ただし、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合は

その月)以後の場合は、2割(ただし、昭和19年4月1日までに生まれた方は1割)
に相当する額となります。 

  イ 被扶養者であった者 3割に相当する額 
    ただし、義務教育就学前(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで)

の場合は2割に相当する額、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初
日である場合はその月)以後の場合は2割(ただし、昭和19年4月1日までに生
まれた方は1割)に相当する額となります。 

 (2) 入院時の食事療養又は生活療養に要する費用 定額の食事療養標準負担
額又は生活療養標準負担額 

4 この証明書は、次に該当するときは直ちに返納してください。 
 (1) 船員法第89条第2項に該当したことによりこの証明書の交付を受けた場合 
   被保険者となったとき、受給期限が到来したとき又は診療を受けていた傷

病が治った等のため不要となったとき。 
 (2) (1)以外の場合 
   健康保険法第3条第2項の規定による被保険者等として療養の給付等が受け

られるようになったとき、被保険者等、健康保険の被保険者等、国民健康保険
の被保険者、後期高齢者医療の被保険者等となったとき、被保険者の資格を喪
失してから起算して6月を経過したとき又は診療を受けていた傷病が治った等
のため不要となったとき。 

5 表面の記載事項のうち被保険者又は受給者の氏名又は住所に変更があったと
きは、この証明書を提出するとともに、新旧の氏名又は住所を5日以内に届け出て
ください。 
6 不正にこの証明書を使用したときは、刑法によって罰せられることがありま
す。 

 

 

 

船 員 保 険 

 

継 続 療 養 受 療 証 明 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保 険 者 名 

 

(裏面) 

    

  

  

    

療
養
給
付
記
録
１ 

傷病名   

  

  船員保険 継続療養受療証明書   

令和    年    月    日 交付     

被
保
険
者
で
あ
っ
た
者 

記号   番号       (枝番) 

氏名   
性別 開始年月日  令和     年     月     日 

  受給期限  令和     年     月     日 

終了年月日  令和   年   月   日 転帰   生年月日  昭・平・令  年  月  日生 

療
養
給
付
記
録
２ 

傷病名   

住所   

受

給

者 

記号   番号       (枝番) 

氏名   
性別 

  開始年月日  令和     年     月     日 

受給期限  令和     年     月     日 生年月日  昭・平・令  年  月  日生 続柄 

住所   

終了年月日  令和   年   月   日 転帰   

療
養
給
付
記
録
３ 

傷病名   

保

険

者 

所在地   

名
称
及
び
印 

保
険
者
番
号 

  
開始年月日  令和     年     月     日 

受給期限  令和     年     月     日 

終了年月日  令和   年   月   日 転帰   

    
 

様
式
第
五
号
（
第
八
十
八
条
関
係
）
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様
式
第
六
号
（
第
九
十
三
条
関
係
）

 

様
式
第
七
号
（
第
九
十
五
条
関
係
）
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様
式
第
八
号
（
第
百
八
十
七
条
関
係
）

様式第八号(第百八十七条関係) 

督 促 状 

  内閣府及び厚生労働省所管 年金特別会計   

事業所整理記号 事業所番号 年度 所属年度 

        

船 員 保 険 料 
円 

円 

厚生年金保険料 
円 

円 

子ども・子育て拠出金 
円 

円 

合 計 
円 

円 

 指定期限  令和    年    月    日 限り 

 納付場所  日本銀行本店、支店、歳入代理店(全国の銀行、信用金庫の本店若しくは

支店又は郵便局等)、日本年金機構年金事務所 

 上記のとおり納付してください。 

  指定期限までに完納しないときは、納期限の翌日から法律に定める金額の延滞金を徴

収します。 

  指定期限を過ぎて完納しないときは、財産差押の処分をします。 

令和  年  月  日 

歳入徴収官の官職氏名                印 

  金額の欄が二段で表示されているときは、上段が告知額、下段が納付されていない額

(督促の対象となる額)です。 

備 考 

 1 日本銀行に納付を指定したときは、「納付してください。」の次に次のただし書を加

えること。「ただし、指定期限を経過したときは、日本年金機構年金事務所へ納付して

ください。」 

 2 保険料以外の徴収金の督促状は、この様式に準ずること。 

 3 この様式により子ども・子育て拠出金の督促を併せて行うことができること。 

 4 必要があるときは、所要の変更又は調整を加えることができること。 

様
式
第
九
号
（
第
百
八
十
九
条
関
係
）

様式第九号(第百八十九条関係) 

(表 面) 

 

 

第百六十一条 船舶所有者又は第百四十五条第一項の規定により協会

の指定した者が、正当な理由がなくて同項の規定に違反して、報告

をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書の提示をせず、又はこの法

律の施行に必要な事務を行うことを怠ったときは、十万円以下の過

料に処する。 

  (第二項省略) 

3 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用す

る者が、第四十九条第一項の規定により報告若しくは診療録、帳簿

書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従

わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由

がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以

下の過料に処する。 

 

 

 

 

船 員 保 険 検 査 証 

 

 

 

(法第四十九条第一項関係) 

 

 

 

  

写

真 

  

 

 

  官職又は職名 

  氏 名 

           (  年  月  日生) 

 

(裏 面) 

 

第     号 

 

 

 

  令和  年  月  日交付 

 

 

 

 

 

 

船員保険法(抄) 

 

 (診療録の提示等) 

第四十九条 厚生労働大臣は、保険給付を行うにつき必要があると認

めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又は

これを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に

関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、

又は当該職員に質問させることができる。 

 (第二項省略) 

3 前二項の規定による質問を行う当該職員は、その身分を示す証明書

を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなけれ

ばならない。 

 (第四項省略) 

  厚生労働大臣、

地方厚生局長又

は地方厚生支局

長印 

  

  

備考 この用紙は、A列7番とし、厚紙を用い、中央の点線の所から二つ折とすること。 

様
式
第
十
号
（
第
百
八
十
九
条
関
係
）

様式第十号(第百八十九条関係) 

(表 面) 

 

 

第百五十八条 被保険者又は被保険者であった者が、第四十九条第二

項の規定により、報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わ

ず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由が

なくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、三十万円以

下の罰金に処する。 

 

 

 

 

船 員 保 険 検 査 証 

 

 

 

(法第四十九条第二項関係) 

 

 

 

  

写

真 

  

 

 

  官職又は職名 

  氏 名 

           (  年  月  日生) 
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(裏 面) 

 

第     号 

 

 

 

  令和  年  月  日交付 

 

 

 

 

 

 

船員保険法(抄) 

 

 (診療録の提示等) 

第四十九条 (第一項省略) 

2 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院

時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪

問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受

けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該保険給付に係る

診療、調剤又は指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項に規定す

る指定訪問看護をいう。以下同じ。)の内容に関し、報告を命じ、又

は当該職員に質問させることができる。 

 (第三項及び第四項省略) 

  厚生労働大臣、

地方厚生局長又

は地方厚生支局

長印 

  

  

備考 この用紙は、A列7番とし、厚紙を用い、中央の点線の所から二つ折とすること。 

様
式
第
十
一
号
（
第
百
八
十
九
条
関
係
）

様式第十一号(第百八十九条関係) 

(表 面) 

 

健康保険法(抄) 

 

 (保険医療機関又は保険薬局の報告等) 

第七十八条 厚生労働大臣は、療養の給付に関して必要があると認め

るときは、保険医療機関若しくは保険薬局若しくは保険医療機関若

しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その

他の従業者であった者(以下この項において「開設者であった者等」

という。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しく

は提示を命じ、保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管

理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者(開設者であった者等を含

む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、

若しくは保険医療機関若しくは保険薬局について設備若しくは診療

録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

2 第二十七条第二項及び第七十三条第二項の規定は前項の規定によ

る質問又は検査について、第二十七条第三項の規定は前項の規定に

よる権限について準用する。 

 

 

 

 

船 員 保 険 検 査 証 

 

 

  法第五十九条・第六十一条・第

六十二条・第六十三条関係 

  

  

  

写

真 

  

 

 

  官職又は職名 

  氏 名 

           (  年  月  日生) 

 

(裏 面) 

 

第     号 

 

 

 

  令和  年  月  日交付 

 

 

 

 

 

船員保険法(抄) 
 (健康保険法の準用) 
第五十九条 健康保険法第六十四条、第七十三条、第七十六条第四項
から第六項まで、第七十八条及び第八十二条第一項の規定は、この
法律による療養の給付について準用する。 

 (入院時食事療養費) 
第六十一条 (第一項から第六項まで省略) 
7 健康保険法第六十四条、第七十三条、第七十六条第四項から第六項
まで及び第七十八条の規定並びに第五十三条第五項、第五十四条、
第五十八条第三項及び前条第一項の規定は、第五十三条第六項各号
に掲げる病院又は診療所から受けた食事療養及びこれに伴う入院時
食事療養費の支給について準用する。 

 (入院時生活療養費) 
第六十二条 (第一項から第三項まで省略) 
4 健康保険法第六十四条、第七十三条、第七十六条第四項から第六項
まで及び第七十八条の規定並びに第五十三条第五項、第五十四条、
第五十八条第三項、第六十条第一項及び前条第四項から第六項まで
の規定は、第五十三条第六項各号に掲げる病院又は診療所から受け
た生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用す
る。 

 (保険外併用療養費) 
第六十三条 (第一項から第三項まで省略) 
4 健康保険法第六十四条、第七十三条、第七十六条第四項から第六項
まで及び第七十八条の規定並びに第五十三条第五項、第五十四条、
第五十八条第三項、第六十条第一項及び第六十一条第四項から第六
項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養及び選定療養
並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。 

 (第五項省略) 

  厚生労働大臣、

地方厚生局長又

は地方厚生支局

長印 

  

  

 備考 この用紙は、A列7番とし、厚紙を用い、中央の点線の所から二つ折とすること。 

様
式
第
十
二
号
（
第
百
八
十
九
条
関
係
）

様式第十二号(第百八十九条関係) 

(表 面) 

 

健康保険法(抄) 

 (指定訪問看護事業者等の報告等) 

第九十四条 厚生労働大臣は、訪問看護療養費の支給に関して必要が

あると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者

であった者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他

の従業者であった者(以下この項において「指定訪問看護事業者で

あった者等」という。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは

提示を命じ、指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る訪問看護

事業所の看護師その他の従業者(指定訪問看護事業者であった者等

を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問さ

せ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事

業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

2 第七条の三十八第二項の規定は前項の規定による質問又は検査に

ついて、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用す

る。 

 

 

 

 

船 員 保 険 検 査 証 

 

 

 

(法第六十五条・第七十八条関係) 

 

 

 

  

写

真 

  

 

 

  官職又は職名 

  氏 名 

           (  年  月  日生) 

83



(裏 面) 

 

第     号 

 

 

 

  令和  年  月  日交付 

 

 

 

 

 

 

船員保険法(抄) 

 

 (訪問看護療養費) 

第六十五条 (第一項から第十一項まで省略) 

12 健康保険法第八十八条第十項、第十一項及び第十三項、第九十一

条、第九十二条第三項並びに第九十四条の規定並びに第五十三条第

五項の規定は、この法律による訪問看護療養費の支給及び指定訪問

看護について準用する。 

 (家族訪問看護療養費) 

第七十八条 (第一項及び第二項省略) 

3 健康保険法第八十八条第十項、第十一項及び第十三項、第九十一条、

第九十二条第三項並びに第九十四条の規定並びに第六十五条第二

項、第三項及び第六項から第十項までの規定は、家族訪問看護療養

費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。 

  厚生労働大臣、

地方厚生局長又

は地方厚生支局

長印 

  

  

備考 この用紙は、A列7番とし、厚紙を用い、中央の点線の所から二つ折とすること。 

様
式
第
十
二
号
の
二
（
第
百
八
十
九
条
関
係
）

様式第十二号の二(第百八十九条関係) 

(表 面) 

5 厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合にお
いて、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行
為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、
当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されること
を確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができ
る。 

6 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従
わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべき
ことを命ずることができる。 

 
 (報告及び検査) 
第百四十三条の三 厚生労働大臣は、前条第五項及び第六項の規定に
よる措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる
範囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反している
と認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報
告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業所に立ち
入って質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させること
ができる。 

2 第四十九条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査につい
て、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ
準用する。 

 
第百五十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の
罰金に処する。 

 一 (省略) 
 二 正当な理由がなくて第百四十三条の三第一項の規定による報告

をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職
員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚
偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検
査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

 

 

 

 

船 員 保 険 検 査 証 

 

 

 

(法第百四十三条の三関係) 

 

 

 

  

写

真 

  

 

 

  官職又は職名 

  氏 名 

           (  年  月  日生) 

 

(裏 面) 

 

第     号 

 

 

 

  令和  年  月  日交付 

 

 

 

 

船員保険法(抄) 

 (被保険者等記号・番号等の利用制限等) 

第百四十三条の二 (第一項及び第二項省略) 

3 何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、

その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契

約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又

はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者

に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。 

 一 厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、被保険者等記号・

番号等を告知することを求めるとき。 

 二 厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定

める場合に、被保険者等記号・番号等を告知することを求めると

き。 

4 何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被保険者等記号・番号

等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険者等記

号・番号等を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをい

う。)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供され

ることが予定されているもの(以下この項において「提供データベー

ス」という。)を構成してはならない。 

 一 厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベー

スを構成するとき。 

 二 厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令で

定める場合に、提供データベースを構成するとき。 

  

厚生労働大臣印 

  

  

備考 この用紙は、A列7番とし、厚紙を用い、中央の点線の所から二つ折とすること。 

様
式
第
十
三
号
（
第
百
八
十
九
条
関
係
）

様式第十三号(第百八十九条関係) 

(表 面) 

 

第百五十六条 船舶所有者が、正当な理由がなくて次の各号のいずれ

かに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処

する。 

  (第一号から第三号まで省略) 

 四 第百四十六条第一項の規定による文書その他の物件の提出若し

くは提示をせず、又は同項の規定による当該職員(第百五十三条の

五第二項において読み替えて適用される第百四十六条第一項に規

定する機構の職員及び第百五十三条の六の三第二項において読み

替えて適用される第百四十六条第一項に規定する協会の職員を含

む。次条において同じ。)の質問に対して答弁をせず、若しくは虚

偽の答弁をし、若しくは第百四十六条第一項の規定による検査を

拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 

 

第百五十七条 船舶所有者以外の者が、正当な理由がなくて第百四十

六条第一項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若

しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、

若しくは忌避したときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金

に処する。 

 

 

 

 

船 員 保 険 検 査 証 

 

 

 

(法第百四十六条関係) 

 

 

 

  

写

真 

  

 

 

  官職又は職名 

  氏 名 

           (  年  月  日生) 
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(裏 面) 

 

第     号 

 

 

 

  令和  年  月  日交付 

 

 

 

 

 

 

船員保険法(抄) 

 

 (立入検査等) 

第百四十六条 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料

又は保険給付に関して必要があると認めるときは、船舶所有者に対

し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に

船舶所有者の事務所若しくは船舶に立ち入り、関係者に質問させ、

若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

2 第四十九条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査につい

て、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。 
  厚生労働大臣、地

方厚生局長、地方

厚生支局長、日本

年金機構又は全国

健康保険協会印 

  

  

備考 この用紙は、A列7番とし、厚紙を用い、中央の点線の所から二つ折とすること。 

様
式
第
十
四
号
（
第
二
百
六
条
関
係
）

様式第十四号(第二百六条関係) 

 
 

第
一
片 

原 符 

  事業所整理記号 
(船舶所有者整理記号) 事業所番号 

(告知番号) 

内

訳 

納付目的

年 月 
調
定
種
別 

保険料

種 別 

令和     年度 年金特別会計 
第    号 

  

郡市区 記号 金 額 
延 滞 金 

日数 
金 額 

備 考                       年 月   
千 百 十 万 千 百 十 円 

  
十 万 千 百 十 円 

住

所 

                                                 

 

 

 

 

証券番号 

 

 

 

 

振 出 人 

                                    

                                    

氏

名 

殿  

                                              

                                    

                                    

                                                

  
令和 

    
年 

    
月 

    
日 

                                      

 
 

                                      

                                    

内 証 券 受 領 額                                   

領 収 金 額 
  千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

                        

◎金額の頭部に必ず￥を付すこと。 残       枚 

   

第
二
片 

領 収 証 書 

  事業所整理記号 
(船舶所有者整理記号) 事業所番号 

(告知番号) 

内

訳 

納付目的

年 月 
調
定
種
別 

保険料

種 別 

令和     年度 年金特別会計 
第    号 

  

郡市区 記号 金 額 
延 滞 金 

日数 
金 額 

備 考                       年 月   
千 百 十 万 千 百 十 円 

  
十 万 千 百 十 円 

住

所 

                                                 

 

 

 

 

証券番号 

 

 

 

 

振 出 人 

                                    

                                    

氏

名 

殿  

                                              

                                    

                                    

 右記の金額を領収しました。 
                                              

  
令和 

    
年 

    
月 

    
日 

                                      

 

 

印  

                                      

                                    

内 証 券 受 領 額                                   

領 収 金 額 
  千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

                        

◎茶色のカーボンで書かれていない場合は、お手数でも年金事務所へ御連絡ください。◎領収金額欄が修正されているものは無効です。 

 

 

第
三
片 

  

領 収 済 報 告 書           
  届書コード 

 6 3 8 

① 事業所整理記号 
(船舶所有者整理記号) 

② 

事業所番号 

(告知番号)   

納付目的

年 月 
調
定
種
別 

保険料

種 別 

令和     年度 年金特別会計 
第    号 

  

郡市区 記号 金 額 
延 滞 金 

日数 
金 額 

備 考                         年 月   
千 百 十 万 千 百 十 円 

  
十 万 千 百 十 円 

住

所 

  

内

訳 

③       ④   ⑩                   ⑪              

 

 

 

 

証券番号 

 

 

 

 

振 出 人 

                                    

                                    

氏

名 

殿  

⑤       ⑥   ⑫                   ⑬             

                                    

                                    

 右記の金額を領収したので報告します。 
⑦       ⑧   ⑭                   ⑮             

  ⑨ 
令和 

    
年 

    
月 

    
日 

                                      

印  

 

 

 歳入徴収官 

殿  

 
                                    

                                      

内 証 券 受 領 額                                   

⑯ 
領 収 金 額 

  千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

 

  
                        

  

    備 考 1．用紙寸法は、各片ともおおむね縦11cm、横21cmとする。 
        2．各片は左端をのり付けその他の方法により接続するものとする。 
        3．各片に共通する事項(あらかじめ印刷する事項は除く。)は、複写により記入するものとする。 

様
式
第
十
五
号
（
第
二
百
七
条
関
係
）

様式第十五号(第二百七条関係) 

 

第
一
片 

  

  送付書・領収証書 国 庫 金 第        号 

  

  

  

下記の金額を領収しま

した。 

(領収年月日、領収者名

及び領収印)又は(領収

者名の表示のある領収

日付印) 

  

(収納職員所属氏名) 
  

  

令和         年度 

年 金 特 別 会 計(0343) 
内 閣 府 及 び
厚生労働省所管 

(庁名) 

厚生労働省年金局(○○○) 

(    )    

  送 付 金 額   
千 百 十 万 千 百 十 円 

  翌年度6月1日以降現年度歳入組入   

  
  

  

第
二
片 

  

  領 収 控 国 庫 金   送 第        号 

  

  

  

下記の金額を領収しま

した。 

(領収年月日、領収者名

及び領収印)又は(領収

者名の表示のある領収

日付印) 

  

(収納職員所属氏名) 
  

  

令和         年度 

年 金 特 別 会 計(0343) 
内 閣 府 及 び
厚生労働省所管 

(庁名) 

厚生労働省年金局(○○○) 

(    )    

  送 付 金 額   
千 百 十 万 千 百 十 円 

  翌年度6月1日以降現年度歳入組入   

  
  

  

第
三
片 

  

  領 収 済 通 知 書 国 庫 金 第        号 

  

  

 

 

 

 

あて先 歳入徴収官 

    所 属 庁 名 

    所 在 地 

下記の金額を領収しま

した。 

(領収年月日、領収者名

及び領収印)又は(領収

者名の表示のある領収

日付印) 

  

(収納職員所属氏名) 
  

  

令和         年度 

年 金 特 別 会 計(0343) 
内 閣 府 及 び
厚生労働省所管 

(庁名) 

厚生労働省年金局(○○○) 

(    )    

  送 付 金 額   
千 百 十 万 千 百 十 円 

  翌年度6月1日以降現年度歳入組入   

  
  

 

     備 考 

     1．用紙寸法は各片ともおおむね縦11cm、横21cmとする。 

     2．各片は左端をのり付けその他の方法により接続するものとする。 

     3．各片に共通する事項(あらかじめ印刷する事項を除く。)は、複写により記入するものとする。 

様
式
第
十
六
号
（
第
二
百
八
条
関
係
）

様式第十六号(第二百八条関係) 

保険料等収納簿 

 

年月日 摘要 保険料種別 収 送 残 

            円     円     円 
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様
式
第
十
七
号
（
第
二
百
九
条
関
係
）

様式第十七号(第二百九条関係) 

(歳入金以外)領収証原符 

  

住 (居 )所 
  年度 令和   年度 番号 第    号 

  

  受 入 区 分 

    
氏 名 

(名 称) 
殿      

    

 

      令和   年   月   日 摘

要 

  

  

  

領 収 金 額   
千 百 十 万 千 百 十 円 

   ◎領収金額欄の頭部に必ず￥を付すこと。 残枚数 枚  

  
 

(歳入金以外)領収証 

  

住 (居 )所 
  年度 令和   年度 番号 第    号 

  

  受 入 区 分 

    
氏 名 

(名 称) 
殿      

    

 

   右記の金額を領収しました。 

       令和   年   月   日 

 

                    印 

摘

要 

  

  

  

領 収 金 額   
千 百 十 万 千 百 十 円 

  (御注意)  ◎茶色のカーボンで書かれていないときは、お手数でも年金事務所まで御連絡ください。 

        ◎領収金額欄を訂正したものは無効です。 

 

(歳入金以外)領収済報告書 

  

住 (居 )所 
  年度 令和   年度 番号 第    号 

  

  受 入 区 分 

    
氏 名 

(名 称) 
殿      

    

 

   右記の金額を領収済につき報告します。 

       令和   年   月   日 

 

                    印 

 

                殿 

摘

要 

  

  

  

領 収 金 額   
千 百 十 万 千 百 十 円 

  

 

  備 考 1．用紙の寸法は、各片ともおおむね縦11.0cm、横21.0cmとする。 

      2．各片は、左端をのり付けその他の方法により接続するものとする。 

      3．各片に共通する事項(あらかじめ印刷する事項を除く。)は、複写により記入するものとする。 

      4．必要があるときは、所要の変更又は調整を加えることができる。 

様
式
第
十
八
号
（
第
二
百
十
二
条
関
係
）

様式第十八号(第二百十二条関係) 

 

保険料等収納状況報告書 

 

令和  年  月  日      

 

 厚生労働大臣 殿 

 

○○年金事務所 主任収納職員       

所 属 ・ 氏 名 印     

 

 

 令和  年度 令和  年  月分 

  摘 要 前月送付未済額 本月収納額 計 本月送付済額 本月送付未済額 備 考   

主任収納職員 ○○ ○○             

分任収納職員 ○○ ○○             

   〃   ○○ ○○             

計             

  

 

様
式
第
十
九
号
（
第
二
百
十
四
条
関
係
）

様式第十九号(第二百十四条関係) 

 

現金現在高調書 

金種類 金額 備考 

  円     

    

      

 上記のとおり引継ぎを終わりました。 

  令和   年   月   日 

前任収納職員 所 属 ・ 氏 名 認
印 

後任収納職員 所 属 ・ 氏 名 認印 
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